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令和５年第３回知名町議会定例会議事日程 

令和５年９月５日（火曜日）午前10時00分開議 

 

 

１．議事日程（第１号） 

 ○開会の宣告 

 ○開議の宣告 

 ○日程第１ 会議録署名議員の指名 

 ○日程第２ 会期の決定 

 ○日程第３ 諸般の報告 

       （議 長） 

 ○日程第４ 行政報告 

       （町 長・教育長） 

 ○日程第５ 報告第５号から報告第９号 

 ○日程第６ 一般質問 

       ①西  文男君 

       ②今井 吉男君 

       ③川畑 光男君 

       ④窪田  仁君 

 ○散会の宣告 

 

 

１．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 
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１．出席議員（12名） 

議席番号    氏   名  議席番号    氏   名 

  １番  福 川   勝 久 君    ２番  奥 山   雅 貴 君 

  ３番  城 村     誠 君    ５番  窪 田     仁 君 

  ６番  川 畑   光 男 君    ７番  新 山   直 樹 君 

  ８番  根 釜   昭一郎 君    ９番  西     文 男 君 

 １０番  宗 村     勝 君   １１番  今 井   吉 男 君 

 １２番  外 山   利 章 君   １３番  福 井   源乃介 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

議 会 事 務 局 長 村 山 裕 一 郎 君 議 会 事 務 局 主 事 元 榮 聡 子 君

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

職  名  氏  名   職  名  氏  名  

町 長  今 井  力 夫 君  税 務 課 長  藤 田  孝 一 君 

副 町 長  赤 地  邦 男 君  町 民 課 長  平    和 仁 君 

教 育 長  田 中  幸太郎 君  保健福祉課長  中 村  里佐子 君 

総 務 課 長  成 美  保 昭 君  上下水道課長  久 永  裕 一 君 

総務課長補佐  西    富士雄 君  子育て支援課長  池 沢  由美子 君 

企画振興課長
 
元 栄  吉 治 君  

教 育 委員 会 事 務 局 長 

兼学校教育課長 

 
窪 田  政 英 君 

農 林 課 長

 

岡 越    豊 君  

教 育 委 員 会 

事 務 局 次 長 

兼生涯学習課長 

兼中央公民館長 

兼 図 書 館 長 

 

田 邊    栄 君 

農業委員会事務局長
 
上 村  隆一郎 君  

学 校 給 食 

センター所長 

 
東    里 樹 君 

建 設 課 長  英    敬 一 君  企画振興課長補佐  永 野  道 也 君 

耕 地 課 長  下 田  浩 治 君  建設課長補佐  夏 迫  裕 作 君 

会 計 管 理 者

兼 会 計 課 長

 
井 上  修 吉 君   
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△開 会 午前１０時００分 

 

○議長（福井源乃介君） 

 議場内の皆さん、ご起立ください。 

 ただいまから令和５年第３回知名町議会９月定例会を開会します。 

 一同、礼。お座りください。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第

１２７条の規定により宗村 勝君及び今井吉男君を指名します。 

 

△日程第２ 会期の決定 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第２、会期決定の件を議題とします。お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日９月５日から９月１１日までの７日間としたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日から９月１１日までの７日間とすることに決

定しました。 

 

△日程第３ 諸般の報告 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 報告事項はお手元に配付してありますが、若干申し上げたいと思います。 

 まず、７月４日、鹿児島市において、県町村議長会の臨時議会と正副議長研修会

が開催されました。正副議長研修会の講師は、中央大学法学部の礒崎氏であり、地
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方議会の政策力をどう強化するか。その戦略と手法についての講演がありました。

私たち知名町議会が現在取り組んでおります議会改革の中で、来年の３月定例会、

あるいは任期最終となる６月定例会において政策提案をすることとしており、しっ

かり学んだことを生かしていきたいと思っているところであります。議員の皆さん

には、地方議会人の５月号に礒崎氏の論文をはじめ、地方議会の政策力アップに向

けた記事が掲載されておりますので、再度読み返していただきたいと思います。 

 ７月１１日から１４日にかけて、町内６か所に出向いて議員と語る会を開催いた

しました。これまで、コロナ禍にあって改選後一度も開催できずにおりましたが、

５月８日から行動制限もなくなり対面での会議も開催するようになりましたので、

区長会と協議を行い、区長さん方のご協力の下に議員と語る会を開催することがで

きました。語る会においては、多くの質問、ご意見、ご要望を賜りましたので、実

現に向けて議会一丸となって取り組んでいきたいと思っております。なお、詳細等

につきましては、議会だより等で報告をしたいと思っております。 

 ７月２４日、徳之島町において、奄美・やんばる広域圏交流推進協議会の総会が

４年ぶりに開催されました。次期奄振、奄美群島振興開発特別措置法の中で、沖縄

県との連携強化をうたっており、その足がかりになる協議会だと思っております。 

 また、先月には、鹿児島県、沖縄県、そして奄美広域の３者で連携協定も締結さ

れて、今後、沖縄県との交流が活発になっていくものだと期待をしているところで

あります。来年は名護市で開催することが決定をいたしております。 

 ７月２６日、奄美群島さとうきび価格対策協議会の総会が奄美市で開催されまし

た。総会の席上、私のほうからは、農家の負担軽減あるいは作業の効率化等々、機

械の導入が必要でありますが、この一、二年、農機リース事業の採択率が低下をし

ている、サトウキビの振興に遅れを生じているので改善をしていただきたい旨、リ

ース事業の充実等について要請をしたところであります。これについては、事務局、

農政連のほうも把握をしており、今後、要請を引き続き行っていくことといたしま

した。 

 それから、伊仙町、天城町からは、サトウキビ交付金単価の大幅な引上げ要請が

ありました。この件については、さきの５月１１日、本町で開催いたしました全群

の議員大会において、本町主導で南３町の提出議題として、サトウキビ交付金単価

の引上げ、持続可能なサトウキビ生産ということで取り上げてきた案件であります。

平成１９年度から現在の品質取引制度になりましたが、この１５年間でサトウキビ

交付金単価は僅かに５４０円しか上がっておりません。昨今、燃料が４割上がって

います。肥料については７割高騰しております。さらには生産資材の高騰、物価の
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高騰、人件費の高騰等々、生産コストが大幅に上がっている現状、サトウキビ農家

がゆとりある生活ができる水準まで引上げ要請をすべきとの意見が出されました。

これについても、農政連を通じて要請するということでしたが、過去の賃上げ要請、

船を借り切って東京まで行って陳情した経緯を踏まえ、多くの陳情団を組んで中央

要請すべきではないかという意見等も出されたところであります。 

 それから、７月２８日、東京永田町あるいは霞が関において中央要請活動をいた

しました。特に、初日早々に野村水産大臣を訪ね、サトウキビ交付金単価の引上げ、

さらには奄振法の延長拡充について要請をしたところです。その後、奄振委員会と

の意見交換、それから、国土交通省をはじめ関係省庁や衆参両院の関係国会議員等

の事務所に要請をしたところであります。 

 ７月３１日、防衛省情報施設協議会の総会が開催されました。総会において、引

き続き、基地交付金、正式には国有施設等所在市町村助成交付金でありますが、こ

れの増額要請と防衛省の所管事業であります基地周辺整備事業、あるいは民生安定

化事業等々の補助率のかさ上げを要請したところであります。国民保護の観点から、

基地への道路改良、あるいは荷役を行う港湾整備等々に使い勝手のいい事業にして

いただきたいということで、４分の３まで引き上げていただきたいというお願いを

して帰ってきたところであります。 

 ８月１６日、鹿児島市において、県町村議長会の理事会、臨時議会、さらには県

町村会役員との意見交換会が開催されました。今案件になっているのが、肥薩おれ

んじ鉄道に対する財政支援をどうするかということであります。これまで、１０年

間にわたって巨額の財政支援を行ってきましたが、黒字化が一向に見えない中で、

今後５年間、総額７億円を超える財政支援の要請があり、これについて１０月まで

に答えを出さなければならない喫緊の課題でありますが、賛否両論あり、なかなか

調整に苦慮しているところでありますが、県町村会と県町村議長会が足並みをそろ

えてこの問題に対応していくことといたしました。 

 また、臨時議会においては、理事会一任を取り付けてきたところであります。 

 ８月１７日、川商ホールにおいて市町村政研修会が開催されました。これはテレ

ビでおなじみの外交評論家、宮家邦彦氏の講演、その中で日本の国防や緊張する東

アジア情勢等々、地政学的な見地からの意義ある講演をしていただきました。また、

スポーツジャーナリストであります増田明美氏の楽しいトークの中に、ロスオリン

ピックでの途中棄権、挫折やひきこもりから立ち直った人生論を聞くことができま

した。 

 ８月２０日、塩田康一鹿児島県知事とのふれあい対話がフローラル館で開催され
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ました。１２名の代表の皆さんから多くの要望がありました。その中には、本町が

すべき要望等もあり、しっかりやらなければと思ったところであります。また、町

長の強い要請で、世並蔵神社奉納相撲大会が午後から開催されましたが、塩田知事

にも開会式、そして、大会の打ち上げまで参加をしていただき、大会関係者並びに

地域住民、町民の皆さんに喜んでいただいたところであります。 

 ８月２８日、町村議会事務局次長、三原次長をお招きして、議員としての心構え、

一般質問について研修を行いました。この後の一般質問や１２月定例会において研

修の成果が出てくるものだと期待をしております。 

 それから、さきの９月３日、与論町の町長選挙及び議会議員の補欠選挙が執行さ

れました。町議会議員の補欠選挙に女性議員が出馬をいたしましたので関心を持っ

て見ておりましたが、残念ながら誕生には至りませんでしたが、本町においてもそ

ういう機運が盛り上がっていくことを期待しているところでありますし、今後につ

ながっていくものだと思っているところであります。 

 その他、議会改革推進会議やゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別

委員会の開催など、積極的に議会活動を行っているところであります。 

 次に、地方自治法第２３５条の２、第１項の規定による例月出納検査の結果につ

いて、同条第３項の規定により監査委員から報告があり、お手元に配付のとおりで

す。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 

△日程第４ 行政報告 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第４、行政報告を行います。まず、今井力夫町長の報告を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 議場内の皆様、改めましておはようございます。そして、インターネット中継等

をご覧の皆様、平素から本町の行政、そして議会運営等につきまして高い関心を持

ちになり、そして時あるごとに、町政に対するご意見をいただいていることに対し

まして、この場を借りて改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。町民の

皆様には、今後とも、本町の町行政の在り方等については、ご理解、ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 それでは、休会中の私の行政報告を行います。 

 梅雨明けと同時に、干ばつに見舞われ、雨が欲しいと思っているところに線状降
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水帯がかかり、約１時間に５０ミリを超すという豪雨が数回ありました。大きな土

砂災害等は本町で見られませんでしたけれども、畑ののり面とそれから道路の表層

破断、余多川の土手の崩壊などがありました。その後、続いてまた台風６号が襲来

し、進路が大きく変わり、奄美群島の物流に大きな影響を与えました。農作物の出

荷や生鮮食料品が本土から入荷しないことにより、島内に大きな影響を与えており

ました。集中豪雨や台風６号で被災された方々には心よりお見舞いを申し上げます。 

 台風６号蛇行に伴い、沖永良部高等学校エイサー部が全国文化祭発表後になかな

か帰島できない状況が２週間近くありましたが、奄美市や龍郷町の配慮により、各

施設で慰問演奏を計画していただき、演奏を聞かれた多くの皆様は、大変感動した

というご意見を私のほうにも直接いただいております。 

 また、彼らのその活動というものが新聞に大きく報道され、ＪＡＣの皆さんが臨

時便の運行につきまして決断をするきっかけともなったと思います。そのおかげで、

島に高校生が臨時便で帰ることができたのは非常にうれしいことでございました。

高校生のこの力が航空会社や社会を動かしたことも非常にすばらしいことでござい

ますけれども、高校生の頑張りに対して、社会や航空会社などが、大人たちが一体

何ができるのかというのを考える機会を与えたのではないかと。そして、実際に大

人たちがそれに向かって行動することができたというのは、島々の人々の絆、温か

さを改めて私は世間に問うことができた事案であったんではないかと考えておりま

す。このような若者の持っているエネルギーというのは、島おこしにきっといろい

ろな場面で、今後とも発揮されていくのではないだろうかと思います。今後とも、

島に一つしかない沖永良部高等学校のこの子供たちのエネルギーというのを、私た

ちは大切に育て上げていかなければいけないものではないかと痛切に感じたところ

でございます。 

 台風で島での生活は厳しいものがありますけれども、しかし、人々の心の中に、

このような災害のときにかつて島の人たちはどのような生活をしてきたのか、そし

て隣同士での絆、助け合いというのは、島の人たちがどうしてきたのかというのを

改めて私たちは再考していかなければいけない、そういう機会も台風というのは

我々にいい勉強をする機会を与えてくれているのではないかと思います。台風が災

害、厳しいもの、そういう一方的な考え方よりも、むしろ、外海離島である我々が

このような厳しい自然環境の中でも今日までたくましく生きてきた、その力の源は

一体どこにあるのかと、そういうものを私たちは、今回の台風そして線状降水帯な

どから多く学ぶことができたのではないかなと思っております。 

 今後とも、災害を最小限に防いでいくような施策というのを我々は、リスクマネ



― 8 ― 

ジメントというのはしっかり考えていかなければいけないと考えておりますが、皆

さんと共に、このような災害が発生したとしても、リスクを最小限に抑えていくよ

うな、そういうふうなまちの在り方というのを議会の皆様とも、共に考えていく必

要があるのではないかなと考えております。 

 それでは私の休会中の行政報告を行わせていただきます。 

 まず、６月２２日、１９日からの豪雨による災害箇所を担当課の皆さんの案内で

視察をさせていただき、赤土流出箇所への対応や農地ののり面流出、農道への土砂

流入箇所への対応について検討しました。午後からは、国土交通省の政策局長であ

ります木村 実氏が、奄振事業における活用事例と本町が進めておりますデジタル

田園都市国家構想による整備状況等を見たいということでご来島されておりました

ので、ご案内をしました。案内先は、昇竜洞、今後、ゼロカーボンアイランド構想

の中で昇竜洞をどう活用していこうとしているのかというのをるる説明させていた

だいたり、遠矢農園のマンゴーハウス、また冷凍施設、そういうものを視察をして

いただいたり、テレワークオフィスでありますフローラルホテルに開設してありま

すそういうオフィスなどを案内させていただきました。台風で船の欠航により、農

産物の輸送ができないときのために、群島内におきましては、このような冷凍庫な

どの整備の必要性や沖縄との連携をさらに密にしていき、稼ぐ農業や地域経済の活

性化に奄振法の継続は必要不可欠なものであるということ、そしてまたあわせて、

奄振法の拡充というものについて、木村局長のほうにお話をさせていただきました。 

 ６月２６日、畜産振興協議会の総会がございまして、令和４年度における知名町

の畜産振興事業の報告や収支決算報告と令和５年度の事業計画などが審議され、大

会スローガンであります繁殖牛の１，１００頭、子牛競りの出荷８２０頭を目指す

ことなどを採択しております。 

 令和４年１２月３１日現在、飼養頭数が１，０５６頭、これは昨年度より２１頭

減少しております。飼養農家戸数は５０戸、昨年より１戸減少しているということ

でございます。知名町の現状は、老廃牛の更新や死亡頭数を鑑みたときに、現状維

持かやや減少傾向にあるのではないかなと考えられます。肉用牛生産基盤の維持に

は、規模拡大意欲のある農家の皆さんの増頭と後継者育成や新規就農を支援する必

要があると思います。また、濃厚飼料や粗飼料の価格高騰対策として、自給粗飼料

の確保などというのも必要だと思われます。町といたしましても、県農業普及課、

関係機関と連携しながら、このような課題解決に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 ６月２７日に、サッカーワールドカップ日本代表チームキャプテンであります遠
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藤 航選手の表敬訪問を受けました。サッカーを通じて子供たちに夢を語り、夢に

挑戦する子供たちを育てたい。世界のトップで活躍している選手から直接指導を受

けることは、子供たちにとっては大いなる財産にきっとなると思います。遠藤選手

は、かつて自分もそうであったように、夢を諦めないことの大切さや、大人たちは

子供の夢を応援する、後押しすることが大切だと話していらっしゃいました。 

 この企画は、元参議院議員元榮太一郎氏が経営いたしますユニバーサルスポーツ

ジャパンに所属している遠藤選手を沖永良部に派遣し、永良部の子供たちに、夢を

持ちその夢実現に努力することの大切さを感じてほしい、また、テレビ東京の広報

力で知名町を世界にアピールしたいということで実現したものでございます。その

後、ユーチューブでこの画像が配信され、多くの大きな反響を呼んでいるのは、皆

さんもユーチューブ等でご覧になってお分かりのことだと思います。 

 ７月４日、２０２３年ニッセイ財団いきいきシニア活動顕彰に知名町の徳時世並

蔵会と正名老人クラブ親和会が選ばれ、役場町長室におきまして、その表彰伝達を

行いました。この顕彰は、高齢者が主体となって行う地域貢献活動を顕彰しようと、

２００７年から行われているということです。昨年度は下平川老人クラブが顕彰さ

れております。今後とも、このようなシニア世代の皆様のご健康と、そして、地域

貢献に期待したいと考えております。 

 ７月１１日、県の浄化槽推進市町村協議会がございまして、平成２１年３月に策

定されました生活排水処理施設整備構想に基づき、下水道、集落排水、浄化槽等に

おける生活排水処理施設の整備を推進してまいりました。このような構想から

１０年が経過した今日、一定の進捗が図られてまいりましたが、今後、人口減少や

財政状況の変化から、地域の実情に合った生活排水処理施設の整備を考えなくては

ならなくなってきております。そこで、かごしま生活排水処理構想２０１９を策定、

県はいたしております。この新しい構想におきましては、今後１０年で排水処理人

口の普及率を９５％に上げ、現在は８０．６％、全国でも４４位の位置にあります。

持続的な生活排水処理の観点から、施設の長寿命化や自然災害への備え、広域化、

共同化への取組を進めていかなければなりません。とりわけ、今後は公共下水道な

どの集合処理から浄化槽設置型への依存度が増加していくのではないかというよう

な説明がございました。 

 ７月１６日に大島地区グラウンドゴルフ大会が知名町大会となりましたので本町

で開催され、郡内１２市町村から多くの選手が参加していただき盛大に開催するこ

とができました。天候にも恵まれ、各チーム選手の皆さんが真夏の青空の下、楽し

みながらそれぞれの町の代表者としての誇りを持ってプレーしていらっしゃいまし
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た。残念ながら、本町は優勝を逃がしてしまいましたが、試合後は各チームの皆さ

んと親睦の輪が広まっているのが非常にほほ笑ましい風景でありました。 

 やんばる交流会議や、さとうきび価格対策会議が、７月の１４日、２６日等ござ

いましたけれども、議長のほうが詳しくご説明されましたので、私のほうでは省か

せていただきます。 

 ７月２８日、令和６年度以降の奄美群島振興開発に関します中央要請活動として、

農林水産大臣、それから自民党奄美振興特別委員会、環境省自然環境局、国土交通

大臣政務官などへの要請活動を行ってまいりました。 

 自民党奄美振興特別委員会と国土交通大臣政務官には、令和５年度以降から上水

道への補助率を２分の１にかさ上げしていただいたことに対しまして感謝を申し上

げてまいりました。今回の中央要請活動は、奄美群島振興開発特別措置法の延長と

拡充、奄美群島の自立的発展に向けた振興開発の推進のため、交付金２５億円を要

求し、沖縄との航路航空路運賃の軽減、農作物の輸送コスト支援、それから定住環

境整備事業に沖縄振興予算と同様の補助率のかさ上げを強く要望してまいりました。 

 ７月３０日、台風５号の影響で開催が非常に危ぶまれましたけれども、無事、夏

期巡回ラジオ体操が大山グラウンドで、多くの町民が、そしてまた隣町からも多く

の皆さんが参加して盛り上げていただいた中で無事に行うことができ、その様子が

ＮＨＫのラジオで全国そしてブラジルまで、知名町というのをアピールすることが

できたのではないかなと思います。こういう運動をすることに対する契機というも

のが、町民の健康増進にますます役立っていけばなと思っております。 

 これからしばらく台風関係の話をさせていただきます。 

 ８月１日９時に台風６号に対する情報連絡体制を設置いたしまして、１５時より

課長会において対策を協議し、こども園の休園やバス運休を指示、１６時３０分に

は災害警戒本部を設置し、高齢者避難指示を発令しました。同時に各字には避難所

の開設を依頼し、そして、全町民に向けて防災無線による台風への注意喚起を周知

して行いました。 

 ８月５日１０時には、台風対策のための課長会議を再度招集し、災害対策本部に

切り替えました。避難指示を全町民に発し注意喚起を行い、各避難所を副町長と共

に視察を行い、避難されている皆さんに元気づけれるような声かけができればとい

うことで避難所の視察を行うとともに、避難している皆さんが何かお困りのことが

ないかということを尋ねて、全ての避難所というのを視察させていただきました。 

 ８月６日、台風の勢力が衰えましたので、バス運行を開始させ、１２時には災害

警戒本部に格下げを行いました。避難指示はそのまま継続し、避難所の開設につき
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ましては、各字の状況に任せることにしました。 

 ８月７日月曜日８時半には、警戒態勢を情報連絡体制に格下げをし、各字の避難

所の閉鎖を指示し、今回は台風の風による転倒により人的被害が１件発生いたしま

したが、けがの程度は大きなものではなかったというふうに報告をいただいており

ます。町内では倒木等も数件ありましたが、早急に各課が対応をしていただき、そ

の後の活動に大きな支障が生じないようにできたのではないかと思います。 

 地球温暖化による世界的な気候変動により、今回の台風のように長期間影響を及

ぼす台風は今後も起こり得るという専門家の分析を基に、町民の安心・安全をどの

ように確保していくのか、台風常襲地帯の大きな課題でもあります。今回の避難開

設場所が、この時点ではおよそ９字２５人となっておりました。 

 ２日から３日にかけてほぼ全域で停電しております。停電率が９５％というふう

に九電のほうからは報告をいただいております。九電や九電工の皆さんは、あの強

風下の下、夜中１０時過ぎまで復旧に取り組んでいただき、今回の停電は３日中に

は全て全域で停電を解消することができました。 

 ８月２２日に、このような台風に対する停電等につきまして、九州電力奄美送配

電の所長が来庁し、今回の停電とその復旧についての説明をいただき、今後とも、

災害時における電力の早急な復旧に最大限お力をいただきますよう依頼したところ

でございます。 

 ８月７日には町民体育大会実行委員会がございまして、本年度の大会要綱検討し、

前回大会後の反省点についての改善点を確認し、それから、大会種目の検討につき

ましては、監督会で検討するようなことを決定しました。 

 ８月９日に知名町上下水道事業運営協議会の運営委員会が開催され、まず、下水

道事業につきましては、公共下水道におきまして実質収支が２億１，１４０万円、

令和４年度の接続戸数は１，３２５戸に対して接続率が８６．１％で、昨年度より

３４戸接続戸数が増えたという報告がございました。 

 農業集落排水事業特別会計におきましては、接続率が、田皆校区が８２．８６％、

下平川校区が５７．７１％、住吉校区が４４．８５％、各校区とも少しずつ接続率

は向上しているという報告でございました。しかしながら、依然として地区により

接続率の差があります。今後とも、地域の環境保全などの観点からも接続率の向上

に取り組んでまいりたいと思います。 

 合併処理浄化槽につきましては、接続率は９２．７％であると。上水道事業につ

きましては２８万３，０４２円の収益があったということ。１日の平均的な排水量

といたしましては２，０２９トンを排水しているということ。 
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 また、上水道の統合に向けては、水道管路緊急改善事業は送水管敷設工事が西部

送水管など５，３５３メートルのうち３，２４７メートル、全体の６０％が終了し

たということ。本年度中には西部送水管につきましては１００％完了する見込みで

あるということでございます。それが終了次第、上城第４水源を西部送水管を活用

して田皆、住吉方面には排水することができるのではないかということでございま

す。東部水道管の施設につきましては６，８９０メートル全長がございまして、こ

のうちの１，７０３メートルが既に接続が完成し、全体の中では２４％にしかまだ

達しておりませんが、完了するのが令和５年度には４５％までは完成させ、令和

６年度には東部水道管の敷設についても完了する予定であるということです。 

 それから、水道施設再編推進事業におきましては、上城第４水源が本年度中には

完成させ、第３水源の整備工事は今年度発注をし、その後、硬度低減化用の施設が

完成後に運用する予定でございます。 

 ８月１７日、肥薩おれんじ鉄道に対する説明会が鹿児島市でございました。先ほ

ど、議長のほうからもいろいろ説明がございましたので、幾分か私のほうでさらに

補足をさせていただきます。 

 平成１６年３月に開業しました肥薩おれんじ鉄道のＪＲ九州からの経営分離とい

うのは、九州新幹線鹿児島ルートの開業の前提条件となっており、経営は鹿児島県

と熊本県ですることになったと。出資額は熊本県が３９．８％、同じく鹿児島県も

３９．８％を出資する。あとは沿線５市２町で１４％、ＪＲ貨物が６．４％を出資

する。 

 これまでの肥薩おれんじ鉄道に対する財政支援は、車両や駅舎などのいわゆる旅

客部門の上コストと呼ばれるものが、平成２６年から令和３年度までの間に県と

３市で約１５億１，９００万円補助している。それから線路や路線施設などの線路

維持費、いわゆる下コストと言われるものでございますが、これにつきましては、

市町村振興協会が８億８，９００万円これまで支援してきております。今後、５年

間の間に下コスト分をさらに市町村振興協会が７億１，９００万円を支援してほし

いということでございました。支援の必要性の理由といたしましては、肥薩おれん

じ鉄道が維持できなくなった場合に、全市町村が享受しておりますＪＲ貨物の輸送

が熊本県止まりになってしまうと。本県における物流に大きな影響が生じるという

ことになる。仮にこの部分を熊本から鹿児島方面にトラック輸送に切り替えたとし

ても、２０２４年問題でありますトラックドライバー不足の問題、それから、カー

ボンニュートラルの目標の実現には鉄道貨物輸送が必要不可欠であるというのが大

きな理由の３つでございます。 
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 説明会におきましては、各市町村からは、支援の決定につきましてはまだ資料不

足であると。今回、各自治体から出された質問への回答をしていただき、１１月の

県の町村会において、再度、各市町村長からの意見を聞いて判断していこうという

ことになりました。 

 なお、財団法人鹿児島県市町村振興協会の基金の原資は、市町村振興宝くじの収

益金で賄われており、災害対策など県内市町村の緊急事業遂行のための資金として、

この宝くじからの基金の運用をするということが目的とされているということでご

ざいます。 

 その後、市町村の研修会がございまして、宮家邦彦氏による「地政学と日本の大

戦略」という講演がございました。国家というものは５つのことが必要であると。

専門的な知識を有する機関がなければいけない。軍事力を有することも必要である。

情報戦略に強いということも今後は必要である。それから同盟の必要性も。最後に

５つ目に、自ら国を守るという強い意思がなければならない。この５つのことが国

家としての必要条件であろうということでございます。 

 自治体の長や指導者が心に留め置く言葉として私が共感いたしましたのは、遇者

は経験に学び、賢者は歴史に学ぶというビスマルクが残した言葉でございます。た

だ一人の経験に学ぶのではなくて、やはり歴史がどういうことが起こってきたのか

というものをしっかり学ぶ必要があると。その根拠は、歴史は繰り返すことはない

けれども、韻は踏むんだと。それから、有事の経済合理性ではなく、地政学的な合

理性の判断というのも必要ではないかというようなことを、非常に今後の町を預か

る者としては、大切な指針をいただいたなというふうに思いました。ウクライナ侵

攻など、内外情勢の中から非常に興味ある講演であったと、私も感じ入ったところ

でございます。 

 ８月２０日、午前中に知事と語る会がございまして、１２名の方々が、日頃、県

政について考えていることをご質問され、それに対して知事が丁寧に回答されてお

りました。 

 農家代表の皆様は、やはり稼ぐ力に関する取組というのが離島では実感できてい

ない。台風などで船の欠航では稼ぐときに稼ぐことができないので、このことへの

対応策をしっかり考えてほしい。高校生の保護者から、島外への遠征時に費用がか

さむので、県としての支援制度を充実してほしいと。脱炭素先行地域の抱えている

課題に対して、県としてしっかりと支援をしていただきたいということ。集落内の

県道への歩道設置を強く要望するという、字からの県に対する支援要請もありまし

た。それから、沖縄の空港への照明装置や計器着陸装置などの設備がなく、そうい
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うところが飛行機の欠航につながっているというようなことから、このような設備

の充実を希望するということもございました。また、新たに田皆に２，０００メー

トル級の滑走路を有する飛行場を建設する必要もあるのではないかというような要

望も出されておりました。 

 今回の要望がすぐにかなうものではないと思いますが、知事と直接会話ができる

機会があったのは大変評価できるのではないかと思います。その後、知事は和泊町

への移動もありましたが、徳時の世並蔵神社の相撲大会にも顔を出していただき、

選手たちを大いに激励していただいたことに感謝申し上げます。 

 ８月２３日には第２回のまちづくり町民会議を開催いたしました。１８名の委員

が参加し、今回のテーマは、町の公共施設の参観と今後のそれらの活用の在り方に

ついて、グループ討議を行っていただきました。 

 私のほうでは、開会に先立ちこのごみの減量化や資源化、クリーンセンターの負

担金などの在り方について、町民の考えをさらに深めていただきたいというような

ことを、今後のテーマに入れていただきたいというような話をさせていただきまし

た。このクリーンセンターの負担金につきましては、和泊町との協議がどうしても

必要でございますけれども、今もって焼却処理ごみの量が本町よりも和泊町のほう

が多いということ、それから、本町は生ごみを可能な限り液肥に切り替えて、なる

べく燃やさない文化というのを今多額の予算を投じてやっておりますので、したが

って、負担金はごみの量によって決めるべきではないかというのを、我々は今いろ

いろと隣町と協議しております。ぜひ、町民の皆さんにおいても、こういうものに

しっかりと関心を持って、このような公共施設の在り方について討論する場を広げ

ていただければと思っております。 

 ８月２４日に令和５年度第２回ゼロカーボンおきのえらぶ協議会が開催され、両

町関係者、環境省九州環境事務所、沖縄奄美自然環境事務所、鹿児島県エネルギー

対策課、それから関係の民間企業など、ウェブ会議で参加された方々を合わすと約

５０名ほどの皆さんが参加し、脱炭素先行地域計画提案書の変更点についての説明

を本町から行い、そして、令和５年度の事業スケジュールや電力以外でどのような

脱炭素事業を進めているかということを説明し、協議を行いました。 

 主な変更点につきましては、マイクログリッド構築エリアを新庁舎周辺、久志検、

それから国頭地区からとしておりましたけれども、変更点におきましては、新庁舎

周辺と知名中学校周辺、それから、和泊小学校周辺に変更したこと、そのことに係

り太陽光パネルの導入量の変化やＤＧＲを使った取組の数量が変化したこと。それ

から、公共施設の省エネ、蓄エネについても５９施設から２６施設に変更したこと。
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これらの変更点については、今後、また我々は九州電力との協議が必要となります

ので、九州電力との協議を丁寧に行い、九電の理解を得ていく必要があるのではな

いかと考えております。 

 電力事業以外での取組といたしまして、グリーンスローモビリティの実証実験を

行うこと。それから、ＥＶバスの導入についての検討、公用車のＥＶ化検討。それ

から、農業分野への応用といたしましては、本町におけるジャガイモ生産において、

どれだけの二酸化炭素が発生しているかということをしっかりと明記することによ

って他産地のジャガイモと区別化を図ることによって、このような自然環境に意識

のある消費者の皆さんが沖永良部のジャガイモを指名して購入できるような、そう

いう制度も今後必要ではないかというようなあたりをご説明させていただきました。 

 ８月２５日には国民健康保険の協議会がございまして、令和４年度の国民健康保

険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計決算等について協議をし、

審議を得た後、承認を得ることができました。 

 それから、本町の国保税の徴収率につきましては、役場全庁を挙げて現在取り組

んでおりまして、令和３年度に収納対策室を設置してから、県内でも非常に上位に

位置しており、同水準の下での国保税は４２万５，０８７円と、県内で一番安い状

況に今なっております。今後も、町民の納税に対する説明をしっかり行い、理解と

協力を得ながら、町民に寄り添った取組を進めてまいりたいと考えております。 

 ９月２日には両町合同の防災訓練が和泊町の城ケ丘グラウンドでございました。

消防本部、両町の消防団、鹿児島県警、航空自衛隊４者合同で、土砂現場における

車の中に閉じ込められた人をどう救出するかということを想定した救出訓練を行い

ました。まず、崖崩れの土砂を消防団が撤去し、警察、消防本部レスキュー隊がド

アを電動カッター等で切り取り、そして、中に閉じ込められた人を救出するという

ことの連携プレーの確認をすることができたのではないかと思います。ふだん、な

かなか合同で訓練する機会がない中で、世界的な気候変動によるゲリラ豪雨など、

これまでにも経験したことのない災害が起こり得るので、このような訓練はとても

大事な取組になっていくのではないかなと思われます。 

 ９月３日、ＪＡのあまみ知名事業本部園芸振興会、そして、４日には花き振興会

等がございましたので参加し、本町におけます野菜、そして、花卉の栽培状況、出

荷状況等について協議をすることができました。 

 ９月４日に沖永良部地区の土木事業連絡会がございましたので、これは毎年、鹿

児島県と和泊町、知名町、与論町とで綿密な連携の下、社会基盤整備の在り方につ

いて意見交換をすることになっております。その内容は、県の土木部の基本方針の
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説明と地域における基盤整備の方向性や優先事業として取り組むべき事項に関わる

意見交換を主な業務内容としております。 

 今回、私のほうからは、地域密着型事業といたしまして、国頭知名線における歩

道整備を重点に要望いたしました。具体的には、知名屋子母間、それから、正名田

皆間、田皆から新城間において、まだ歩道が設置されていない。このようなことか

ら、町民の安心・安全な生活環境づくりという観点から、特に正名地区からは歩道

設置について先日も強い要望書を頂きましたので、この場を借りて、県の土木部長

のほうと、それから沖永良部事務所長に要望書を直接手渡すことができました。 

 その後は、１６時から大島支庁長や総務企画部長、農林水産部長などが本庁役場

に来ていただきましたので、本町としての取組事項や今後の本町への支援の在り方

等について協議をすることができました。 

 以上で、私の休会中の行政報告を終わります。ありがとうございました。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、今井町長の行政報告を終わります。 

 次に、田中幸太郎教育長の教育行政報告を行います。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 それでは、令和５年６月１３日から同年９月４日までの教育行政について、主な

ものを抜粋して報告させていただきます。なお、一部の行事については、町長の行

政報告と重複することをご了承ください。 

 ６月１４日、知名小学校において、本年度第１回目の沖永良部秋季教育研究大会

運営委員会が行われました。全体会では、運営要項や実施要項等について協議され、

校種別運営委員会では、会場校である知名小学校及び知名中学校から研究内容につ

いて説明がなされた後、研究大会当日の運営等について協議されました。 

 ６月１６日、上城小学校において、県総合教育センターの短期研修講座（移動講

座）が行われました。当日は、島内から１２人の教諭が参加し、県総合教育センタ

ー教科教育研修課の指導の下、複式学級における学習指導について研修を深めまし

た。授業参観では、１・２年生の子供たちが仲よくガイド学習に取り組んでいて、

とても感心しました。 

 ６月２１日、沖永良部高等学校において、「復帰の歌」歌碑建立実行委員会が開

かれました。当日はまず、実行委員会のメンバーで校内を巡回して歌碑の建立場所

について協議し、中庭の渡り廊下付近に建立することを決めました。次に、場所を

校長室に移し、主に歌碑の裏面の文章について協議しました。１９５１年２月から、

奄美群島全域で復帰運動が展開されたこと、復帰運動の中心に沖永良部高等学校の
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生徒に教職員を加えたことなどを共通理解しました。また、歌碑建立記念式典を

１２月１９日火曜日午後３時から取り行うことを決めました。 

 ６月２３日、あしびの郷・ちなにおいて、町社会教育委員会及び公民館運営審議

会が行われました。昨年度の各種団体の活動報告がなされた後、今年度の活動計画

等が協議されました。また、社会教育委員会の組織的な運営、町民のニーズに応じ

た公民館講座の在り方等について意見交換を行いました。 

 ６月２７日、フローラルパークにおいて、遠藤 航選手のサッカー教室が開かれ

ました。これは、ふるさとまちづくり基金を活用した事業で、当日は島内から小・

中学生、高校生２２９人が参加し、プロの技術やサッカーの戦術を熱心に学んでい

ました。子供たちの夢を育む上で意義深い事業となりました。 

 ６月３０日、あしびの郷・ちなにおいて、大島地区大会結団式が行われました。

町体育協会長の挨拶、町長の激励の言葉に続き、競技団体ごとに決意表明が述べら

れました。本年度、本町は１７競技に２１４人の選手が参加することになりました。 

 ７月１日、和泊町柔剣道場において、沖永良部空手道大会及び沖永良部空手道ス

ポーツ少年団交歓大会が行われました。本町から形の部、組手の部ともに小学生

８人、中学生４人がそれぞれ出場し、熱戦を繰り広げました。空手の技もさること

ながら、立つ姿勢や返事、礼など、武道の基本である凜とした姿が印象に残る大会

でした。 

 ７月４日、知名中学校において、第２回町教頭研修会を行いました。私のほうか

ら、１学期の総括や体罰の根絶等について指導した後、走る冒険家、岩元みさ氏が

来島されていたことから、急遽、氏の講演を組み入れました。サハラマラソンやイ

ランマラソンなど、２３０キロを超える苛酷なウルトラマラソンを完走した体験談

は、私たちの心に響きました。特に、逆境に負けない心、夢に向かって果敢にチャ

レンジする気概が強く印象に残りました。氏の講演は、知名中学及び田皆中学校で

も行われ、生徒たちの心にも大きな感動や夢を与え、心を奮い立たせてくれたもの

と思います。 

 ７月８日、あしびの郷・ちなにおいて、知名中学校合唱コンクールが行われ、審

査をさせていただきました。生徒数の減少で全３学級の発表でしたが、明るい歌声

が会場いっぱいに響き、久しぶりに音楽のよさや楽しさ、美しさを感じることがで

きました。 

 また、この日から２日間、本町の総合グラウンド及び武道館弓道場において、大

島地区大会弓道競技が行われました。全９チームが参加し、本町は団体戦で７位と

なりました。選手の皆様、弓道連盟の皆様、お疲れさまでした。 
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 ７月１１日、鹿児島市総合教育センターにおいて、県市町村教育長会の行事であ

る合同委員会が行われました。総務福利課企画監及び教職員課人事管理監の講話を

聞いた後、当面する諸課題について意見交換を行いました。 

 ７月１５日、町フローラル館において、両町管理職等研修会が行われました。当

日は、本町企画振興課の乾 大樹氏を講師にお招きし、ゼロカーボンアイランドへ

の取組について講話をしていただきました。今後、各学校における環境やエネルギ

ー等に係る取組を効果的に進める上で、貴重な機会となりました。 

 ７月１６日、町フローラルパークにおいて、大島地区大会グラウンドゴルフ競技

が行われました。当日は好天に恵まれたものの風が強く、選手の皆さんは強風の影

響を受けながら懸命にプレーしていました。全１２チームが参加し、優勝は和泊町、

準優勝は奄美市名瀬、第３位は宇検村、本町は６位となりました。選手の皆様、グ

ラウンドゴルフ連盟の皆様、ご苦労さまでした。 

 ７月２１日、知名小学校プールにおいて、町小学校水泳記録会が行われました。

新型コロナが５類に移行され、声を出しての応援が戻ってきた中、児童は日頃の練

習の成果を発揮すべく、懸命に協議に臨んでいました。６年女子２５メートル自由

形及び６年女子２５メートル平泳ぎで３つの新記録が出るなど、成果が見られた大

会となりました。 

 ７月２６日、与論町中央公民館において、令和６年度公立高等学校生徒募集定員

策定等に係る地区説明会が行われました。台風５号の影響で約半数はオンライン参

加となりましたが、高校教育課より、令和６年度募集定員策定等について説明がな

されました。夕方は、大島支庁において、大島教育事務所長と管理職の状況につい

て意見交換を行いました。 

 ７月２７日、奄美市市民交流センターにおいて、第３回地区教科用図書採択協議

会が行われました。各市町村の意見や教科用図書研究員の研究成果を確認し、採択

協議会として総合的に判断、決定しました。その後、地区教育長会が行われ、当面

する諸課題について意見交換を行いました。 

 また、この日から２日間、エラブココなどでイングリッシュグリーンキャンプが

行われました。参加した１３人の子供たちは、自然や環境などについて探究学習に

取り組むとともに、英語でプレゼンするなど学びを深め、有意義な２日間を過ごす

ことができました。 

 ７月２９日、町総合グラウンドにおいてライオンズクラブ旗南三島中学校野球大

会予選が行われました。当初は徳之島のチームが来島する予定でしたが、台風６号

の影響で、各島で別々に予選を行い勝ち上がったチーム同士が決勝戦を戦うことに
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なりました。この日の試合では、知名・和泊合同チームが田皆・城ケ丘合同チーム

に勝利し、徳之島では天城・北合同チームが勝ち上がったことから、８月１９日、

両チームで決勝戦が行われました。結果は天城・北合同チームが勝利しましたが、

少子化の影響で合同チームの編成を余儀なくされる中、両チームとも声を掛け合い

走・攻・守に好プレーが見られました。 

 ７月３０日、町総合グラウンドにおいて、夏期巡回ラジオ体操が行われました。

当日は朝早くから町民３８１人が参加し、掛け声を出しながら心地よい汗を流して

いました。これを契機に、町民一人一人が健康の保持増進に努めていかれることを

期待します。 

 ８月１日、議会委員会室において、第１回教育委員会臨時会を開きました。当日

は、令和６年度から使用する小学校教科用図書の採択に係る内容で、知名町教育委

員会の行政組織等に関する規則に基づき、教育長が先決処理をした旨、報告しまし

た。 

 ８月７日、あしびの郷・ちなにおいて、町民体育大会実行委員会が行われ、実施

要綱やプログラム等について協議しました。本年度は当初予定していた期日にかご

しま国体開会式が行われるため、開催が１週間後ろにずれ込みました。アフターコ

ロナの現況に鑑み、４年ぶりの本格的な開催となりますが、町民全てが一堂に会し、

スポーツやレクリエーションを通して、健全な心身の鍛錬と融和や団結を図り、活

気あふれるまちづくりに寄与するという趣旨に即した大会となることを期待します。 

 ８月１２日、名瀬運動公園総合体育館において、地区スポーツ少年団交歓大会の

ミニバスケットボール競技が行われました。しかし、本町の代表チームは、前日に

和泊港発の船が台風６号の影響で欠航したこと、知名港発の船も油圧系統の故障で

名瀬港に寄港できなかったことから、参加を断念せざるを得ませんでした。子供た

ちや保護者は悔しい思いをしましたが、気持ちを切り替え、次の大会に向けて頑張

ってほしいと思います。 

 ８月１７日、議会委員会室において、教育行政評価会議を行いました。これは、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定められている教育に関する事務の管

理及び執行状況の点検を行うために開く会議で、本年度は生涯学習課の令和４年度

の各活動を対象に、２人の評価委員に点検、評価、まとめをしていただきました。 

 ８月２１日、あしびの郷・ちなにおいて、町人権同和教育研修会を行いました。

講師に天文館てんてん保育園及び騎射場れいわ保育園園長の中村洋志氏をお招きし、

「時代を創り、次代を担うのは子どもたち～一人一人の尊厳と命が守られる社会に

～」の演題で講演をしていただきました。当日は、本町の学校職員、こども園関係
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者、保護者のみならず、和泊町の学校職員も含め１６９人の参加があり、人権教育

に対する理解を深める貴重な時間となりました。 

 ８月２５日、県産業会館において、町村教育長会研修会が行われました。午前は

本県教育委員会教育長の講演や義務教育課長の講話があり、午後からは、肝付町教

育委員会の実践発表や文科省初等中等教育局の講演等がありました。教育行政の現

状と課題について認識・理解を深めるよい機会となりました。 

 ９月４日、上城小学校において、第３回町校長研修会を行いました。私のほうか

らは、学校経営の充実、適正な人事評価、教育活動の公開等について指導しました。

特に実りの秋と言われる２学期は、学校評価等も踏まえた１学期の経営の省察、校

長のリーダーシップに基づく経営方針の浸透及び組織的な公務運営、内にも外にも

開く風通しのよい職場環境づくりなど、自校で何を実らせるのかを明確にして学校

経営を行うよう指導しました。 

 知名小学校及び中学校においては、長い歴史と伝統のある沖永良部秋季教育研究

大会の研究公開校として研究の成果を発表します。教育委員会としても、引き続き

全面的に支援してまいります。 

 なお、２学期は小学校の運動会、陸上記録会、学習発表会、中学校の体育大会、

文化祭、弁論・ショートスピーチ大会、小・中学校の音楽発表会など、子供たちが

活躍する行事が数多く計画されております。議員の皆様をはじめ、町民の皆様もぜ

ひ楽しみにして会場にお越しいただき、子供たちを励ましていただくと大変ありが

たく存じます。 

 以上で、教育行政報告を終わらせていただきます。 

○町長（今井力夫君） 

 訂正をお願いします。先ほど上下水道の実質収支２億円と申し上げましたけれど

も、２１１万４，０００円でございます。２億じゃなくて２００というところを訂

正させてください。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、田中教育長の教育行政報告を終わります。 

 以上で、行政報告は終わりました。 

 

△日程第５ 報告第５号から報告第９号 

 

○議長（福井源乃介君） 
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 日程第５、町長から提出のありました報告第５号、令和４年度健全化判断比率に

ついて、報告第６号、令和４年度資金不足比率について、報告第７号、おきえらぶ

フローラルホテル株式会社経営状況について、報告第８号、私債権の放棄について

並びに教育長から提出のありました報告第９号、令和４年度教育委員会活動の点

検・評価報告書については、それぞれお手元に配付のとおりです。 

 

△日程第６ 一般質問 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第６、一般質問を行います。通告順に従って発言を許可します。 

 西 文男君。 

○９番（西 文男君） 

 議場の皆様、改めましておはようございます。そして、議会中継をインターネッ

トでご覧になっている皆さん、おはようございます。今後も知名町議会に注視をし

ていただき、知名町民、そして全員で住みよい知名町をつくっていきたいと思いま

すので、今後ともご指導をよろしくお願いします。 

 議席番号９番、西 文男が壇上より質問をさせていただきます。 

 大きな１番、町政全般について。 

 ①沖永良部は台風の常襲地帯である。今年の台風等で、船、飛行機等の欠航は何

日間で何便欠航があったか伺う。 

 ②台風６号で災害対策本部を設置し、指定されている避難所に避難された方々は、

町内で何名いたか伺う。 

 ③各避難所における非常用設備等の設置はどうなっているか伺う。 

 ④台風６号は進路が迷走し、外海離島の沖永良部では長期にわたって船舶等が欠

航し、生活物資等が届かず生活に非常に危機感を感じた町民がいます。町はどのよ

うな対策を講じているか伺う。 

 ⑤台風の常襲地帯の沖永良部では、台風が接近した場合、ほとんど停電していま

す。電力会社とその原因を分析し、対策協議を実施しているか伺う。また、過去

５年間の年間の停電日数は何日か伺う。 

 ⑥台風等災害時の停電リスクの軽減も含め、発電所から役場新庁舎まで、そして、

幹線道路等で先に無電柱化が必要だと思うが、町の無電柱化推進について見解を伺

う。 

 ⑦知名町は農業立町で果樹栽培も盛んである。町の特産品の一つであるマンゴー
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収穫の最盛期に台風による停電、そして、船の欠航により手塩にかけた完熟マンゴ

ーが出荷できない状態にありましたが、町はどのような対策を講じたか。また、他

の農産物の被害や出荷状況はどうだったか伺います。 

 今年は関東大震災１００年を迎え、非常に災害に対し危機感を持って取り組まな

ければならない認識の年だと思っています。その件も含め、一般質問をさせていた

だきます。 

 以上、壇上から終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、西議員のご質問に対して順を追って回答させていただきます。 

 まず、町政全般につきましての台風関係でございます。①から回答させていただ

きます。 

 令和５年に入り発生した台風で、船舶等に影響を及ぼしたものは、台風２号と

６号でございます。台風２号の影響による船舶の欠航は、５月２８日から６月４日

までの８日間、延べ１５便、航空機の欠航は、６月１日、２日の２日間で延べ

２０便となっております。 

 また、台風第６号の影響による船便の欠航といたしましては、７月２６日から

８月１１日までの１７日間で延べ２６便、航空機欠航が７月３１日から８月１０日

までの１１日間で延べ９１便となっております。 

 続きまして、②８月５日午前１０時に災害警戒本部から災害対策本部へ格上げを

しましたが、避難指示につきましては、５日の朝方に奄美南部が暴風圏内に入る見

込みであったことから、４日の午後４時には避難指示を発令したところでございま

す。避難者につきましては、最も多いときに２９世帯３５名の方が避難されており

ました。 

 ③非常用備品といたしましては、停電対策といたしまして非常用発電機を各字公

民館に１台配置。それから、体調管理及び傷病時の対策といたしまして、非接触型

の体温計及び救急箱セットを設置しております。 

 また、避難所には常設しておりませんが、簡易ベッドやフリース毛布などをある

程度倉庫に保管をしております。避難所からの要請に応じて配布できるように整備

をしております。 

 ④食料品につきましては、その保管に当たり冷蔵庫や冷凍庫などの機材が必要と

なりますが、現在、町においてそのような機材を備えてはおりません。台風時にお

ける食料品につきましては、以前、町内の小売店に確認をいたしましたところ、台

風が発生し定期便の就航に影響があると判断した時点で、定期船が就航できない期
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間を想定し、発注を行っているということでした。 

 ⑤先日の台風第６号における停電の原因につきまして、九州電力送配電株式会社

からの説明を受けたところでございますが、主に飛来物による断線や電線を留める

金具の破損によるものであったということでございました。 

 なお、過去５か年間の年間の停電日数につきましては、株式会社九州送配電サー

ビスによりますと、沖永良部管内におきましては、平成３０年は４．４日、令和元

年０．４日、令和２年０．８日、令和３年１日、令和４年０．３日というふうに報

告を受けております。 

 ⑥につきまして、平成２８年１２月に無電柱化の推進に関する法律が施行されて

おり、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成を図るため推進

するとされております。 

 無電柱化につきましては、令和３年度の資料によりますと、１キロメートル当た

りの整備費が片側で５．３億円かかるとされております。そのうちの３．３億円は

道路管理者が負担することになっております。残りの１．８億円は電線管理者が負

担するということになり、多額の事業費が必要とされます。沖永良部は台風の常襲

地帯であり、無電柱化の必要性につきましては十分理解をしておりますが、現在、

新庁舎建設を進めており、また今後、水道水の硬度低減化や脱炭素関連事業等で多

額の費用が必要となっており、無電柱化の推進につきましては、財政面も含めなが

ら慎重に検討をしなければならないと考えております。 

 ⑦につきまして、台風常襲地帯であります本町におきましては、台風の影響で定

期船が度々欠航し、収穫したマンゴーが長期間出荷できない状態となる問題を抱え

ており、生産者の経営に大きな影響を与えております。 

 今回の台風６号におきましては、７月３１日から８月１１日まで上り便が欠航し、

１２日間マンゴーが出荷できない状況が続きました。農林課では、施設の台風対策

及び果実の残数などの聞き取りを行い、冷蔵庫を持たない生産者につきましては、

農協の協力をいただき冷蔵庫に入庫する等の対応をいたしたところでございます。

また、長期間の欠航により熟し過ぎるなどの商品価値が低下し、出荷に適さないマ

ンゴーにつきましては、その量を把握し、即売会の準備をしておりましたが、農業

青年クラブから同様の提案があったことから、生産者の支援及びおいしいマンゴー

を町民にご賞味いただくため、ニシムタフランチャイズ沖永良部店の協力を得て、

マンゴーフェアを開催したところでございます。 

 今後も生産者の努力が無駄にならないよう、必要に応じて即売会を開催するなど

の支援をしてまいりたいと考えております。 
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 以上で、私の回答を終わります。 

○９番（西 文男君） 

 それでは、順を追って再質問をしていきます。 

 まず、先ほども話しましたが、今現在は台風等々で我が沖永良部の状況、例えば

物資が入ってこない、停電になる農家の対策というふうな形を今回台風の影響に基

づいて質問しておりますが、あと、防災関係につきましては、南海トラフ地震の発

生の確率があるということを踏まえ、質問をしていきたいと思います。 

 まず、①５月２８日から６月４日に船便が８日間で１５便、そして航空便が２日

間で２０便と、６号においては、さらに長期化をした欠航の報告がありました。 

 そこで、我が町は観光立町として、観光客が島内町内にたくさん来る時期だと思

いますが、この時期に観光客がフローラルホテルに宿泊をし延泊をせざるを得なか

った状況は把握していますか、お伺いします。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 数については今現在数字を持っておりませんが、８月１日に延泊を含め、それか

ら九電工の皆さんを含め５０名前後が宿泊しているというのは聞いております。 

○９番（西 文男君） 

 その九電工関係は仕事ということで来島されていますが、観光客について、要は

自然災害、不可抗力等々で延泊せざるを得なくなった場合のフローラル館の規約の

中において、例えば、宿泊料の何％割引、そして、当然外出禁止令等々、避難指示

が出る日もありますし、観光できない状況下だと思います。そこら辺のフローラル

ホテルの規約はどうなっているか、お伺いします。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 正確には後で確認したいと思いますけれども、現在のところ、そういうような取

決めはないものと認識しております。ただ、８月２日においては、フローラルホテ

ル全体が停電したために、そのときの宿泊者、避難者も含めて宿泊料は頂いており

ません。 

○９番（西 文男君） 

 当然、町長の行政報告の中にもありましたが、この台風は迷走しました。地球温

暖化により、今後進路においては常襲化するであろうという専門家の報道がありま

す。ということは、今後もそういうふうな可能性があると思われます。フローラル

館の経営者会議等々で、その不可抗力による延泊せざるを得なかった状況下におい

ての特例の料金処置についてのご検討は、今後どのような形で考えていますか、お

伺いします。 



― 25 ― 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 議員おっしゃるとおり、予期せぬ延泊をせざるを得なかった皆様にとっては、出

費も重なることと思いますので、その件につきましては、毎月１回ある月例定例会

で皆様の意見を聞いて、料金等の設定もしていくようにできればと思います。 

○９番（西 文男君） 

 実は、沖縄県の離島のほうで台風の被害により４泊ほど延泊になったそうです。

そのホテルの取ったおもてなしについては、観光地巡り等々もできないので半額に、

家族４人で旅行した、たまたまテレビではその一家族のみの報道でありましたが、

半額にしたそうです。 

 やはり、せっかく、沖永良部に来て観光しようということで楽しい思い出をつく

ろうと、不可抗力等々によりそういった場合には、ぜひ減免措置といいますか補助

といいますか、減額をしていただくよう強く要請し、ぜひ、また後で結果を月例会

議等々、次回以降で結構ですので報告をいただきたいと思います。 

 次に、②対策本部を設置していただいた、避難された方ということで人数のほう

は分かりました。それで、先ほど町長の報告の中にもありました、答弁の中にもあ

りましたが、警戒本部から強くなったので最近は情報が入るのが早いですから、対

策本部に格上げをしたというふうな報告がありました。そして、知名町の防災計画

の中にもうたわれておりました。 

 まず、対策本部設置についてですが、この組織を見ますと、先ほど課長会という

ふうな話もありまして、その中でいろいろ役割分担もありましたが、今回の６号台

風で警戒対策本部から格上げしたときの情報網の連絡、各課長どのような形で、全

員に通達をしてあるのかどうか確認をします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今回は、警戒本部から災害対策本部へ８月５日１０時の時点で格上げしたわけで

すが、その際には、当ホームページへ載せるのも大事ですけれども、課長会への報

告等におかれましてはＬＩＮＥを通じたり、あと、今回の場合対策本部の設置をし

ましたが、まだ対策本部自体が、大規模の災害が予想されるとき、災害が発生し規

模及び範囲から判断し本部を設置して早急な対策に当たるべきとき、特別警報が発

表されたとき等々幾つかありますが、今回につきましても、やはり暴風域に入りま

してこの状況だと対策本部が必要ということで設置しました。 

 警察のほうからもお越しいただき、自衛隊のほうからも本部のほうに常時待機す

るという形を取りました。その中におきまして様子を見ていたところ、対策本部は

設置いたしましたが、各課長、特に災害関係の各部署につきまして、特別な指示を
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出したということはありません。ただし、この組織的なものにつきましては、台風

が来る前に会議を開いております。常に連絡体制が取れる体制には取っておくよう

にということは通知してありました。 

 以上です。 

○９番（西 文男君） 

 今、総務課長の答弁で、対策本部の設置において情報共有の部分においてですが、

以前、新型コロナにおいても我々議会のほうになかなか情報がないということで、

特別にコロナ対策のチームに議会からそのメンバーに加えていただきました。 

 町のほうから、例えば、字、区長さんであったりとかというふうな連絡を取って

いますか、避難指示については。お伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今回も８月１日に災害警戒本部を設置したときに各避難所を開設しております。

開設に当たりましては、区長会のほうには、全て前もって準備をしていただくこと、

発電機等がちゃんと動くか、そのあたりのことは、皆さんに通知して全ての避難所

において開設を行っております。 

○９番（西 文男君） 

 そうですね。私も前に対策本部が設置されたときに、公民館に区長さんが来て、

今設備の中で設置してある発電機の燃料や試運転等々のことはするようにという指

示があって実際にやっていました。 

 町民の中で、例えば対策本部を設置し防災無線等々で流した場合に、我々のほう

にも、今度の台風で避難はどうなっているのか、今状況はどうかというのは、我々

ちょっと情報が入ってこなかった部分、入ってくるのに時間がかかったといいます

か、そういう部分があるんで、ぜひこれ組織図を見ますと、会計課と議会事務局も

入っておりますので、常に議会事務局のほうの局長のほうにも情報を流して、それ

を我々議会のＬＩＮＥの連絡網もありますので、そういう形で連絡をいただけるよ

う要請をしたいと思うが、いかがですか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今回の台風の場合、災害対策本部を設置したわけですが、組織図を見ますと、応

援対策部長ということで会計課長がなっておりまして、議会事務局長もその副とな

っております。下のほうにもまたもろもろついておるんですが、今回の台風につき

ましては、それほどの災害が見込まれることもなく、大した情報も入ってきており

ませんでした。 

 ただし、私ども総務課のほうは待機しておりますので、そのあたりの避難所の開
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設状況、今どれぐらいの避難所に人間が入っているか、これからの台風については

気象庁からの情報が随時入ってきておりますので、そのあたりで必要な情報がどう

いったものが必要かをもう一度、また、議会のほうとも、ほかの機関とも協議をし

て、どのような情報を流せばいいのかをまたこちらのほうでまとめて、次回からは

対応していきたいと思っております。 

○９番（西 文男君） 

 今回の場合は台風６号で、おっしゃったとおり、災害対策本部の立ち上げ等々に

おいても台風の情報が入って進路等々がありましたが、やっぱり、南海トラフの地

震のことも想定をしながら、ここは、ぜひ綿密な情報を早めに発信していただき、

町民の安心・安全な暮らし、避難ができるように、要請をします。 

 それから、避難所に避難をされた方で人数は理解をしました。ここで、その避難

人数の中で支援者数が１５名、延べ５日間、１５名いましたが、その方は各地区の

避難所に避難をされたのでしょうか、お伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 避難所に避難された方が３５名いるとお答えいたしましたが、そのうち、要支援

者数が１５名となっております。２か所の避難所にその１５名の方々が分かれて避

難しております。 

○９番（西 文男君） 

 保健福祉課長にお伺いします。 

 避難指示が出た場合に、要配慮者の避難で、要は避難行動要支援に対する避難者

の避難場所について、福祉施設等に事前に輸送するなどの措置を取るということで

ありますが、実際にそれ、今までの避難指示の中で経験されたことはありますか、

お伺いします。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 今回の２つの台風ですけれども、そちらのほうは福祉避難所のほうの希望はあり

ませんでしたので、福祉避難所の開設はありませんでした。この要援護者の方たち

は、ほとんどの方がケアマネジャーがついていたりとか、あと支援者がついており

ますので、その方たちに全て確認しまして、希望があれば開設ということになって

いますので、今回は全ての方から希望がなかったということで開設はありませんで

した。 

 私が保健福祉課の本庁舎に来てからの福祉避難所の開設は、本庁舎に来てからは

なかったと記憶しております。 

○９番（西 文男君） 



― 28 ― 

 今まではないということですので、今後あり得るかと思います。 

 それで、防災計画の中の８２８ページに、福祉避難所を提供するというふうにう

たって、これまだ記載がないんですが、実際に町と福祉避難所との業務提携といい

ますか、避難時の協定は結んでいるか、お伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今確認しましたが、表については空白になっております。まだ、そこまでの段階

には至っておりません。これから検討していくところでございます。 

○９番（西 文男君） 

 やっぱり自主避難できる方はそれぞれ自助ということで、地域で協力しながら避

難しますが、なかなか避難行動要支援者はそういう形で誰かの手を借りて避難せざ

るを得ないと思いますので、そちらの協定について、早急に提携をしていただくよ

う要請をしますが、いかがですか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 １か所ではなく、皆様が近くに避難できるような施設を、収容人員からメンバー

人員も含めまして考えて、これから検討してまいります。 

○９番（西 文男君） 

 じゃ、次に移ります。 

 避難所の非常用設備について、先ほど町長の答弁がありましたが、実際にこうや

って長期になっていきますと、備蓄品として食料も必要となると思うが、先ほどの

中で答弁があったのは、町の避難所なのか、それとも２０集落の生活館を避難所と

している避難所の備蓄品か、お伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 先ほど答弁した内容につきましては、各字ごとにということではなく、町として

備蓄しているということでございます。 

○９番（西 文男君） 

 災害においては、自助、共助、公助、そして近所というふうな話があります。日

数が浅いうちは、それぞれ家庭にあるものを持ち寄っていろいろ援助等もできると

思うんですよ。ただ、長期化になっていった場合に、その食料がなくなった場合に

必要になってくるかと思います。 

 そこで、災害用のレトルト食品といいますか、そういうような食料品の備蓄につ

いては、町の見解はどうか、伺います。 

○総務課長（成美保昭君） 

 現在の備蓄品についてですが、特に食料関係ですが、非常食セットというものが



― 29 ― 

ありまして、それにつきましては約３００食ほどは今のところ常時持っております。

また、今回につきましても給食センターのほうからも、もうそろそろ期限が切れる

というような非常食につきましては、私のほうのほうで預かってすぐ配備できる準

備を整えておりました。 

○９番（西 文男君） 

 そうですか。３００食ということで、その数については今後いろいろ検討の余地

があると思いますが、そういう形で取り組んでいて、期限の迫ったものについて総

務課長のほうで給食センターのほうから預かっている。それ期限前日等々となった

場合、どのような対処をするか考えていらっしゃいますか、お伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 給食センターのほうでは、期限前に、その非常食につきましても給食のほうで出

したり、その残りの分が中途半端な数が残っていまして、そういうものを私どもが

お預かりして、今回のようなときに使う。ただ今回につきまして使いはしなかった

んですけれども、本部に残った職員の中で、試しにいろいろ試食はしたりはしまし

た。 

○９番（西 文男君） 

 すばらしい取組です。残食で食品ロスがあるような形であるのかなと心配しまし

たが、やっぱり試食をしてそうやって試しておくと、また次回等々に生かされるの

かなと。以前に、学校給食センターの行政視察に行ったときに、その学校の給食セ

ンターは町が保管をしていると。ただし、期限が迫ってきたら学校給食で食べて経

験をさせるというふうな計画を持って進めているという話がありましたので、お伺

いをしました。 

 それから、避難施設の各公民館においてですが、いろいろ町のほうでは情報収集

してくださいというふうな形になっておりますが、Ｗｉ－Ｆｉの設置についての町

の考えをお伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 その件につきましては、現在、区長会のほうと協議中であります。進める方向、

来年度当初予算に盛り込んだ形で整備できるような形で、現在、各区長のほうで要

望をまとめてといいますか、できるような環境になるように今検討中でございます。 

○９番（西 文男君） 

 ぜひ、そういう形で強く進めていただければというふうに思います。せっかく、

非常用電源の設置をしていただき、携帯等々もパソコンも使えるような状況で、情

報の収集が非常にまた大事になってくるかと思いますので、ぜひ実現をしていただ
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きたいと強く要請します。 

 そして、今度はそのＷｉ－Ｆｉ等々、インターネット等々を使えない方々、要は

ご年配の方々がたくさんいらっしゃいます。台風情報のラジオは、どちらの気象庁

発表のものを役場は防災無線で流しているか、お伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 名瀬測候所から送られてくるデータを活用しております。 

○９番（西 文男君） 

 それは、ほとんど沖縄県のほうから発生をしますが、発生当初から、名瀬観測所

から情報を得た、北緯であるとか東経であるとか、どこどこの北何百メートル何キ

ロというふうな、その台風情報を発生当時から名瀬測候所の情報を発信しているか、

お伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 気象庁の名瀬測候所ですので、私ども行政といたしましては、いろいろな情報が

今あるんですけれども、参考程度にはしますが、名瀬測候所のデータをやっぱり主

に私たちは扱っております。 

○９番（西 文男君） 

 名瀬測候所であれば、要はその位置情報で町民が聞いても分かりづらいという話

があったんですね。沖縄県何々島の北何百キロとか。ですから、例えばもう近づい

てきたときは、与論島、沖永良部、徳之島どこどこというふうな形の位置情報なん

ですね。そこら辺を注意して再度確認をしていただきたいなというふうに思います。 

 それから、非常にラジオ電波については鹿児島のラジオが入りにくい状況下、特

に夜もそうですけれども、災害時は特に必要かと思います。ＮＨＫ基地局の建設

等々について、まだ考えているのか、いないのか、お伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今、西議員がおっしゃられているのは、ラジオのＮＨＫの基地局ということでよ

ろしいですか。現在、大山のほうにあるものがどれぐらいの精度でラジオに対応し

ている、テレビに対応している、私のところで今データを持ち合わせておりません

が、ラジオとおっしゃられるんであれば、これからまたちょっと調べまして回答い

たしたいと思います。 

○９番（西 文男君） 

 大山のほうにＮＨＫのラジオ基地局は設置済み。いや結構です、確認してからで。

もしそれであれば、まだまだ非常に電波が入りづらい状況下です。ぜひ、その辺の

分析をしていただいて、災害時等々の避難等にも必要ですので、確認を要請します。 
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 次にいきます。 

 先ほどの答弁の中で、町内の商店街、非常に冷蔵庫がなくなり、要は島外からの

食料品についてはほとんど無くなった状況下でした。そこで、入ってすぐ左側に地

産地消コーナーがある店舗がありました。そこには必ず、量が多いということでは

ないんですが、野菜がありました。そこで、学校給食センター所長にお伺いします

が、地場産の地産地消の推奨等々に非常に役立つ、今回の台風による欠航でのいい

勉強の機会であったと思いますが、現在、この野菜等の生産をしている農家の方々、

その方がどのような形で地産地消の野菜を作り、町のほうで買取りをしているか、

お伺いします。例えば、給食センターにいつの時期は何かと。要は、今現在の給食

センターの地産地消の取組についてお伺いします。 

○学校給食センター所長（東 里樹君） 

 現在、給食センターでは、あたらしゃ会という、以前、農林課のほうでも一緒に

やっていますけれども、その会をもって地場産の給食をセンターのほうに納入して

もらっております。去年、地産地消ということで農林課と一緒に事業を入れて、も

っと地場産の率を上げようということで取り組んでおりますけれども、今後、推進

協議会と一緒になって、もっと地場産の率を上げていきたいと思っております。 

○９番（西 文男君） 

 ぜひ、例えば露地野菜のほうが非常に多くて、今回の台風の影響を受けたものが

少なかったので、こういう形で商店に並べられたかと思いますが、もう少し強かっ

たら非常に厳しい状況だったと。その辺の対策も含めて、今後、地産地消の重要性

が分かった長期にわたる欠航だと思いますので、農林課と協力をしていただいて、

地場産野菜農家の方々に生産の意欲を持たし、生産量を増やして、また、各商店の

売場も少し広げていただいて販売できるよう強く要請して、この質問は終わります。 

 それから、⑤にいきます。 

 ほとんど台風が来るときに、先ほど答弁の中で、停電がありました。過去５年間

において４．４日からということで、私はもうちょっと今回の停電は長かったと思

うんですが、原因は飛来物と破損ということで分かっております。 

 そこで、九電と九電工が台風前の沖永良部に入り対策準備をしていることは十分

承知であります。町長の行政の報告の中でも深夜１０時まで等々も頑張っていたと、

非常に努力に対しては感謝をしておりますが、やはり、無電柱化により少しでも停

電が少なくなり、それから国土強靱化、それから安全道路の確保、そして景観とい

うふうな形でうたわれております。 

 答弁の中では、無電柱化、そして令和３年度の公示価格の例が出ましたが、知名
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町は鹿児島県無電柱化推進協議会に加入していますか。お伺いします。 

○建設課長（英 敬一君） 

 現在のところ、加入はしておりません。 

○９番（西 文男君） 

 以前に私が質問したときに、加入をするというようなことを答弁でいただきまし

た。年度が明けておりますので、再度、強く要請をしたいと思います。 

 それから、この１キロで５億３，０００万円の工事価格、そうですか。実は、隣

町で現在、鹿児島県発注の無電柱化が既に着工されております。場所は県道和泊町

の役場前から合同庁舎までというふうなこと。それは、決定においては和泊港が避

難港等々になるということで、それから県発注ということで、合同庁舎からうぐら

浜を通り過ぎたところまでです。県道で１２６メートル施工して大体４，３００万

円なんですね。工事価格がメーター３７万３，０００円。ですから、この答弁が

１キロで５億円ぐらいになっているんで、非常にこれは令和３年ですから、令和

５年の発注実績でそういう形になっております。 

 その施工においては、電力は九電、それから通信はＮＴＴということで、複線や

単独線があるそうです。それによっても、価格は当然、掘削等々で影響が出てくる

と思いますが、あくまでもそういう形の金額にもなっておるのが事実ですので、ぜ

ひそういう形で、まずは協議会に入るというような答弁いただいたので、入ってい

ただいて、その件についていかがでしょうか、お伺いします。 

○建設課長（英 敬一君） 

 令和２年の一般質問、私もその記録を見まして、令和２年度から入会をするとい

うことも答弁をしてあります。ちょっとその当時の記録を見ますと、その後、県の

ほうに入会をしたいということで連絡をしたところ、もう具体的にどこからどこま

でうちの町はやりますということでないとその協議会には入れないという記録があ

りました。ただ単に、要は情報収集等の目的では入会できないということで、私も

今回、県のほうに確認をしましたが、やはり同じような返事をいただいたところで

あります。 

○９番（西 文男君） 

 そうしましたら、具体的な案が必要ということですので、私が言った県道のバイ

パスから庁舎前までは県道になっていますので、これ県発注の事業でできるかと思

います。場所は分かりますか。Ｔマートの上から新庁舎に下りるＴ字路まで、それ

は県道ですから管理者が県ですので県発注でできるから。 

 それから、あまみ丸から白浜港に下りる道路があります。改良の計画が入ってい
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ますが、和泊町の無電柱化の推進においては、今度、改良事業を和泊町役場から社

会福祉協議会まで１２０メートルぐらいを道路改良時に無電柱化の計画をしている

と。当然、改良事業とともにですから、工事費がさらに抑えられると思います。 

 ですから知名町においては、バイパスは県道で、そして白浜港に下りる改良時に

できないか。それから、やっぱり発電元である九州電力までしていただいて、取り

あえず町負担、県負担、そして庁舎という形で、当然、カーボンニュートラルで備

蓄用の電力等々も使用は可能だと思います。ただし、やっぱり景観を含めて、庁舎

の非常電力を極力抑えるような形。そして、ゼロカーボンに適しているんじゃない

かなというふうに思いますので、その無電柱化を強く要望しますが、いかがでしょ

うか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今お話があった、町道の白浜通り線だと思いますけれども、その路線につきまし

ては、もう今年度、道路改良の工事の予定となっております。無電柱化につきまし

ては、やはりここをうちの町で無電柱化をやりますと、やりたいですということで

手を挙げて、それからまた電線管理者との協議ですごい時間がかかるという。電線

管理者もキロ約１．８億円の負担が必要だということで、なかなか電力需要の少な

い場所では難色を示すというようなところもあると聞いております。ですので、今

回の改良工事で無電柱化というのは、時期的にちょっと難しいのかなという認識で

おります。 

○９番（西 文男君） 

 まず、無電柱化推進協議会に入るために計画が必要ということですので、例えば

私の場合は、時期的なものに関してじゃなくて、そういう形を前々からも改良工事

をすると分かっている、計画を立てていると思います、町のハード面において。で

すからそのときに、私はもう以前に無電柱化の質問をさせていただいておりますの

で、ぜひそういう形を、協議会に入るのに計画がないと入れないということも分か

っていらっしゃる。そういう返事が県から来たということであれば、その対処につ

いて真剣に庁内で協議をして、無電柱化をしていただくような考えは今後あります

か、お伺いします。 

○建設課長（英 敬一君） 

 町長の答弁でもありましたけれども、今後いろいろ大型事業が控えております。

無電柱化、私も、やれるものは本当に島内全域でできれば一番理想だと思っており

ますが、やはり財政等まだまだ多額の費用がかかりますので、そのあたりは財政も

含め、建設課だけでなく、町としてどのように進めていくかというのを検討してい
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かなければならないなと思っております。 

○９番（西 文男君） 

 ぜひ、多額の予算、当然原資が必要ですので、計画も理解をしておりますが、こ

れもやはり防災関係、減災関係、そして国の補助等々もある事業ですので、強く進

めていくよう要請をします。 

 それから最後に、⑦です。 

 農林課長にお伺いします。この８月１３日のニシムタ沖永良部店のマンゴー農家

の残念ながら出荷できなかった愛情込めたマンゴー、大体どれぐらいのキロ数を販

売されましたか、お伺いします。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 正確なキロ数ではございませんが、１袋１キロ程度ということでお詰めいただい

て、２６１袋、２５０キロ程度かなと把握しております。それから、その青果とし

て販売されたマンゴーだけではなくて、ｅｎｔａｋｕさんのほうでジュースとして

加工していただいた分もありますので、これが５０キロ、合わせて３００キロ程度

がマンゴーフェアで即売品として町民の方に消費いただいたものと思っております。 

○９番（西 文男君） 

 知名町のマンゴーの年間の出荷量、大体何キロぐらいか、お伺いします。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 令和３年産の果樹生産実績によりますと、マンゴーのほうの生産量が２５．５ト

ンとなっております。 

○９番（西 文男君） 

 ２５．５トン、すごい量ですね。それで、１１日間も船が出なくて出荷できなか

ったマンゴーが。それ以外、おっしゃったようにジュースであるとか、例えば、あ

る商店では朝取りマンゴーということで２つを１くくりにして農家さんが販売して

くださいということで、受入れをした知名の商工会の商店街で販売もしておりまし

た。このニシムタの数字が全てということは理解していないんですが、ただ、大き

いこの２５．５トンという形でたまたまその数字であったが、今後、長期化する場

合において最盛期は少し時期は遅れたというふうに農林課長が話していました。 

 ここで、農家の皆様方の思い。ある農家の方が言っていたんですけれども、大体

このマンゴーの冷蔵庫保管にしてもしかり、何日間か過ぎると品質が落ちるのでと

いうことを話していました。どうすればいいですかと言ったら、空輸便の計画につ

いてぜひ進めてほしいというふうに言っていました。理由においては、やっぱり品

質が落ちず、沖永良部の天然のマンゴー、要は灯油等を使わないでやっている、非
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常においしいということで、やっぱりプライドを持って作っているということを話

していましたが。 

 今現在、農林課の緊急時、要は台風時、それの空輸に対する考え方、今現在で結

構ですので、お伺いします。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 以前から、この台風の問題はマンゴーの生産農家の頭を悩ませているというか、

生産振興を阻害している大きな要因となっております。その中で、私どもも航空便

と航空貨物の取扱いができないかということは、再三調べてまいりましたし、農家

さんのほうも何とか航空便で送れないかということを運送業の方たちと意見交換等

もさせていただいておりますが、なかなか価格の面で非常に難しいというところも

ございまして、今、空輸というところは進んでいないところでございます。 

○９番（西 文男君） 

 同じように、例えば、今回マンゴーが出荷できなかった、新聞報道によりますと、

和泊町で知名町よりいち早くその動きがあり、行き場のないマンゴーの買取りとい

うことで３３０キロの実績があります。そして、隣の徳之島では、臨時特売会第

２弾ということで、３０分で１，１５０キロのマンゴーが売れた。 

 ですから、私が話をしているのは、まず知名町内の中で、要は特別空輸便の設置

準備委員会を設置し、隣町とも協議をし、それでもそれぞれの市町村の量が分かっ

ているわけですから、体積を出し、どれぐらいの貨物かということ、ひいては、奄

振法にのっとって郡内、徳之島であるとか、そういう形で検討委員会を、町長、い

かがでしょうか。お伺いします。 

○町長（今井力夫君） 

 台風災害時における、それぞれの離島の農産物をどう収穫地に持っていくかとい

うことは非常に大きな課題となっておりまして、実はこれ、まず、我々がＪＡＣの

株主会のときにやはり話題になることでございます。空輸便で配達を特別にできま

せんかという話をするんですけれども、やっぱり量が飛行機で運べるような、今使

っているＡＴＲはそういう設備はございません。それ以外の飛行機を持ってくると

なると、空港の滑走路がとてもじゃないけれども足りません。ですから、空輸する

ためには、それなりのジェット機が離着陸できるような滑走路を有したところでい

ないと採算は絶対取れません。それだけの量を沖永良部で確保できますか、徳之島

で確保できますかという話で、向こうとのやっぱり話です。今ある飛行機をどうに

か使えないかというと、今あるＡＴＲでは、とてもじゃないけれども農作物を運べ

るようなキャパは持っていないというような回答でしたので、今後やっぱり量をス
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トックしながら、台風の影響を見ながらいつ発送するかというようなところも、重

ねながら検討していく必要があるかなと思っています。 

○議長（福井源乃介君） 

 西君、まとめてください。 

○９番（西 文男君） 

 最後に、今、町長の答弁の中で私も理解をしております。当然、旅客用の飛行機

ですから、その辺は理解をしておりますが、隣の県の話で実績を見ますと、沖縄県

では何年か前に空輸で出荷したことがあるというふうに農家の方が調査をして、私

に報告をしてくれました。 

 この思いというのは、やはり、離島であるハンディのあるところに手を差し伸べ

て、これはＪＡＣのみならず、町長から県議であるとか国会議員等々において、こ

の離島の農業生産の活力、稼げる農業ということで県もうたっておりますので、そ

の辺を利用して国家予算、もしくは防衛施設等々の自衛隊の区域等々にも働きをし

て、すぐ実現できるものではないとは分かっておりますが、そういう準備をしてい

ただいて、毎年来るだろう台風に備えていただきたいなというふうに思います。 

 それで、農家の大切に育てたおいしい果樹、それが全国に広まって知名町が全国

に知名度を売り、観光客が増え、ふるさと納税が増えることを願い、私の質問は終

わりますが、町長、何かございますか。 

○町長（今井力夫君） 

 重々、議員がおっしゃりたい意図としているところは理解しておりますので、実

は、今日も急に自衛隊の幹部が来て会いたいということでございますので、議会が

終わるまで待ってくれということで、この話は一応、万が一、こういうふうなとき

に自衛隊機が使えるのかどうなのかという質問を今日はするつもりでおりますので、

自衛隊との話合いも、こういうふうな災害時における自衛隊機の活用というのが

１点と、それから先ほど言われました、国会議員のやはり皆さんの力を借りながら、

こういう離島における、いわゆる輸送コスト支援というものについて幅広く考えて

いただきたいということを奄振の委員の皆さんとは今後とも話をしてまいりたいな

と思っておりますので、今、議員から伺ったお話を基にしながら、精いっぱいでき

る範囲内で頑張ってみたいと思います。 

○９番（西 文男君） 

 以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、西 文男君の一般質問を終わります。 
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 しばらく休憩します。 

 午後１時１０分から再開します。 

休 憩 午後 ０時１３分 

─────────────── 

再 開 午後 １時１０分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務課長より、答弁漏れがありましたので。 

○総務課長（成美保昭君） 

 先ほどの西議員の質問の中で、ラジオの中継局について聞かれましたが、ＡＭの

中継局については徳之島と与論、沖永良部のほうにはありませんが、ＦＭの中継局

につきましては大山のほうにございます。８４．０メガヘルツという周波数帯で運

用しております。 

 もう一つですが、福祉避難所ですが、令和元年９月１１日に社会福祉法人ともお

会と、協定を結んでおりますので、皆様にお配りしてあるちょっと古い計画の中で

は、白紙となって表に何も入っていない状態でありましたが、最新の更新している

ものにつきましては、そこを記載しております。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 一般質問を続けます。 

 今井吉男君の発言を許可します。 

○１１番（今井吉男君） 

 議席１１番、今井吉男が、通告しました３点について一般質問いたします。 

 町民生活最優先の政策について。 

 ①今井町長は、令和２年９月議会において、知名町気象非常事態宣言を行い、さ

らに２０５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティを表

明しました。果たして、二酸化炭素が実質ゼロになるのが先か、または毎年約

１００人減少している知名町の人口がゼロになるのが先か。 

 ②コロナ禍、公共料金値上げ、物価高騰により、町民生活は非常に苦しい現状に

ある。経済支援等、町民生活第一の政策を最優先すべきではないか。 

 ③外海離島である沖永良部は、本土と比較して物価が平均２割高い上に消費税が

かかるので、二重の負担増となっている。奄美群島市町村会（会長・高岡秀規徳之

島町長）で、生活支援策や消費税の軽減策を国に要望できないか。 
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 役場新庁舎建設の総事業費について。 

 ①令和６年３月完成予定の役場新庁舎建設は、当初計画の事業費総額１２億円で

したが、その後、建設地変更に伴い事業費は２８億円となり、さらに土地購入費や

備品購入費と合わせると約３０億円規模となる見込みで、知名町歴代最大の大型事

業になることが予想されるが、実際の新庁舎建設の総事業費は幾らなのか伺う。 

 ②令和４年度末の町債（町の借金）残高は、７９億７，０００万円ですが、令和

５年度末の町債残高は８７億７，０００万円の見込額となっている。返済計画を町

民に公表して、子や孫に多額の借金を残すことなく、今井町長が掲げる「子や孫が

誇れる持続可能な町づくり」を推進すべきではないか。 

 教育行政について。 

 ①田中教育長は、令和５年第１回議会定例会（３月７日）の一般質問において、

中学校の部活動について、令和４年１０月に知名町地域部活動推進協議会を立ち上

げ、今後は、知名町地域部活動推進協議会の母体であるＮＰＯ法人沖永良部スポー

ツクラブＥＬＯＶＥを中心に、専門性に秀でた人材を配置して生徒の指導向上を図

っていくと答弁しましたが、令和５年８月までの実績をお伺いします。 

 ②６月２７日に行われたサッカー日本代表キャプテンの遠藤 航選手によるフロ

ーラルパークでのサッカー教室には、小学生から高校生までの約２５０人が参加。

遠藤選手からは、島から羽ばたく選手がどんどん出てほしいとのエールがありまし

た。将来、プロサッカー選手を目指す子供たちの夢をいかに実現させるか、その体

制づくりについてお伺いします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、今井吉男議員のご質問に順を追って回答してまいりますが、大きな設

問の３につきましては教育委員会所管事項となりますので、教育長答弁に代えさせ

ていただきます。 

 まず、それでは大きな問題の１番目でございます。脱カーボン政策等につきまし

て、少し回答させていただきます。 

 少子高齢化に対応し、強みや潜在力を生かした自律的・持続的な社会を目指す地

方創生の取組の一つが、二酸化炭素排出量実質ゼロ、カーボンニュートラルの取組

であります。そのため、地域脱炭素の取組は、産業や暮らし、交通、公共等のあら

ゆる分野におきまして、地域の強みを生かして地域課題を解決しながら地域を興し

ていく重要な施策と考えております。 

 エネルギー資源を島の外に依存している本町にとりましては、ガソリンなどのエ
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ネルギー価格の上昇による影響は日常生活に直結することから、自分たちでエネル

ギーをつくり、それを消費できる社会を構築することができれば、域内に残った資

本は、域内経済循環の促進による地域の活性化につながるものと考えております。 

 また、脱炭素への取組が、町民一人一人のライフスタイルを変えるきっかけにも

なり、例えば、ごみの資源化や分別の徹底というものは、地域の環境保全または環

境の悪化を正していくことにもつながり、また、焼却炉の長寿命化にもつながるも

のと考えております。 

 このようなことから、脱炭素への取組というものは、私たちが抱えている様々な

課題の解決につながる施策の一つだと考えております。 

 最後に、このような脱炭素への取組というのは、これが目的ではなく、子や孫が

誇れるまちづくりを実現するための一つの手段であるということを、改めてお伝え

する次第でございます。 

 ２番目、コロナ禍における経済支援。 

 本町におきましては、これまで新型コロナウイルス感染症に対応するため、令和

２年に創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、町

民や事業所などを支援してまいりました。この臨時交付金は、事態の変化に対応す

るために、国の補正予算や予備費を財源として、類似の対応がされてきております。

令和４年度には、コロナ禍において、原油価格や物価高騰などに直面する生活者等

の支援を目的とするメニューが追加され、本町におきましても、物価高騰緊急対策

知名町プレミアム付商品券交付事務事業や、肥料価格高騰対策事業、子育て緊急支

援給食費軽減事業などを実施してきたところでございます。 

 また、今年度におきましても、同交付金を活用して、さきの第２回の議会定例会

で可決をいただきましたプレミアム商品券の発行のほか、バレイショの反収低迷と

生産資材価格の高騰により影響を受けている農家に対するバレイショの種子購入に

係る補助金、また、学校給食の物価高騰分に対応する費用を、今議会定例会に提出

しております一般会計補正予算にも計上しているところでございます。 

 ③につきまして、議員のご質問のことにつきましては、私も同様の認識を持って

おりますので、昨年度の離島行政懇談会におきまして、私のほうから、環境保全及

び農業における省力化についてと題して、離島においては物資の輸送料金やそれに

かかる消費税により本土よりも多額の費用を要していることに鑑み、農業用資材等

の購入に係る支援を強く要望してきたところでございます。 

 このことにつきましては、新聞報道によりますと、県議会でも取り上げられ、県

は関係機関を通じ国に働きかけていくとされておりましたので、その動向を注視し
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てまいりたいと考えております。 

 役場庁舎問題につきまして。 

 まず、議員のご質問にございました当初計画の事業費総額１２億円につきまして

は、基本計画策定時点の概算となる庁舎本体の建設費用のみの総額であることをあ

らかじめご了承いただきたいと思います。 

 さて、現在では、各調査及び実施計画の成果により、それぞれの費用が明確とな

ってきていることから、測量設計委託料、工事請負費、用地補償費及び各種申請手

数料に加え、移転に伴い必要となる電算及び防災関係の移転費用や業務効率化を図

った備品購入費などを含めた費用を総事業費として算出しております。 

 プロポーザルに係る手続が始まった令和元年から現在までの総事業費につきまし

ては、予算ベースでは２７．９億円、契約実績ベースでは２３．９億円となり、約

８６％の進捗状況となっております。 

 ②につきまして、「子や孫が誇れる町づくり」として、近年では、公共施設の改

修及び更新事業が段階的に執行されております。それらは、老朽した危険な施設を

長寿命化及び更新し、また、時代に即した仕様に改良する事業であり、子や孫に引

き継がれていくものであります。 

 一方、それらを整備するには多額の費用を要することになります。その財源の一

つとなる地方債につきましては、大型事業の支払いによる一時的な世代負担を避け

るため、その施設の耐用年数もしくは地方債の条件の範囲内で借入期間を設定し、

世代間に係る負担を平準化する性質があります。それぞれの事業債の条件に従い、

借入時点において計画的な償還計画を立てております。 

 また、地方債の事業によっては、毎年償還する元利償還金に対し交付税措置がな

されていることから、財政運営におきましては、適切な手段として活用しておりま

す。 

 町債残高につきましては、平成２５年度以降の公共施設の段階的整備により、こ

れまで増加傾向でございましたけれども、活用した辺地債及び過疎債は償還期間が

１０年から１２年であるため、平成２５年度以降の借入分が、今後順次完了してい

く予定となっております。 

 今後も、事業の優先度や緊急性、各財政数値と照合しながら、「子や孫が誇れる

町づくり」並びに計画的な事業執行に取り組んでまいります。 

 ３番につきましては、先ほど申し上げましたように、教育長が答弁いたします。 

 以上で、私の回答を終わります。 

○教育長（田中幸太郎君） 
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 それでは、今井吉男議員の３番の①中学校部活動の地域移行についてお答えをい

たします。 

 昨年度の１０月７日に知名町地域部活動推進協議会を立ち上げ、設置要綱等の検

討を行い、その後、２月２０日に同推進協議会の第２回目で指導員設置規則につい

て確認をいたしました。 

 本年度は、国及び県の補助を受け、部活動の地域移行を進めており、５月には第

１回知名町地域部活動推進協議会を開催したところであります。その際、指導員に

ついては、本町の会計年度任用職員として雇用契約を結ぶこととし、教職員におい

ても、勤務時間外は指導員と同様とすることといたしました。また、地域移行を開

始する時期につきましては、大島地区中学校総合体育大会後の６月中旬を目途にす

ることを確認いたしました。 

 現在、部活動指導員として、学校職員が１０名、地域の方が１２名おられますが、

このうちの６名が、初めて部活動に関わるようになった方々であります。地域の

方々に対しましては、これまで顧問として関わってきた学校職員と連携を密にする

ことで、個々の生徒の実態把握を的確に行うよう呼びかけているところでございま

す。 

 また、指導技術の向上や体罰の防止等について、沖永良部スポーツクラブＥＬＯ

ＶＥ主催での研修会も計画をしております。 

 中学校部活動の地域移行は、活動環境を持続可能なものにしていく上で重要であ

り、国も取組を支援しております。今後も、学校と指導員、ＥＬＯＶＥ、教育委員

会が連携して取組を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、３の②子供たちの夢を育む方策についてお答えをいたします。 

 議員のご質問は、子供たちの夢を実現させる体制づくりということでありますが、

子供たちがスポーツに親しむきっかけづくりという視点で回答させていただきます。 

 その一例として、昨年度実施しました幼児期からの運動習慣形成プロジェクトが

挙げられますが、これは、こども園の園児を対象に、ボールを使った運動遊びであ

るバルシューレを沖永良部スポーツクラブＥＬＯＶＥと連携し実践した取組となり

ます。バルシューレは、運動遊びを通して幼児期、児童期で習得したい体の動きや

ボール操作を身につけることができ、このプログラムに積極的に参加することで運

動能力の向上が期待されております。 

 スポーツ少年団に入る準備段階として、運動に親しみ、運動をする喜びや楽しさ

を理解し、幼児期からの運動習慣を身につけることが重要であると考えております。 

 また、昨年度から実施している知名町わらんきゃ社会体験活動事業などを通し、
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いかに子供たちに夢を抱かせることができるかについて、関係機関と引き続き協議

して進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○１１番（今井吉男君） 

 それでは、順を追って再質問いたします。 

 町長が先ほど答弁されましたけれども、知名町の気象非常事態宣言、令和２年で

したけれども、令和２年９月１日の知名町の人口が５，８１８名、３年後の令和

５年９月１日の知名町の人口は５，５４１人で、この３年間で２７７名減少してお

ります。 

 そこで、ちょっとお伺いしますが、この３年間で知名町から排出した二酸化炭素

の排出量はどれだけ減少したのか、その減少量をお伺いします。 

○企画振興課長補佐（永野道也君） 

 ただいまご質問いただきましたこの３年間での二酸化炭素の削減量なんですが、

ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ推進事業においては、その削減量を量るとい

うことを行ってはいるものの、町全体の削減量については把握していないというの

が現状でございます。 

 以上です。 

○１１番（今井吉男君） 

 だから、僕が言いたいのは、こんな雲をつかむような政策ではなく、先ほど町長

が言われたように、ごみの減量化、まず町民がすぐ今日からでもできるそういうの

をしないと。ゼロカーボン、ゼロカーボンと、この前の議員と語る会の中でもあり

ましたけれども、分かっていないんですよ、町民は。ゼロカーボンで何と、横文字

ばかり並べて。そうじゃなくて、二酸化炭素を削減するには、ごみを減らせばクリ

ーンセンターでの焼却量も減りますから、おのずと。そうすれば、そういうのは具

体的に目に見えてくるんですよね、ごみの量が減っていく。 

 そして、また両町で今ちょっと協議中の両町の負担金の問題も、ごみの量が減れ

ばクリーンセンターの処理量も減りますから、減るんですよ。だから、一石二鳥で

すよね。 

 だから、そういう方向で進めて、何かゼロカーボン、ゼロカーボン、町民の何％

の人がそれを理解しているか、分かりますかね。いかがですか。そういうアンケー

ト調査はされましたか。 

○町長（今井力夫君） 

 ゼロカーボンと気候非常事態宣言の関係について、少しお話をさせていただきま
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すけれども、環境省が今回、我々全国に脱炭素先行地域の募集をかけたのは、今回

は、その事務分野において２０５０年カーボンニュートラルをどう達成できるかと

いうことで、私たちに５年間の間でこういうふうな取組をできますかという問いか

けに対しまして、町といたしましては、じゃ事務分野においてどういう二酸化炭素

が原因になっているのかというと、電気料金、電気を発生させるときに生じている

ような分野において二酸化炭素の量を減らす取組を工夫してみてくださいというこ

とに対して、我々はチャレンジしているわけであります。 

 今回のゼロカーボンシティ構想というのは、まさにこの事務分野において、電気

をつくるときにつくられているこの二酸化炭素を、どのようにしてあなたたちの町

は減らしますかということに対して、我々としては、再生可能エネルギーを可能な

限り使い、そして、なおかつそれに付随して停電の問題もありますので、マイクロ

グリッドという小集団で電気をつくっていくことによって、停電するエリアも最小

限に抑えることができるというようなこと。 

 それから、それと付加価値的なことで、先ほどの焼却炉における二酸化炭素の減

少というのは、これは今回環境省が言っているような先行地域の狙いとは違うんで

すけれども、我々は、それも付随的に取り組んでいこうということで、付加的に私

たちは今、これからごみ減量に向かってこういうことをすると、これだけの二酸化

炭素を削減していくことができるんじゃないかと。 

 環境省が言っているような二酸化炭素削減だけではなくて、もう一つそれにプラ

スして、実際に焼却炉とそういうふうなところ、農業分野においてとか、そこで出

ている二酸化炭素を併せて削減することによって、２０５０年を待たずに沖永良部

においてはゼロカーボンというのが、カーボンニュートラルが達成できるんじゃな

いかということで今取り組んでいるわけでございますので、今、議員がおっしゃっ

ているようなごみの減量化、これは当然必要なことですので、それは我々は付加的

なものとして、今回ぜひ取り組んでいきたいなと考えております。 

 以上です。 

○１１番（今井吉男君） 

 町長の言われるのは、抽象的で分からないんですよね。 

 ですから、結局、今世界的に温暖化が進んでいるから、それを抑止するために二

酸化炭素を減らすということであれば、やっぱりこのごみ、３年間の。令和２年度

の知名町見ますと、クリーンセンター衛生管理組合から資料を頂きましたが、ごみ

の搬入量を見ますと１，８６５トン、これが令和２年度、令和３年度が

１，８７０トン、令和４年度が１，８１８トン、ほとんど変わっていないですね。 
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 言葉だけが先に進んで、全然。だから、町民にこれを訴えてごみを減らす方策を

考えてしないことには、ゼロカーボン、ゼロカーボンと言ったって、そのうち人口

がゼロになりますよ、知名町の人口が。そこの計算で、今の減少からいきますと、

６０年後の２０８３年には、知名町の計算上ではゼロになります。 

 じゃ、誰のためのゼロカーボンなのか、町民ゼロの中で、世界中のほかの知名町

以外の皆さんのためにこの政策を進めているのか。その辺はやっぱりきちんと把握

して、町民にもそういうのをきちんと説明していく必要があると思います。 

 全然ごみの量が減っていないんですよ。だから負担金も必ず、これはもう増える

一方で減っていない。両町が今ぎくしゃくしているのは、この負担金の問題ですが、

お互いに減らす努力をすればいいんですよ。負担金も減りますから、それは。その

辺をしないで、クリーンセンターのごみを減らせば、燃やすのが減るから二酸化炭

素も減ります。 

 もう一点、７月１１日から４日間開催しました議員と語る会の中でも、町政に対

するいろんな不満や質問、意見がたくさん出ました。その中で、そのまま本人が言

われたとおり言いますが、バス企業団のバス、現状では空気を運んでいる。両町の

負担金も増えて、通学・通勤でバスをもう少し使うような政策が取れないかと。 

 だから、言いたいのは、本当に町を挙げて取り組むんであれば、まず、マイカー

通勤を週１回はやめてバスを利用する、活用する。そしてまた、このゼロカーボン

の補助金がありますから、５年間で６１億円だったかな、そういうのをバスの回数

券、町民に回数券を配布するための費用に充てると。それは、国としても二酸化炭

素減を減らす方法であれば、これは納得すると思います。その辺をやっぱり考えて、

まずバスの負担金も結構増えてきています。利用者が少ないのにバスは運行すると、

バスの便数は減ると。それで、通学・通勤には間に合わないと、そのバスでは間に

合わされないと。 

 そういう方向で町民が全面的に協力できるような政策をしないと、ゼロカーボン、

ゼロカーボンと言って、１００年たってもゼロカーボンと言っているんじゃないで

すか。その辺をやっぱりきちんと、いかがですかね、町長。 

○町長（今井力夫君） 

 ゼロカーボンをどう進めていくかということは、特別委員会の中で皆さんに本町

のスタッフが説明をしているはずです。皆さんは、議員と語る会のときに、では皆

さんが本町のスタッフから聞いたことをどのように町民にお伝えしているのかとい

うのを、私、逆にお聞きしたい部分もありますけれども。 

 その前に、今回の脱炭素社会というのは、国から言われているのは、事務分野に



― 45 ― 

おいて排出量と吸収量というのをゼロにしてくださいと。 

 おっしゃるとおりに、二酸化炭素それだけではないんですよ。議員がおっしゃる

ように、モビリティー、自動車から出てくる二酸化炭素の量が、本町で、この沖永

良部で一番多いんですよ。本町で約１万トンです、年間に１万トン。事務分野で出

されているのが年間に７，０００トンの二酸化炭素が出されております。 

 ですから、我々としては、早いうちに二酸化炭素温室効果ガスの削減に向かって

どう取り組んでいくかとなったときに、国はこれに使ってくださいともう予算は指

定をされております。この指定されたものに対して今取り組んでいるのが、電気の

部分において、まず削減をどうしていくかということを取り組んでいるわけです。

あわせて、議員がおっしゃるように、モビリティー、移動手段において１万トンと

一番多く二酸化炭素を出しております。 

 焼却ごみのところの二酸化炭素の排出量というのは、それらに比べるとかなり少

ないんですよ。少ないけれども、これは、我々はごみの資源化と、そういう視点か

ら取り組まなければいけない。その延長線上に、二酸化炭素の削減というのもそこ

に当然ある。飼料の高騰化いろいろあります。有機肥料を地元で作っていくことに

よって、外から物を買わなくてもいい、経済を内部で回すことができる、そのこと

によって町内の経済の域内循環が進んでいくと、そういうことを考えていったとき

に、我々はごみの資源化というのも併せて進めていくことによって、それプラス付

随して二酸化炭素の排出も削減できる。トータル的に今取り組んでおります。 

 ただ、環境省から言われているのは、その事務分野における二酸化炭素を削減す

ることに対してこのお金は使ってくださいよというふうに来ておりますので、これ

以外のものには環境省のそれは使うことはできません。ですから、そういういろい

ろな縛りの中で、我々のスタッフは、どれをどういうふうにしたらこのお金を有効

に使って、ほかの交付金、補助金とかは何を使えるのかというのをしっかりと検討

しながら今進めておりますので。 

 議員がおっしゃるようなこの町の要らないお金、クリーンセンターに余分なお金

を使うなと、それをもっと町民に還元すべきだと、私もそれに対しては非常に賛成

でありますので、そういうことについて取り組んでいただきたいから、第２回目の

町民会議では、テーマの中に入れてくれというふうに話をしたのを先ほど発表しま

した。 

○１１番（今井吉男君） 

 車が出す二酸化炭素量が多いということであれば、先ほども言ったようにバスを、

まずマイカーをやめて、毎日とはいかなくても週に１回、まず職員から取り組んで
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町民に示して、できるだけ沖永良部バスを活用すれば、マイカーを使うよりは二酸

化炭素量も減るし、またバスの運営もよくなり、また便数が増えればまた利便性も

高まるし、通勤・通学でも便数が増えれば利用できると、そういうふうに訴えてい

かないと。自分はいつも毎日、車を運転していれば減るわけがありません。車を、

マイカー通勤を減らして沖永良部バスを活用するというふうに、やっぱり今後は取

り組んでいかなければ、幾ら町民会議で言ったって町民には伝わっていないですよ。 

 アンケート調査を、ゼロカーボンしていますかという、一回何かしてみたらどう

ですか。何の意味か、事務分野とか言いますけれども、実際は二酸化炭素を減らす、

地球温暖化防止、抑止する、それが国も環境省も目的だと思いますんで、それをや

っぱり実際の生活の中でできることから、今日からできますよ、このごみの減量化、

マイカーの通勤を減らすやつ、週１回、月１回でもいいし。とにかくそれを町民に

アピールしない限り、町民は何をしているのかと、全然、全く把握しておりません。

その点を強く要請をします。 

 まず、町の職員から、もうあしたからでもいいし、マイカーをやめて沖永良部バ

スを利用するという方向に変えていただくように要請して、次にいきます。 

 ②のほうですが、本当にいろんな、コロナのときには国からの補助金がいっぱい

ありました。でも、コロナ禍が収束して、もう国の補助金もほとんどなくなりまし

たので、今、物価高で大変町民の生活は苦しくなっています。これはもうひしひし

と。多分このままでいきますと、一番生活にゆとりがないと結婚、それから出産、

それもいろんな制度で子育て支援がありますけれども、１人より２人、２人より

３人と、やっぱり子供を増やすためには、町の支援、そういったことも今後も町単

独でもやっていかないと。 

 まず、結婚です。結婚も、やっぱり将来明るい見通しがないとなかなか踏み切れ

ないと思います。出産にしてもそうです。ですから、その辺の町として、国の制度

が終わったからには、町の制度としてやっぱり支援策をきちんと出さない限り、人

口の減少に歯止めがかからないと思うんですが、いかがですか。 

○町長（今井力夫君） 

 人口減少をどう対応していくかということで回答するのか、ここで言われている

物価高騰対策を町としてどう対応していくのかという２つの質問がかみ合わさった

かなと思っておりますので、それぞれについて知見を述べさせていただきたいと思

います。 

 まず、物価高騰対策については、先ほども申し上げました。議員がおっしゃるよ

うに、ある程度、国の補助金というのが、交付金というのがもう既に底をついてき
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ております。今回は、また新たに本年度頂きましたことにつきましては、先ほど申

し上げましたように、プレミアム商品券や、特に今回バレイショの生産者の皆さん

は大きな打撃を受けましたので、それに対しての種子購入補助等、そういうものを

行ったり、また、子育て世代の皆さんがより子育てしやすいためには、給食費の値

上げを今すぐに行うことはできないわけでございますので、そういう意味で、我々

といたしましては、子供たちの給食費の値上がり分をどうにか本年度は値上げをし

ないで済むような方向性で持っていきたいなと思っております。 

 人口減少につきましては、子育てしやすいまちをどうつくっていくかということ

は、非常に大きな取り組まなきゃいけない課題だと思っておりますので、そういう

意味で、これまで子育てに関する取組というのは、子育て支援金をはじめ、それか

ら、そら・ＳＯＲＡを設立することによって、ふだん、こども園に預けたりするこ

とのできていない方、また、こども園に預けているけれども自分の病気等で一時的

に少し見ていただきたい、または、里帰り出産した皆さんたちが子供を預けること

によって安心してここで出産できるようなそういう施設として、私は、そら・ＳＯ

ＲＡというのを社協の皆さんにお手伝いいただきながら進めさせていただいており

ます。 

 それから、高校生まで医療費の無料化というのも行っております。ですから、か

なり子育て支援につきましては、我々としては、ほかの市町村以上の施策を打って

きたつもりでおります。 

 ただ、人口減少というのは、これはもう日本、先進国全てにおいて起こっている

ことでございます。ですから、我々としては、その速度を落としたり、または合計

出生率というのをどう高めていくかというそういうあたりで、少しずつその人口減

少に対しても対応していく必要があるかなということで、それぞれ担当課のほうで

も策を練りながら、新しい策を打たせていただいております。 

 また、その辺につきましては、まだまだこういうのがあるよというのは、多分、

皆さんお持ちでございますので、そういうふうなお互い持っている案をテーブルの

上に出していただいて、それを我々、まちづくりの中に生かしていけるような、そ

ういうふうな形で一緒に取り組んでいければと思っております。 

 以上です。 

○１１番（今井吉男君） 

 もう今、町民はもう物価高で大変生活苦に陥っています。多分、これは今後ます

ます加速していくと思います。その点は、ぜひ、町長にも町民の生活を最優先に今

後の政策を進めていただくよう要請をして、終わります。 
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 ③の消費税の軽減策につきましては、町長のほうも働きかけをされておるようで

すので、ぜひこれは実現に向けて、１００円のところ１２０円の中にまた消費税が

その上にかかってきますから、物価が高ければ消費税も高くなりますんで、それは

もう当たり前ですが、それを離島のハンディとして二重の負担増となっています。

その点は、ぜひ実現に向けて町長の活動を、活発な動きがやっぱり結構出張であち

こち行かれていますね、町長のほうも。その点は顔が利くと思いますんで、ぜひ離

島全体で実現に向けて取り組んでいただくよう要請しておきます。 

 次にいきます。 

 役場新庁舎の事業費についてでありますが、当初計画では１２億円でしたが、そ

の中で、当初、地盤が軟弱でくい打ちに３億５，０００万円ぐらいかかるというこ

とで建設地を変更、土地探しから売買まで約３年ぐらいかかっています。その間に、

ロシアのウクライナへの侵攻や円安という悪条件が重なりまして、当初の計画より

も、町長の先ほど答弁で２７億９，０００万円ということで、それを見ましても、

当初計画の２．５倍に跳ね上がっています。 

 これがまた次の起債残高が増えてきますんで、これ次の②にもつながりますけれ

ども、人口は減っているのに面積は当初計画より広くなっていますよね。だから、

それをコンパクトに本当は設計して、人口に見合ってするべきじゃなかったと今頃

になってそう考えますけれども。やっぱり、町の人口に合わせて庁舎も建設するべ

きじゃなかったかと。大きければ大きいだけ維持管理、そういった経費がかかりま

すんでね。今さらもう、来年３月に完成予定となっていますが。ぜひ、その点、今

後の事業を進める上では、そういった規模に応じた、メンテナンスとかその費用が

かさまないような方向で進めて。 

 これ２７億９，０００万円よりは、大体小出しにずっとしていますから、本体と

土地購入費、造成費、それから備品購入費、これ全部合わせたらもっと３０億円超

えるんじゃないかと大体思われますけれども、計算して。この３０億円までいかず

に、来年３月完成時になったら３５億円とかいう数字になるんじゃないですか。い

かがですか、町長。 

○副町長（赤地邦男君） 

 先ほど町長が答弁の中で答えてございますが、予算ベースで２７億９，０００万

円ということで、予算を確保してあります２７億円、約２８億円で確保してござい

ます。今、実績ベースでいきますと、２３億９，０００万円ということでございま

す。これ、みんな合わせての２３．９億円でございます。 

 私ども、予想としましては、今、４億円残として余分に持っているんです。これ
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から始まる連れ越し費用とか、いろんな物価高騰等がございます。これから業者と

折半しまして、協議しましてどれぐらい上がるかと、物価高騰等インフレスライド

とか。そんなに、４億円ですが１億円もいかないだろうということを、私ども事務

局としては考えております。 

 先ほどの今井議員のご質問の２３億９，０００万円の中、まだまだいくのではな

いかということでありますが、もう進捗率は８６％でございます。あと１４％でご

ざいます。もうあまりございません。あと、道路の舗装、完成のときの道路の舗装

等が主な４，０００万円から５，０００万円かかるかと思いますが、それが主な経

費でございます。それと、先ほど答弁しました物価高騰それぞれございますので、

そうしますと、もうみんな買ってはございます。備品も皆含んだものがこれでござ

いますので、一つご承知おきいただきたいと思います。 

〔「はい、ありがとうございます」と呼ぶ者あり〕 

○１１番（今井吉男君） 

 ぜひ、これ約束してください。２７億９，０００万円、これに４億円を足して

３２億円になったとかいう話にならないように。これは町民にやっぱり約束、これ

聞いていますからね。赤地副町長が２７億９，０００万円でということですので、

ぜひその点は、確実にこれ以上上がらないようにしていただくよう要請しておきま

す。 

 次に、②のほうですけれども、借金が、大型事業をしますと当たり前ですけれど

も増えますけれども。町長があと何年町長を続けるつもりか分かりませんが、自分

でつくった借金は公表して……。 

 普通、マイホームを造るときでも借入計画、その家族計画、建物の面積、全部計

画をして返済計画まで上げてやりますけれども、町の場合は、出来上がった後はも

う借金はあまり関係ないような。自分の任期中で建物は造って、あと借金は後の人

に回すという今までのケースですが、ぜひこの計画を公表して、起債を使って何年

何年としないと、子や孫は誇れないですよ。あと借金だけ残して町長を辞めている

なんていうことのないように、ぜひ。 

 持続可能と、やっぱり知名町の人口がゼロにならないということが持続可能です

からね。これゼロになったらもう持続も何もありませんから、ぜひ町長、その辺は

きちんと、立派な建物もいいんですけれども、これ借金ですから、全部。自分の家

だと思って借金返済をどうするか、その辺はやっぱり計画的に。いかがですか、町

長。 

○町長（今井力夫君） 
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 庁舎建設を含め、様々な町が打っている施策につきましては、その都度、我々は

町民にご理解いただくために公表しているところでございます。今後とも、この庁

舎においてこれだけの借金をして、こういうふうな感じで返していきますというの

は、実は先ほど申し上げましたように、様々な返済の仕方がございますので、何が

一番有利な金の借り方なのかというようなことも、私どもは考えた結果、先ほど申

し上げましたように、過疎債のうまい使い方、辺地債のうまい使い方、こういうも

のをしていくと元金の分の何割か、また交付金として町に返ってきますので、それ

をうまく使いながらしていこうというふうに今考えております。 

 今現在のところで、私どもが試算しているのは、令和３年度の実質公債比、我々

の借金が実際総予算のどれぐらいかかっているかといいますと１０．７％、これは、

今まで学校建設とかいろいろかかってきたものに対する借金を町が背負っているの

が１０．７％です。一番ひどかったのが、本年度の１２．２％、実質公債比がある

んです。ここから徐々に、私どもの計算では、例えば令和８年度になりますと

１０％を切って９．７％です。そして、これがどんどん下がってきまして、令和

１４年度には２．２％まで実質公債比が落ちる、そういうふうな計算で動かしてお

ります。 

 ただ、これに今回の庁舎建設が入りますので、これに数％入りますけれども、

我々としては、もう実質公債比が１０％以上上がるような、そういうふうな試算は

しておりませんので、そういうふうなところまで細かいものがつくれましたら、皆

さんには既にいろいろな場で公表しておりますけれども、町民の皆さんにもこの辺

は、町の借金が一体何年頃にはどれぐらいの予算の中で使われているのかというよ

うなものを示していきたいと思います。 

 ただ、今申し上げられるのは、先ほど申し上げましたように、平成１４年には、

十数％あったものが３％前後に借金というのは落ちますよということは申し上げて

おきます。 

○１１番（今井吉男君） 

 よく分かりました。そのとおりに行くように、ぜひ、頑張っていただきたいと思

います。子や孫がここ知名町に住みたいんだけれども、借金だらけでもうほかの町

に行くとかいうことのないように、ぜひ、知名町に誇りを持って子や孫が住めるよ

うなまちづくりを進めていただきたいと思います。要請をしておきます。 

 教育行政についてお伺いします。 

 ３月定例会でも、教育長はすばらしい内容の答弁をされて、実際にＥＬＯＶＥが

活動しているのが目に見えないんですよね。実際、補助金も今年度初めてＥＬＯＶ
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Ｅに対して運動支援の当初予算で出ているんですよね。このお金は何に使われてい

るのか。指導しているのは見たことがないんですよね。立派な指導員と言いながら、

何か期限付の職員を採用したり、これは本当どうなっているのかなと思って。 

 これを見ますと、地域運動部活等推進事業費に８６５万９，０００円が計上され

ています。これは部活動の多分ＥＬＯＶＥの補助金だと思いますが、この使い道が

妥当なんですか、これ。実際、この優秀なコーチが配置されていますか。部活動、

中学校のためのというのを見ていますけれども、ほとんど見ていないです。教職員

とかそのＯＢが、地域の住民が指導しているのを見ますけれども、ＥＬＯＶＥが関

わって優秀なコーチが来ているのを見たことがないですよ。それ、いかがですか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長（窪田政英君） 

 先ほど教育長の答弁にもありましたように、部活動地域移行につきましては、令

和５年度、６年度、７年度という３年度にわたって、それぞれの地域で導入を図る

ようにということで、知名町は本年度導入をするということで決定しました。 

 現在、先ほどありましたように、６月の中体連の大会が終わった後から、その外

部指導員または顧問の時間外の指導に対しては報酬の対象にしようというふうに決

定しておりまして、部活動の顧問につきましては、従来からの顧問は今まで６時

７時までかかっていた指導については無報酬だったんですが、これからは時間外に

ついては全て報酬の対象、それから、地域の外部指導員につきましては、今、議員

がおっしゃったように、従来から指導している皆さんが継続して指導しているわけ

ですけれども、この方々が今６名、知名中学校に２名、田皆中学校に４名、従来の

指導者が引き続き指導しているという状態になっています。 

 新たに、地域の方が６名登録をされましたけれども、この６名につきましては、

具体的に実際の指導はまだ入っておりません。これからＥＬＯＶＥさんが間に入っ

て、学校、それから保護者、生徒、こういった皆様に、この外部指導員が新しく入

りますということで調整をして、その後に指導に入っていただく。今そういう段階

にありますので、目に見えて顧問がいないところで外部指導員だけで指導している

という状態は、今のところは確認できないと思います。 

 取りあえずは、土日の教職員の負担を軽減しようということで、まずは土日に外

部指導員が入って、顧問はお休みしてもらうというところから入っている関係で、

このように今はなっております。 

○１１番（今井吉男君） 

 ３月定例会でのＥＬＯＶＥを中心にということで、ＥＬＯＶＥの名前が出てきて

補助金まで出していますよね。その使い道は、じゃこれ、外部で来ている皆さんの
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コーチ料というのは、ＥＬＯＶＥ以外の町独自でまた負担しているんですよね、教

育委員会のほうで。このＥＬＯＶＥのこのお金はどこへいっているんですか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長（窪田政英君） 

 失礼しました。 

 部活動の地域移行に向けた支援というのと、部活動外部指導員の配置支援という

２つの補助金が出ていまして、ＥＬＯＶＥさんにお願いをしているのは、部活動の

地域移行に向けた支援ということで、３つほどありまして、コーディネーター配置

支援体制整備、これについての補助が出ていまして、関係者との連絡調整や指導、

助言等を行う総括コーディネーター、それからＥＬＯＶＥの運営団体または実施主

体の整備充実に充てる補助金、これはＥＬＯＶＥが今回の部活動地域移行に関わる

コーディネーター業務をするということで、そのスタッフの報償費を計上しており

ます。 

 それから、あとは外部指導員に対して、これは指導者配置。指導者配置というの

は、例えば、外部の指導者が部活動に対して何曜日に何時から入るというようなこ

ういった連絡調整もＥＬＯＶＥさんにしていただくということで、今、予算として

は８６５万９，０００円計上してございます。そのうち一般財源から約３００万円

ほど、３分の１計上してございます。あとは、指導員が実際に指導した時間に対す

る報酬の支払い、これがおおむね１９３万円ほど、この中に含まれております。 

○１１番（今井吉男君） 

 じゃ、継続的にそれは今後も続けるということでよろしいんですね。この補助金

も来年度以降もまたＥＬＯＶＥに同じような金額がいって、ＥＬＯＶＥのほうから

そのコーチの派遣とかも継続的にずっとやっていくというふうに、これでよろしい

ですね。はい、了解しました。 

 次に、②のほうにいきます。 

 午前中の教育行政報告の中でも教育長は、サッカーの、広報ちなにも２か月連続

で載っていまして、やっぱりすごくＰＲしていますけれども、来ていただいて、プ

ロのサッカーの全日本のキャプテンをしている遠藤 航選手、すばらしいことで子

供たちもサッカーをやりたいという子供たちが増えております。将来、プロサッカ

ーを目指すというところまで言う子供たちが出てきています。 

 これはやっぱり、それを練習するにしても、先ほど教育長は幼児からやっている

ということで、幼児で終わって小学校のほうも外部のＯＢとかそういうコーチが指

導していますけれども、中学校がないんですよね。それを途切れなくずっと幼児か

ら高校まで続けていかないと、そういうプロになれるような、そんな甘いもんじゃ
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ないと思いますが。それはやっぱり継続性を持たないとできないと思うんですが、

これはどうですか。 

 このサッカーに係る、今回サッカーの件を言いましたけれども、ほかのも、児

童・生徒が減ってなかなか部活動の数も減っていますけれども、何かやっぱり絞っ

て、サッカーとか野球とか、そうしないとあれもこれも幾つもはできないと思うん

ですが、教育長、いかがですか。その継続性、ずっと継続して中学校まで、幼児か

ら小学校、中学校まで一貫して、そういう体制が今後取れるのかどうか。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 なかなかその一つの競技に絞るということは、これは難しいような気がします。

それぞれの部において、子供たちはそれぞれの目標を持って活動しておりますので。 

 私がこの質問を受けて感じたところを少し申し述べてみたいと思います。夢を育

むために行政としてできることという視点で考えますと、まず、これは一義的には、

その単位スポーツ少年団、その単位団で考えるべきことだろうと思います。子供た

ちのモチベーションをいかに高めていくのか、いかに持続させていくのかというこ

とは、その子供たち自身を含めて、育成会なりでまずは考えていくと。 

 その上で、行政としてできることについてお話しするとすれば、まず１つは、指

導者のスキルアップを図っていく必要があるだろうと。これは研修会ですので、先

ほど申し上げましたように、ＥＬＯＶＥさんが主体となって研修会の検討をしてい

くということ。 

 それから、活動の環境整備ということが挙げられます。人的、物的環境がありま

すけれども、特に物的環境について、子供たちが十分活動できるような環境整備等

を行っていくということ。 

 それから、３つ目は、不測の事態への対応、これが考えられます。例えば、台風

でどこかへ行っているときに延泊を余儀なくされた、それの支援とかですね。先ほ

ど、沖高のエイサー部の話がありましたけれども、こういったことが行政としては

考えられているというふうに考えております。 

 いずれにしましても、答弁でありましたように、子供たちが一流の選手に接して、

あるいは、そういった方々の中で実際に見聞きして夢を持つということは大変大事

なことですので、ほかの課ともよく連携しながら、これは取組を進めていきたいと

考えております。 

 以上です。 

○１１番（今井吉男君） 

 いろんな有名選手を招聘してコーチ、指導するのは結構ですが、ぜひ、子供たち
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がそれを見て、自分もプロサッカー選手になりたいという夢を持ち続けていけるよ

うな体制づくりを、今後、一過性で終わらずにずっと卒業するまで、中学校、高校

を卒業する、高校は高校のほうで部活動はありますけれども、中学校まで継続して

指導して、この知名町からプロ選手が出るように期待をして、私の一般質問を終わ

ります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、今井吉男君の一般質問を終わります。 

 インターネット配信映像保存のため、しばらく休憩します。 

 ２時２０分から再開します。 

休 憩 午後 ２時１０分 

─────────────── 

再 開 午後 ２時１９分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 川畑光男君の発言を許可します。 

○６番（川畑光男君） 

 議場の皆様、こんにちは。また、インターネット中継をご覧の皆様、知名町議会

にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 議席番号６番、川畑光男が、壇上より次の５つに対して一般質問を行います。 

 大きな１番、新庁舎建設工事、施工状況について。 

 庁舎建設において、１階、２階、３階のコンクリート打設はほとんど終了したが、

庁舎建設においてコンクリート打設に朝早くから夜遅くまで打設を行ったと思いま

すが、①それぞれの強度試験結果、養生状況はどのように管理しているのか、伺い

ます。 

 ②一部にコールドジョイントがあるようですが、補修はどのように施工を行うの

か、伺います。 

 ③２階のコンクリート打設が一部遅れたようですが、建設工事全体には影響はな

いか、伺います。 

 大きな２番、田水団地の管理について。 

 田水団地の天井のひび割れと爆裂のおそれと雨漏りについて、どのような対策を

行うのか、伺います。 

 大きな３番、海岸防災林造成事業の防潮堤管理について。 
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 ①海岸防災林造成事業防潮堤において、海岸にある階段の手すりが台風で壊れて、

また、人が通れない状態になっています。今後の工事計画について伺います。 

 ②防潮堤の一部に通行できない場所があるが、今後どのようにする計画か伺う。 

 大きな４番、道路整備工事について。 

 瀬利覚字の町道のハジロクボ線、東海岸線、墓道の畑地帯総合整備事業後の復旧

工事の予定について伺います。 

 大きな５番、消火栓、防火水槽について。 

 消火栓、防火水槽の管理について伺います。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、川畑議員のご質問に順を追って回答させていただきます。 

 まず、庁舎建設工事内容等につきましてご質問がございますので、①から回答し

ます。 

 コンクリートの強度試験につきましては、標準仕様書に基づき単位ごとに採取し

た供試体について、材齢２８日における圧縮強度試験を行っております。これまで

の結果といたしましては、全ての調合管理強度以上となっております。合格と判断

しております。 

 コンクリートの養生状況につきましては、監督員が承諾した施工計画書に基づき

湿潤養生としており、管理は施工者の自主管理としております。 

 ②につきまして、コールドジョイントが発生した箇所につきましては、目視検査

を行います。軽度である場合、ポリマーセメントモルタルにて補修を行い、重度で

ある場合には、当該箇所を削り、シール剤等で補修を行うこととしております。 

 ③番、２階のコンクリート打設につきましては、当初見込んでおりました工程よ

り１か月ほど遅い７月に実施をしております。コンクリート打設に限らず、昨今の

社会情勢や近隣離島の大型工事等の影響を受けまして、資材調達や作業員の確保に

期間を要しているところでございます。 

 また、天候や台風の影響で資材が届かないという実態もあり、現時点におきまし

ては、新庁舎建設工事の当初工期を見直す必要があると認識をしております。 

 田水団地の管理につきまして。 

 田水団地は昭和５２年から５６年に建設され、４０年以上経過しており、議員ご

質問にあります爆裂は、全ての棟において確認をしております。対策といたしまし

ては、入居者からの連絡があった際に現地を確認し、爆裂箇所を落とすなどの対策

を講じております。 
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 なお、爆裂箇所の修繕につきましては、今後、建て替えの計画がありますので、

大規模修繕には至っておりませんが、二次被害なども想定されるため、随時点検等

を行い、対策を講じてきております。 

 雨漏りについては、入居者から連絡があり次第、現地確認を行い、大規模な修繕

費用が必要である場合には、費用対効果を考慮し、入居者の要望を聞いた上で、他

の町営住宅への転居等の対応を取ってきております。 

 大きな３番、①につきまして、海岸防災林造成事業におきましては、整備された

防潮堤は、度重なる高潮や経年劣化等により階段の手すりが倒壊しており、危険な

箇所が見られることから、これらの補修に活用できる事業がないかを県と協議しな

がら、対応を検討してまいりたいと考えております。 

 ②につきまして、議員のご指摘の場所は、弓道場からニシムタ付近までの防潮堤

の陸側にあるコンクリート被覆の部分だと思われますが、こちらは、一見すると道

路のように見えますが、本来は、防潮堤を越えた波が背後の埋め戻し土砂が洗掘さ

れることを防ぐために設置されたものであり、車両の通行は想定はされておりませ

ん。 

 ４番目、該当の町道につきましては、令和２年から３年にかけ、畑地帯総合整備

事業として、瀬利覚地区において、畑かん設置に伴うパイプライン埋設工事を実施

しております。 

 舗装後に道路が沈下することを防ぐため、自然転圧期間を設けておりましたが、

３路線とも今年度の県営瀬利覚地区工事において舗装復旧を行う予定となっており

ます。 

 ５番目の消火栓につきまして。 

 現在、町内における消防水利の設備状況といたしましては、消火栓を１２５基、

防火水槽を１２８基設置しております。これらの管理につきましては、知名町消防

団各分団と管理契約を交わしており、消防団が毎月点検を行っているところでござ

います。 

 以上で、私の回答は終わります。 

○６番（川畑光男君） 

 それでは、順を追って質問をしたいと思います。 

 小さな１番、庁舎建設において、コンクリート温度の管理についての対策につい

て、コンクリート温度は何度ぐらいで温度の管理、補正は、暑中コンクリートに対

する対策方法は、どのように管理を行ったか伺います。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 
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 コンクリートの温度管理につきましては、知名町の地域からしますと、寒冷の寒

いところに対する対応は必要ないと考えておりまして、通常の打ち込むときの気温

２５度以下を目安に管理しております。 

 暑中コンクリートにつきましては、過去の気象状況を勘案しまして、６月９日か

ら１０月１７日を暑中コンクリート打設の時期と考えておりまして、その時には補

正を設計基準強度プラス６でさせていただいております。 

 以上です。 

○６番（川畑光男君） 

 暑中コンクリートにおいての実際のコンクリート温度の管理はどのような方法で

行っているんですか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 温度計を挿入しまして、打ち込む前の温度を確認しております。打設後の温度に

つきましては、温度計等を使っての確認というのはしておりませんけれども、状態

を見て強度の確認をしている、目視によって確認をしている状態でありました。 

 以上です。 

○６番（川畑光男君） 

 では、１階において１工区、２工区それぞれ打設をしたと思いますが、立米数に

対する強度試験の内容はどのようになっていますか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 １工区、２工区、分けておりますけれども、１階部分につきましては、全体でい

きますと、ちょっと２工区のほうでは細かく１階部分の立米数は出ておりませんが、

１工区のほうで５９５立米、２階で４６２立米出ております。庁舎全体としまして

は、４，３６８立米コンクリートを打設しております。 

 強度につきましては、１階軀体は調合管理強度３０ニュートンに対しまして

３７．７ニュートン、２工区につきましては、１階は同じく３３ニュートンに対し

まして３９．３ニュートンという強度試験が出ております。 

 ちなみに、２階につきましては、３３に対して３９．９です。２工区のほうが、

同じく３３に対して３８．８という強度の結果が出ております。 

 以上です。 

○６番（川畑光男君） 

 大体１５０立米を超えると１回、また１５０立米ごとに１回と追加するんですけ

れども、それは全体的に１階、２階、３階でどのような供試体の回数を取られまし

たでしょうか。 
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○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 実際その日に打設する量、１５０立米を１ロットとしまして、構造強度の管理用

の供試体を均等に１個ずつ取って３個という形で、４５０立米のときは３個、３個、

３個という形で９個取るような形でやっております。 

○６番（川畑光男君） 

 大型構造物に対しては、単位数量の測定の必要性があったと思うんですけれども、

単位数量についてはどのような管理をされていましたでしょうか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 単位数量に対する管理ということですけれども、普通、打設するコンクリートは、

搬入時点で全て見てはおりますけれども、強度管理、単位数量に対する管理という

のが、すみません、ちょっと答えられれば。 

○６番（川畑光男君） 

 建築では単位数量を一番気にされると思うんですけれども、単位数量が立米当た

り１５５以下と決まっているんですけれども、大体、そのために高性能を使うと思

うんですけれども、単位数量が実際どれだけだったかなと思って、それを管理でき

たかなと思って確認のことでしたけれども。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 その単位数量であれば、すみません、今ちょっと管理をした資料は残っておりま

せん。施工者のほうの自主管理になっていると思います。 

○６番（川畑光男君） 

 強度試験において、１週強度、４週強度とあるんですけれども、実際は現場水中

養生、現場封かん養生、標準養生、強度試験についての管理を行っていますか。知

名町では、どのような管理を行いましたか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 構造体のコンクリートにつきましては、現場水中養生でやっております。１工区、

２工区とも。調合管理強度のものにつきましては、標準養生でやっております。 

○６番（川畑光男君） 

 強度試験の立会いを行ったと思うんですけれども、強度試験については、工場で

立ち会ったのか、鹿児島県建設技術センターに依頼をして行ったのか、どのような

方法で行いましたか、伺います。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 １工区、２工区ございまして、１工区のほうは、監督職員がコンクリート工場の

ほうで強度試験の立会いをしております。２工区につきましては、鹿児島市の試験
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場に送りまして強度試験を実施しております。 

○６番（川畑光男君） 

 １階、２階、３階は、そのように行ったということですね。分かりました。 

 それでは、はりスラブの支保工の取り外しの管理について、強度試験の結果で行

ったか、それともまた１７日の支保工取り外しで行ったか、伺います。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 建築標準仕様書ＪＡＳＳ５、鉄筋コンクリートともに、はり下の支保工の取り外

しは、材齢２８日と圧縮強度の両方というどちらかの確認というふうに記載されて

いるんですけれども、新庁舎では２８日経過する状態で、支保工取り外しと同時に

圧縮強度試験も併せて行っております。 

○６番（川畑光男君） 

 それでは、コンクリート打設の養生においては、どのような管理を行ったのか。

一番重要な打設後も養生があるかと思いますが、何日程度の散水、状況、気温も

３０度ぐらいということで、散水後も乾燥が早かったので対処方法が大変だったと

思いますけれども、業者が管理したということですけれども、確認のほうはどのよ

うになっていますか、伺います。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 打設直後で乾燥を防ぐために散水している状況というのは、写真等で確認してい

る場合もございまして、全てを見ているわけではございませんけれども、管理の方

法としましては、打設しているコンクリートの強度が３２トン超えでございますの

で、１日目でもう１０ニュートン以上発現するというのをコンクリート工場で確認

しております。作業性もございますので、１日経過したところで、コンクリートの

しっかり固まっているということが確認できれば、その散水を取りやめてもよいと

いうふうにＪＡＳＳでも記載がございますので、それに従ってやっているという状

態です。 

○６番（川畑光男君） 

 １階のスラブ、２階のスラブ、３階のスラブとあるんですけれども、同じような

方法で行ったんでしょうか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 スラブにつきましては、散水を長めにしているということもありますけれども、

同じようにやっているということでよいと思います。 

○６番（川畑光男君） 

 コンクリート構造物においては一番やっぱり養生が重要視されるので、町長が掲
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げた１００年という目標に達するには、やっぱり今が一番大事ではないかなという

ことで伺いました。 

 ②の一部軀体にコールドジョイントが発生しているようですが、補修などについ

ては、どのようにしますか。お伺いします。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 予期せず発生しましたコールドジョイントにつきましては、答弁でもございまし

たとおり、まず目視で確認をしまして、軽度の場合はポリマーセメント等ではけ塗

りをするという形になると思います。強度に支障がない場合は、そのままかと思い

ますが、溝とか付着が悪い状態であれば、部分はつりを行いまして、Ｕ字カット工

法等を使って補修をしていこうと考えております。 

○６番（川畑光男君） 

 そのコールドジョイントの場合は、外壁工事が終了すると確認ができないので、

ぜひ外壁をする前に補修をして、確認するようにしてください。 

 それから、③の先ほど言われました令和６年３月末と思いますが、打設後の今後

の計画、どのような施工状況になっていますか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 コンクリート打設が軀体のほうを終わりましたので、これから外壁部分の補修の

確認をした後に、外壁塗装と内側の軽鉄の仕事、設備の仕事というのを同時に進め

てまいります。 

 当初、１１月１５日工期でありましたけれども、直近の工程会議の中では、工事

自体は１月末なんですが、調整等を含めて、今の段階では２月末くらいまでかかる

のではないかというふうな感じであります。ですが、台風がまた発生する等考えら

れますので、台風発生が落ち着いた時期に最終の工程というのを見極めて、工期延

長とさせていただきたいと考えております。 

○６番（川畑光男君） 

 工期の日程も迫られてくるんですけれども、安全対策が必要だと思いますが、ど

のような安全対策を行っていく予定ですか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 安全対策につきましては、毎朝の朝礼のＫＹ活動、危険予知活動を行いつつ、定

期的に巡視・巡回を施工者のほうでしていただいております。我々職員も、安全対

策、仮設物の確認などはしておりまして、点検の結果などを頂いて、安全を確認し

ているところです。 

○６番（川畑光男君） 
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 ぜひ、工期まではゼロ災害を目指してほしいと思います。 

 以上で、質問を終わります。 

 では次に、田水団地は入居者が少なく、周りの整備もできない状態で、町のほう

で清掃を行い管理されているようですが、建て替えまでには３年ぐらいだと思いま

す。住宅のスラブの一部においてひび割れ、爆裂があるので、危険な状態で、入居

者のいないところを定期的な管理による点検、除去のほうは適切だと思いますが、

どのように考えているか、伺います。 

○建設課長（英 敬一君） 

 先ほども申し上げましたけれども、入居者等から連絡があった際、また、担当も

団地のほうに行く機会がありますので、そのようなときには確認をして、そのよう

な危険な場所がありましたら、コンクリートを落とすなどの対応をしたいと考えて

おります。 

○６番（川畑光男君） 

 住民が大きなけがをする爆裂等は、いつ落ちてくるか分からないところがあるの

で、定期的な管理を要請して終わりたいと思います。 

 一部雨漏りについての対策は、どのような方法で考えていますか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 雨漏りに関しましても、本当に屋上防水だったり、壁から来ているのか、そうい

うのがなかなか分からない部分が多くございます。また、そのような大がかりな費

用がかかる想定の場所であれば、建て替えの計画がありますので、その１個のため

にまた１００万円、２００万円とお金をかけると、費用対効果と町の財政に負担を

かけるということで、そのような場所は、ほかの団地、空きが出た際に転居してい

ただいているというような状況であります。 

 以上です。 

○６番（川畑光男君） 

 ぜひ、入居者が住みやすいような環境づくりをしてほしいと思います。 

 田水団地には入居者がいない場所もたくさんあるので、入居者がいないところも

爆裂があるところがたくさんあるようですので、立入禁止とかのそういう対策はで

きないか伺います。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今おっしゃられたように、たしか２棟だったと思うんですけれども、もう全く入

居者がいない団地もございます。また、そこも確認しまして、そのような危険性等

確認できれば、そのような対応も考えてみたいと思います。 
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○６番（川畑光男君） 

 田水団地は、人がいるかいないか分からないところが多くて、自由に入り口に入

っていく人もいるので、ぜひ管理のほうを徹底していただければと思います。 

 では続きまして、海岸防災林造成事業について。 

 台風の高波により、防潮堤の歩道に砂や石など通行が困難な状態でしたが、大き

な石が撤去されているようですが、防潮堤の階段の手すりが取れ、危険な場所と通

れない場所があるので、今後の計画について伺います。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 議員のご質問の防潮堤の箇所は、ニシムタからのニシムタ線の下のほうにある防

潮堤かと思います。かなり海岸のほう等高さがありまして、確かに私も現地を確認

しましたけれども、危険な状態にあるかなと思います。 

 該当の破損箇所につきましては、町長の答弁からもございましたけれども、県の

大島支庁の担当課とも現地の状況は一緒に確認をしておりまして、状況を共有して

いる段階です。その中で、県単の治山施設修繕事業を活用できるのではないかとい

うことで、今、県と検討協議中でありますので、早急な修繕、それから安全確保が

図られるように努めてまいりたいと思います。 

○６番（川畑光男君） 

 せっかく階段があるので利用する人もたくさんいるので、ぜひ早急な対応をして

いければと思いますので、要請して終わります。 

 続きまして、ニシムタの下の防潮堤の舗装において、雑草が歩道に一面にあり通

行が困難な状態で、管理はどのようになっているかと伺いましたけれども、別に車

が通るためだけじゃなくて、人が通るためにも非常に通行に邪魔、通れないように

なっているので、その管理はどのように行うか、伺います。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 防潮堤におきましては、その防潮堤を治山事業を活用して行うわけですが、その

土地の使用者の皆さんと承諾書を県のほうが交わしております。その中で、完成し

た治山施設、いわゆる防潮堤とそれから防風林については、上記所有者に無償譲渡

される。その関係で無償譲渡された治山施設のうち、植栽林とかちょっとしたその

手入れというものは、土地所有者で行ってほしいということで承諾書を交わしてお

ります。その関係で、地権者の皆様が、まずは簡易な管理等をしていただくという

ことと、それから、できれば範囲が広いですので、その地域の皆様の美化活動等で

協力をお願いできたらなと思っております。 

○６番（川畑光男君） 
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 すみません、防災林事業の防災林の場所じゃなくて、防潮堤等の舗装があるでし

ょう。その舗装の一部が草で通れないような状況になっているから、この草の除去

はどのようにするか、伺います。 

○町長（今井力夫君） 

 議員がご質問された箇所を担当課と一緒に確認をさせていただきました。確かに

その地面にコンクリートを打ったところは、雑草の生命力といいますか、かなり草

が繁茂している箇所がございます。あわせて、やはり台風時期等または季節風等に

よりましては、漂着物もかなり流れ込んでいるのが確認されました。 

 先ほど担当課長が回答しましたけれども、基本的には、その地権者の所有物とし

て扱われてまいりますので、基本的にはそこを所有されている方、もしくは以前か

ら申し上げておりますけれども、自分たちができる範囲、自分たちができることに

関しましては、まず、その地域住民の力で自分たちの海岸線、そういうところをき

れいにしていただければなというのも思っております。 

 現に、田皆、新城方面は、田皆、新城の皆さんが、漂着物が来たときにやはり曜

日を決めて、正名もですね、申し訳ございません、先日やっていただいております

けれども、基本的にはそのようにして地域の、ある意味では地域環境整備と同時に、

その地域の絆というかまとまりを形成するにも非常に役立つと思います。 

 ただ、議員がおっしゃっているその草は、１回きれいにしてくれると後がしやす

いんじゃないかなというような含みもあるんじゃないかなと思っておりますので、

まず、私どもの町の予算等で、その今道路を塞いでいるような雑草等につきまして

何らかの対応を取った後は、字で自分たちのすばらしい海岸線を守っていきましょ

うよという、地域へのそういう崇高な思いというのを持って管理をしていただけれ

ばなと思っておりますので、まずは、住民の皆さんで手が出せないものにつきまし

ては、我々行政のほうでも対応してまいりたいと考えております。 

○６番（川畑光男君） 

 ありがとうございます。 

 防潮堤の海岸防災林事業管理については、また地域で管理していくということで

よろしいでしょうか。 

 では続きまして、道路整備について。 

 瀬利覚字の畑地帯総合整備事業のスプリンクラー設置後の舗装工事の復旧工事に

ついては、先ほどから言われている、もう転圧工事が終わってから２年ぐらいにな

ると思いますので、転圧も十分されているようですが、横断の部分はすごく穴が空

いてバイクが通ると危険な状態ですので、舗装、ハジロクボ線、東海岸線、墓道と
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３つありますけれども、どのような整備を行っていくのか、伺います。 

○耕地課長（下田浩治君） 

 先ほど町長の答弁にもございましたが、過去に舗装箇所の部分が沈下するという

ことがございましたので、今年度、瀬利覚地区の畑かんの工事に合わせて舗装を復

旧するということを、県の農村整備課に確認いたしたところであります。 

 以上です。 

○６番（川畑光男君） 

 今年度にするということで、具体的な時期はいつ頃ぐらいか分かりますか。路線

については、その３路線だけですか。ほかにありますか。 

○耕地課長（下田浩治君） 

 時期については、今、９月に入札を行うというのは聞いてございますが、工事の

着工はまだ把握してございません。 

 そして、今先ほどありました、すまいるの下のほうですか、瀬利覚ハジロクボ線

と親和建設の倉庫の下のほうに当たる東海岸線、そして、昨年度多面的で修理した

ため池の下のほうになりますけれども瀬利覚墓道線、その３路線を今年度というふ

うに聞いてございます。 

○６番（川畑光男君） 

 ちょっと危険な場所もありますので、早急な対応をよろしくお願いします。 

 続きまして、５番目、消火栓、防火水槽について。 

 防火水槽点検は、先ほど字の管理か町の管理かで、取替え年数とかどのようにな

っているか。古い消火栓もあるようですが、交換は何年を基準に取り替えていくか、

伺います。 

○総務課長（成美保昭君） 

 消火栓と防火水槽の管理につきましては、各分団と管理契約を交わして行ってお

ります。消防団が毎月点検を行っておりまして、報告はいただいております。 

 消火栓は老朽化に対応するためですが、毎年度、５基程度は更新を行っておりま

す。 

○６番（川畑光男君） 

 瀬利覚において一部、民家の中の擁壁に囲まれている消火栓があるので、緊急を

要するときには非常に使いづらいところがあると思いますので、どのような対応を

したらよろしいでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 分団長、消防団長がいると思いますので、ぜひ、その方たちが実際に使いづらい
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ものであっては困りますので、そこの近くの方と打合せしていただいて、必要であ

れば、私どものほうで対策を練りたいと思います。 

○６番（川畑光男君） 

 何かあったら町で一緒に対応するということでよろしいですか。 

 町内にある防火水槽については緊急を要する施設なので、防火水槽の看板がほと

んど消え、看板がない場所が多数見受けられます。今後の対応はどのようになって

いるのか、伺います。 

○総務課長（成美保昭君） 

 防火水槽につきましては、蓋もそうなんですが、看板が確かにないようなところ

も見受けられます。まだ、いつやるといったことは決めてはいないんですが、幹部

会議等がありますので、そのあたりで一度、全て調査していただいて、その上で見

積書等を私どものほうで、そういう予算的にできそうなものであれば、早急に対応

できるようにいたしたいと思います。 

○６番（川畑光男君） 

 一部、防火水槽の古い水槽のマンホールが非常にさびて、落ちるか落ちないか分

からない危険な状態の場所があるんですけれども、一応確認したと思いますけれど

も、取り替える計画とか、そのようなのはありますか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 そちらにつきましては伺っております。現在、見積書の作成をお願いしていると

ころでありますので、届き次第、交換なりそのあたりをやっていきたいと思ってお

ります。 

○６番（川畑光男君） 

 古い防火槽については、結構、上の蓋がさびていつ落ちるか分からない状態です

ので、点検しながら、ぜひ交換できるところは交換していただけるよう要請して、

私の一般質問を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、川畑光男君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

 ３時１５分から再開します。 

休 憩 午後 ２時５７分 

─────────────── 

再 開 午後 ３時１４分 

○議長（福井源乃介君） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 窪田 仁君の発言を許可します。 

○５番（窪田 仁君） 

 議場の皆様、そして傍聴席の皆様、さらにはインターネットをご覧の皆様、こん

にちは。 

 壇上から、議席番号５番、窪田 仁が、一般質問を１から３まで行います。 

 大きな１番、農業振興について。 

 沖永良部は農業振興が重要だ、持続可能な農業を目指してということで、第６次

知名町総合振興計画で町長の掲げる「２１の暮らしを大切に、２１の未来を創る子

や孫に誇れるまちづくり」のアクションプラン１５の「稼げる地域をつくる農業・

水産業・観光業を軸とした農商工等連携や六次産業化の推進」について、その中で

農業振興について伺います。 

 ①稼げる地域づくりとして、農地のない新規就農者やＩターン者が農地や農機具

を借用できる仕組みができないか。 

 ②県の地域振興事業のグラジオラス球根助成事業は、生産者増と事業拡大に期待

ができます。他業種からも参入できる継続的な事業にできないか、伺います。 

 大きな２番、ドクターヘリについて。 

 沖永良部から沖縄の浦添総合病院への距離は、県立大島病院とほぼ同じです。沖

縄県は、緊急病院医師やスタッフの人員が多く、高度な医療が可能です。生命は平

等であることから、緊急患者やその家族の要望を尊重し、沖縄県の医療機関へ搬送

できるような柔軟な対応ができないか、伺います。 

 大きな３番、道路整備について。 

 屋子母字は、大雨のたびに字内や農地に濁流が流れ込む状況です。 

 ①県道国頭知名線の屋子母字地内は、大量の水が側溝に集まり、県道を横断する

暗渠から字内や農地に排水されて濁流となり、被害が発生しています。県道の側溝

の整備と横断暗渠の有効な整備対策について伺います。 

 ②町道屋子母字内線は、沖永良部バスや利用者が多く重要な幹線道路です。側溝

がないので、雨が降ると県道と農道から水が流れ込んで道路は濁流となり、歩けな

くなります。低い畑に流れ込んだ水は、農作物に被害を与えます。町道に側溝を造

り、道路舗装整備ができないか、伺います。 

 新庁舎完成に伴い交通量が多くなると思われる瀬利覚側の道路整備について。 

 ③新庁舎に並行する町道、瀬利覚モーキ線は、道幅が狭くて車の往来ができませ
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ん。道路拡張や道路整備について伺います。 

 ④町道瀬利覚名畑線と農道瀬利覚３号線の十字路は見通しが悪く、町道瀬利覚名

畑線が優先道路である。道路の中央白線が消えて危険です。道路整備について伺い

ます。 

 ⑤農道瀬利覚３号線は、へこみがあり、車が大きくバウンドして危険です。農道

整備について伺います。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、窪田議員のご質問、順を追って回答させていただきます。 

 まず、１番の①から。 

 本町も他に漏れず、農業者の高齢化に伴う担い手農家の減少が続いており、農業

の持続的発展を図るためには、新規就農者やＩターン者などの新規参入者の確保と

育成が重要だと考えております。 

 農地の確保につきましては、農業委員会において農家の意向を確認するアンケー

ト調査を毎年実施しており、リタイアや規模を縮小する農家と、規模を拡大したい

農家や新規参入者とをマッチングをする取組を行っております。 

 一方、農機具の借用につきましては、農機具の需要が特定の時期に集中しており、

通年の安定した需要がないということ、返却される農機具に破損や汚れなどのリス

クがあることから、メーカーなどにおいては、リース等のサービスが提供しづらい

状況にあるということでございます。 

 しかしながら、新規就農者につきましては、農業経営を開始するために必要な資

金を長期、無利子で貸し付け、支援する制度資金が準備されており、当該資金を活

用することによりまして施設や機械を得ることができるものとなっております。 

 町といたしましては、各経営体の経営状況に応じて、先ほど申し上げました制度

資金や経営発展支援事業など国庫事業等を活用して、機械の導入、新規就農者を支

援してまいります。あわせて、Ｉターン者等には、沖永良部農業開発組合などが行

う農業受託組織の活用を検討していただきたいと考えております。 

 ２番目に、県の地域振興推進事業は、令和４年度から６年度までの３か年の事業

でございますが、新規就農者を対象に、グラジオラスの球根助成は本年度のみの事

業となっております。 

 一方、町では、新規の花き生産支援事業といたしまして、新規花卉生産者及び長

年花卉栽培から離れていた生産者を対象に、花卉の種苗球根購入費の一部を助成す

る事業を本年度から新設しております。現在、その周知について準備を進めている
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ところであります。 

 なお、当該事業に関わる経費につきましては、今議会に提出をしております補正

予算に計上しておりますが、要望者が一定数おり需要が見込めることから、後年も

事業を継続することで、生産者及び生産量の回復を図り、花卉振興に努めてまいり

たいと考えております。花卉生産を検討している方で事業対象になる方は、ぜひ、

この事業を活用していただきたいと考えております。 

 ２番目のドクターヘリにつきまして、前回、第２回議会定例会において窪田議員

に答弁をいたしたところでございますが、現在、沖縄県のドクターヘリが鹿児島県

で運行対象とする地域として、本町を含め南大島６町が明記されております。この

うち与論町以外の５つの町につきましては、沖縄県のドクターヘリが使用できる条

件といたしまして、奄美ドクターヘリが別の事案による出動中で対応できないとき

やヘリコプターの不具合、天候不良により使用できないときに限るとされておりま

す。 

 議員のご質問にもありました沖縄への搬送を希望する患者やその家族がおられる

ことにつきましては、承知をしております。私からも、関係者との協議の場でこの

ことを再三お話ししているところでございます。奄美ドクターヘリは１機で十島村

を含む奄美地域を運行範囲としていることを踏まえますと、先ほど述べたとおりの

対応となっているところであります。 

 なお、県立大島病院の体制状況につきましては、沖縄の病院に搬送されることが

あることを申し添えておきます。 

 大きな設問の３番目、①県道の側溝に流入する水の大部分が、県道の表面水では

なく、山側にある原野や農地からの水が主なものとなっております。大雨の際には

土地の高いところから低いところへ雨水が流れ、県道やその側溝を通じて下流側へ

流れ込んでいる状況にあります。 

 本町の大部分の農地は基盤整備事業を行い、側溝や沈砂池等の排水施設も整備さ

れており、県道や町道の排水についても、それらの排水施設を流末として利用して

おりますが、屋子母地区におきましては、基盤整備事業が実施されていないため排

水施設がなく、その対応に苦慮しているところでございます。 

 県道を管理しております県沖永良部事務所建設課に確認をしたところ、現排水計

画はもともとの流域を考慮したものであり、流域の変更を伴う側溝の整備には多く

の課題があるということでありました。 

 ②番につきまして、ご質問の屋子母字内線におきましては、議員ご指摘のとおり、

道路表面水や農地等からの水が道路の表面を流れ、一番低い農地へ流れているとい
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う状況であります。 

 町道の側溝整備につきましては、先日、屋子母字区長からの要望書の提出がござ

いました。先ほどのご質問でも申し上げたとおり、屋子母地区におきましては、農

地に排水施設が整備されていないため放流先がなく、難しい状況が続いております。 

 ③番目、本年２月議会定例会でも申し上げましたが、町道の新規舗装や道路拡幅、

大きな費用がかかるものや地元の合意形成が必要なものにつきましては、原則とし

て地域の代表であります区長からの要望書を提出していただくということになって

おります。 

 ご質問の町道瀬利覚モーキ線につきましては、現状の交通量では整備の必要性は

なく、また、地域からの要望も現在上がっていないため、現在工事を行っている新

庁舎沿いを除くと、道路拡幅等の計画はありません。しかしながら、庁舎移転後に

交通量が著しく増加するなどの状況変化がございましたら、整備の必要性について

検討しなければならないと考えております。 

 ④番につきまして、ご指摘の箇所につきましては、町道側の中央線が消えており

優先道路が分かりにくくなっており、昨年そのような相談がございましたので、今

年度に必要な予算を計上し、区画線の引き直しを実施する予定としております。 

 ⑤番、ご指摘の箇所につきましては、畑地帯総合整備事業により瀬利覚地区にお

いて、今年度パイプライン埋設工事を行う予定となっており、パイプライン埋設時

に合わせて県が工事を行い、へこみを解消する予定となっております。 

 以上でございます。 

○５番（窪田 仁君） 

 １番から再質問してまいります。 

 まず、稼げる地域づくり、農地のない新規就農者やＩターン者が農地を借用でき、

また農機具等の利用ができる仕組みということでございますが、今、国や県あるい

は郡、奄美広域連合事務組合とか、県、町は、空き家活用や補助金を出しながら、

移住、定住を進めております。 

 そのような中で、農業委員会事務局長に質問ですけれども、ここに農地の貸し借

りは農地バンクを活用しましょうという、これが出ています。今、農地バンクに貸

し借りできる農地がどれぐらいあるか、教えていただければと思います。 

○農業委員会事務局長（上村隆一郎君） 

 町長の答弁にもありましたけれども、農業の農地を借りたいとか貸したいとか、

そういったアンケート調査を実施しておりますけれども、そのアンケート調査によ

りますと、令和４年度、昨年度の結果ですけれども、農地を借りたいという方につ
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いては２３町歩ほどあります。それから、それに対して農地を貸してもいいよとい

う方については７．３５ヘクタールということで、圧倒的にそれも要望に対しては

少ない状況です。 

 その貸し借りについては、今後、農地中間管理機構を通じて貸し借りを進めたい

と考えております。これは、今後、担い手が減少していく中で、１人の担い手がた

くさん農地を使っていかないといけないということで、その貸し借りについて、そ

の中間管理機構を通してしたほうが、賃料ですとかそういったものも一括で行えま

すので、そういった負担軽減が図られるということで、農地中間管理機構を通じた

貸し借りを今進めているところでございますが、全てがそれになっているというこ

とではございません。 

○５番（窪田 仁君） 

 仕組みはよく分かりましたが、今現在、貸し借りできる農地はどれぐらいあるの

かを聞きたいんですけれども、これは幾らぐらいございますか。 

○農業委員会事務局長（上村隆一郎君） 

 先ほど答弁した中にもありましたけれども、実際に農地を貸したいという、規模

を縮小したりとか離農して農地を貸したいという方については２８名の方がいらっ

しゃいまして、そのほとんどの方について把握をしているわけではないんですけれ

ども、そのうちの中で７．３５ヘクタールが貸してもいいよという意向を持ってい

るという状況でございます。 

○５番（窪田 仁君） 

 この第６次知名町総合計画の中にも出ていましたが、町民の声ということで、ゼ

ロから新規参入する方が、そもそも農地がなく、誰か分からないＩターン者に貸し

てくれる人もいないということ。その流れで町がその方をバックアップするような

形で、本町はＩターン者並びに本町に来る、移住、定住する方に、皆さんのために

ちゃんと農地も準備していますよというのを希望しているんですけれども。 

 そういう中で、一部にはこういう方もいる。空いているキビ畑を一部貸したらど

うや、土地利用型のキビ畑が土地が結構ありますので。あるいは町有地を整地して、

移住、定住する方にあっせんして貸す場所を造っています。それ以外は余れば希望

者を取って貸したらいいわけですから。そういう体制をつくれば、県も大島も町も

みんな、移住、定住を促進計画しているんだけれども、来て農地がない、農機具も

そうですけれども、農協に２年ぐらい実績がないと農協の融資もないので、融資が

受けられないので、たくさんある融資と言っていましたけれども、融資が受けられ

ないと農機具も手に入らない。それ、もう町のほうである程度あっせんして、体制
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はできますよというアプローチもいいんじゃないかなと思います。受入れ体制はで

きていますよ、ぜひ来てくださいという流れをしないと。 

 今、南北協定もありますし、定住促進をやっているんですけれども、一般の地元

の人にも畑を貸さない状態だけれども、町があっせんして、それを有効にできるよ

うな形にしてもらえれば、なお人口が増えるという。厳しい少子高齢化の中、外か

ら引っ張ってこられるかなと思うところでございます。 

 次、小さな面積でも年間を通して利益が上げられる農業ができれば、そのために

もハウスなどの支援制度があるとうれしいと、ここに書いてあります。そういう面

でもハウス事業も、町が使わないハウスをあっせんして、新規就農者もですけれど

も、ああいった移住、定住者さんにあっせんできるような仕組みも必要かなと思う

ところです。その辺はどうでしょうか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 新規就農者や新規参入者の皆様のスタート時点を支えるということが、その後の

経営、発展には非常に重要なことで、推進してまいりたいんですが、先ほど農業委

員会の局長からもありましたとおり、まだ農地を借りたい方が貸したい方よりも多

い状況ということで、Ｉターン者の皆さんに紹介できる農地が少ないのは、もうこ

れは以前からというか、昔からの課題でございます。 

 その中で、議員がおっしゃっている農地が少ない面積でできる施設等の栽培につ

いては、施設の空きがあれば紹介はできるんですが、先にほかの農家の方がまた借

用してしまうということで、また、我々のほうに町で借りてくださいというような、

町で誰かＩターン者に紹介しないかというような情報もなかなか入ってこない状況

でして、そういった状況にありますので、町としては、先ほど町長の答弁でもあり

ました新規就農者を応援する支援制度はかなりありますので、そういったところで

バックアップしていきたいと思っております。 

○５番（窪田 仁君） 

 なかなか厳しいようですので、農地バンクも町が保証人となってバックアップし

てくれるという形が、すごいいいのかなと思うところです。 

 今、グラジオラスとかやっている方は新規就農者だと思うんですけれども、新規

就農者を農業の次世代人材投資事業というのがありますけれども、１５０万円、そ

こに参入できる体制をつくって、その次世代投資資金も新規就農者に融通できるよ

うな形にできないかなと思うんですけれども、どうですか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 議員のご質問の農業次世代人材投資資金というのは、以前からございました。平
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成２４年度は青年就農給付金ということで始まった支援制度でありますが、２９年

度に農業次世代人材投資資金というふうに名称が変わりまして、令和４年度から新

規就農者育成総合対策事業プラス経営発展支援事業ということで、事業メニューが

少し変わりながら、１５０万円、最長３年間支援するという事業でございます。 

 これについて新規就農者を対象にしておりますので、新規就農者が青年等就農計

画ということで、自らの５年後の計画を持って、それを指導農業士であるとか農協、

それから我々を含め、達成可能な計画であるかというところを見ながら、いろんな

支援制度を合わせてこの支援事業を行っているところでございます。 

○５番（窪田 仁君） 

 ありがとうございます。 

 県の振興事業が今年いっぱいということで、来年度から町も参入してグラジオラ

スの球根の助成事業、あるいは生産者増のため事業拡大に期待できるんですけれど

も、他業者からも参入できる継続的な事業にしてほしいんです。 

 魅力がある、どこもそうですけれども、生産者が高齢化して減っていく中にどこ

の事業からも参入できる形をつくっていけば、極端な話、キビを作っている農家が

町全体が２，０００町歩の土地があれば、２，０００町歩が２，５００町歩と増え

ていく連携ができていきますので、少ない土地ではありますが、何回も回せるよう

な、ほかの事業者からも引っ張ってこられて、しかも規模を拡大できる生産者の減

少がありますから、減少を埋めるためにも、まず魅力的な事業の継続をお願いした

いと思います。 

 要望して、次のドクターヘリに移ります。 

 奄美ドクターヘリの要綱がここにあるんですけれども、奄美ドクターヘリは、鹿

児島からこの円の中、範囲、鹿児島ドクターヘリが来る、こうした奄美大島のドク

ターヘリがこの範囲で、沖縄のドクターヘリがこの範囲ということで前回もあれし

ましたけれども、沖永良部はちょうど１５０キロの真ん中にあって、与論島は近い

から考慮されたんですけれども、沖永良部も中部辺りへ行くと名瀬より近いんです

けれども、こういう流れを一応頭に浮かべていただき、その上で奄美ドクターヘリ

の要請手順はどのようになっているか。 

 どちらですか。保健福祉課に。奄美ドクターヘリを呼ぶときの要請の手順はどの

ようになっているでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 救急車が要請されまして病院のほうに運ばれましてから、ドクターのほうから要

請を行って、現在は奄美のほうに運んでいるという状況ですが、議員もご存じかと
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思いますが、奄美のほうでできない事象、事案につきましては、現在も沖縄のほう

へ運んでいるということになっております。 

○５番（窪田 仁君） 

 患者の負担ですけれども、奄美ドクターヘリの料金は、患者はどれぐらい負担す

るか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 負担については、個人負担は取っておりません。 

○５番（窪田 仁君） 

 関連して、沖縄のドクターヘリの患者の負担は同じでしょうか。 

〔「沖縄へ運んだ場合ですか」と呼ぶ者あり〕 

○５番（窪田 仁君） 

 運んだ場合の個人負担。 

○総務課長（成美保昭君） 

 これにつきましては、要望で沖縄へ飛んでくれという、先ほどからある要綱にも

ありますとおり、患者の個人負担については、現在は取ったことがありません。 

○５番（窪田 仁君） 

 ありがとうございます。 

 想像するに、鹿児島県と沖縄県が協定を結んでいるので、その移動した料金は鹿

児島県に請求されて、本町に来るのかなと思う次第なんですけれども。ということ

で患者負担はないということで理解したいと思います。 

 あと、緊急の場合、手術が必要になるんですけれども、手術に対して何人のメン

バーが必要かはお分かりでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 手術といいましても、いろんな手術がございますので、外科、内科、そのあたり

は私どもでは把握はしておりません。 

○５番（窪田 仁君） 

 ここに例題がありまして、脳関係の手術、あるいは心筋梗塞もそうですけれども、

手術の医師が大体２名から３名で、執刀医が２名、これ医者が兼ねるみたいですけ

れども、麻酔の担当が１名で看護婦が３名ぐらい必要なんです。「メスをくださ

い」、血圧を見たり、いろいろやるらしいんですけれども、そのメンバーを合わせ

ると５人から９名が必要です。 

 緊急事態に、県立病院がそれに対応できるかどうかは聞かないと分かりませんけ

れども、どうでしょうか。 
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○総務課長（成美保昭君） 

 そのあたりも含めまして、ドクターのほうが県立大島病院へ連絡する際に、対応

できる、できないを判断して、経路を変更するようになっておると思います。 

○５番（窪田 仁君） 

 ドクターの判断ということですので、ここにドクターの判断ということなんです

けれども、ドクターは一番多いのが、こちらの緊急病院の徳洲会病院から行かれる

方なんです。徳洲会病院の医師というのは、ほとんど沖縄の状況が分かっている、

沖縄の医師が多いんですけれども、その中で大島病院を理解して大島病院に搬送を

依頼するというのが、本当はこれもちょっと理解できないので。この流れを見てみ

ると、例えば私、患者の家族としたらとても不安でしようがないんですけれども。 

 ３月の時点で、町長が浦添総合病院の医師と会っている報告書がありましたけれ

ども、ドクターヘリのお話はなかったんでしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 文化圏も生活圏も沖永良部、与論は非常に沖縄に近いということがありまして、

沖永良部の人たちは、ほとんど沖縄への搬送を希望しているんですよという話はさ

せていただきました。可能な限り沖縄のほうも、沖縄のドクターヘリも基本的に、

まず沖縄の患者さんたちをきちんと運ぶというのが第一、最優先されます。そのと

きにこちらに来ることができるのは、基本的に奄美大島のドクターヘリが出動中と

か故障中、整備中、いろいろな今すぐ離発着できませんよというときに、沖縄のド

クターヘリが応援に駆けつけてくれるというのが今の協定の中に含まれているもの

でございますので。 

 そのドクターとは、気持ちとして沖永良部の人たちは沖縄を希望しておりますよ

と。そういう方面で、今後の鹿児島県と沖縄県との協議をするときには、それぞれ

の患者さんが希望している病院への搬送というのができるように、ぜひ、ドクター

ヘリの話合いの中では、皆さんのほうでもこの話は議題に上げていただきたいとい

う話はさせていただきました。 

○５番（窪田 仁君） 

 ありがとうございます。 

 ちなみに、ここにその中にありましたけれども、他機関航空機での対応状況とい

うことで、沖永良部の消防署が奄美ドクターヘリを頼んだところ、浦添総合病院か

ら友愛医療センター、沖縄から沖縄へ行く地元の患者ですね。地元の患者が浦添総

合病院に入院していて、状況が手術とかするので友愛医療センターに移動したとか、

そういう時代もあったり。 
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 ここから、奄美ドクターヘリが沖永良部に来て患者を連れて、奄美大島に行けば

いいんですけれども、状況が悪くて沖縄に行った場合とか、そうすると、奄美ドク

ターヘリは沖永良部経由、沖縄から戻らないといけない。重なるということで、そ

れであれば沖縄のドクターヘリを呼んだほうが早かったんじゃないかなという。沖

永良部から沖縄へ行く話ですね、奄美から。それなら、沖縄のドクターヘリを呼ん

だほうがよかったんじゃないかなという話で、これを直そうとしているんです、今。

その案件が４５件ありまして、その中の７件が沖永良部にあります。 

 もう一つは、沖永良部徳洲会病院が要望して、消防がドクターヘリをお願いする

んですけれども、要望した際に、陸上自衛隊のヘリが沖永良部徳洲会病院の要望で

来た患者を鹿児島大学まで連れていく。そういう複合をするんですね。それであれ

ば、沖縄から来るよりは、鹿屋から自衛隊のヘリが来たほうがよくないかなという、

そういうダブりを直すことをやろうとしているんです。ですから、沖縄県とのドク

ターヘリの運用は、やっぱりちょっと時間をかけて歩調を合わせてほしいなという

感じであります。 

 ちなみに、沖縄県にも離島がいっぱいあるんですけれども、ここに、２８年から

奄美ドクターヘリは運用されたんですけれども、２７年の実績が残っております、

沖縄県の。沖縄は北部、中部、南部と分けて、鹿児島県の離島まで入っていたんで

す。鹿児島県はドクターヘリがなかったですから、大島に。その時代の数字が、大

体あります。沖永良部なら沖永良部徳洲会病院から４４件行っています。与論徳洲

会から１７件、徳之島徳洲会のほうから１１件という、細かい小さな病院なんかも

入れると９１件。９１件しかない。 

 これを今までは沖縄は可能にしていたんです、ドクターヘリを。今、離島がある

から、沖縄は沖縄の離島があるので行けないとかいう問題じゃなくて、命は平等か

ら見ると、どこのドクターヘリも呼んでいいのかなという感じがします。 

 必要なヘリに関する、奄美のドクターヘリは２億円ぐらい維持がかかるらしいん

です。それは県が、必要な運搬に関しては県が見るようになっています。バス企業

団もそうですけれども、必要な航路に対しての赤字は埋めることになっていますの

で、沖縄に要望してもいいような感じがします。 

 これが基本的に条件付なので、ドクターも条件付で大島へ行くような状況になっ

ていると思います。 

 沖縄に要望するのはできると思うんですけれども、上の方が随時要望していただ

ければ、両方行けそうですねという話になれば、沖縄県は医療機関も人数がもうす

ごい多いので、専門家もいます。専門の脳外科の方が要望で大きな案件ですと、来
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れるんです、車でね。離島だったら飛行機で来んといけない。鹿児島県内も優秀な

ドクターが車で移動できる。そういう仕組みなので、これを考慮すると、家族の生

命を守るとしたら、やっぱり大きな病院へ即行けるような形をつくったほうがいい

のかなと思いますので、ぜひそれも長く要望を出してほしいなと思うところです。 

 要望をお願いして、大きな３番、道路整備にいきます。 

 屋子母字の道路整備なんですけれども、これが屋子母の県道があって、セイカか

ら字内に入る町道なんですけれども、ポイントはこのため池のこの辺盛り上がって

いるところをちょっと逆らって上るんです。この辺に水がいっぱいたまるというこ

とで、それが県道の側溝を通って字内に向かうということなんです。 

 これをたくさん写真を撮ってありますので、これがその現場です。この前の

３１日の小雨のとき、大雨じゃないです、普通の雨が降っていたんですけれども、

８月３１日。ちょっとぼやけているのが雨の量です。これが町道屋子母大山線です

か、この前あれした。そこからの水も流れてくる。サイドの側溝も詰まっている。

それが前の県道の側溝も詰まっていると。詰まっているんですけれども、これは直

すらしいですね。直したところが、ここに、石垣の隣に側溝があるんですけれども、

暗渠があるんですけれども、暗渠が問題なんです。暗渠の中を写すと、これだけ水

が流れている。分かりにくいんですけれども、この小雨でもこれだけの量がある。

これを流れていく過程を見ると、水路があるんですけれども、水路をこれだけ水が

流れて、水路の後、先を追ってみますと町道に流れ込んでいる。このナカヤマさん

とこの家ですけれども、ここに２か所に流れてくる。あの水でですね。 

 それが字内の中を通って、ここが濁流状態になるんです、町道。それが最終的に

畑の中に流れ込む。最終的にね。そのサイドの畑にも流れている。これを農家は自

営で畑の隅に側溝を造って、そこに流すようにしているんですけれども、これが暗

渠から流れた端のほう、最終のところにこういう切れている。ここでストップなん

です。ここから県道。県道だけの表面水じゃなくて上の山から、例えば、大津勘に

向かった右側の山からもいっぱい量が流れてくる。これが流れると濁流になって、

すごい量になって字内に流れ込むという流れなんです。 

 これは途中で切れているんですけれども、切れている先を見ると、これは天気の

いいとき撮ったんです。見ると、これぐらい、５メートルぐらい幅広い側溝を造っ

ている、各農家自営で。これは本当に畑で十分なんだけれども、畑をすれば５メー

トルの収穫を得られるんだけれども、自営で、水が流れるものだから幅広く取って

いるという流れです。 

 また、ここに自営があるんですけれども、今言われた泉商店から流れてくると、
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ここで畑に流れるように水を分けているんですけれども、自営ですね、全て自営。

このキビ畑の隅に水路を造りますから。本当はキビを植えていいんですけれども、

水が流れ込むものだから自営なんですね。下から見た感じはこうです。土のうを積

んだりして中に入らないです。大変ご苦労している、屋子母の方は。 

 それで、ここに大きな天気のいいときに見る道はきれいですけれども、ここはち

ょっと丘になっているんです。丘になっていて、それを下げて、県道の側溝を下げ

ていただければ、下の池の下に出る暗渠に流れて沈砂池に流れるんですけれども、

これをいうと水が多いから今度はそこにあふれてしまうという指摘を受けるんです

けれども、これも一応参考に。 

 ここが田皆の今は工事している歩道つきの学校の前です。ここは低いので、土を

上げて勾配を少なくするというように。高さが２メートルぐらいあるんです、横か

ら見て。こう上げるのはできるんだけれども、側溝に下げるのはできないというの

が県の言っていることなんですけれども。 

 これを町と協力して、各関係機関が歩調を合わせて問題解決に進めないかなとい

う話なんですけれども、建設課長、どうですか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 私もその場所については確認をしております。議員おっしゃるとおりに、県道の

山側のほうから水が流れてきて、それが県道を通じ、町道を通じということで、最

後は一番低い畑のほうに水が行っている状況であります。 

 県のほうにも一応確認はしたんですけれども、道路を造るときには、あくまでも

雨が降ったときの流域を考えて、この股に来る水はここで処理する、ここに来る水

はここで処理するということで、基本的に今回の場所も、要は流末がない場所であ

ります。ですので、県道を造った当時は、恐らくそこに流れていったであろう場所

に排水をしているということであります。 

 先ほど議員からありました知名側のため池のオオバの水の排水のために、県道か

ら集落側に沈砂池が造られております。そこに持っていけばというお話だと思うん

ですけれども、やはりその辺ちょっと県のほうにもお話をさせていただいたんです

けれども、やはり、そこはそこでまた流域とため池の水を考えた沈砂池ということ

で、やはり隣の流域から持っていくのはかなり危険を伴うと。そこがあふれた場合、

また下のほうに民家等もありますので、なかなか今のところそのような整備はちょ

っと難しいのかなというふうに聞いております。 

○５番（窪田 仁君） 

 屋子母字は、この農地、水の地図なんですけれども、この黄色は全て町道。町道
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がもう屋子母字を農道なしで基盤整備していないからという理由なんですけれども、

町道が部落中張り巡らされている。これから入ってきた町道の予算も相当入ってい

ると思う、長い間。その予算も十分来ていると思うよ、町道の県の負担、町道に対

するあれも、何か。 

 この暗渠、問題はこの暗渠なんです。これは県道でできた暗渠で、大津勘に向か

った右側の石垣のところに暗渠があって、そこにみんな水が流れて、それから今言

った水路に流れる、部落に向けて流れているんですけれども、これが問題ですね。

これを何とかできないかなという、たったこれだけの話ですね。 

 例えば、そういう暗渠に向かったところの農地なり地主は、自分のところに流れ

た水はどうするかといったら、この暗渠を止めますよね。止める、流れてこないよ

うに止めます。でも、これを止められないので、これを３者、４者で関係機関、県、

町、地元の区長さん、何人か入った中で話合いをして、問題解決に進めないかなと

いう話なんですけれども、どうでしょうか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 建設課だけではとても解決できるような問題でもございません。一番末端、先ほ

どもありましたけれども、圃場整備もされていなく、なかなか流す先がないという

こともありますので、建設課、また耕地課、あとまた地域等を含めまして、何らか

のことができないのか、話合いを持ちたいとは思っております。 

○５番（窪田 仁君） 

 そうですね、歩調を合わせて、緩やかに問題解決へ向けて進めればどうかなとい

う話で。 

 今少ない水でも、これだけ水が流れている。最終的にはこの畑、あちこちに畑が

あるんです、低いとこにみんなに。流れるところの町道に流れないようにコンクリ

ートをすると、もう相当被害が及ぶ。自分の畑に流れた水を農家が自営で側溝を掘

ってそこへ流すと。これは自営なんですね。 

 ここに要望書もありますので、区長の要望も出ているので、ぜひ、日にちを改め

まして、問題解決へ一歩、二歩進めるよう期待して要望して、ここは終わります。 

 道路整備の③番、新庁舎完成に伴い交通量が多くなると思われる瀬利覚東側の道

路整備。 

 新庁舎に並行する町道瀬利覚モーキ線、これはちょっと分かりにくいですけれど

も、これは今庁舎建設の場所、あしびの郷の駐車場。この線ですね、モーキ線。こ

の上もそうなんですけれども、ここも往来ができない。ここで地元の自治会長の家

があるんですけれど、この辺もずっと車２台通らない。軽トラも通らない。上も上
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がりもできない。１台がバックしないといけない、５０メートルぐらい。３回ぐら

い行きましたけれども、３回とも会って、軽トラと乗用車と会ったんですけれども、

できない。 

 ここを拡張を地元の自治会長、区長さんに要望書を出してもらって、そばの農地

の地権者に同意を得なさいと、これは厳しいですよ。地元区長さんは多忙ですから、

忙しいので、そこまで地主の名前もいろいろ変わって分からないので、そこに同意

をもらうというのは大変。 

 これは建設課の仕事じゃないかなと思うんですけれども。同意をもらって、規模

拡大する事業は、全て建設課の仕事だと思うんですけれども、あまりにも地元区長

さんに負担をかけ過ぎじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうですか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今、町の財政も厳しい中、道路といいますと、過去に舗装等をして老朽化して、

今、維持管理費にもかなりのお金を必要としております。また、今、道路改良につ

きましても２路線しております。 

 その路線についても、全て地域から、ここに歩道をつけてほしいということで、

字の区長さんが同意書を取って役場のほうに持ってきております。県道も、もちろ

ん地域の皆さんが、昨日もありましたけれども同意書を持って、それを役場のほう

が県のほうに進達をしている状況にあります。 

 ちなみにですけれども、今、南国スタンドの前でやっています歩道設置事業、そ

れにつきましては、平成２７年に同意書つきの要望書が地域のほうから出ておりま

す。また、ちょっと古いのでいきますと、黒貫オウド線のほうについては、平成

２２年に、やはり同意書つきの字区長さんのほうから要望書を頂いて、それで事業

化をしているというような状況であります。 

○５番（窪田 仁君） 

 要望書をもらって、同意をもらっての流れの中に、本来なら道路拡張の場合、町

がその土地を購入するんですけれど、購入はしない。同意で無償提供だったらやる

かなと思ったら、無償提供でもやらない。なかなか動かない。ちょっと地元の要望

を区長のほうに荷が重くないかなという感じがします。区長が一生懸命、字で会合

を開いて、ここを要望を上げますよと上げて、却下される。 

 今の流れからいくと、同意をもらうには、道路の規模を拡大をした場合には土地

を購入しなければいけないけれども、区長には無理です。この辺も本来なら建設課

の仕事だと思うんですけれども、どうですか。 

○建設課長（英 敬一君） 
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 もちろん、その土地が誰の土地か、そのようなことから区長さんにお願いをして

いるわけではございません。区長さんのほうから依頼があれば、役場のほうで、ど

こどこの何番地、所有者、誰というところまでは表を作って、区長さんにお願いを

している状況ですので、全て地域のほうにしてもらっているというわけではござい

ません。 

○５番（窪田 仁君） 

 そこらあたりトラブルの原因になりますので、もっと簡単な方法にまとめていた

だき、区長に負担をかけない方向を検討いただくよう要望したいと思います、この

件は。 

 今、あしびの郷からこう上っていく道なんですけれども、この横にある農道、こ

こは県道事業で畑かんを入れながら、へこみを直すということなんです。 

 ここにもう一つ、瀬利覚名畑線がある、ここに中央線を引くと優先道路が分かり

やすく、事故が起こらないんです。これがこの名畑線ですけれど、これを見ると、

どこから行っても左側が見えない。上から来ても左側が見えない、下から来ても左

側が見えない。そこに下から来るとこういう形でバックミラーが立っているんです

けれども、下から来ると、もう左側が全く見えない、庁舎に行く道が。瀬利覚公民

館から上がってきた十字路です。上から見ても、左側が見えない。木が生い茂って

左側が見えない。危険なところ、道も広いですから飛ばしていくと、ヒヤリハット

が多くて、地元からこれ３月ぐらいかな、要望が出ていたんですけれども、なかな

か１か所、２か所でできないので。 

 ここが今言ったモーキ線の狭い道路です。庁舎から下に下りていく狭い道路、こ

こはもう往来ができない。一方通行であればいいですけれど、２台の車が通ると片

方は、もう若い人は、３０メートルから５０メートルぐらいバックしないと、もう

とてもじゃないがバックなんかできない、曲がりがひどくてね。 

 庁舎建設に伴い交通量が増えると思うんです。増えた後ではどうかなと思うんで

すよね、増える前に。 

 もう一つここは徳洲会病院の十字路から入ってくるんですけれども、東の方は信

号機を渡ってここを通るか、あしびの郷の入り口から入るんですけれども、ほとん

ど信号機は通らない。私らも農協へ行くときに、農協の下からは行かない。瀬利覚

の公民館の間の真ん中の線を通って行く。ここも一緒ですね。瀬利覚の方、信号機

まで行かないですよ。信号機からあしびの郷へは行かない。この道を通っていくと

思う。だから、この道は多くなる、多分。指摘して、早めに改良していただくよう。 

 それと、あれがありましたよね、くい打ちの予算が２億５，０００万円ぐらいあ
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るという。庁舎を建設するときに、あしびの郷の左側にくい打ちをしていたときに、

ここは軟弱地盤だから、くい打ちができない。これに２億５，０００万円かかる。

ここの上がった庁舎を造ったときに、右側の道、今言ったモーキ線を拡張するため

に２億５，０００万円は使うという話だったんです、前は。違うみたいですね。 

 取りあえず、その瀬利覚モーキ線を幅広く改良して、安全な道にしていただける

よう要望して終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、窪田 仁君の一般質問を終わります。 

 本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 明日６日は、午前１０時から会議を開きます。 

 お疲れさまでした。 

散 会 午後 ４時１２分 
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△開 会 午前１０時００分 

 

○議長（福井源乃介君） 

 ご起立ください。 

 おはようございます。お座りください。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△日程第１ 一般質問 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 外山利章君の発言を許可します。 

○１２番（外山利章君） 

 皆様、改めまして、おはようございます。 

 議場で見られている皆様、そして、インターネットで議会傍聴されている皆様、

誠にありがとうございます。今後も知名町議会にぜひ注視していただき、様々なご

意見をいただければと思います。 

 先日、東京のほうで議会改革についてのフォーラムに参加してきました。その際

に、一般質問は中長期的な町に対する政策提案の場であるという提言がありました。

ぜひ、そのような姿勢に立って、議席番号１２番、外山利章、次の３点について質

問をしたいと思います。 

 １、災害時の対応と備えについて。 

 台風６号の迷走により長期間船が欠航し、物資の輸送が停滞した。特に多くの生

鮮食料品が欠品し、生活に大きな影響を与えた。食料安全保障の面からも、食の自

足に向けた取組を推進すべきと考えるが、どのような対策を検討しているか。 

 ②台風の接近や大規模災害時における各字の避難所運営の体制は構築されている

か。また、業務継続計画ＢＣＰに基づいた訓練、内容の見直しは行われているか。 

 ２、農業振興について。 

 ①みどりの食料システム戦略では、ＳＤＧｓや環境に配慮した農業生産目標の設

定など、国の農業に対する大きな政策転換が行われようとしている。本町において

もそれに基づいた農業振興が今後必要だと考えるが、どのような施策を進めていく

のか。 

 ②持続可能な農業振興を考える上で、中長期的なビジョンに基づいた振興策の策
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定が不可欠であると考えるが、その策定に向けた取組を進めているか。 

 ３、文化財の保存、活用について。 

 本町における文化財の保存と活用について、今後、どのようなビジョンを持って

進めていくのか。 

 ②琉球列島中部文化圏の独特の生活様式や生態系の復元、他地域との交流を知る

上で重要な遺跡として、平成１９年に国史跡に指定された住吉貝塚の整備に向けた

取組が進んでいない。現在の進捗状況と整備着工、公開は何年度を予定しているか。 

 以上、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、皆様、改めまして、おはようございます。 

 本日、第３回目の定例会の２日目となります。本日もどうぞいろいろなご意見、

ご示唆をいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、外山議員のご質問３点ございますけれども、３点目につきましては教

育委員会所管事項となりますので、教育長答弁に代えさせていただきます。 

 まず、災害時の対応につきまして、①食の自足化、自足としては域内で生産した

ものを地域内で消費する地産地消の取組が大変重要だと考えております。 

 しかしながら、台風時期の栽培というものにつきましては地場産物も被災のリス

クがあるということから、生産面で非常に厳しい面があるのではないかと考えてお

ります。また、生産量の少ない時期とも重なっております。 

 この夏場の栽培推進につきましては、暑さや台風のリスクの観点などから、難し

い点もございますが、１年を通した食の自給向上というのは非常に大切なことだと

考えております。 

 また、これまでの地産地消への取組といたしましては、令和３年度に発足いたし

ました知名町地産地消推進協議会を中心に、各種研修会の実施や会員同士の意見交

換会、生産者と消費者をつなぐ給食試食会や年末の合同即売会などを行っておりま

す。そして、来週火曜日におきましては、野菜の生産量の拡大に向けた栽培講習会

を計画しているところでございます。 

 今後さらにこれらの活動を充実させ、地産地消による食の自足と地域の活性化に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 ②番目につきまして、台風接近時及び大規模災害時における指定避難所の運営に

つきましては、知名町地域防災計画及び避難所運営マニュアルを基に各字区長、消

防団、避難所担当職員が連携を取り、本部との情報共有を綿密に行いながら進めて

きております。先日の台風６号の際も、おおむね円滑に避難所の運営は行われてい
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たものと報告を受けております。 

 なお、業務継続につきましては、令和２年度策定いたしました内容の見直し及び

訓練の実施などは現在行っておりません。本町においては幸いにして大規模な災害

が今現在発生しておりませんので、新庁舎移転に伴い、代替施設の再検討や修正す

べき事項も出てまいると思いますので、そのことも考慮しながら、見直しに着手し

てまいりたいと考えております。 

 大きな設問の２番目につきまして、①世界的なエネルギー価格の上昇などにより

まして生産資材価格が上昇し、高止まりをしている中において、化学肥料の高騰が

農業経営に大きな影響を与えております。 

 このような中、国においては、みどりの食料システム戦略を策定し、食料、農林

水産業の生産力向上と持続性の両立を目指しておりますが、農業経営の安定と環境

に配慮した農業を行っていくためにも、化学肥料に依存した生産体系から、島内に

ある資材を活用した堆肥の利用など、循環型の生産体系への転換を図っていくこと

が重要だと考えております。 

 そのためには、現在生産されております堆肥の活用を進めるとともに、島内にお

ける資源の掘り起こしや活用方法については、今後さらに研究を行っていく必要が

あると考え、循環型農業への取組もその一環として取り組んでいく必要があるもの

だと考えております。 

 ②につきまして、中長期的なビジョンに基づいた振興策の策定は、実現性を高め

るために生産者の生の声を聞き、農家自身がどのような将来ビジョンを持っている

のか、その声をどのように実現させていくのか、お互いの意見を出し合いながら、

一緒に考えていくことが必要だと考えております。社会情勢も目まぐるしく変化を

しており、農家の現状と課題を見いだすためには、より多くの意見を収集する必要

があるのではないかと考えております。 

 これらのことから、今年度も担い手の中でも若い農業者を対象とした青年農業者

と語る会の開催をするほか、担い手との集落座談会などを行いながら、計画策定に

向けての検討を進めていければと考えております。 

 大きな設問につきましては、先ほど申し上げましたように、教育長答弁に代えさ

せていただきます。 

 以上で私の回答を終わります。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 それでは、外山利章議員の３番、文化財の保存、活用に係るご質問についてお答

えをいたします。 
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 まず３の①でございます。 

 本町には指定・未指定にかかわらず、多くの文化財が残っており、これまでに、

各種事業での保存のための調査、文化財めぐりや研修会等で文化財が活用されてお

ります。 

 今後のビジョンについてのご質問ですが、文化財はその一つ一つに魅力と特色が

詰まっており、地域の歴史や文化を語る上でも大切なもので、地域づくりにもつな

がるものであると考えております。このことから、基本的には文化財保護法や町の

文化財保護条例などに即した保存と活用のバランスを図り、併せて、第６次知名町

総合振興計画にも対応して持続可能な地域づくりとまちづくり、そして、人材育成

に貢献できるよう取組を進めていきたいと考えております。 

 次に、３の②でございます。 

 国指定史跡である住吉貝塚の整備に向けた取組につきましては、住吉貝塚保存活

用策定委員会を昨年度開催する計画でありましたが、新型コロナウイルスの影響等

により開催できておりません。 

 昨年の６月議会で答弁しましたとおり、整備方針としましては、住吉貝塚の特徴

を生かし、現地にある夕日や海岸のロケーションなどの要素も含めて、持続可能な

整備と活用を軸に進める考えでございます。保存活用計画の策定や整備着工の見通

しができるよう委員会を開催し、課題を少しでも解消して整備着工と公開の時期を

ご提示できるように努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○１２番（外山利章君） 

 それでは、再質問していきたいと思います。 

 災害時の対応ということで、昨日もありましたが、台風６号の迷走により、本当

に長期間、船が抜港すると、そのことで特に生活物資、食料が非常になく、スーパ

ーの棚から消えていくという状況、皆様もお目にしたところだと思います。 

 非常に、あのような状況の中で皆さん、１０日以上生活を行われてきたというこ

とは、島の人たちの台風に対する備え、もしくは知恵というものがあったのではな

いかなと思いますが、やはり食の確保ということは生活を語る上で非常に大事なこ

とでありますので、それに対する対策というものをやはり行政としてしっかりと取

っていく必要があるかと思います。 

 個人的には、非常食の確保であったり事前の食料調達であったりということで、

皆さんそれぞれ対応されていることだとは思われますが、停電の長期化等でなかな

か保存が難しいというところもあったのではないかと思っております。その中で、

今回このような提案をさせていただきました。 
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 地産地消協議会のほうでいろんな形の取組はされておりますが、先ほど町長答弁

でもありました食の自足を少しでも進めるために、栽培の講習会であったり、苗の

配布を進めたりということの取組を進めているところでありますが、確かに夏場に

栽培は難しいというのは、自分も農家ですのでよく分かっておりますが、夏場に対

応した栽培を行って、地産地消コーナーで食料、食品を、生産物を出している農家

さんもいらっしゃいます。 

 その上からでもぜひ、その時期にできることというものもあると思うんですね。

今回、来週またそのような栽培講習会がありますが、夏場に向けてもぜひそういう

栽培講習会等も積極的に進めていただきたいと思いますが、農林課長、いかがでし

ょうか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 町長の答弁でもございましたが、夏場は台風の災害リスクもございます。しかし

ながらやっぱり夏場、どうしても農家の手取りが少ない時期でもありますので、そ

のときに、ヘチマであったり、ニガウリであったり、夏の野菜というものは農家の

所得向上にもつながりますし、食の自足という点でも有用なものだと思いますので、

そういった夏野菜についての講習会等も開催しながら、また取り組む農家が増えて

いただけたらなと思いますので、そういった取組は進めていきたいと思います。 

○１２番（外山利章君） 

 ぜひ、そういうふうに進めていただきたいところです。協議会としても開催はし

たいと思いますが、予算的な部分がありますので、またそういうところについても、

食料安全というところの意味でもやっていただきたいというところと、また地産地

消に向けた種子とか資材購入、種だけでは栽培できない部分もありますので、培地

であったり、トレーであったりと、そういうところの助成制度というものも必要じ

ゃないかなと思います。 

 滋賀県の大津市というところでは、そういう形で地場産のものが少しでも増える

ようにということで助成制度を行っているところもありますが、それについて農林

課長、いかがでしょうか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 今、地産地消協議会の中で、これから始まる葉物野菜等の種子の助成とか、苗づ

くりについては一緒に協力して進めてまいりたいと思いますが、そういった夏場の

野菜とか、取り組んでみたいという方がいらっしゃって、またそれが食の自足であ

るとか、給食センターの利用とか、そういったものにつながるものであれば、そう

いったところは一緒に話を進めながら、協力できるところは、推進できるところは
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一緒に進めてまいりたいと思います。 

○１２番（外山利章君） 

 まず１回目、開催をして、また生産者ともそういう声をぜひ交えて聞いていただ

いて、夏場に向けてそういうところの野菜の生産というところにも取り組んでいた

だきたいと思います。 

 加えて、台風で出荷先が失われたマンゴーというものも重要な食資源ではないか

と思うところです。島内で長期保存であったり、加工する技術というものがあれば、

商品として島での消費、また、ふるさと納税の商品として生まれ変われると同時に、

生産者にとっても非常にありがたいことではないかなと思います。 

 先日、マンゴー農家さんのほうにお話を伺ったときも、やはり長期保存したもの

を出荷したときに、やはり傷みがあったりして、非常に生産者としても心苦しかっ

たというお話を伺いました。丁寧に一軒一軒電話をかけて、大丈夫でしたかという

ふうに、やはり生産者として気になるところで、そういう対応も取られているよう

です。長期間保存したものについては、いろんなそういう形で加工、長期保存がで

きるような体制づくりというものも必要じゃないかと思います。 

 先日、振興会の会に大島支庁の農政部長がいらっしゃって、ぜひ長期保存に向け

ての技術についても研究していきたいというお話がありましたが、町長、今の話は

どう思われますか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 昨日の西議員からの質問でもありましたが、やはり夏場は台風で出荷ができない、

努力してつくったマンゴーが出荷できないということで農家は大変しんどいという

か、非常に苦しい思いをしたと思います。 

 そういった中で、やはり農家自身も長期保存ということで、冷凍加工等を行った

商品開発ということを考えている農家さんもいらっしゃいまして、それについては、

企画振興課の行っているフローラルちな新商品開発事業とか、あと、農林課でも所

管しています６次産業化推進事業、そういった事業で今現在申込みもございまして、

冷凍技術、冷凍商品の商品開発というところのほうはバックアップしていきたいと

思っております。 

 あわせまして、やはり冷蔵庫に長期保存していきますので、今の冷蔵体制ではで

きないものも、技術革新がある程度行われていて、長期に鮮度保持を保つような資

材、機材等もできているようですので、そういった研究については進めていこうと

いうことで、来週以降、もうマンゴーのシーズンは終わっておりますので、冬の野

菜、それから切り花等について、そういったことが導入できないかということで検
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討しようということで、そういう資材メーカーと農協と私どもで来週以降、そうい

う検討をしていく予定でございます。 

○１２番（外山利章君） 

 花についても以前、長期保存が可能な技術確立ということで取り組んだことがご

ざいます。先日、花市場のほうにもお伺いしましたが、やはり物日にしっかりと物

が納められるのであれば、船の欠航等がもしあるのであれば、前もっての出荷と、

そういうところで長期保存することも、やぶさかではないと。市場としては物が欠

品するよりもしっかりと納めていただいたほうがありがたいということで、実需者

とのそういう話合いというところも進めていけると思いますので、ぜひ、県、また、

市場等との協議をして、そういう活用方法というものも、町として取り組んでいた

だきたいと思います。 

 あわせて、さっきのマンゴーの件ですけれども、知名町のテレワークオフィスの

ほうに、そのような６次産業化、食品加工について取り扱うところがあると思いま

す。企画振興課長、ぜひそういうところとの連携というものも必要ではないかと思

われますが、いかがでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今、議員がおっしゃったように、テレワークオフィスにそういう知見を持った事

業者が入居しております。その事業者は離島においていろんな事業を展開しており

まして、ジェラート等もつくっていますので、町だったり、その農家さんと連携を

いたしまして、今言ったような、食品ロスにならないような形で新しい商品開発を

進めながら、また、ふるさと納税の返礼品にも活用できるように協働して取り組ん

でいきたいと思っております。 

○１２番（外山利章君） 

 そのような形でぜひ、販路拡大についてのいろんなアイデアを持っているようで

すので、ぜひまた連携をしていただければと思います。 

 また、先ほどの長期保存の技術が確立できれば、マンゴーの時期が少し夏休みと

かぶりますが、保存が可能であれば町で買い取って給食に回すということもできる

と思いますが、学校給食課長、先日、マンゴーが提供されたと伺いましたが、どの

ような事業を活用してマンゴーを給食に提供されていますでしょうか。 

○学校給食センター所長（東 里樹君） 

 マンゴーの出荷時期については、学校の夏休み期間中であるために給食センター

では使用は難しいと考えておりました。給食センターでも話合いをして、ぜひマン

ゴーを去年から使いたいという話が出まして、農林課の果樹の担当にお願いして果
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樹組合の役員会を開いてもらって、何人かをピックアップしてもらったところです。 

 今年は８月２９日に上城の竹さんからマンゴーを２５キロ、キロ２，５００円で

購入しております。使用したが９月１日の２学期の初日の給食にマンゴー入りのパ

ッションフルーツとして提供しております。 

○１２番（外山利章君） 

 ９月１日にフルーツポンチにマンゴーが入っていたということで、子供たち、非

常においしかったと伺いました。給食通信ですかね、生産者の方々が、この方が作

りましたということで出てくる写真も非常に笑顔いっぱいで好評だったと先生から

伺いました。 

 そういう形でいうと、災害時におけるマンゴーも長期保存が可能であれば、そう

いう形で利用ができると、購入についてもある程度の単価がしっかりと確保できて

いたようであります。果樹の担当に私も伺いましたので。そういう形の購入の方法

というものもぜひ今後検討していただきたいと思います。 

 災害時における食の確保とか、食の活用についてぜひ今後もいろいろ民間の方々

も、４Ｈクラブは今回は頑張ってくださったりというところも伺いました。そうい

う点でいうと、そういう形で生産者ともまた連携を取りながら、食の地産地消に向

けての取組というものをぜひ進めていただきたいと思います。 

 それで次に、今回台風時に食料がほとんどなくなり、まずなくなるのが野菜、新

鮮野菜、卵、そして豆腐がほとんどもう棚からなくなります。実家のほうでうちの

母親が自家製の豆腐を作って、豆腐がもう大分なくなったと、８日目か９日目ぐら

いですかね、自家製の豆腐を作って栽培しました。それであと残っている自家製の

野菜を入れて、みそ汁を飲んだんですけれども、非常に本当にたんぱく質が不足し

ているところで、豆腐ができて、その豆腐も大豆で自分でミキサーで絞って海水を

入れて作ると、昔ながらの作り方、たまに作るんですけれども、台風時に出てきた

ので、こういうものというのも非常に大事な、地域の伝統食というのは非常にそう

いうときに大事なものだなと思ったところです。 

 その視点から少し探していたら、これは東北福祉大学ですけれども、地産地消災

害レシピといって、地産地消でできるものを視点として、その中でそれぞれの地域

の郷土料理であったり、そういうもののレシピ集を作ると。簡単なものであったり、

できるだけ簡単なものを使うようにということで、災害時ですので、そういうレシ

ピ集を出しておりました。 

 やはり昔から冷蔵庫もない、保存の薬品等もない中で、昔の人たちというのは、

そういう意味では知恵を絞って、そういう食品というもの作ってきたのだなと思う
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ところはあります。ぜひいろんな形で地産地消でも郷土料理の勉強会というものも

大事じゃないかと出ますけれども、災害の視点というものも入れた勉強会というの

も面白いんじゃないかなと思います。またいろんなアイデアも出てくると思います

が、農林課長、いかがですかね。そういうところのクッキング教室をぜひ開催して

は。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 今まで食生活研究グループとか各地区にございまして、農村婦人の皆さんがいろ

んな食を守ってきて、いろいろ商品開発等も行ってきたところでございますが、そ

ういった方たちがかなり高齢化が進んでおりまして、新しい方、若い方が入ってく

れたらなというような意見交換をしながら、今後の活動をどうしようかという話を

今、しているところです。 

 その中で話があってきているのが、若い方たちをメンバーに加入もなんですけれ

ども、それと併せて、こういう食の伝統というか、永良部にあるこういった食材を

生かした食べ物というか食品について研修会とか講習会とか、この間うどん道場が

ございましたけれども、かなり盛況だったみたいで、そういった取組を進めながら、

若い方たちとの交流、それから食の文化といいますか、そういったものを伝承して

いく取組ができたらなということを今、話をしておりまして、ぜひそういった議員

がおっしゃるような取組もしながら、そういったレシピとか保存食について、また

広く町民に活用していただけるようにできたらなと思いますので、そういった意味

で進めてまいりたいと思います。 

○１２番（外山利章君） 

 うどん教室も非常に子供たちは楽しかったようで、そういう声を聞きました。そ

の中で、楽しみの中からも、実は災害にはこういうところであればいいんだよとい

うようなところの気づきがもしあればいいのかなと思う部分です。 

 文化庁による食文化ストーリー創出・発信モデル事業であったり、農林省の消

費・安全対策交付金で、食育関係に関しての様々な助成事業があります。ぜひそう

いうところも活用して、レシピ集もしくはそういう教室というものもぜひ開催して

いただければいいなと思います。 

 今回、災害という中で郷土料理にはこういうところがあるんだと、非常にすばら

しい技術、知恵が集まっているんだなと気づいたところです。ぜひそういう取組を

進めていただくことを要望いたします。 

 次に、保健福祉課長にお伺いいたしますが、生産ができたり、こまめに買物に行

けたりという方々は、まだいろんなところで地域と交流をできる方々は、食料品の
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融通であったりというとこもあると思いますが、そうでなくて、交通手段がなかっ

たり、身体的な不調等で店舗に出向けないという、その生活弱者の方々に対しての

対策というもの、私は必要ではないかなと思っておりますが、今回の台風で長期間

食料品が届かない状況になりました。そういう生活弱者と言われる方々に対して、

どのような困り事があったのかというところの把握は行われておりますか。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 生活弱者と言われるかちょっと分からないんですけれども、要支援者の方々には

保健福祉課のほうで関わっておりますので、そちらのほうのお話でよろしければま

た回答させていただきたいと思いますけれども、保健福祉課のほうで今回の台風に

よってというところで、昨日の回答にも、福祉避難所に逃げられる方はいらっしゃ

らなかったんですけれども、それ以外の避難所にというところで、全てこの台風が

来る前には関わっている方々全てにご連絡を取って、避難所に行きますか、行かれ

ませんか、そして行くに当たっては一緒に引率をしますか、どうしますかというこ

とで確認を取ってサポートをしたと聞いております。 

 そして、その台風の後、また今度はその方たちに困り事があったりとか、そうい

ったことがないかどうかを電話をしたり、それから、もしくは訪問で対応したと、

もちろん、町の行政の保健センター、包括支援センターだけでなく、社会福祉協議

会であったり、それから福祉施設、その患者さんに関わっていらっしゃるほかの施

設の方々もケアマネジャーさんたちも丁寧に対応したと聞いております。 

○１２番（外山利章君） 

 そういう形で行政が関係機関と連携を取って、いろんな形の困り事に対しての情

報把握に努めたと、非常にありがたいことだと思います。その中で特に困り事に対

して、食とかに関しての困り事はなかったと、今の回答でよろしいでしょうか。 

 ぜひ、今回はなかったということで非常にありがたいことでありますが、やはり

あれだけ長期間食料がない中で、もしかすると、なかなか言えずに我慢されていた

方もいらっしゃるかもしれません。機会を捉えて、ぜひそういうところの状況把握

というものを努めていただければと思います。これは要請をいたします。 

 自衛ができる方はその体制づくり、またぜひそのきっかけづくりというものを与

えていただくとともに、要支援の方々、セーフティーネットとして行政としてしっ

かりと対応していただくことを要請して、この質問を終わります。 

 次に、台風接近時についてでありますが、避難所の運営でありますが、私も避難

所開設のときに、開設の準備に伺わせていただきました。そうすると、以前もぜひ

職員派遣をということで質問して、町長のほうで職員の担当をつけていただいてお
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りましたので、その職員も来て区長さんと相談をして、しっかりと避難所の開設が

行われていたのは確認をしていたところです。 

 その上で、今回は比較的大きな災害もなくて非常によかったなと思うところであ

りますが、もし大災害が起こった場合、やはり長期間避難所の運営というものをし

なきゃいけません。そうなると、みんな避難生活というのは初めてのことですので、

前もってある程度の決まり事がなければ、やはり避難所が混乱するんじゃないかと

思うところであります。 

 以前にも質問しておりましたが、地区で、やはり集落で運営ができるような体制

というものもある程度、避難所の開設マニュアルは私も見せさせていただきました

が、その後の運営というところは、やはりそれぞれの集落でしっかりできるような

体制というものもつくる地区防災計画というものがありますが、それについて、総

務課長、庁内で策定されている、もしくは運用されているというところを把握して

おりますか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今おっしゃられました地区防災計画、マニュアル等につきましては現在、住吉字

のみが策定していると伺っております。 

○１２番（外山利章君） 

 ４年ほど前ですか、住吉字も避難所運営のルール、もしくは救護班であったり、

物の運搬であったりというところの組織体制を固めた連絡係であったりという、地

区防災計画の素案というものをコロナ前につくったんですけれども、その後にコロ

ナが発生をして、全体的な運営についての把握をできるというところまでちょっと

進めていない部分があります。ぜひ平常時にやはりこういうのはつくる必要がある

と思いますので、素案については各集落でたしか共有していたと思いますので、そ

こももう一度、各集落でもそういうところもつくったらどうですかという提案は、

役場のほうからしたほうがいいと思いますが、いかがですか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 住吉字が策定したその年度内に区長会のほうでも検討がなされたようです。それ

を素案として基にして、各集落でもこのようなものが必要となりますということで、

そのときの各区長さんたちには提案はしていたそうですが、その後につきましては、

完成までは至っていないということを伺っております。 

○１２番（外山利章君） 

 共助の中で、やはり集落でもそういう体制づくりというものが必要だと思います

ので、いま一度、そういう形の各避難所については避難所の運営マニュアルをつく
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ったほうがいいんではないですかということで、ぜひ提案をしていただきたいと思

います。 

 その次に、大規模災害の場合、避難所というものが例えば各小学校だったりあし

びの郷であったり、緊急指定避難所という形で避難所があります。公民館について

は、常日頃、大体どれぐらいの人数がいて、こことここの場所は女性と男性で分け

ればいいかなと、今回そういう話もしたところです、字でも。 

 小学校であったり、あしびの郷であったりというところは、管理者との話合いと

いうところも必要だと思います。特に大規模の人数が避難してくる場合、どういう

ふうに部屋割りをするか等については、話合いをしておかないと相当混乱するんじ

ゃないかと。 

 また、小学校は校区内で一体どの人たちがそこを運営していくのかというところ

の話合い等も必要だと思います。そこについては公的な施設ですので、そこは公的

な管理者との話合いを行政として進めるべきだと思いますが、総務課長、いかがで

しょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 台風６号のときには各集落の公民館の避難所を２１集落、開設いたしました。幸

い、その後、大規模な災害等もなく、今回、次の段階へは移ることはありませんで

したが、やはり避難所がいっぱいになって、とても危険な状況になったときには、

当然、学校、あしびの郷、次のまた指定の避難所を開設する必要があると思います

が、今回、準備というか連絡だけはしてあったんですが、さすがに避難の開設の準

備とまではいってない状況でした。これからもこのようなことがあると思いますの

で、本当に大規模な災害が見込まれるようなときには、管理者も含めまして相談を

して、適切な運営ができるように努めていきたいと思っております。 

○１２番（外山利章君） 

 その点は要請をいたします。 

 それで、あと災害対策本部についての情報共有、情報伝達でありますが、台風の

ときに私も議会事務局のほうに情報提供をということで、対策本部の情報をぜひ流

してくださいということで、情報提供をしてくださいということでしたが、情報が

流れてきていないということでしたので、昨日の答弁の中で、総務課長のほうでし

っかりとその体制をつくっていくということがありましたので、そのルートはつく

っていただきたいというところと、これ、実は行政からの情報だけじゃなくて、災

害時に議員がいろんな形で町民から要望であったり要請であったりというところを

受けたときに、これを各議員が例えば耕地課、建設課それぞれが電話をかけると、
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対応する部署がストップしてしまうと、復興業務であったり対策に当たる部分がス

トップしてしまうという可能性があるそうです。 

 これは熊本の熊本地震の、先日議員でも研修を受けましたが、役場職員をしてい

て議員になられた方の講習でもそのことを、問題点をおっしゃられていました。そ

の際は、緊急でない限りは、議員は一旦議会事務局に情報を収集して、それを対策

本部で各部署に流してもらうという形をつくる、議会版のＢＣＰですね。まだ知名

町はないんですけれども、そういう考え方も大事であるというところがあります。

ぜひ、役場からの情報が流れるそのルートをしっかりつくっていただいて、議会か

らの議員からの情報というところも流す形というものもつくっていただくことを要

請いたします。これについては要請で終わりたいと思います。 

 次に、農業振興についてです。 

 みどりの食料システム戦略、今後、行政の行動指針として、ＳＤＧｓであったり、

環境負荷の軽減、脱炭素、こういうところは公的な運営を行う行政として取り組ま

なければいけないと、もうそれは外せない行動指針だと思います。そのような中、

本町はほかの市町村に先駆けていち早くゼロカーボンシティ宣言というものを出し

て、地球環境との共生を町の主要施策として打ち出したところです。これは農業生

産の分野においても、環境負荷と持続的な発展、２つの視点に立った活動を行うこ

とが求められていると思います。 

 町長、令和４年度の施政方針の中でも町長はそのことに触れられて、農業生産に

おいてもそのような立場で農業政策を進めていくとありましたが、それは変わりは

ないですよね。 

○町長（今井力夫君） 

 みどりの食料システム戦略の中に温室効果ガスの削減に向けての取組、そういう

ところと、それから先ほど議員がおっしゃっておりました環境に配慮した取組をど

う進めていくかというような項目がございますけれども、私のほうで今、施政方針

のところで述べさせていただいたのは、例えば、これは離島振興会議で提案してい

るものは、今年農作業に従事している人たちの省力化も兼ねて、生分解マルチとい

うのを積極的に進めていくことによって、ビニール類を燃やすことがなくなってき

ますので、そのあたりでの二酸化炭素削減、こういうものも一緒に進められるので

はないかということで、それに向けての生分解マルチの活用に向けての補助事業と

いうのを進めていくべきではないかというのを農協とこちらのほうで本年度あたり

検討していくというような方向で今動かせていただいております。 

 あとは農業機械におけるＥＶ化というのも今研究をしているところでございます
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ので、そのようなあたりで農業における環境に配慮した持続可能な農業の在り方と

いうのを検討させていただいております。 

○１２番（外山利章君） 

 先日の園芸振興会の総会でも、生分解マルチの助成を園芸振興会が独自の予算で

園芸振興会の予算を使って、生産者に提供して行うと。ただ、あまりにも、やはり

まだ生分解マルチ自体の単価が高くて、十分な補助にならないというところがあり

ました。ぜひ町としても、その部分に対して助成というものを、ちょっと今、協力

してやっていくという答弁がありましたが、ぜひ予算的な部分でも、そのような先

進的な取組をしている振興会というところの支援というものは必要だと思いますが、

農林課長、いかがですか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 生分解マルチについてですが、生分解マルチについては、ビニールをはいだりと

か、そういった作業もなく、土に還元していくというマルチでございますので、大

変環境負荷低減が図られるマルチだと思っております。 

 その中で農家の省力化、はぐ作業がなくなりますので、すぐ次の作物に移るとい

うこともできるので、農家の省力化にも大変つながるものだと思っておりますので、

農林課といたしましても、生分解マルチの価格が通常の里いもとかのビニルマルチ

と比べてやはり２倍以上の価格がございます。環境負荷低減を推進する中で、先日、

園芸振興会の取組として、園芸振興会自体がそういう生分解マルチの農家への助成

を始めるということでございましたので、町といたしましても一緒に推進していき

たいと思いますので、財源的なこともございますが、今後、協議しながら一緒に進

めてまいりたいと思います。 

○１２番（外山利章君） 

 その点についてはまた財政ともぜひ協議をしていただきたいと思います。 

 次ですけれども、堆肥化、島内における堆肥化であったり、活用可能な資源のこ

れから探していくというところでありましたが、これまでの議会でも再三、同僚議

員が上げております堆肥センターの設立というところも、ある意味、現状の堆肥セ

ンターを使うということも私は一つの案だと思っておりますが、それについては隣

町との協議が必要ですが、やはり今後、環境負荷がかからない化学肥料削減を求め

る上で堆肥の活用というものは非常に重要になってくるのではないかなと思います

し、それに向けた、先日伺ったところでは、堆肥栽培による肥料試験というのはち

ょっと変ですけれども、堆肥による栽培の可能性試験というものを今行われている

と聞きました。ぜひそれと並行して本町内で本当にその堆肥化にできる原料が集ま
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るか、また可能性があるか、１町でやった場合どれぐらいの予算がかかって、どれ

ぐらいの町内の畜産農家だけで間に合うのかであったり、そういう可能性調査とい

うものも私は並行して進めたほうが、いざ必要だとなったときに事前準備としてで

きるのではないかと思っていますが、それについては農林課長、いかがでしょうか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 国のみどりの食料システム戦略のほうの目標としては、先ほどの二酸化炭素の軽

減というものもございましたけれども、目標の中に化学肥料の３０％低減というも

のも目標に入っています。併せて今、化学肥料の高騰が農家の経営を直撃している

中で、自分たちも化学肥料ではなく島内の堆肥、島内の素材を用いた持続性の高い

農業を進めていきたいという思いでございまして、その中で今現在、サトウキビに

ついて今年の夏から堆肥のみで生産する農家を声かけをいたしまして、数名、取り

組んでいただいていますが、その経過を見ながら、例えば化学肥料をどのぐらい低

減できるのか、そういった取組は今現在、取組を始めているところでございます。

あわせて、堆肥については牛の頭数で、また肥料量がどのぐらいできるというもの

がございます。あわせて、今、開発組合が行っている堆肥については、サトウキビ

のハカマ、バガス等を利用した循環型のある意味堆肥生産ができておりますので、

そういった循環型の堆肥が一番環境にとってもよいかと思いますので、開発組合の

施設の利用も含め、また、知名町での堆肥と、それから知名町の草木等を利用した

もの、それから、今、液肥化をしておりますけれども、そういう食品残渣とか、い

ろんな堆肥化ができるものもございますので、それを、では、いざ堆肥をつくって

いくと、それが農家に対して、コスト的に安い価格で提供できるのかとか、いろん

なことは検討していかなければなりませんので、何が一番知名町の農家にとって持

続性が高いのかというところでは、今後研究を進めて、ぜひ島内循環という形で、

環境負荷低減も図りながら持続性の高い農業ができるように推進していきたいと思

います。 

○１２番（外山利章君） 

 環境負荷と持続的な社会に向けた転換、どの分野でも必要なことで、特に本町、

農業立町と言われるところですので、ぜひそこの先進的な取組を進めて、それを有

利な販売につなげていく。先日、町長、園芸振興課の総会の中でＣＯ２がどれぐら

いかかっているか、負荷がかかっているかというところをはかった上で、ぜひそれ

をうちの農産物が、ジャガイモがかかっているか上で、販売に有利につなげていき

たいということを町長がおっしゃったときに、市場の方も今からそういう形でぜひ

取引先を探していく、そういうところになっていくだろうと、販売する市場がそう
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いうところで言ってきました。価値というところの視点が変わってきていると思い

ます。ぜひ農業の面においても、本町は農業立町ですので、ぜひ、そういうところ

の取組をしっかりと、農業の価値、もちろんそれはお金というところにもつなげて

いただきたいと思いますが、そういうための施策というものをぜひ積極的に打って

いただきたいと思います。 

 次に、持続可能な農業振興ということで、農業振興における行政の役割として私

は、生産基盤の確立と経営基盤の育成というものがとても重要じゃないかと思って

います。 

 生産基盤については生産インフラ、圃場の整備であったり畑かんであったり、ハ

ウス、集出荷場の導入、そういうところが個人では整備が困難なところを行政とし

て農業振興の視点から予算を使い生産をしていく、生産された圃場を使って経営者

として農業者がしっかりと、どのような形で経営を行っていくかというところを考

えていくということが非常に重要ではないかと思っています。 

 その経営をどう行っていくかというところでは、経営支援という形の視点が必要

ではないかと思っています。 

 その２つについて今回質問したいと思います。 

 まず、生産基盤の整備について。町内の基盤整備事業がどの地区も事業計画どお

りにいかず、年度をまたぎ複数年にわたっております。生産者にとって複数年にわ

たるということは、経営にとって非常に大きなことで、土地が利用できませんので

収入が入ってきません。これは本当に生活にとっても死活問題です。 

 これについて、原因としては県の予算が足りないというところは重々承知をして

おりますが、本当に農家のそういう声というものをぜひ県にもつなげていただいて、

しっかりと予算確保をしていただきたいと思います。これについては、耕地課長、

いかがですか。 

○耕地課長（下田浩治君） 

 現在、第２田皆地区、そして知名南西部地区の区画整理、面整備のほうを実施し

ておりますが、両地区とも議員おっしゃるとおり、国からの事業費が要求に対して

減額配分となっているのが現状であります。 

 遅れている要因として、岩ですね、石の掘削量の増加だったり強度不足というの

がございますが、やはり予算不足を原因に農家の方にご迷惑、工期が遅れるという

ことはあってはならないことだと思いますので、これまでもあらゆる機会を通じて

国や県に要望してきておりますが、今後も特に、県全体の予算配分というのも関係

はしておりますけれども、今後も中央要請活動だったり、そういう国のほうへ声を
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上げて要望して、予算確保に努めていけたらと考えております。 

○１２番（外山利章君） 

 先日の知事とのふれあい対話でもその話題が出ました。非常に農家が困っている

というのは、自分は推進委員をしていますので、委員長をしていますので、非常に

その声を伺います。県は今年も予算が足りなくてと簡単に言いますけれども、その

しわ寄せが今ぎりぎりで入ってくる、面工事の覆道戻しとかで建設業者にも非常に

負担がかかっております。 

 もちろん、農家は夏植えができなければ、もう一作お金が取れないと。本当に先

ほど言いましたが死活問題です。ぜひ、こういう議会の場でこういう意見も出て、

しっかりと予算確保してくださいというところを県にも伝えていただくことを、先

ほど課長からも伝えるということでありましたので、強く要請して、この質問を終

わります。 

 次に、経営体の育成支援でありますが、持続可能な農業経営には安定した収入の

確保が必要であります。これは再三私もここで申し上げておりますが、国が掛金を

補塡する収入保険制度、国の保険制度があります。これ、非常に私はほかの産業で

はない制度だと思っていて、ぜひ多くの農家に使っていただきたいと。国も大分条

件緩和をしてきております。ぜひ、その視点で、農林課長、強い経営体育成に向け

た支援として、収入保険制度の掛金の助成、これはほかの市町村でも事例がござい

ます、全国に。ぜひその制度も本町も取り入れていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 収入保険制度は農家の経営安定に非常に有用なものだと思っておりますし、ぜひ、

青色申告等も必要ですので、経営発展のためには、収入保険制度は欠かせないもの

だと思います。各市町村、コロナの臨時交付金を活用して助成等を行っておりまし

て、奄美群島では和泊町がコロナ交付金で行いましたが、今現在は行っていないよ

うです。 

 その農家の収入の保険の部分を町の財政で支援をしていくかというところは、い

ろんな議論があるかと思いますが、議員のおっしゃるように農家の経営安定にはつ

ながるものでありますので、いろいろ議論を深めながら推進できるところは推進し

ていきたいと思います。 

○１２番（外山利章君） 

 推進していきますと一応答えてほしいところでしたが、そこは財政との協議もあ

りますので、ほかの市町村の例もぜひ見ていただきたいと思います。 
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 それでもう１点、農業関係です。今、農業者の間で混乱しているのがインボイス

制度です。各振興会で非常に勉強会等も行っておりますが、農家はそれぞれ経営で

どういう形で自分たちが対応すればいいのか分からないというところがございます。

ぜひ各関係機関行政一体となって、相談窓口をつくっていただきたいと思います。

税務課長、いかがですか。 

○税務課長（藤田孝一君） 

 インボイス制度につきましては、新たな消費税の制度として２０２３年ですので

今年の１１月１日からスタートいたします。事業者がインボイスの発行事業者とし

て登録することで対応が可能となりますが、全事業者が登録するわけではございま

せん。町内においては、農業を営む農家の方、現状、免税事業者の方については、

深く注意をして判断をする必要があると思っております。 

 売手と買手の役割を十分理解をして判断をするわけですが、農家の経営がいろい

ろ個々農家さんに応じて状況が違いますので、それぞれ個々に対応する必要がある

と思っておりますので、農協さんと役場と連携をして、登録するかしないか判断で

きる材料を相談できる窓口等ができればいいと考えております。 

○１２番（外山利章君） 

 生産基盤整備、経営体支援、非常に行政の大事な仕事ですので、連携できる課は

連携をして、非常に強力に進めていただくことを強く要請いたします。 

 最後に文化財活用、もう時間がありませんので、文化財活用、特に町の文化財の

保存、活用について、いろいろ議会でも出てきておりますが、どのような形で進め

ていくのかというと、姿が見えません。その意味でも窪田議員のほうからも提案が

あります。保存活用計画というものをしっかりつくっていただきたいと思います。 

 それは、つくるということで回答いただいておりますが、できるだけ早くつくら

なければ、一体町がどういうふうに文化財を保存して活用していくかという姿が見

えません。ぜひ、その点は進めていただきたいというところと、住吉貝塚について

はもうこの場で、議会の場で、これまでも住吉の議員三代にわたってもう１０回以

上、質問しております。 

 平成１９年に国指定を受けて、平成２０年に国有化、土地の公有化をして、１回

目の整備検討委員会を経て、それが１回流れ、２回目の整備検討委員会が平成２年

に行われ、また委員会が集まりましたが、委員会ができましたが、ほとんどその会

合というものが開かれておりません。地域としては、ぜひ町のそして地域の重要な

文化財を地域全体の文化財と連携して活用していこうということで、様々な文化財

めぐりであったり勉強会であったり、いろんな取組をしておりますが、行政として
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の姿が全く見えません。 

 ぜひ、しっかりと年度を切って、何年までにはしますと期限を切って、しっかり

検討委員会についての調査を進めていただきたい、検討を進めていただきたいと思

いますが、教育長、いかがですか。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 先ほど議員から紹介がありました県の活用大綱におきましては、地域づくり、ま

ちづくりの視点でこの文化財の活用保存については進めていただきたいという旨の

アドバイスもありました。今ご指摘のように、この住吉貝塚につきましては、平成

１９年に国指定、それ以降、なかなか進んでいないということもありますので、担

当者の業務量とマンパワーのバランス、これはもう内部の問題ですけれども、それ

よりも、やはり教育委員会全体としてこれを積極的に進めていくという気概をお互

い一人一人がしっかり持って、これは取り組んでいきたいと考えております。 

○１２番（外山利章君） 

 期限というものは、今答えはいただけませんでしたが、しっかりと検討委員会の

中で話合いが進んでいけば、形というものも見えてくるはずですので、まずはその

検討委員会をしっかりと開くと、生涯学習課長、その点は担当課長として開いてい

ただくことを強く要請をして、私の一般質問を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、外山利章君の一般質問を終わります。 

 インターネット配信映像保存のため、しばらく休憩します。 

 １１時１０分から再開します。 

休 憩 午前１１時０２分 

─────────────── 

再 開 午前１１時０８分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 城村 誠君の発言を許可します。 

○３番（城村 誠君） 

 皆様、こんにちは。議席３番、城村誠。本日も元気に一般質問を始めます。 

 大きな１番、フローラルホテルの台風時の対応について。 

 ①長時間停電時の非常電源は確保できているのか。 

 ②断水によりトイレ使用ができなくなったと聞くが、適切な対応は取れたのか。 
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 ③宿泊者への食事提供の質と金額は考慮されていたのか。 

 大きな２番、水道水硬度低減化後の水道料金について。 

 ①議員と語る会において、町民から水道料金値上げについての懸念の声が聞かれ

たが、いつ頃示せるのか。 

 ②アンケート調査も必要だと思われるが、いつ頃実施するのか。 

 大きな３番、知名町消防団について。 

 ①消防車、分団車庫の配備・整備計画はどうなっているのか。 

 ②各分団の欠員状況はどうなっているのか。 

 ③財政的に分団の現状維持は可能なのか。人口減少も見据え、再編協議も必要で

はないか。 

 最初の質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、城村 誠議員のご質問に対しまして、順を追って回答させていただき

ます。 

 大きな１番、台風対策等につきまして。 

 まず、ホテルの電源等につきましては、非常用発電機を１台設置しておりますが、

これは、旅館業法上設置が義務づけられているもので、停電時に火災が発生した際

に、消火用の水を各階へ送るポンプを動かしたり、館内の警報機を作動させたりす

るものでございます。 

 議員ご質問の件につきましては、台風の影響により停電が危惧される場合、民間

事業者から非常用の発電機をレンタルしながら、調理場やレストランの照明、ロビ

ー等で使用する扇風機、携帯電話の充電などには使用しているということでござい

ます。 

 続きまして、２番目、８月２日の午後９時頃に、ホテル以外の周辺住宅は停電が

解消されたにもかかわらず、ホテルだけ停電となっていましたことから、九電工沖

永良部事務所へ対応を依頼したところ、雨風が弱まった午後１０時頃に、九電工に

おいて通電を試みたところ、ホテルへ送電する電柱に設置された機器が塩害のため

ショートしたということでございました。それにより、屋上タンクへ水を送るポン

プが長時間作動せず、断水となった次第でございます。断水中、トイレを使用され

る方につきましては、休養村センターのトイレを案内したところでございます。 

 なお、停電は８月３日午前１０時頃には解消し、今回、停電と断水で通常サービ

スが提供できなかったこともあり、８月２日分の宿泊料金を頂かないという形でホ

テル側からは報告を受けております。 
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 ３番、宿泊者への食事提供につきましては、台風接近に備えて食材の確保をして

おりましたので、食材が切れるということはありません。議員ご質問の食事の質と

金額の考慮につきましては、食事は通常どおりの質を確保し提供しております。停

電の際には、夕食につきましては、暗い中での移動による事故などを防ぐために、

各部屋でお取りいただけるような金額を下げた上で販売したところでございます。

朝食につきましては、レストランにおいて一膳方式で料理を提供していたというこ

とであります。 

 続きまして、大きな２番目につきまして、水道料金につきましては、地方公営企

業法に「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正

な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなけ

ればならない。」と記されております。 

 現在、上城浄水場におきまして、４月からの硬度低減化処理の安定した性能や限

界性能値を確認するために実証実験を行っております。今月中には結果が示される

と伺っております。それらの結果を踏まえて、処理方法を決定した上で、町民の皆

様の負担を最小限にとどめ、かつ水道事業の健全な運営が図られることを考慮し、

今年度中には料金体系等について、皆様にお示しすることができるのではないだろ

うかと考えております。 

 アンケートにつきましては、先ほどご質問の水道料金の設定にもこれは関係して

まいりますので、実施時期やその方法につきましては、今後、検討してまいりたい

と考えております。 

 消防団につきまして。 

 消防車の更新につきましては、配備からおおむね３０年を経過後に行っておりま

すが、今後の計画といたしましては、令和８年度に芦清良分団の水槽付ポンプ、

９年度には屋子母、竿津、余多、大徳分団の小型ポンプ積載車が更新を迎えること

になっております。実際の更新に当たりましては、そのときの車両の整備状況や財

政状況を勘案し、適切に行ってまいりたいと考えております。 

 分団車庫につきましては、平成３１年に作成しました知名町公共施設等個別施設

計画において、建て替えの予定年度が明記されておりますので、既に建て替えられ

ているものを除きますと、屋子母分団車庫になります。当該車庫につきましては、

計画上、令和２年度に建て替えと記されておりますが、建設現場等の課題がござい

まして、建設の見通しは現在のところなかなか立っていないのが現状でございます。 

 欠員状況につきまして。 

 本年８月１日現在の消防団員の数は１２５名となっております。定員に対して団
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員が１８名ほど不足をしているのが現状でございます。各分団の定員は１０名とな

っておりますが、欠員なしが４分団、１名欠員が５分団、２名欠員が３分団、３名

欠員が１分団、フローラル隊は４名欠員が生じております。 

 次に、消防団に関しましては、平常時の各種訓練や資機材の点検活動、災害時に

おける初期消火、救助活動など町民の生命及び財産を守る上で非常に重要な役割を

担っていただいております。 

 本町の消防団員につきましては、先ほど答弁いたしましたとおり、現在、欠員が

生じておりますが、各分団におきましては団員の確保に努めていただいているとこ

ろでございます。議員ご指摘の再編協議につきましては、現在のところは検討はし

ておりません。 

 以上で、私の回答を終わります。 

○３番（城村 誠君） 

 再質問をしてまいります。 

 フローラルホテル停電時の非常電源確保ですけれども、宿泊客から、中を通って

いる非常階段が非常に暗くて危機感を覚えたと、そういう話も聞かれております。

旅館業法、消防法として、非常灯というものは、何か地震等があったときにさっと

下に避難する間だけついていればいいものなのか、常時、また今回みたいに宿泊を

しつつ断水をした、そういう場に上り下りをする、そこのしっかりとした明かりを

確保するべき、消防法的にはそういうものはかからないんでしょうか、お聞きしま

す。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 消防法的にどういう取扱いになっているかというのは、ちょっと今のところ分か

りませんが、非常階段のライトにつきましては、非常用のダウンライトがあります。

これは、通常時バッテリーに充電をして、２時間はつくというものでございます。

今回、その非常用ライトが消えるということで、あらかじめ懐中電灯も要所要所に

置いたということの報告は受けておりますが、ただ懐中電灯の明かりだけでは多分

暗かったと思いますので、今後は災害用の懐中電灯、水を入れれば発電するような

ものが、今、役場にあるということを聞いていますので、それを提供するなどして、

宿泊客の安全の確保に努めたいと思います。 

○３番（城村 誠君） 

 その非常の明かりは、水を入れたら置いておいて、ちゃんと安全確保できるよう

な明かりを確保できる。その対策は取られたということで。次からはしっかりとそ

ういうことがないという対策を取ってあるということですね。分かりました。 
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 調理場の電源が、今、町長はしっかりと電源は確保できていると言われましたけ

れども、この前、調理長と話をする機会ありまして、今回、人間が出入りできるチ

ャンバー、電源が落ちたと、長時間止まってしまったということですけれども、電

源は確保できているんでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今回設置した発電機は簡易発電機でありまして、フロントに置きまして、携帯電

話の充電であったりとか、レストランの明かり、それから厨房の明かり等に使用し

ております。今、おっしゃったように、例えばエレベーターとか、あと空調とか、

調理場の冷蔵庫とか、電気を大量に使うものについては対応できてない状況でござ

いますが、また同じようなことが起こると思いますので、最低限調理場の冷蔵庫の

電源は確保できるように、今、ホテルに発電機を置いた場合につなげるかどうか確

認をしているところでございますので、つなげるということであれば、多少大きな

発電機を置いて、冷蔵庫に電気を供給できるような体制も整えたいと思っておりま

す。 

○３番（城村 誠君） 

 非常電源が確保できていなかったということでございます。長時間冷蔵庫が止ま

っていたということですね。公衆衛生上、非常に危ない状態を招いていたというこ

とであります。食中毒が出なかったのが幸いだったと思うしかないですね。 

 これまでそういうものに関して、調理場からそういうものが、停電時に対する非

常電源を確保してくれというそういう要請はなかったんでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 私が聞いている限りはありませんでしたが、ただ停電のおそれがある場合には、

氷等を準備して冷やす態勢は取っていたということでございます。 

○３番（城村 誠君） 

 保健福祉課長に聞きますけれども、公衆衛生的に食中毒を出さないのは、清潔、

迅速、加熱、または冷却なんですよね。今回、ホテルが対応したものについて、公

衆衛生法的に課長としてはどういう見解をお持ちですか。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 公衆衛生法上のことは、私のほうでもコメントはちょっとできないんですけれど

も、保健所のほうが多分直接のご指導はされると思うんですけれども、先ほどの企

画振興課長のお話でも氷等での対応をしているということでしたので、もちろん私

たちの自宅でも、この停電のときの冷蔵庫の対応というのはそれぞれの家が多分対

応しているとは思うんですけれども、やはり宿泊場所というところを見ますと、や
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はり本当に先ほどおっしゃったように、非常電源として冷蔵庫のほうは動かすとい

うのが一番の理想だと私も思っておりますので、ぜひ、今後なったときには、非常

電源で宿泊の方々に食中毒を起こさないような対応はしていただきたいなと思いま

す。 

○３番（城村 誠君） 

 そのとおりであります。 

 これは今、またいつ、まだ台風時期に入っております。即、非常電源をつなげる

ような状態に早急に対応をお願いしたいというところです。多分できると思います

よね。そのチャンバー、取りあえず冷蔵庫、冷凍庫はある程度もつものでして、冷

蔵庫は本当に危ないです。私も料理をしていて調理師免許を持っております。公衆

衛生は勉強した人間であります。非常に危ない状態をつくっていたということは、

そこはきっちりと認識して、すぐに対応を求めます。 

 トイレの断水に関しても、屋上のタンクに水が上げられなかったということなん

ですけれども、そこにおいても非常電源を利用してポンプアップができないのかお

聞きします。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 冷蔵庫と水を上に上げる電気の量がどれぐらいかかるのかというのを計算した上

で、どれだけの発電機をレンタルするかというのを見ながら、もちろん断水しない

というのが大事ですので、それに見合った発電機があるかどうかも確認をしながら

検討していきたいと思います。 

○３番（城村 誠君） 

 これから大規模災害が起きたときに、フローラルホテルは、何年前ですか、沖永

良部台風があったときに、昔のえらぶ荘、国民宿舎は、結局災害復旧に来た人間の

宿舎として利用されております。そのときは断水も起きております。そのときに、

やはりトイレの処理にそのときの職員たちが苦慮したということもございます。長

らく停電する可能性、大規模震災のときですよ。それを考えると、やはり必要であ

ると思います。 

 今、ポンプアップによって水を配給しているんですけれども、直接の直圧直結給

水、要は水道管から直接持ってきて使用できるトイレ、あれはホテルの施設の中に

はなかったということですか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 フローラルホテルにつきましては、高架水槽方式でありますので、フローラルホ

テルにはないです。ただ隣の休養村センターは直送式に替えてありますので、隣の



― 109 ― 

休養村センターにおいてはトイレが使える状況でございました。隣が使えますとい

うご案内はしております。 

○３番（城村 誠君） 

 また、繰り返しますけれども、大規模な震災があったときに必要な施設です。そ

れがこれまでどおり常に、多分両方必要でしょうね。常時であれば上からタンクか

ら。しかし、いざというときに、切り替えられるようなものが。地下１階も使えな

い状態なんですよね。フローラル館においては、１階、宴会場があるところは停電

したその場で断水する、昔から。そういう設計になっておりまして、非常に困って

いる状態で、これからいつ起きるか分からない大規模災害に備えて、必要な施設で

あります。特に水は大事なものでございますので、しっかりとその辺を踏まえて、

今後、設備の整備、非常電源をそろえられるような、それはまた早急にするよう要

請いたします。 

○町長（今井力夫君） 

 まず、おわび申し上げます。最高責任者の社長といたしましては、今回、非常に

ホテルが宿泊客の皆さんに大変ご迷惑をかけたということにつきましては、社長と

いたしましては、大変申し訳ないことをしたなと。 

 議員のこのご質問にございます電源装置の件、それから水道水の件、私なりに少

しご質問いただく前に、もう既に、台風の後にこういう状況があったということで

したので、少し確認をさせていただきまして、まずもってこれは私どもの操作ミス

もあったというのをおわびしなきゃいけないなと思っております。 

 なぜかといいますと、台風が襲来するときには、上の高架水槽を満杯にしておか

なきゃいけないというのが基本ルールなんです。あそこを満杯にしておくと、１日

分は優にもちます。そういうのは確認できております。ところが、その操作を私ど

ものほうで確認ができていなかったということでございますので、全ての統括責任

者といたしまして、その点については、お泊まりになった皆さん、大変ご迷惑をか

けたなと思っております。 

 今後、こういうことが起こらないように、我々としてはしっかりと災害時にどう

初動対応をしておくのかということについては、しっかりと職員に徹底してまいり

たいと思っておりますので、まずもって今回の不手際につきましては、私のほうか

ら皆さんにもおわびを申し上げて、知名町の看板に泥を塗ったような形になりまし

たので、大変申し訳なかったなと思っております。 

 また、先ほどの非常電源につきましては、今後、予算面等もございますので、そ

ういうものも勘案しながら、早急にやれるのはやらなきゃいけないことを今の状況
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でできるものをしっかりしてまいります。予算等が絡むものにつきましては、今後、

様々な財政方面のことを勘案しながら、十分にお客様にご不便をかけないような方

策がどう取れるのかというのを一緒に検討してまいりたいと思いますので、そうい

うことで、今回のことは大変ご迷惑をかけまして申し訳ございませんでした。 

○３番（城村 誠君） 

 失敗から学ぶものは大きいものがあると思います。しっかりと対応をお願いしま

す。 

 メントマリ公園にありますレンズ風車、電動式の風力発電機なんですけれども、

あれで蓄電したものをそういうときに、これから外部電源を接続できる状態になっ

たときに、それだけのパワーがあるのか、あの風車の蓄電器にですよ。課長、どう

でしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今現在、その電力につきましては、ＥＶの充電であったり、あと事務所の一部の

電源に使っております。ただ容量的には、今おっしゃったような、冷蔵庫であった

り高架水槽に水を上げるような電力には不足しているものと思っております。 

○３番（城村 誠君） 

 そういうときに何か利用できれば、町民に対しても、ただのモニュメントみたい

なことでは、高い維持費をかけて脱炭素の象徴みたいなそういうものではどうなの

か。うまいこと利用して、少しでもみんなのために役立つようにしていっていただ

くことを要請いたします。 

 食事の件なんですけれども、さすがにこの２週間ぐらい食材が止まっていたとい

うことで、調理場も苦慮したようでございますが、詳しくは分からない、ちょっと

そのお客さんから聞いたことです。 

 弁当を提供していただいたと。その金額が２，０００円に消費税で２，２００円

だったのかと思いますが、内容に対しては高いなというものがございました。それ

に対して、何か言おうとは思いません。 

 しかし、非常時にホテルに泊まっていて、そのときにそのホテルがどう対応した

かというものは、そのお客様に対してすごく印象に残るものですよね。沖永良部に

行ったけれども、あのとき台風に遭って停電になった。でも、あのホテルの職員は

親身になって動いてくれて、弁当もただで提供してくれたんだと。そういうものが

あれば、いつまでたってもそれは忘れないと思います。周りの人間に対して、沖永

良部に行くんだったら、おきのえらぶフローラルホテルを使いなさいよ。向こうの

スタッフは最高の人間たちだよ。そういうものを売り込める最高のチャンスなんで
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すよね。そこの弁当で多少もうけるとか、そういうものではないように、私は商売

的にも思っている。そのときに、その宿泊客の気持ちをどうつかむかというものも

大事だと思っております。 

 今後、そういうときに、調理場と対応して、期限のもたないどうしても早く処理

しないといけない食材等があったら、そういうときは無償提供という考えもあると

思います。またプラス、町がストックしている非常食というものがありますよね。

なかなかそれを体験できるチャンスもないので、そういうときに宿泊客にもこうい

うものがありますけれども、経験したことがありますか。どうですか。一遍試して、

無料です、期限は迫っているけれども。そういうものもありだと思います。あのホ

テルに行ったら、台風時にそういうものを試してくれたと。なかなかああいうこと

はない。そういうものも踏まえて、何かあったときに逆転の発想で、だけれどもた

だで起きない。そういうものをやっぱりホテルもしっかりと考えて、管理している

のはどうしても役場ですから、柔らかい考えを持って、そういう非常事態の対応を

していただくよう要請して、大きい１番は終わりたいですけれども。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 先ほどお弁当の件が出ましたので、お答えしたいと思います。 

 通常２，２００円、夕食としていますが、台風時にはお弁当１，６５０円で販売

して、お茶のサービスをつけております。８月２日につきましては、通常のサービ

スが提供できなかったということで、町長の答弁もありましたとおり、宿泊費は頂

いていないということでご理解ください。 

○３番（城村 誠君） 

 分かりました。 

 大きな２番にいきます。 

 硬度低減化後の水道水ですけれども、刻一刻といろんな物資高騰等がありまして、

家庭に置いている軟水器も使用の代金が高騰していて、多分１．５倍ぐらいまで上

がっているような状態になっています。私の家で２，０００円だったものは

３，０００円まで軟水器を動かすために上がっております。 

 そういう機器を入れている事業所にも行って話を聞いたんですけれども、やはり

元の硬度が高いもので故障がかなり発生しているということです。今、小さい部品

でも、なぜこれが２万円、３万円するのかというような、そういう修理においても

かなり高騰していてお客さんに対応しづらいということがあるようでございます。 

 今、お聞きしたいんですけれども、公共住宅は軟水化されていませんので、湯沸

器等が石灰で詰まって、常時業者が入って塩酸で溶かして洗浄する。どれだけの頻
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度で、１回当たりどれだけの費用がかかっているのか、示してください。 

○建設課長（英 敬一君） 

 頻度でありますけれども、地域によって全然違ってくるかなと思っております。

一番石灰除去の依頼が多いのは、この知名近辺となっております。上城等につきま

しては、ほぼ石灰除去の依頼等聞いたことがございません。ですので、上城等はほ

ぼその給湯器等については、石灰がつかないのかなと思っております。 

 知名近辺になりますと、やはりそこも場所によって違うみたいですけれども、多

いところでは、そうですね、年に２回程度あるのかなという感じです。 

 料金につきましては、今、お願いしているところが２か所ありますけれども、そ

の２か所で、１か所が、すみません、またこれは後ほど。間違えてはいけませんの

で、後ほど正式な値段をお答えさせていただきます。 

○３番（城村 誠君） 

 事業所に確認したところ、２万円から３万円頂いているという、そこはない。頂

いていると言っている。かなり固着していてかなりの薬代が要るらしくて、それを

６０度じゃなくもっと低い温度にしたら、固着が少なくて修理の頻度も減ったとい

うこともあります。ですから、今、トータルで考えて、知名町のその水という状態

を軟水化に元でするものが町民にとっていい状態に持っていけられるのか、何年か

前とはかなり違ってきておりますから。ずっと私もまた、反対反対というそういう

物を言っているわけで、状況を見つつ柔らかい頭で判断をしていくそういう議員で

すので。 

 やはり今、町民が気にしているのは、水道料金なんですよね。水道料金は、この

前上げた基本料金とその使用量によって変わる料金、使用料金がありますよね。今

回、高いお金を投入して施設再編から始まるわけですよね。そこに水道原価も上が

ってくる。どういう配分で水道料金を確定しようとしているんでしょうか。 

○上下水道課長（久永裕一君） 

 水道料金については、基本料金と従量料金が存在しております。基本的な考えと

しましては、基本料金については固定費用という認識で私はいます。起債償還とか

償還費とか。従量については、変動です。動力費とか、そういう費用を充てていく

と。ただ、それが全てでありませんので、今後、事業費、また使用料を策定した後

に振り分けというものが何通りかパターンをつくった上で示していきたいと考えて

おります。 

○３番（城村 誠君） 

 分かりました。 
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 今、５水源地ある４水源を集約して、上城第３、第４水源に持ってくるというこ

とです。それによるコストカット、どの試算も上がっているんでしょうか。 

○上下水道課長（久永裕一君） 

 計画の段階でありますけれども、動力費等々の削減というのは見込んでおります。

今現在、動力費が、電気料が３，７００万円程度かかっております。それが集約さ

れると２，０００万円弱という形で抑えられるという試算はしております。 

○３番（城村 誠君） 

 人口減少に伴い、水道の使用量も減ってきている。それが水道事業を圧迫してい

るようにも思われますけれども、料金高騰することによって、より一層町民の節水

意識が高まり、そういうことも想定しているんでしょうか、課長。 

○上下水道課長（久永裕一君） 

 当然、料金を試算するときには人口減少等々も加味しながら検討する必要があり

ますので、今後、そのような形で検討はしていきたいと考えております。 

○３番（城村 誠君） 

 電気等は、節電してあまり使わないように、二酸化炭素を出さないと言われる。

水道事業的においてはどうなのか。じゃんじゃん使ってほしいのか。事業的にはで

すよ。ある程度使ってもらわないと苦しいわけですから。それは、町として町長は

どうお考えですか。 

○町長（今井力夫君） 

 今回、先ほど回答がありましたけれども、大山からの配水をしますので、これま

で電気の力でもってポンプアップしたので各家庭に送っていたのを、２００メート

ルの高度の高いところから自然流下によりますので、一切エネルギーを使いません。

むしろ、圧がかかり過ぎてどこかでか１回圧を抜かなきゃいけない、そういうよう

な状況がありますので、かなり電気代は抑えることが可能です。 

 これまでは、使えば使うほどいいかもしれませんけれども、逆にそれだけ配水す

るための電気代も必要になってきますので、町民の皆様が節水をしたからといって、

私はトータルの水道料金に大きな動きは出てこないのではないかなと見ております。 

 料金も何トンまでは幾ら、何トンまでは幾らと幅がありますので、多分ご家庭が

節水したからといって、今まで使っていたエリアの中からさらに次のエリアまで落

とすということはさほどないのではないかなと思っておりますので、ある一定のト

ン数の皆さんは、使用料に対してこれだけですよというふうになってきますので、

そんなにご家庭の皆さんが節水したからといって、町が配水する量が減少していく

というようなことはないのではないかなと思っております。 
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○３番（城村 誠君） 

 私がちょっと調べたところによると、施設再編の事業費として総事業費で２３億

円ほどを見込んでいるというものを聞いておりますけれども、それはどういう、硬

度低減化装置を入れるか、そういうものによって大きく変わってくるものでしょう

か、お聞きします。 

○上下水道課長（久永裕一君） 

 処理方法によっては大きく変わってくると思っております。よろしいですか。 

○３番（城村 誠君） 

 どこまで硬度を落とすかですよね。どう安いのか、２０ぐらいまで落として、そ

こに原水を入れて１００ぐらいまで戻すのか、それは和泊町が今やっているやり方

なんですよね。元で１００程度までの硬度低減ができればそのまま流せる。一番安

い方法を出して、まだ業者も決まってないという状態ですよね。それにおいて、や

はり町民からの意見を酌み上げるというものは非常に大事だと思います。ずっと私

言っているアンケートということであろうと思います。 

 事業説明をして、その代わりにするという話も聞くんですけれども、それでは町

民の意見を酌み上げたことには全くならないと思っております。あの会場で意見で

きる人間はしれております。少数でございます。言えないのでありますよ、この知

名町の人間は。しかし、細かく取れば、町に対する言い分は幾らでもあると思いま

すよ。そこを細かく聞いて、やはり実際アンケートを行って、ある程度の金額が決

まってからということですけれども。ちょっと聞きそびれて、今年中なのか今年度

中にアンケート等も実施するのか、お聞きします。 

○上下水道課長（久永裕一君） 

 料金を示せる時期というのは、今年度中になります。ただ、アンケートについて

は、当然料金がしっかり定まってからのことになりますので、令和６年度という形

になるかとは思います。 

○３番（城村 誠君） 

 アンケートは来年度という、今、お答え。 

 非常に町民が興味を示しておる。町長、今年度という答弁をしましたよね。 

○町長（今井力夫君） 

 行政がいろいろな施策を打っていくときに、まず、１つ申し上げたいのは、町民

の意見というのは千差万別です。でも、方向性をその中から我々は決めなきゃいけ

ません。知名町が今まで硬度低減化に手をつけてなかったために、たくさんのいろ

いろなところで無駄な出費というのを町民にさせてきております。そういうのを受
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けてきた人で、あるお年寄りから、町長、私が生きているうちにとにかく柔らかい

水、軟水というのを飲ませてくれということを何人かに言われました。残念ながら、

その中のお一人は亡くなってしまいました。 

 そういう意味で、私、ある程度、本当に町民の皆さんに今までかなりご負担をか

けてきたことに対しましては、私は、町としては、必ずこの硬度低減化に向けては

取り組んでいかなきゃいけないものだと思っております。私の立候補に向けての私

の誓いの項目の一つでもございます。皆さんからご支援をいただいて、国から予算

を取ってこい取ってこいと多くの議員の皆さんから私、言われました。やっとかっ

と今、２分の１国から予算も下りる体制が今年度から取れておりますので、なるべ

く町民の皆さんに負担をかけないようにはしていきたいと思います。 

 アンケートというのは、やるやらないのアンケートではないと思っております。

私は、あなたたちはどれぐらいの値上げに対してまでは許容範囲を持っております

かというのをしっかり取って、その中で料金というのを私たちは設定していかなき

ゃいけないのかなと。当然、我々が試算して、おおよそこれぐらいになるであろう

と。でも町民の皆様はここまでしか許容量がないとなると、そこを両方の試算した

ものを合算して、じゃ、この辺で水道料金を抑えた方向で持っていきたいと。 

 先ほどおっしゃったように、私は硬度、最低でも１００以下に落とすつもりでお

ります。できれば本当は５０まで落とすつもりでおります。そうすると、それにか

かってどれだけの電気代がかかるかというのがまだ試算できておりませんので、最

低でもおいしい水と言われる硬度１００以下の状況まではつくるつもりでおります。

そうすると、皆さんの家庭で使っている様々な器具に関しては、それこそ長寿命化

を図っていくことが可能になってまいりますし、いろいろなところで無駄な出費を

しなくて済むようになっていくと思います。そういう意味では、私は今年中には各

校区で町政の説明会をしていくつもりでございますので、その中では私のほうから

きちんと硬度低減化に向けては、今、こういう段階まで来ておりますというのをし

っかりと伝えていきたいなと思っております。 

 昨日のお話にも私の中に出しましたけれども、西部接合槽はほぼ完成の域に入り

ます。令和６年度ぐらいには、田皆とか住吉方面を先に、上城の硬度の低い水を、

硬度低減化装置は通しておりませんけれども、硬度の低い水を配水するつもりです。

ただこの東部につきましては、なかなか配管工事がまだ完了しないために少し遅れ

ますけれども、この知名方面、芦清良、それから下平川方面に対しては、少し遅れ

るので申し訳ございませんけれども、なるべく早いうちにこれまで知名町が非常に

大きな課題の一つとして持っていた硬度低減化に向けては、町民の皆さんが納得い
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けるような水道水を提供していけるように頑張っていきたいと思っております。 

○３番（城村 誠君） 

 今、いろんなものが値上がりして、生活が苦しいという町民の方々もおられます。

そこに水道料金がまた倍ぐらいに上がってしまうんであれば困ったものだというこ

ともあります。しかし、今、その料金をそこまで上げられないとか、水道の原価に

対して料金を設定できない。でも、それは違うと思います。しっかりと今生活して

いる人間と、今、ウロウロブはしっかりとみんなで支払って、子や孫に余計な負担

を絶対に先送りしない、そこが一番大事なところであります。町民がするんであれ

ば、その分の負担は仕方ない。そこをしっかりと、そのアンケートなりを聞きつつ、

事業説明等でもしっかりとしていただきたい。方向的には、やはり軟水化するほう

が町民のためになるのではないかなという私もそういう方向に考えが変わっており

ますので、早急に。 

 最後に、いつ頃、しっかりとしたおいしい水が水道から出てくるんでしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 早急に我々も、今、工事を進めさせていただいております。議員も知っていると

おりに、工事を依頼しても請け負っていただける業者というのもなかなか見つから

ないのが今の状況、それと物が入りにくいという状況ですので、少しずつ計画はず

れたりはしております。ただ、昨日もお話ししましたけれども、財政面で子や孫に

大きな負担を与えないようにという視点で昨日も数字を示しました。これからの

３年間で、ほぼこれまでの公共事業に打ち込んできた借金の返済が終わります。

３年後以降は、令和十七、八年の頃には、我々の実質の借金というのが２．何％と

いうことになります。これは硬度低減化事業を入れてもそういうふうに試算をして

ありますので、それ以外に、また幾つかの公共事業を打たなきゃいけなくなります

けれども、そのときには、また数％上がったとしても、今みたいな実質負担という

ような数値には決してなりませんので、町民に大きな負担をかけずに、いろいろな

起債を使いながら、我々としては３年間据え置いてから十何年間支払いをするとい

うやり方を庁舎においても導入しておりますので、この３年間は、町の借金が終わ

るぎりぎりのこのときまでは、役場の借金に関しては支払い猶予３年間があります

ので、その後、我々は仕掛けていくつもりです。 

 議員ご心配のところの子や孫に大きな負担をかけないように、公共事業を打って

いきたいと思っております。 

○３番（城村 誠君） 

 強く要請して、次にまいります。 
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 知名町消防団についてですけれども、車両購入等の財源としては地方債が充てら

れるようですけれども、それは交付税措置等がつく町債なのでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 消防車両につきましては、過疎債を主に利用しております。 

○３番（城村 誠君） 

 過疎債ですね。 

 じゃ、車両を買う、そういう基金を積み上げているというわけではない。過疎債

をそれに、これまでもずっと過疎債を利用してきたということですか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 過疎債のみではなく、緊急防災関係のその時期時期で一番使いやすいというか使

えるものを、消防車を買うためだけに基金等を持っているわけではございません。 

○３番（城村 誠君） 

 分かりました。 

 町長の答弁で、近いこの４年間で水槽付ポンプ車１台、それから動力ポンプ積載

車を４台、更新時期を迎えるということですけれども。 

今、消防署ができて、もう４０年になります。それまでは、知名町消防団として消

火活動等に当たってきたわけであります。だから、消防署ができた後にその消防団

の定数を改定したとか、そういうことはこれまでありますでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 現在の知名町消防団の定員は、団長以下１４５人となっておりますが、フローラ

ル隊というものがありまして、そこの定員が１０名となっております。そのときに

定員を１４５人とはしております。 

○３番（城村 誠君） 

 多くの市町村が、団員の定数はその消防団が昔の消火の主要な担い手であったと

きに決めてある定数であるんです。今、この消防団に求められているものが、消防

署ができて職員が常駐している中で、今でも消防団に一番期待しているものが消火

なのか災害に対するそういうときの活動なのか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 消防の活動につきましては、先ほど町長の回答からもありましたが、災害時にお

ける初期消火、救助活動など、町民の生活や財産を守るというのが大きな目的とな

っておりますが、やはり時代は変わってきております。消火設備につきましても、

当然人口も減っております。インフラ整備も進んでおります。そのとき等考えます

と、やはり少しは考えていく時期ではないかなと思います。 
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 議員がおっしゃられている編成につきましても、例えば今、屋子母分団が消防車

庫につきまして、いろいろ問題があり進んでいない状況ですが、団員につきまして

は詰所もないと。ほかの団とは違う環境でやっていただいております。団員も少な

くなってきて、今、団員は本当に少ない状況で、役場職員からも数名、１２名です

けれども、団員として動いてもらっている状況ですが、その辺も含めまして、これ

から検討課題になっていくとは思っております。 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

○３番（城村 誠君） 

 今、役場職員が１２名ほど団員に所属しております。昔は、自営業者と、農業を

行っている皆様でありました。非雇用者と言われる、今、サラリーマン、仕事をさ

れている方等も少なく、しかし、今、職業構成別に見ると、多分自営業者というの

はかなり少ない状況になってきていると思います。どうしても雇用主に対して、出

動におけるときの許可を受けて出動しないといけないというものも多々あると思い

ます。 

 特に、今、役場職員が消防団に入っているということで、１２名と確認していま

すけれども、それでいいですよね。 

 いざ、大規模災害が起きたときです。災害対策本部を知名町が持つと。そういう

ときに、その役場職員というものは、その対策本部の各課に振られているその組織

の中で動くのか、その分団長の指揮の下に動くものなのか、そこまではっきりと分

けているんでしょうか、総務課長。 

○総務課長（成美保昭君） 

 現在、先ほども申しましたが、役場職員として１２名の者が消防団としても活躍

しております。消防団の条例の中にもそのような取決めを、役場の公務員としては

入れない、またはそこを優先すべき、そういったものは何一つ書いてありませんが、

大規模災害となったときには、そこは臨機応変にやはり判断をして、活躍の場を求

めていくしかないと思います。 

 現在、総務課においても、４名の者が消防団員としてやっております。実際、災

害時の本部、最初の一番近い本部を結成しているわけですが、やはり災害時、火災

時、前回の行方不明の捜索時、こういったものにも消防団、あるどこどこ消防団が

招集をかけられたときには、当然行かなくてはいけません。それが消防団員でござ

いますので、そういう面からも考えましても、これからの役場職員として消防団を

やって続けていくのか、ほかの役場だけではなく農協とかいろいろありますが、そ
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のあたりも含めて、やはり人がいない、定員というものがありますが、そこまで含

めて検討する時期に来ているんではないかと思っております。 

○３番（城村 誠君） 

 一昔前までは、役場職員は消防団に入っていなかったという時期が長らくあった

と思われます。定員を満たすためにどうしても役場職員も入らないといけないとい

うものがあります。役場職員が入ることによって、啓発活動において優位に動く面

もありつつ、そういう災害時、対策本部を立ち上げたときにダブってしまうという

その危険性もあると思います。 

 今の若い団員たちが、今どういう気持ちでいるのかというものも酌み上げる時期

にあると思います。いろんなものを協議していく時期にあると思います。消防車両

の負債、配備のものを近々考えると、本当に消防車としてのものが必要なのか。 

 今、専門的に災害時だけに動ける消防団というのも全国的に多いらしいですね。

若い子たちが、今一番嫌がっているのは、全国的な話ですよ。昔からの上下関係、

厳しい閉鎖的な体質、それと競技化された操法大会の大変さ、これは全国的にも

８割ぐらいの団員がそれを上げて、多分本町の団員たちも恐らく感じていることだ

と思います。仕方なくいてる方も幾らかはいると思いますよ、その団員の中には。 

 でも、それであれば、特別に非常時のときに、災害時のときにだけ活動を願う消

防団としても、今、全国的に広がっているようであります。そういう団をつくって、

今１３分団ありますけれども、再編してそういう分団にするとか、今、町長はまだ

考えられないと言うけれども、今ちょうど考えていくべきだと思います。 

 人口推計で、２０４０年までに４，０００人を切るという試算が出ております、

知名町は。そこをかけて、このまま消防団が残るか、これは２０年来、先の話です

ので、今、我々が協議できるときにしっかりと協議して、次の団員に継ぐというの

はすごく大事なことだと思われます。しっかりと団員の気持ちも、校区の方のＯＢ

等の気持ちも聞きつつ、再度、これから知名町消防団がどうあるべきかというもの

を協議していかなければいけないと思います。副町長、どう思われますか。 

○副町長（赤地邦男君） 

 城村議員がおっしゃったとおり、全国的にはマスコミ等々で報道されているとお

りでございます。 

 私どもも人口減少へ向かっている最中でございますが、その中での消防団員をい

かにして存続させるかというのが大きな課題で、おっしゃるとおりでございます。 

 １つは、地域のコミュニティーをつくるというのが、消防団員こそが地域のコミ

ュニティーを構成しているのかなというふうにして私は考えております。いつも消
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防団、若い消防団員、そしてまた、年配の消防団員も構成しております。その中に

おいて、消防団員の構成を削るというのは、地域コミュニティーを消滅させるのか

なというふうにして地域力を落とすのかなと思ったりして、２つの、私、考えを持

っております。変えるべきか、それとも地域コミュニティーを大事にするかという

ことです。その２つの提案がありますので、今、迷っているところでございますの

で、もうしばらく検討させていただきたいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 城村君、まとめて。 

○３番（城村 誠君） 

 減らせと言っているわけではないんでありまして、しっかりと士気の高い団員を

集めて、危険を伴う活動ですので、その団員の命も守らないといけないというのも

あります。専門的知識も高めて、団員の命も守りつつ、コミュニティーも守りつつ、

そういうものに向かって協議する時期に来ているんではないかということでありま

す。しっかりと協議の場を設けていただくよう要請して、私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、城村 誠君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

 午後１時１０分から再開します。 

休 憩 午後 ０時０９分 

─────────────── 

再 開 午後 １時０９分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 城村議員の修理費用について、建設課長から答弁があります。 

○建設課長（英 敬一君） 

 先ほど城村議員からありました給湯器の石灰除去費用についてでございますが、

１件当たり３，０００円から１万円というふうになっております。 

○議長（福井源乃介君） 

 それから、外山議員のインボイスについて、税務課長から答弁があります。 

○税務課長（藤田孝一君） 

 午前中の外山議員のインボイス制度の開始の時期ですが、令和５年１０月１日で

す。訂正しておわびいたします。 
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○議長（福井源乃介君） 

 一般質問を続けます。 

 奥山雅貴君の発言を許可します。 

○２番（奥山雅貴君） 

 議場におられる皆さん、そしてネットで中継を見ている皆さん、こんにちは。議

席２番、奥山雅貴が壇上から一般質問を行いたいと思います。 

 １、移住、定住について。 

 本町への移住希望者、Ｉターン希望者への誘致や町の魅力の発信、相談などどの

ような対応を行っているのか伺います。 

 ２、フローラルホテルについて。 

 近年において職員の退職が目立っているが、原因を把握しているのか。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、奥山議員のご質問に順を追って回答させていただきます。 

 移住、定住につきまして。 

 本町では、これまで島外で開催される移住相談会や移住体験ツアー、オンライン

による移住相談会、フリー滞在プログラム、和泊町や奄美群島全体での合同オンラ

イン相談会などに参加しております。 

 また、移住スカウトサービスＳＭＯＵＴなどのウェブ等の活用も行いながら、移

住定住に向けた情報発信も併せて行ってきました。 

 移住定住につながるためには、まずは島外の方に本町のことを知っていただくこ

とが大切であり、沖永良部アイランド８Ｋ動画、ふるさと納税におけるＰＲ活動や

ちなボーを活用したＰＲ動画、ぬでぃあしばＰＲ動画とか遠藤 航サッカー選手の

動画などを通して、本町の魅力発信を行っているところでございます。 

 移住定住に関する相談につきましては、今年度から一般社団法人ツギノバに業務

を委託しております。住まいの確保や仕事の情報、知名町で生活する上で必要な子

育て環境などの生活制度など複数の相談があるため、一元的にツギノバで相談を受

けて、必要に応じて企画振興課へ情報をつないでいただいております。 

 フローラルホテルの件につきまして。 

 退職について職員から申出があった際は、ホテルにおける部門のまとめ役である

２人の副支配人が最初にその内容を伺います。次に、支配人が話を聞いて、その際

に理由を確認しております。また、おきえらぶフローラル株式会社の代表取締役で

あります私にも協議の場を設定して、本人から理由を確認しております。その他、
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退職などに関連しない場合でも、職員と話合いが必要と判断した場合には、関係す

る職員を集めて、その都度協議を行っております。 

 また、ホテルでは、課題を発見し早期に対応するため、支配人、副支配人、調理

長が適時集まり、その中で話合いを実施し、業務負担が一定の職員に偏らないよう

業務内容の見直しなどを実施しております。 

 さらに、８月から、事務能力向上を図るため、両支配人においてはオンライン学

習による研修を始めたほか、職員同士のコミュニケーションの円滑化をするために

は、職員を対象とした研修会の開催を今年度は計画もしております。 

 以上でございます。 

○２番（奥山雅貴君） 

 それでは、順を追って再質問していきます。 

 移住者、これはツギノバに委託して、それから企画振興課という流れと聞きまし

たが、８月３日、知人が移住に関して相談窓口があるということで電話をしました。

定住用住宅は空いてないですかと。そしたら、２年先まで空きがないということで

したが、徳時の若者定住は空いてないですか、１戸。本当にゼロだったのか、それ

の確認をお願いします。 

○建設課長（英 敬一君） 

 すみません、今、徳時の若者定住住宅が空いている状態かちょっと確認は取れて

おりません。また後ほど。 

○２番（奥山雅貴君） 

 定住用のリフォーム、これは以前よりも多く予算を組んでいますが、そのリフォ

ーム状況の現在の状況をお聞きします。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 空き家利活用事業の件だと思います。 

 今年度、予算的には５件分を組んでおりましたが、実際の申込みは３件というこ

とで申込みを受けております。改修については、その申し込んだ方が随時するとい

うことになっていますので、今、どこまで改修が済んでいるかというのはまたちょ

っと確認が取れていませんけれども、現在、３件ということで報告を受けておりま

す。 

○２番（奥山雅貴君） 

 そうですね。それを早く確認してから把握されたほうが。 

 この件に関しては、空き家バンクに載っているところに連絡して、１０月７、８、

９で沖永良部、本町に来たいと。そこに載っている所有者の住所とか電話番号を教
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えてほしいと、私、自分でやるからと。すると、空き家所有者の住所、電話番号は、

個人情報で言えないと言われたそうです。ということは、持家のオーナーさんと役

場、どっちかの担当課が間に入って、その職員が全部対応するということなんです

か。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 空き家バンクについては、最初の借りたい人、貸したい人のつなぎでやります。

マッチングした後に、大家さんにそういう借りたい人がいますのでということでつ

なげますので、いきなり直接の対応はしてないと思っております。 

 ただ、今、空き家バンクの状況を確認すると、貸し物件が土地の売買のみになっ

ているかと思いますので、今、実際、空き家物件が空いているかどうかという確認

はしたいと思います。 

○２番（奥山雅貴君） 

 じゃ、移住定住について、これは町の持ち物だけでやろうということで、今、動

いているんですか。それとも、近年、近々アパートとか貸家とか多いんですが、そ

ういったものの利用をしようとは思っていますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 まず、町で行っているのは、定住促進住宅と空き家バンクでございます。空き家

バンクについては、自分の物件を貸したいということで、空き家バンクに登録した

場合、それを見た借りたい方が町に連絡をしてきて、貸主と借主をつなぐという役

目になります。なので、町内でそういう物件を持っている方が空き家バンクに登録

したいということであれば、今言ったようなことが可能でございます。 

 また、先ほどツギノバに委託しているという説明もしましたけれども、定住促進

住宅と空き家バンクにつきましては、定住促進住宅については町が持っている物件

で、空き家バンクにつきましては、町の電算システムを使っている関係上、ツギノ

バにその空き家バンクの情報が提供できない状況でございますので、ツギノバにそ

ういう相談があった場合には、企画振興課のほうにつないでいただくようお願いを

しているところでございます。 

○２番（奥山雅貴君） 

 その空き家バンクの存在というのは聞いたことはあるんですけれども、皆さんが

皆さん、利用している方もおればされてない方もいます。これが、私なんかでも分

かっておけば、登録しておけば、空いた瞬間次の人が入るという、利用するのには

ちょうどいいのかなと思っていますが、まだなかなか持っている方もいないと思い

ますし、やっぱり町の人口を増やす、人を呼ぶためには、いろんな空き家を利用し
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ていかないといけないと思います。 

 そこで、ちょっと税務課長、知名町にある民間の経営アパートとか古い貸家とか、

そういったのは税処理上で誰が幾つ持っているというのは大体お分かりですよね。 

○税務課長（藤田孝一君） 

 税務課として、住宅経営をしている方、アパートを幾つか持っている方の把握に

ついては、まず住民税申告、所得税申告というところで不動産所得がある方、それ

から固定資産税というところで、新築家屋を造った方のところに行って家屋調査を

するということで、個人の台帳上、固定資産課税台帳等にも載っておりますけれど

も、把握ができているかできてないかというところでいうと、把握はできている状

況にあると思います。 

○２番（奥山雅貴君） 

 今のお聞きのとおり、大体担当課はいつも一生懸命やられていると思いますが、

ちょっと本腰を入れたら、移住者のことを考えたら、こういうことが可能だと思い

ます、連携が。アパート経営されている方、貸家を経営されている方もやっぱり常

に埋まってほしいんですよね。だから、お互いいい協力関係になると思うんですよ。

なので、個人情報だからとか、私のところに町職員が、誰から電話番号を聞いたか

分からないけれども、部屋は１つ空いていませんかと。これは私に対しての個人情

報は崩壊していますけれども、これについてどう思いますか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 役場職員からそのような問合せがあったということですが、私としましては、業

務に関係ない情報に関しましては、まさに個人情報のところだと思いますが、そこ

も含めまして、職員の認識不足があったのかなと思っております。また、次の機会

にそのあたりも周知してまいりたいと思っております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 実は、そこまで私は厳しくはないんですけれども、個人情報と言われたらちょっ

とやっぱり突っ込まないといけないかなと思いました。 

 あと、ちょっと話は変わりますけれども、身内が誰も島に帰らずに空き家になっ

ている物件とかがあります。持ち主が、知名町で利用してくださいと、そういう相

談もたまにあると思います。実際、そういう相談をしたという方もいます。こうい

った場合、町としてはどういう対応をしますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 そのような相談があった場合には、実際にその物件を見に行きます。すぐ貸せる

状態であればいいんですけれども、空き家も長らく人が住んでいないと大分手を入
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れないといけないとか、あと手を入れても住める状態じゃないとか、いろいろな状

態がありますので、それを確認した上で、貸してもいいということであれば、相談

に乗っていくという形で対応していると思います。 

○２番（奥山雅貴君） 

 さっきの話ですけれども、これに似た感じで、知名町に売ってもいいよという人

もいるんですよ。そういった場合も見に行かれますか。これは過去に、実際そうい

うふうな相談があって、そうされた方がいます。確認もせずに、ただ要らないと言

われただけです。その家はまだ使えます、十分に。家も広いです。それも同じこう

いうような対応をされるということでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 実際に、そういうお問合せがございます。ただし、必ず財産管理のほうは総務課

のほうで行っておりますので、必ずその土地、建物、そこへ通ずる道路、環境等は

必ず担当は見に行って、そこから判断といいますか、全てを町で受け入れるわけに

は今いきませんので、町も決算書にあるとおり、いっぱい財産を抱えております、

土地、建物。それにつきまして、もう手放していかないといけない、整理しないと

いけないということは前々から言っておりますが、現時点では、町が本当に必要、

町がこれを受け取ってちゃんと運用できるのか、町のためになるのか、それよりは、

区長さんとお話しして、字の活用方法を見いだせないか、そのあたりも含めて、そ

ういう提供者には報告しているところでございます。 

○２番（奥山雅貴君） 

 その方が言われるには、現場も見てないということだったので、そこはちょっと

怠慢だと思いますけれども。処分していかないといけない、切り捨てていかないと

いけないという事情も分かりますが、ちゃんとした対応を取ってくれないと、いろ

いろやっぱり言われます。 

 知名町のホームページを見てから相談の電話をしたという方も、情報量が少な過

ぎると。本当に呼ぼうと思っているのかと。それで、私が文句を言われたんですよ

ね。分かりました、伝えておきますという場でこの場になったんですが、本当、住

むところが足りないと言われていますけれども、探せば結構あるんですよね。それ

に近いのが、最近、よく指摘して、これはどうなるのと言われているのが自衛隊の

官舎、あしびの郷の横ですか、入り口の。あそこは空きが結構あるらしいんですけ

れども、あれは国と相談して使用できるようにすれば、国も家賃が入るし、ほかの

方も一緒に住めると思います。これは企業や国民の血税ですから可能にすればいい

と思うんですが、町長はどう思いますか。 
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○町長（今井力夫君） 

 国の持ち物でございますので、国がどういう借用判断基準を持っているかという

のを私どもは知り得ませんけれども、ただ、例えば教員住宅を例に取った場合に、

今は空いているんだけれども、人事異動が始まる３月の頃に、この学校が定員増に

なった場合には、教員住宅、どこどこが空いているというので活用しなければいけ

ませんので、そういう年度の途中など官公庁が持っている持ち物に関しては、次年

度の人事異動でどこどこが増員になったり、例えば自衛隊に関しても、家族持ちが

来る場合と単身が来る場合とではその部屋がそれぞれ違っておりますので、今は空

いているけれども、なぜ空いていたかというと、家族持ち用のために広く作った部

屋があった場合には、今現在は単身者しか来ていない。でも、ひょっとして次の人

事異動で家族持ちが来た場合にはそこを対応しなきゃいけませんので、すぐに全部

埋めていくことは難しいのかなと。これは教員住宅を例に取った場合にはそういう

判断を我々はします。 

○２番（奥山雅貴君） 

 そうですね。これもずっと謎だったんですけれども、まさに町長が言われたとお

りかもしれないです。ただ空いているんで、ありがたいことに、単身の方はうちを

利用している方もいますので、何とも言えないですけれども、うまく回せたらいい

のかなと思います。 

 それと、今回のこの相談者は、１度しかこの島に来ていませんが、島のよさと人

のよさに引かれて移住を決めています、来年から。そして、この島で、知名町でや

りたい仕事ももう持っています。ですが、情報量が、先ほど言ったとおり少ないと

いうことの相談を受けたので、情報量を増やして、また魅力のある知名町にしてい

ってもらいたいと思います。 

 また、新聞で見ましたが、奄美群島への移住者は結構増えているそうです。知名

町もそれに取り残されないように、ぜひいろんな情報を提供していただきたいと思

います。 

 この問題の最後の質問ですが、移住者の誘致はこの島に入ればいいのか、それと

も知名町に住んでほしいのか、どちらを優先していますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 知名町としては、もちろん知名町に住んでほしいというのが第一前提でございま

す。ただ、所々条件等が合わないということもあったりするかと思いますので、隣

の町も含めて沖永良部島に入っていただいて、島の魅力をまた発信していただくこ

とによって、新たな移住者を呼び込むという形であれば、また知名町の人口も増え
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るんではないかと思っております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 ぜひとも知名町を優先してどんどん誘致してほしいと思います。もう隣町に住ん

でもいいと言われたけれども、ちょっと待てと言ったので、頑張ってください。 

 それでは、大きな２番のフローラルホテルの件についてですが、私は原因を聞い

ています。原因をお答えください。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 ホテルの従業員が退職する際に、個人それぞれいろいろな原因があると思ってお

ります。一番の原因は、やはり職員間のコミュニケーション不足であったりとか、

あと従業員が足りないために仕事量の増加であったりとかいろいろあるとは思いま

すけれども、退職届に出てくる文言としては、一身上の都合というふうにしか出て

きませんが、退職に当たっては、町長を含め、担当課を含め、なかなか掘り下げて

聞くのが難しい状況でございますけれども、推測するには、今言ったようなことで

はないかと思っております。 

休 憩 午後 １時３３分 

─────────────── 

再 開 午後 １時３４分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○２番（奥山雅貴君） 

 それでは、職員が減ると、ほかの職員がやっぱり、先ほど言われたとおり、足り

ない業務を負担することになりますよね。満足なサービスの提供が難しいと思いま

すが、職員からの意見要望、こうしてほしい、ああしてほしいはちゃんと聞いてい

ますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今までも職員アンケートを通じて要望、それから改善したいところ等を承ってお

ります。今回も１か月前か２か月ぐらい前にアンケートを取っていますので、中身

は読みましたけれども、まだまとめていませんので、まとめた際には、また原因等、

いろんな問題等を把握したいと思っております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 今回、いろいろ退職された方の中には、フローラル開業当初からの方や、２０年

選手、１０年選手というホテルに尽くしてくれたベテランの人たちが退職している

んですよね。そういうベテランたちがいなくなった分、ホテル側はどう補充してい



― 128 ― 

ますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 その何十年も勤めてきた方の同等程度の技量を持った方を補充というのは、なか

なか難しい状況でございます。今現在は、パートと、それからホテルの中の配置替

え等で対応している状況でございます。 

○２番（奥山雅貴君） 

 先ほど休憩中のときに言った方が厨房に入ればいいんですよ。そう思いませんか。

ちょっとあれやったら、可能であれば呼んで説明させたいですけれども。はっきり

言ったらがんですよ、あれは。ホテルの飲食についてでも、おいしいとの声もあり

ますが、味が薄くまずくなったなどの不満の声も聞いております。それもやっぱり

ベテラン選手がいなくなった影響だとは思います。それか、まさかとは思いますけ

れども、町や担当課からはこういう飯にしてくれと要望しているんですか。ないで

すよね。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 町のほうでこのような物を、メニューを出してくれという要望はしておりません

が、試食会を通じて、今言ったような改善点は提案するような場を月例の委員の皆

さんと集まってやるようなことはしております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 分かりました。 

 そうですね。５月に奄美群議員大会があしびの郷であり、懇親会はフローラル館

を使わせていただきました。その節はお世話になりました。 

 そこで気づいたことがまずあって、まず１つ、お刺身がなかったと。沖永良部は

お刺身が出ないのかと言ってくるほかの議員さんたちも見ました。あと、２つ目な

んですけれども、職員不足なので、テーブルの上の片づけの手伝いを数名の議員で

手伝いました。指定のごみ袋を持たされて、燃えるものは折りごとそれに入れてい

たんですよね。私、こういうのを初めてやるんで初めて気づいたんですけれども、

中身を確認してないんですよね。ぼんぼん入れて、軽いのもあれば重いのもある。

軽く食べて飲まれる方もいますし、口に合わず残す方もいらっしゃるとは思います。

ここで周りを見渡すと、片づけているスタッフの中に厨房関係者の方が一人もいな

かった。何が完食で何が不人気だったのか気にならないんでしょうかね。そういう

ことでは集客率が上がるはずはありませんし、この場合、誰が監督者として指導さ

れているんですかね。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 
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 ホテルの全体的な総務に関することについては支配人だと思っていますが、料理

に関することは料理長が全て責任を持っていると思っております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 ですよね。料理長がやっぱり最後の確認をして、なるべく残さないようにおいし

いものを提供してくれるということならば、知名町の料理も有名になっていくとは

思いますし、最高のおもてなしになると思います。まず、姿勢がなってないですね。

そんなんで、本当に集客を考えているんですかね。自分らのことしか考えてないよ

うなことをして、島民をいじめているような感じでした。 

 それで、ちょっと話をまた戻しますけれども、厨房スタッフの減少の結果から、

朝食も品数が減っていますね。利用者からは、これでこの値段と、高いという声を

聞きました。また、これは私のことなんですけれども、私も島外からのお客さんが

ちょこちょこ沖永良部に見えられて、お昼ちょこちょこフローラルホテルの食堂を

利用しております。そこで私が注文したのがエビフライアンドハンバーグ定食。エ

ビフライがなかったんです、こんな小さいジャガイモが２個乗っているだけで。天

候も悪かったですし、仕入れができなかったんだろうなと思って諦めて食べている

ところ、目の前に座っている私の知人が頼んだのは天ざるそばでした。エビの天ぷ

らが２匹入っていました。厨房にはエビがあったんですよね。 

○町長（今井力夫君） 

 大変不快な思いをさせたことに対しましては、おわびを申し上げます。  

朝食メニューにつきましては、私は朝食をあそこで取ったのがもう大分前の時代に

なりますので、ただ朝食、これまでの私の旅行の体験から、朝食はバイキングにし

たほうがお客さんがそれぞれの好みで食べることができるので、数年前から朝食を

バイキング方式に切り替えていただいております。その中で、例えばデジタル田園

都市国家構想で本町と仕事をしていただいている方とか、脱炭素関係で先日も来ら

れた方たちは、非常に鶏飯がおいしいというようなことで、それを楽しみに朝食を

取っているという方もいらっしゃいますので、したがって、物が、食品ロスを少な

くする、または、今ある材料が少ないときには、個別の一膳一膳のやり方にしてい

るというような工夫の仕方は聞いておりますけれども、議員が接触されたお客さん

が、どの朝食でどういうふうなところに不満があったのかというのは、テーブルに

アンケート記入用紙がございますので、そういうものを活用して、今後の改善に役

立てるようにご協力いただくと大変助かるなと思っております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 そうですね。アンケートに書いてくれればいいんですが、本当。取りあえず、品
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数が減っていたと。これでこの値段を出すのは高いということでした。 

 町民の生活を守る、町長はじめ職員の皆様、息のかかっているところで、本町在

住の町民が辞めていく。また、赤字で予算も持っていく。あのホテルは、私思うん

だったら、星野リゾートに売却したらいいのにとまで思っております。ただ売却し

てお金も入ってくるし法人税とかも入ってくるので潤うとは思うんですが、やっぱ

り今働かれている町民の生活も守ることも必要だとは思います。赤字のホテルを守

るのか、赤字だけれども町民の生活を守るためにホテルを生かすのかだとは考えら

れているとは思います。町民は、町長はじめ職員のこれからの行動を見ていますの

で、納得のいく結果を期待しております。 

 早いですが、これで私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、奥山雅貴君の一般質問を終わります。 

 インターネット配信映像保存のため、しばらく休憩します。 

 ５０分から再開します。 

休 憩 午後 １時４３分 

─────────────── 

再 開 午後 １時４９分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。福川勝久君の発言を許可します。 

○１番（福川勝久君） 

 議場におられる皆様、また傍聴席で傍聴されている皆様、そしてインターネット

中継でご覧になられている皆様、改めまして、こんにちは。 

 議席１番、子育て世代代表、福川勝久が一般質問を行います。 

 １、ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業について。 

 ①脱炭素先行地域として、２０３０年に民生部門における電力消費に伴うＣＯ

２排出の実質ゼロに向けて取り組んでいますが、計画変更等により遅れが生じてい

ると思います。最終年度までに達成できるのか、また目標達成のための今後の総合

的な計画は策定されているのか伺います。 

 ②令和５年度地域脱炭素移行再エネ推進交付金が６億３，６８５万４，０００円

内示されていますが、８月末現在の交付金ベースでの予算執行状況をお伺いします。 

 ２、町政報告会、説明会について。 

 ①町民は町長から町の事業報告や課題等の説明、町長との対話を求めているので、
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定期的な開催が必要であると思いますが、開催予定があるのかお伺いします。 

 ３、スポーツ少年団活動について。 

 ①町の人口減少や少子化の影響により、スポーツ少年団の団員が減少しておりま

す。郡内での大会参加時にメンバーが満たない場合、同じ島内である隣町との合同

チームで参加できるように規定を変えてもらえないのか伺います。 

 ②島内での大会には合同チームで参加しているが、島外での大会には合同チーム

での参加が認められないことがあるので、スポーツをしたい子供たちがしっかり取

り組める環境を整備できないか伺います。 

 以上、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、福川議員の質問が３点ございます。大きな質問の３につきましては教

育委員会所管事項でございますので、教育長答弁に代えさせていただきます。 

 それでは、ゼロカーボンアイランド構想における進捗状況等につきましてご説明

を申し上げます。 

 脱炭素先行地域として民生部門、いわゆる家庭や行政施設等における２０３０年

までのＣＯ２排出量の実質ゼロを目指しているゼロカーボンアイランドおきのえら

ぶ推進事業におきましては、議員のご指摘のとおり、当初計画策定後において九州

電力送配電株式会社と協議を進める中で、沖永良部島内では発電所が受け入れるこ

とのできる再エネ量の上限を大きく上回っていることや、地域新電力会社が個人需

要家へ電気を売電できないという課題が判明いたしました。本年７月までに環境省

と計画変更について複数回協議を重ねて行ってきております。確かに計画に遅れが

生じております。 

 その中で、最終年度に目標を達成するために、事業の進捗につきましては再エネ

導入量を施設単位でチェックするなどの計画を策定いたしまして、先月末で環境省

との変更協議を終えております。近いうちに議会特別委員会や住民への周知を図る

ようにしたいと考えております。 

 ②につきまして、令和５年度地域脱炭素移行再エネ推進交付金の内示額は、令和

５年６月７日現在では６億３，６８５万４，０００円であります。これは新庁舎の

ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ化に向けては、１億６，８７７万５，０００円でございます。

これが工事費に含まれます。次に、公共施設のＬＥＤ化につきましては、９月初旬

の発注予定を含めて３，８３７万８，０００円を計画しております。合計で２億

７１５万３，０００円の交付金で、執行率が現在３３％の計画になっております。 

 今後、９月補正の内容を含めまして、公用車のＥＶの購入やＥＶバスをリースす
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るなどの事業、それからＰＰＡ事業者選定など随時行っていく予定でございます。 

 町長と町民の対話の場の設定につきまして、大きな質問２についてお答えします。 

 町民との対話、または町民がふだんどういうことを行政に要求しているのか、希

望しているのかというのを正確に把握するという意味では、町民と語る会というの

は非常に大切なものだと考えております。行政だけでの発案だけではなかなかうま

くいかないところもございますし、我々が見落としているところも多々あるのでは

ないかと思われておりますので、コロナ前におきましては年に１回は各校区で町民

と語る会を実施しております。 

 そこで、昨年度は１月に、子や孫が誇れる持続可能な町づくりと題しまして住民

説明会を開催したところでございます。新型コロナウイルス感染症が５類の感染症

に位置づけられたことから、本年度はまた各小学校区において実施できればよいの

ではないかと、今後実施方向に向けての計画を策定していくつもりでございます。 

 実施時期については、それからまた実施場所につきましては、各字の区長さんと

も調整しながら、定まりましたら全町民に日時等の詳しい日程等を説明できればよ

いのではないかと考えております。 

 ３番につきましては、教育委員会の所管事項ですので、先ほど申し上げたとおり

教育長答弁に代えさせていただきます。 

 以上でございます。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 それでは、福川勝久議員のスポーツ少年団活動に係るご質問についてお答えをい

たします。 

 まず、３の①でございます。 

 鹿児島県スポーツ少年団の競技別交歓大会実施要綱によりますと、参加資格の項

目に、原則として、チームは単位団で編成し、市町村における選抜・補強は認めら

れないと明記されております。 

 本町のスポーツ少年団では、大島地区競技別交歓大会予選として、５月にサッカ

ー大会とバレーボール大会を、６月にミニバスケットボール大会をそれぞれ開催し、

代表チームを決定しております。軟式野球競技、全空連空手道競技、サッカー競技

につきましては単位団で出場し、バレーボール競技、ミニバスケットボール競技に

つきましては単位団での参加が難しい場合に限りフローラル知名クラブとして選抜

で参加しておりますが、こちらはさきの実施要綱の参加資格に抵触しますのでオー

プン参加となります。 

 このように、現在のところ本町のみでの参加が可能なため、隣町との合同チーム
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での参加につきましては検討段階には至っておりません。 

 次に、３の②でございます。 

 島外での大会における合同チームの参加の可否につきましては、各大会の実施要

綱及び監督会承認事項によるものですので、それに従う必要があります。 

 一方、少子化により、今後、スポーツ少年団の団員数の減少や活動の縮小、停滞

が懸念されておりますことから、議員ご指摘のように、スポーツをしたい子供たち

が精いっぱい活動できるような環境を整えることは大切であります。 

 今後、島外での大会の主催者側に対し、合同チームでの参加ができないかなど、

実施要綱改定の検討について申入れをしていきたいと考えているところでございま

す。 

○１番（福川勝久君） 

 それでは、１から順に再質問を行いたいと思います。 

 まず、１番の計画等の変更による遅れの問題なんですが、当初の脱炭素地域とし

ての申請時の直近５年の、多分、主な計画とかそういう事業内容が示されていたと

思いますが、変更後は直近５年の計画、そこも変更されているのかをお伺いします。 

○企画振興課長補佐（永野道也君） 

 今回の計画変更に伴い、年度ごとの導入量も併せて、また導入内容も併せて変更

を行っております。 

○１番（福川勝久君） 

 じゃ、当初予定の直近５年の事業内容というのは変わっていないでよろしいです

か。 

○企画振興課長補佐（永野道也君） 

 導入内容につきましては、当初、私たちのこのゼロカーボンアイランドおきのえ

らぶ推進事業において４本の計画を持っております。マイクログリッドといって、

電気のエリア内について再エネを融通していくものが１つ、２つ目が公共施設分の

太陽光パネル等を設置した自家消費、またＬＥＤ導入による電気料の削減、３つ目

がＥＶの推進ということでＥＶバスだったりＥＶの公用車の導入、４つ目がごみの

資源化という４本柱がありました。 

 これにつきましては、マイクログリッド事業と公共施設の省・創・蓄エネ事業に

ついては当初から内容の変更はないものの、島内の九州電力送配電さんの発電量の

下げ代制約であったり慣性の問題あり、当初、太陽光パネルを９，７７３キロワッ

トというふうにして計画を進めておりましたが、先ほど下げ代の問題だったりがあ

りまして、太陽光パネルの導入を５，２００キロワットに減らすことで見直しを行
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って進めていこうと思っております。 

○１番（福川勝久君） 

 この先行地域としての目標というか目的ですが、２０３０年までに民生部門のＣ

Ｏ２排出量を４６％削減、その民生部門というのが家庭及び行政施設、確認なんで

すけれども。 

○企画振興課長補佐（永野道也君） 

 今、議員の説明されました民生部門というのは、行政関係、民間の事業所及び家

庭部門というふうになります。 

○１番（福川勝久君） 

 ７月の議員と語る会で、結構このゼロカーボンについての質問が多かったと思い

ます、町民からの。 

 その中で、まず、分かりにくい、勘違いされている方もおられると思います。民

生部門、家庭、行政とあるんですけれども、分からない人たちは多分、結局、いろ

んな設備、エコキュートなりパネルの貸出し、そういったものを取り付けてくれて

停電がしなくなるとか、そういった電気が安くなるとか、多々そう思われている方

もいると思います。 

 また、本当、そういった中で、今回の評価委員会の結果等をまた後でお知らせす

るという答弁ありましたが、やっぱり町民にももうちょっと分かりやすい説明をし

てほしいと思うんですけれども、我々議員でもなかなか理解しづらい点もございま

す。だから、町民に分かりやすく説明するというのは本当に難しいことだと思いま

すが、ぜひやっぱり町がこういう事業を将来のために進めていくというのをはっき

りと町民に説明して理解してもらうのが必要だと思いますが、このゼロカーボンに

ついての説明会もするべきだと思いますが、その辺もどうお考えなのかお伺いしま

す。 

○企画振興課長補佐（永野道也君） 

 まず、議員の皆さんと語る会で町民の方から出たご意見、ごもっともだと思って

おります。その理由は、先ほど変更計画を環境省と協議をしたというのがあったん

ですが、その変更内容があまりにも大規模な変更であったために、住民の皆さんに

お知らせをする機会というのがなかなか持てていなかった現状でございます。 

 今回、この変更を受けまして、議員のおっしゃるとおり、町のホームページだっ

たり説明会を実施していこうと思っております。これまでは、本課の地球温暖化専

門職の乾が学校等に行って、児童・生徒、もしくは教員の皆さん、ＰＴＡの方に、

この事業がどういうものであるかというのを説明させていただいております。 
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 以上でございます。 

○１番（福川勝久君） 

 この環境関係についても、昨日も下平川小学校で子供たちに何かそういう授業が

あったと思います。そういった中で子供たちも環境についてもいろいろ意識、認識

がついていっていると思います。 

 ただ、このゼロカーボンアイランド事業についての予算の規模が大きい、そうい

ったもので、町民の方からしたら莫大な予算が使われると思っているんで、本当に

大丈夫なのかなとか、そういった心配の声もあるので、やはりそこをちゃんと説明

して、町民が納得して進めていける事業でないといけないのかなと思います。 

 次、②番の交付金ベースの予算執行状況ですが、３３％。残りの７か月ですか、

そのうち残りの６７％の見込みはあると思うんですけれども、実際その６７％、全

部執行できなかった場合、余った予算は次年度に繰越しされるのかお伺いいたしま

す。 

○企画振興課長補佐（永野道也君） 

 ６７％の交付金を今執行しておりませんが、これが今年度執行できなかった場合

は、環境省からの回答では使ったものとみなすということなので、次年度への繰越

し等は行うことができません。 

○１番（福川勝久君） 

 使ったこととみなされるということで。これ、じゃ使い切らなければ、もうその

ままということですよね。繰越しもされないし、もう使えない。使い切らないとい

けない予算だと思いますが、６７％、約半年ですが、使い切れる自信はおありでし

ょうか。 

○議長（福井源乃介君） 

 詳細に。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 残りの事業につきまして、ＥＶ車両の購入、ＥＶバスにつきましては、車両の生

産状況を加味した場合、年明けの１月には導入できるという計画をしております。 

 また、残りの６７％のほとんどが、ＰＰＡ事業による先ほどの再生可能エネルギ

ー、太陽光パネルの設置、バッテリー関係、そこは民間の事業者、説明では地域新

電力会社と説明させていただいているんですが、そちらにこれからプロポーザルの

募集を今週中に行い、その選定を９月末日までに行って、その後、事業着手という

形になると思っております。 

 なお、民間主導で行うために、その機械の納品時期等々、スピード感も持ちなが
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らできるというふうに期待しておりますので、今年度中には全額執行できるという

ふうに思っております。 

○１番（福川勝久君） 

 ＰＰＡ事業者、しっかりと執行できるように努めてもらいたいと思います。 

 これ５年度で、６年度もまた新しい交付金の申請を行わないといけないと思うん

ですが、その６年度の交付金の分も６年度に使わないといけない、それも繰越しが

できないということでしょうか。 

○企画振興課長補佐（永野道也君） 

 すみません。説明が私が不足していまして、勘違いをさせておりました。 

 令和５年度の交付金につきましては、国の予算が令和４年度からの繰越しとなる

ために、本年度全額執行をしなければ厳しい状況ということになります。 

 なお、令和６年度には新たに国のほうも交付金の予算を確保されますので、令和

６年度事業については、先ほどの説明とは変わり、繰越しが可能という形になって

おります。 

 以上です。 

○１番（福川勝久君） 

 ２年間は猶予期間があるということでよろしいですよね、繰越し期間が。次は、

６年度にもし半分残ったとすれば、次の７年度に合わせて使える。だけれども７年

度にちゃんと使い切らないといけない、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 これがどんどん、多分最終年度が２０３０年だから令和１２年ですか。最終年度

が１２年だと思うんですけれども、最終的に、今の計画の段階でしっかりと予算を

執行できる見込みがあるのかをお伺いします。 

○企画振興課長補佐（永野道也君） 

 まず、本交付金は５か年計画となっておりまして、ゼロカーボンアイランドおき

のえらぶ推進事業における交付金期間は令和９年の２０２７年となっております。 

 ただ、先ほど議員におっしゃっていただいたとおり、２０３０年までにこの５年

間の交付金事業計画で事業を軌道に乗せ、その流れで２０３０年に目標を達成する

ということで、今つくっている計画を着実に進めていきたいと思っているところで

す。 

○１番（福川勝久君） 

 交付金事業が２０２７年までということは、それなりにあと残りの交付金、まだ

十何億円とかあると思うんですが、それをしっかりと執行できるようにしてもらわ

ないといけないと思う。後になって、もうこれだけ余っているから、これしよう、
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あれしよう、補助金出そうとか、そういうのではなくて、しっかりとちゃんと町民

の生活に返ってくるようなしっかりとした事業になるように努めてもらいたいと思

います。 

 次、いきたいと思います。 

 昨日、先行地域の計画変更についての回答、企画振興課が多分もらっているんで

すけれども、その回答の中で一つちょっと気になるところがあったんでお伺いした

いと思います。 

 毎年度のグリッドフォーミングモードでのＤＧＲの導入や九州電力送配電による

評価の結果、グリッドフォーミングによる事業の拡大の見通しが得られない等の根

本的な課題が顕在化した場合には、地域脱炭素移行再エネ推進交付金以外の財源を

活用して事業実施の実現可能性の検証を行うこと。なお、その間、本交付金事業は

一時停止することとし、グリッドフォーミングモードでのＤＧＲが実用できない場

合は、最終的に選定の取消しがなされる可能性があることに十分留意するという文

書がありましたが、その辺についてはどういったお考えなのかをお伺いします。 

○企画振興課長補佐（永野道也君） 

 初めに、グリッドフォーミングという言葉について説明をしてもよろしいでしょ

うか。 

 なかなか専門的な用語なので、すぐにぴんとくる方は少ないと思うんですが、今

の再エネによる電源供給というのが、太陽光を受けて、そのとき受ける間だけ電気

を発電していくと。太陽が隠れてしまった場合は電気の発電ができないと。それは

正直言ってしまうと管理された電気ではないと。つまり、自然の流れによって電気

の発電は変わってくると。それをこのグリッドフォーミングという機能であれば、

発電所の発電等に合わせながら電気を起こしていく、電気を融通していくという流

れになります。これが今日の初めの答弁させていただきました下げ代制約です。 

 沖永良部のほうではもう２，１００キロワットしか再生可能エネルギーを受ける

ことができないと。それを超えて、再エネをここで起こして融通していくための機

能がグリッドフォーミングということになります。これが今のところ導入されてい

るというわけではなく、これぐらいの大規模で導入されるのは今回沖永良部島が初

めてだということなので、このグリッドフォーミングの活用について環境省のほう

からは都度チェックをしていきなさいという回答をいただいております。 

 これにつきましては、事業者と連携を図りながら、この施設単位で着実に発電所

の系統と連携をしながら問題がないようなことを確認して入れていきたいと思って

おりますので、申し訳ございません、このＤＧＲの活用というのがされなかった場
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合は取消しだったりとか中止というふうに言っておりますが、あくまでもそれは最

悪の場合だと考えておりますので、着実に実行できる体制等を計画で進めていきた

いと考えております。 

○１番（福川勝久君） 

 最悪の場合、そうならないとは思うんですけれども、ゼロカーボンについてはま

た特別委員会等もあるので、また特別委員会のほうでいろいろ質問させていただき

たいと思います。 

 次に２番の調整報告会、説明会についてです。 

 先ほどの答弁では本年度中に各小学校区で開催予定、調整中とありました。なぜ

この質問を出したかというと、やっぱり町民の方から町長と語る会というのをして

みたいとか、いろんな会議があって多分町長と語る機会はあると思うんです。各種

団隊長であり、いろいろそうやって町長がいろんなとこに参加されているので、で

きる人は多分しょっちゅう町長とお会いになり話をされているとは思いますが、な

かなかそういった場所にも行きにくかったり行けなかったり、そういうところで声

が出せない方もいらっしゃると思います。そういった方に対してやっぱり町長自ら、

何かそういう人の話を聞いてもらう機会を与えてもらいたいなと思って質問いたし

ました。 

 各小学校区ではなくもうちょっと小さくして、数は増えるんですけれども、

２１字あるんで２１回、年に２１回というのは厳しいかもしれないですけれども、

取りあえず１年に半分、１０か１１、それをぜひやってもらいたいと思うんですが、

町長、いかがでしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 膝を交えていろいろお話をする機会をつくっていく必要があると思っております。

何分、私自身でも、いつ自分にそういう時間がつくれるのか、全く、１週間のうち

に立てたスケジュールがどんどん動いたりしておりまして、特にこの９月から

１２月はほとんど、島外に出る機会が多うございますので、なかなかこの期間に皆

さんと膝を交えて話す機会がつくれるかというとなかなか難しいのがあります。 

 先ほどの城村議員からの硬度低減化については、町民は非常に関心度が高い部分

だと思っておりますので、これとか庁舎の進捗状況、今言った脱炭素に向けての取

組、こういうのは非常に重要課題の一点でもあるし、また、農業が基幹産業の島で

ありますので農業の振興について町はどう考えているのかというようなもの、それ

から子育て支援、それから公教育の在り方とか、こういうものについてもそれぞれ

の方たちがそれぞれの考えを持っていると思いますので、そういうものを本当じっ
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くり拾うことができれば可能ではございますけれども、今議員がおっしゃったよう

に、１年に３分の１とか半分とかというように絞っていければ、そうするとその年

はできない字も生じてはくるかもしれませんけれども、それでもよろしければとい

うことでだったらいけるんですけれども、年に１回はそれぞれ各校区でいいから語

る会が欲しいというのが大半の意見で、こういうふうなやり方に変えさせていただ

いているところですので、また町民の皆さんが、２年、３年に１回でもいいよとい

うのがあればそれでもいいんですけれども、その辺は少し町民の意見を何らかの形

でまた集約できる機会をつくって、どうするかというのを決めればなと思っており

ます。 

○１番（福川勝久君） 

 年に全部回れるように２つの字とか３つの字とか、そういった形でやっていって

もらえたらいいです。 

 あと、まちづくり町民会議の内容等々は町民に発信しているのかをお伺いしたい

と思います。 

○総務課長（成美保昭君） 

 まちづくり町民会議につきましては、ただいま第２回までは開催が終わっており

ます。まだ始まってすぐで課題等を今検討している段階ですので、まとまった段階

で町民のほうへはお知らせしたいと思っております。 

○１番（福川勝久君） 

第２回まで開催されているということは分かっております。まだ今はできない

と思うんですけれども、ホームページ見ても１回目が開催されたとか、そういうの

も何もないんですよ。まちづくり町民会議の２０２１年で多分ホームページそのま

ま更新されていないので、公募の件にしろ何も情報公開されていないと思うんです

けれども、その辺でどうなっているのか。結局、まちづくり町民会議に行かないと

分からない。行けない人のためにホームページとか多分そういうのがあると思うん

ですけれども、ホームページの更新、何年か前もあったんですけれども、これ全然

変わっていないと思うんですけれどもホームページ、その辺いつになったらよくな

るんでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 まちづくり町民会議の件だけではなく、おっしゃられるとおり更新が全然遅れて

いるサイトが幾つもあります。それにつきましては、担当のほうから、もう前から

載っている数値、データがあるので書き換えるようにといった通達をしてはおるん

ですが、なかなか全担当まで行き渡っておりません。 
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 また、町民に最新の情報をお届けするために、もう一度ホームページの更新を周

知してまいりたいと思います。 

○１番（福川勝久君） 

 ホームページの件では、本当、町民の方からもいろいろ使いにくいという、調べ

にくいとか、そういった意見があるので、ぜひもう前回も２年ぐらい前に多分言っ

たと思うんですが、１つのことだけじゃなくて全体的なことなんで、ホームページ

のしっかり使いやすいような、見て分かりやすいような改善を要請したいと思いま

す。 

 次３番、スポーツ少年団活動についてです。 

 ①番の人口減少、少子化の件です。 

 郡内での大会、この規約にあるとおり、同じ町内であれば参加できますが、町が

違ったりしたら参加できないという参加資格があると思うんですが、これをぜひ交

歓大会、次の１０月に準備委員会というのが、多分次年度に向けた大会のいろいろ

あると思うんですが、その中で奄美教育事務局に確認したところ、知名町の担当者、

隣町の担当者から要望等あれば可能かもという話を聞いたので、ぜひその次の

１０月のときの準備委員会にはしっかりと職員に伝えて、次の大会でそういった隣

町との合同チームで参加できるようにしてほしいと思いますが、どうでしょうか。 

○教育委員会事務局次長兼生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長（田邊 栄君） 

 １０月に、来年度の大島地区スポーツ少年団交歓大会の打合せがありますので、

知名町からも和泊町からも担当が出席しますので、今後に向けて合同チームがつく

れるような申入れをしていきたいと思っております。 

○１番（福川勝久君） 

 ぜひ申入れをして、来年は参加できるようになっているように期待しております。 

 また、種目によって合同でなくて出られる種目とかもあると思うんですよ。今、

自分が言っているのはバスケットボールのことなんですけれども、バスケットボー

ルは、知名小、下小、上小もあります。隣町は、和泊小、内城小、だけれども単独

で大会等に出られるチームはありません。だから今、隣町の小学校の子も知名町に

来て一緒に練習して、町である大会であれば一緒に出ることはできるんですけれど

も、やっぱり島外、そういったところでは出られない。出られないということは、

隣町でもだし、結局人が足りないので合同でしか参加できないので、参加できるよ

うにしていくのが本当大切なことかなと思います。 

 また、島外の大会となれば遠征費の問題があって、行政区が違うところでどっち

が見るんだとか、当然それは知名町の分は知名町で行った人数、隣町は隣町で行っ
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た人数とか、そういったふうなやり方もできると思うんで、別に補助金云々じゃな

くて。こういった要綱、規約の文書とかも、要望がないから多分このままだと思う

んですけれども、これもやっぱりどんどん言っていって変えていく必要があるのか

なと思います。そこで駄目だったら、鹿児島県のスポーツ協会に行って、これをど

うにか変更してくださいと、そうしないともうスポーツ少年団もスポーツもできな

くなりますと。そのぐらい本当言ってもらわないと、それが多分仕事だと思うんで、

どうかその辺はよろしくお願いします。 

 あと最後に、８月の大会、バスケットボール交歓大会がありまして、生涯学習課

長、教育長も同じ船に乗られていたと思います。もともと台風で行けないとなって

いましたが、ウラボロ喜界経由があるということで急遽大会に向かうことになった

んですが、船に乗って不具合で降ろされて大会に行けなくなったという、すごい残

念なことがありました。 

 そこで、１回分のそれだけの遠征費の予算がついています。だけれども交歓大会

のためだけの枠というか、そこでしか使われないということだったと思いますが、

何かそこを年に１回はどうにか島外で大会に参加できる資格はあってもいいと思う

んですが、その辺、今回、ほかの大会がどこかであるんであれば、救済措置として

どうにか代わりに生かすようなことはできないのか、できるのか、お伺いします。 

○教育委員会事務局次長兼生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長（田邊 栄君） 

 目的外利用という支出になるかもしれませんが、財政課である総務課と、あと教

育長、町長とちょっと協議していきたいと思います。 

○１番（福川勝久君） 

 町長、どうでしょうか。できないですか。 

○町長（今井力夫君） 

 子供の夢を育むのが知名町でございます。そういう意味では、いろいろな制度改

革が必要だったらその都度していくべきであると思っておりますので、ぜひ子供た

ちが本当にこのスポーツを楽しみたい、そして島外の皆さんと交流したいという、

そういう子供の熱い思いを今議員が代弁したと私は受け止めておりますので、そう

いう方向でまた担当課と協議したいと思っておりますので、しばらく預けさせてい

ただければと思います。 

○１番（福川勝久君） 

 教育長、答弁よろしくお願いします。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 今の町長がおっしゃったとおりだと思います。昨日の今井吉男議員の質問の中で、
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私、少し発言しそびれたんですけれども、中学校の生徒数が昭和６１年５８９万人、

令和３年２９６万人、約半減しているわけです。中学校の部活動が、これが非常に

維持が厳しいと。となると、小学生につきましてもなかなか子供が少ない中でどう

そのスポ少を維持していくかということが大きな問題ですので、今言った事例につ

きましても、子供たちがやっぱり精いっぱい活動する、その環境を整えるというこ

とを、私、先ほどの午前中の一般質問の中でも答えましたけれども、そういった考

えでおりますので。 

 以上です。 

○１番（福川勝久君） 

 今回のことは、いろいろ多分できると思っています。 

 これ、来年度のことなんですけれども、提案なんですが、遠征費とかの予算がつ

いています。そこをそういった台風とかで行けなくなったときの対策として、やっ

ぱりそこだけで使えるんじゃなくて、そういうときには代わりに使えますよという

ふうな形で、次年度をこのスポーツ少年団の派遣補助金というか、そういった形で

予算計上すれば、１回でもいいですよ。そこには行けますよ。だけれども、実際台

風とかいろんなことで行けませんでした。だけれども、この予算はこれだから使え

ませんじゃなくて、別に使えるようにしておけば、別に今回みたいなことがあって

も、１回のチャンスはあるんですから、その１回のチャンスをしっかりできるよう

にしてもらいたいと思いますが、その辺の次年度に向けた予算編成について、それ

をぜひやってもらいたいと思うんですが、どうでしょうか。 

○教育委員会事務局次長兼生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長（田邊 栄君） 

 うちの課の担当と協議しまして、課内でも協議しまして、当初予算のヒアリング

に向けてちょっと準備したいと思います。 

○１番（福川勝久君） 

 ぜひ実現できるように要請して、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、福川勝久君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

 ３時５分から再開します。 

休 憩 午後 ２時３８分 

─────────────── 

再 開 午後 ３時０５分 

○議長（福井源乃介君） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務課長から答弁の訂正があります。 

○総務課長（成美保昭君） 

 城村議員への回答の中で、知名分団の消防車の件ですが、過疎債を活用して導入

したと答弁いたしましたが、辺地債の誤りでした。おわびいたします。 

○議長（福井源乃介君） 

 一般質問を続けます。 

 宗村 勝君の発言を許可します。 

○１０番（宗村 勝君） 

 議場の皆様、そしてネット中継により今議会を傍聴されている皆様、こんにちは。 

 議席番号１０番、宗村 勝が一般質問をさせていただきます。今議会最後の質問

者であり、皆様もお疲れではないかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 初めに、６月、７月、８月の豪雨や台風により、全国各地で甚大な自然災害が発

生しております。災害に遭われた皆様に対して謹んでお見舞い申し上げます。一日

も早い復旧・復興を願うばかりです。今後も台風等の自然災害が発生するかもしれ

ないということが報道機関等でされているところであります。十分に気をつけてお

過ごしいただきたいと思います。 

 それでは、質問させていただきます。 

 １、防災について。 

 ①６月に発生した集中豪雨により、沖永良部島内において床上浸水や床下浸水、

農地や余多川の決壊等の災害が発生しました。復旧状況はどうなっているか伺いま

す。 

 ②７月に襲来した台風６号により、沖永良部島含め西日本地方は風や雨による甚

大な被害を受けました。本町においては高齢者等避難指示も発令されました。 

 そこで、１、避難された避難場所は何施設だったのか。 

 ２、避難所の設備に不備はなかったのか。 

 ３、避難された町民の不安や不満等はなかったのか。 

 大きな２番、台風による停電の復旧について。 

 台風６号による停電がありました。特に、上平川、久志検、赤嶺、竿津地区にお

いては、電線路の末端にある関係上、毎回長時間による停電が強いられています。

電線路の変更等を電力会社に要請できないか。 

 大きな３番、こども家庭庁の発足を受けて。 

 本年４月に、日本政府の行政機関の一つでこども家庭庁が発足されました。子供
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が真ん中の社会を実現するために、子供の視点に立って意見を聞き、子供にとって

一番の利益を考え、子供と家庭の福祉や健康の向上を支援することとあります。本

町における取組等を伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 ９月議会最後の一般質問であります宗村議員のご質問に順を追って回答させてい

ただきます。 

 まず、大きな設問、防災につきましてですが、６月の集中豪雨災害時におきまし

ては民家での床下浸水等が発生しましたが、知名町消防団及び建設業者等の迅速な

排水対応並びに復旧作業により短期間での復旧を行うことができました。 

 農地災害につきましては、のり面崩れや未舗装道路の路面材の流出などの災害が

発生しました。現在、県営事業で工事が行われている地区におきましては、県が主

体となって復旧を行っております。その他の災害につきましては、町の耕地課で復

旧を行っております。ライフラインに影響のある道路の通行止めや営農に支障を来

すような箇所等につきましては、優先順位をつけながら復旧を現在行いました。 

 なお、町単独で復旧を行う箇所につきましては、建設業者のご協力をいただき、

災害ボランティアにて土砂の撤去作業を行うなど、早急な復旧にご協力をいただき

ました。 

 復旧工事等につきましてはおおむね完了しておりますが、大規模な災害につきま

しては町単独予算だけでは復旧が難しいということから、国の災害復旧事業を実施

するため測量設計を行い、９月中に国の査定を受けることになっております。 

 ②番目につきまして、１の②につきましては関連しますのでまとめて答弁をいた

します。 

 台風第６号被災時は、２１字公民館を指定避難所として開設を行い、うち１０か

所において町民がそれぞれ避難をされておりました。 

 停電対策といたしまして設置している非常用発電機につきましては、事前に各区

長へ試運転等依頼しておりましたので、停電の際には問題なく稼働したものと認識

しております。また、その他設備についても施設管理者及び避難担当職員から不備

報告等は受けておりません。 

 避難された町民の皆様からは、避難所における食料の提供についての問合せはあ

りましたが、高齢者等避難指示及び避難指示を発令した際の防災無線でアナウンス

しているとおり、それにつきましては避難されている方々において準備していただ

くということとしてあります。 
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 その他、議員のご質問にございますような、避難された町民から不安や不満の声

はなかったものと聞いております。 

 大きな設問の２につきまして、議員のご指摘のとおり、基本的には発電所から遠

い地区ほど電線路の末端となり、台風時の停電復旧作業に時間を要してしまいます。

九州電力送配電株式会社によりますと、電線路の変更については現状検討段階では

ないということでございましたので、台風対策につきましては定期的に設備の更新

を行うなど適切に行っていくという返事をいただいております。 

 ３番目、こども家庭庁の発足を受けてということでございます。 

 令和５年４月１日に、こどもまんなか社会を目指すことを理念とし、首相直属の

組織としてこども家庭庁が発足しました。あわせて、次世代の社会を担う全ての子

供が、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸せな生活を送ることができる社

会の実現を目指して、こども基本法も施行され、現在こども家庭庁においては、そ

の理念の下、６月に閣議決定されたこども未来戦略方針を反映したこども大綱の策

定を進めているところでございます。 

 各市町村においては、そのこども大綱の内容を勘案し、それぞれの市町村こども

計画を定めるということになっており、本町では来年度策定予定の第３期知名町子

ども・子育て支援事業計画と一体のものとして策定する予定としております。 

 こども未来戦略方針で示された国の今後３か年間の集中的な取組の一部を申し上

げますと、児童手当の拡充や出産時の経済的負担の軽減、保育士等の配置基準の改

善、就労を問わない新たな通園制度の創設、こども家庭センターの設置など、制度

設計途中のものも含め様々なものがございます。 

 今後、国による新たな支援策が順次示されてくると思われますので、この重要な

契機をしっかりと捉え、本町においてもこどもまんなか社会の実現を目指してこれ

までの取組を再確認するとともに、子供や子育て当事者の視点に立ち、必要な施策

を検討、実施してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○１０番（宗村 勝君） 

 それでは、順を追って再質問をしていきたいと思います。 

 初めに、豪雨の件に関してなんですけれども、６月１９日に奄美地方に線状降水

帯が発生して非常に激しい雨が降り、沖永良部島では６月の２４時間降水量などが

観測史上１位を更新したと五島報道により知らされました。世界各地でも１００年

に一度と言われる豪雨災害が発生しているそうですので、そこらを含めて質問して

いきたいと思います。 
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 まず初めに、先ほど町長の答弁は、工事はもう完成したみたいな答弁だったかな

と思いますけれども、その予算に関して昨日の南海日日の新聞で、大和村がその豪

雨に対しての補正予算を計上したと、それを採択されたというふうな報道あったん

ですけれども、知名町はそこまでしなくてよかったということでしょうか、お答え

いただきたいと思います。 

○総務課長（成美保昭君） 

 先ほどの町長の答弁でもありましたが、町単独でやっております復旧につきまし

ては耕地課サイドとやっておりますが、一部まだ完了していないものも残っておる

ようですが、ほとんどのものについてはめどが立っているという報告をいただいて

おります。 

○１０番（宗村 勝君） 

 耕地課長、お答えいただけたら。 

○耕地課長（下田浩治君） 

 今、総務課長からもございましたが、大規模な修繕に関しては、国に１件、今事

業申請中でありまして、もう一件、今見積りを建設業者に取っている最中で、１件、

進んでいないものがございます。 

 耕地課の一般会計のほうからは、当初今議会に補正でと思ったんですが、のり面

の復旧など緊急を要するということで、予備費の充用ということで、そちらから予

算を支出ということで、財政と協議して了解を得ております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 農地ののり面の決壊したところ、復旧しているところもありますが、農地のその

のり面の決壊の原因はその耕作者にもあると思うんです。それをぜひ、指摘、指導

して、そういうことのないようにしていただきたいと思いますが、そういうのはで

きるんでしょうか。我々からここはいかんよとかいうことはできないもので、やっ

ぱり担当、耕地課サイドで、例えば基盤整備した畑、圃場とか、落水口というのが

あるんですね。トラクターで耕うんするたびに落水口は高く上がっていって、それ

もう埋まってそこに水が流れないから、あぜといいますか、そこが決壊した原因も

あるかと思います。そこらをやっぱり耕地課サイドで、気づいたところはぜひ指摘、

指導してやるべきじゃないかと思いますが、いかがでしょう。できますか。 

○耕地課長（下田浩治君） 

 おっしゃるとおりです。知名町広域協定の会合の際にも代表の方々にのり面への

除草剤散布などされないようにまた声をかけているというふうに周知はしてござい

ますが、きれい好きと申しましょうか、自分の農地、草をきれいにしたいという方
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がいらっしゃるのでなかなか除草剤散布が減らないんですが、おっしゃるとおり機

会を設けて指導、また農林課とも協力しながらしていきたいなと思っております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 耕作者によっては、このあぜをもうロータリーを耕してしまってあぜもない。建

設課長、多分どこのことか調べれば分かると思うんですけれども、それによっても

う水がそのままあぜをなくして流れていくということがありますので、それはやっ

ぱり農地の所有者の管理なんですね。ちゃんとした管理をしていけば、それも含め

てなくなっていくんじゃないかと思っているところであります。 

 せんだっての議員と語る会においても、側溝の泥上げばっかりしていると。それ

も原因があるんじゃないかという指摘を受けました、ある会場で。それはやっぱり、

そういう流れないようにすることによって赤土流出防止にもなりますし、それから

我々が指摘、指導することはできないもので、やっぱり役場からちょっとこれ考え

たほうがいいんじゃないかとか、そういう指導をしていただくと、多少は改善でき

るんじゃないかと。 

 建設課も本当に、側溝に流れてきた土砂を上げて、その繰り返しだということを

指摘されました。それもともと原因あるんじゃないかということを受けましたけれ

ども、それももう当然だなと思うところであります。これも含めてぜひ行政から、

あんまり指導といいますと面白くないかもしれませんけれども、文書とか、農地の

ちゃんとした管理、落水口は水を流すために造ってあるところですから、そこがも

う埋まってしまうと水は流れないですから、そこらをぜひ考えていただきたいと思

います。いや、検討していただきたいと思います。 

 その豪雨により、我が町の観光遺産とも言われている昇竜洞も、大規模の冠水に

より閉洞を余儀なくされたというＬＩＮＥが入っております。冠水による鍾乳石の

破損や汚れ等がなかったのか、まず伺います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 昇竜洞については低い部分に水がたまって土砂が堆積をしているというふうに伺

いましたけれども、それについては人力でかき出して、すぐ復旧をして、二、三日

後には入れる状態というふうになっております。 

 もう一点、銀水洞につきましては泥水が入ってきまして、入り口から１．５キロ

ほどあるということで、電源も引けない、それから水中ポンプも使えないというこ

とで、人力での作業というふうになっております。なので、非常に時間と労力を要

するということで、町のほうでガバメントクラウドファンディングを立ち上げて、

９月４日から開始をして今日で３日目ですけれども、今日現在で十数万円のお金が
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入っている状況でございます。 

○１０番（宗村 勝君） 

 昇竜洞を含め銀水洞の説明をしていただきましたけれども、昇竜洞には問題ない

というご理解でよろしいかと思いますけれども、確かに観光資源でありますから、

それはもうちゃんとしていただき、その銀水洞のクラウドファンディングはどこま

で周知されている、その町の広報のＬＩＮＥだけでいっているのか、そこをお答え

いただけたら。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 町の媒体を通じて広報していますが、あとケイビングの事業者さんにお願いして、

それをシェアしていただきながら、全国の皆さんに周知していただくようにしてお

ります。また、今まで銀水洞、それからケイビングを体験していただいた方々にも

周知するようにお願いしているところでございます。 

○１０番（宗村 勝君） 

 先ほど金額をちょっと聞きそびれたんですけれども、まだまだ目標には達してい

ないと思われます。そういう沖洲会を含めて、そこらを皆さんが周知されたらお考

えいただけるんじゃないかなと思っているところでありますが、そこらをぜひいい

方向で考えていただけたらと思います。 

 私が、以前に、余多川の流末の部分の質問をしたことあります。今回、余多川の

のり面が決壊したということであります。想定できない大雨が降ったとき、のり面

の土砂、瓦礫が流れていったら、流末に行って、その余多川の河口とは言わないで

すけれども、末端は塞いでしまう心配があるところなんです、私勝手に思っている

んすけれども。以前は、護岸工事がされるまでは、余多川というのは水が枯れるこ

ともあったんですよ。下流には歩いていけたんですけれども、今最近はそういうこ

とがないもので、護岸工事がされてもう逃げ道がないもので。これぜひ何かの機会

に、この流末、本当に大丈夫なのか。企画課長、下りて見たことがあると答弁いた

だきましたけれども、本当に１００年に一度の大雨が降って、いろいろ瓦礫が流れ

ていってそこを塞いでしまったら、余多川周辺はもう本当に大洪水になってしまう

おそれがあります。そこらの調査とかいうのはできないんですよね。前回、県の管

轄だから県がやるという答弁だったんですけれども、そこらもう一度よろしいです

か。 

○建設課長（英 敬一君） 

 県のほうでも調査を実施するということは聞いておりません。ですが、３年ほど

前からだと思うんですけれども、県のほうでは河川の中の土砂を除去したり、周り
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の木の伐採をしたりと、そのようなことは継続して実施しているところであります。

また、今年度は予定していたところがちょうどその崩れた場所だったということで

すので、今回は違う場所で工事のほうを発注するというふうに聞いております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 私がお伺いしたのは、この流末部分、水が落ち込むところがどうなっているかと

いうことをほとんどの方たち知らないんです、下りることできないですから。昔下

りた企画振興課長とかは見て分かっているかと思いますけれども、それをぜひ調べ

てどういう状態なのか、何かの形で島民、町民にお知らせいただけないかと思うと

ころですが、できないんでしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 行政説明会の中でも、土木事業連絡会に出席して町内の土木関係の改良という依

頼をしたというお話をしましたけれども、その席上で、やはり余多川と、それから

和泊町のほうに河川が２つ、この３か所は県のほうも重点的に判断等の災害防止の

重点事項の場所に入れてあるということでございましたので、そのときに、我々が

ふだん見ておっても、川べりの雑木とかそういうものが流れをせき止めてしまう可

能性がありますので、そういうものを県といたしましては定期的に確認しながら除

去していただきたいということを申し入れてまいりました。 

○１０番（宗村 勝君） 

 私の質問にはお答えいただけていないような感じがしますけれども、町長、余多

川の流末ってどういう感じになっているかご存じですか。その辺お答えいただいて

よろしいですか。 

○町長（今井力夫君） 

 あの近くの鍾乳洞に入ったことがありますので、横のほうにあるのが多分、海に

向かって落ちていくところではないかなと思っております。あの辺にもたくさん雑

木は入っておりますので、以前それこそ議員と一緒にあそこ一回歩いたときに、こ

の辺のものは腐葉土になりやすいから、これ結構腐葉土になるよというような話を

しながら流末を一緒に歩いた記憶が僕はあります。そのときに―違うのかな、課

長とかな。竹とか生い茂っておりましたので、この辺きちんと取らなきゃいかんの

かなというのは実感しておりました。 

○１０番（宗村 勝君） 

 いつまでも続きますけれども、余多川というのは河口じゃないんです。普通の川

は河口があるんですけれども、河口じゃなくて途中から地下に滝のように落ちてい

るんですよ。だから、そこがどうなっているかというのをちょっと知りたいところ
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なんですけれども。それも普通の人では下りられないです、はっきり言って。だか

ら、そこらを調査依頼して、もう島民、町民はどういうふうになっているか知って

もいい、知る権利もあると思いますよ。下りることできないんですから、ぜひそこ

らを調べて、豪雨による災害は心配ないんだという説明があれば安心するんですけ

れども、ほんの僅かな穴の中にあれだけの土砂、瓦礫が入っていたら、詰まる可能

性があるかなと思っているんですよ。それ勝手に心配しておりますけれども、ぜひ

皆さんも関心を持っていただけたらと思っております。県に要望できるのかどうか

分からないですけれども、どのようなことがあっても安全だということを証明でき

るようであれば町民も安心なんですけれども、余多川が詰まってしまったら、もう

本当にそこらじゅう大洪水になります。もう農地が冠水してしまいますから、ぜひ

検討いただけたらと思います。 

 ②に移ります。 

 １番目、２番目をまとめて答弁いただきました。 

 １０施設で、同僚議員が質問した中で、２９世帯３５名の皆さんが避難されたと

言われています。２１集落で１０か所しか避難されていないということですので、

役場の皆さんは都会のように台風のときに外から歩かないから心配ないからだと思

っております。都会の皆さんは台風の大風の中を傘を差して外出したり、そういう

のがもう徹底されているから事故もなく済まされているんじゃないかと思いますが、

そこら辺はやっぱりこの住民の意識の問題かなと思っております。 

 先ほど３番で、避難された町民の不安や不満もなかったと言われております。発

電機はもちろん各字に設置されておりますけれども、その管理状況は台風前に区長

さんに周知してちゃんと管理してくださいとお願いされたそうで、問題なかったか

なと思っております。もし停電した場合、もう本当に我々現代人は生活できないと

思います。もちろん今もう携帯の充電もできない、連絡もできない、そういう感じ

ですので、せめて停電時に発電機ぐらいは動かないと、もう麻痺するんじゃないか

なと思っております。これは徹底してやっていただけたらと思っております。 

 次、大きな２番、台風による停電の復旧について質問させていただきました。 

 本当に毎回この地区は、電線路は余多のかがやきのほうから回って、上平川、久

志検、赤嶺、竿津と電線路があります。それを私が要望したいのは、シマウラカ団

地ですか、そこまでは高圧で来ているんですよ、電気が。高圧が来ておって、上平

川のすぐそこが先はもう停電で、その隣は電気がついていると。それはもう本当に

羨ましがって住民がいるんですね。そこはほんの何百メーター。かがやきから電柱

を立ててくるより早くできます。工事のことは分からんですけれども、そこらがで
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きないかと思っているところでありますけれども。 

 先ほど、町長が答弁の中で電力会社と相談してきたということですが、やっぱり

ある程度平等といいますか、はっきり言って隣町より遅い復旧もあることもありま

す。停電することによって冷蔵庫の中身はみんなパアになります。そこは行政のほ

うからぜひ強く要請できないかと思って、今回の質問に至ったわけなんですけれど

も。 

 以前、竿津字で、営業所の所長に文書で要望したことあるんですよ。そう言いま

したら、どこがお金出すんですかと言われたんですよ。それ聞かれると竿津で出せ

ないもんで、それはもう行政の力を借りて、ほんの何本か高圧電線路の工事をして

いただいて、シマウラカ団地から徳山石油のラインか、沖高の近くに消防署があり

ますが、消防署まで高圧線が来ています。そこから竿津の集落ぐらいまでの電線を

設置していただければ、本当に、島内で最後の停電復旧ということにならないと思

うんですけれども。 

 竿津や赤嶺は停電してるんですけれども、隣の内城はついているんですよ。そこ

らやっぱりちょっと分からないところがあって、分からないというか、我々素人の

考えで僅かな工事でできるんじゃないかと思っております。ぜひ、町長、それ要請

できないでしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 非常に末端部門においては工事が遅れてくるということもございます。お気持ち

はよく分かります。ここはついていて、役場から田皆に帰ったら家は停電している

というのも多々ありますので、お気持ちはよく分かりますので、またこの脱カーボ

ンに向けて九州送配電部と話をする機会もありますので、そういう機会を捉えて、

こういうふうなことで竿津方面の人たちは非常に困っているんだよというような、

それに対して複線化ができないかというような話合いはちょっとさせていただきた

いと思います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 当初、脱カーボン事業でマイクログリッドがあると、その地区に、大変期待して

いたんですけれども、それによりある程度緩和できるかなと思っていたところなん

ですけれども、本当に非常に残念であります。 

 九州電力からしたら大した工事じゃないと思うんです。九州電力というのは、本

当に山の中まで電線無料で引っ張っていきますからね、電力要請がありましたら。

そこらはぜひ、１人のためじゃないですから、上平川から久志検、赤嶺、竿津、そ

こらの住民の皆さんのためにちょっとだけ知恵を絞っていただけないかなというこ
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とをぜひ要請していただけたらと思っております。 

 それでは、２番は終わります。 

 ３番、こども家庭庁が創設された背景というのをちょっと調べてみましたけれど

も、まず背景１に深刻な少子化、２番目、コロナ禍で加速した児童虐待やいじめ問

題、３番目に貧困問題、４番、日本の子供の低い幸福度、参考までに日本の幸福度

は２０位だそうです。５番目に親の子育て負担の増加とあります。 

 順を追って、少子化の問題からお聞きしていきます。 

 少子化は、町内において増やすことは多分もう不可能だと思います。いろいろ努

力はされていると思いますけれども、教育長にまず伺います。 

 先ほどから、部活動、スポーツ少年団等の問題が出ております。それらを含めて、

学校が小さいから今そういう部活動は地域移行化ですか。地域移行といいますか、

それによって部活動が合同でないとできないとか、そういう問題があります。以前、

私、小・中学校の統廃合の検討をするべきじゃないかということを質問したことが

あります。その後、そういう統廃合に向けた検討とかされたことあるでしょうか。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 今のご質問につきましては、結論から申し上げれば今のところございません、私

が就任してからは。それ以前は分かりませんけれども。 

 小・中学校の統廃合につきましては、何よりもその地域住民の意向、保護者も含

めて、そこが一番肝要かと考えているところでございます。なので、そういった

方々から、そういった学校を統廃合したいという旨のお気持ちの確認ができれば、

これは行政も考えなきゃいけないというふうに思っております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 私、聞いたところ、保護者とかは大人数のほうがいいと、今はっきり聞いており

ます。少ない人数で、それより大勢の仲間たちと切磋琢磨して、勉強含め、こうい

うスポーツ活動に関しても大人数でやるほうがいいんじゃないかという保護者の声

があります。地域ももうだんだん以前と違って、いつまでも地域のために母校を残

さないといけないとか、そういう気持ちの人ばかりでもないと思うんですよ。町長

が以前に、それは地域のエゴだということを私本当はっきり耳に聞いたことありま

すけれども、そういう統廃合しないとかいうのは。 

 まず、知名中、和泊中でも、以前に比べたらもう本当に減って、もう部活動も大

変な時期であります。そこら含めて、統廃合をしてくださいとは私は言っておりま

せん。ぜひそういう検討をして、もう喜界町とかもしたということを聞いておりま

す。与論町も小学校何校か統合しようという話も以前ありましたけれども、これか
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ら町長が変わった関係でどうなるか分かりませんが、そこらあります。ぜひ、いろ

いろ検討して、どっちがいいのか、地域がぜひ統合してくださいということは、あ

るかもしれないですけれどもなかなかと思いますので、どっちが子供たちにとって

いいのか、それをぜひ検討課題にしていただき、いろいろそういう先進地とかを見

てやるべきじゃないかと思いますけれども、もう一度よろしいですか。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 小・中学校の統廃合につきましては、各地の様子を見ますと、学校規模の適正化

委員会というものを設置しております。これは、関係者、保護者も、それから教職

員、それから行政も含めて、いろんな方々が集まってどうしようかということで検

討している。実際、学校の数がかなり減っております、各地で。いわゆるその義務

教育学校も幾つかできておりますし、こういった流れの中で、じゃ本町はどうする

かとなったときに、やはりいろんな方々の意見をまず吸い上げる、そういった機会

が必要であるし、組織が必要だろうと思います。町の中でもこの学校の統廃合は非

常に大きな問題になりますので、町当局もこれ全体で検討しなければいけない課題

だというふうに認識しております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 子供たちにとって何がいいのか、それはぜひお考えいただけたらと思っておりま

す。なかなか今の町長のときに統廃合したら、ほかの例ですよ、統廃合した町長は

選挙で落ちているとか、そういうことを聞いておりますので、現役の町長はそれに

取り組まないというデータも聞いております。そうじゃなくて、子供たちのために

ぜひ思っていただき、町長、教育   です、そのおかげ。 

○町長（今井力夫君） 

 以前もこの話が議会の中で出たときに、小学校というのは非常にそれぞれの地域

の核になっております。ある意味ではコミュニティーの核と言ってもいいのかなと

思っております。そういう意味で、先ほど教育長が答弁したとおり、保護者、地域

の方がどういうふうに望んでいるのかというのと、逆に今度は子供たちはどう考え

ているのかと、その辺の意見集約も十分していかなきゃいけない部分はあるのかな

と思っております。 

 ただ、部活動というのが中学校の中にありますので、各地域の中でも、なかなか

小学校の統廃合というのは遅々として進みにくいところがあるんですけれども、中

学校に関する統廃合というのは進んでいるところもありますので、ですから先ほど

申し上げたように、保護者、地域はどう考えているのか、対して子供たちはどうし

たいのかと、そのようなところの意見集約を、統廃合しますよという方向じゃなく
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て、まず今の段階でそれぞれのところではどういう考えを持っているのかという意

見を、例えば区長会の中で各それぞれ字ごとの総会の中でこういうのも一回テーマ

として上げてみてくださいよというような提案はできるかなと思います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 もちろん地域の声を聞くためには子供たちの意見、保護者の意見、地域の意見、

それを聞くべきかなと思います。もちろんアンケートという方法もあるんじゃない

かと思っております。ぜひ参考にして検討いただけたらと思っております。 

 本町であるかどうか分からないですけれども、コロナ禍で加速した児童虐待やい

じめ問題等あります。それは多分ないと思いますけれども、あるかないかだけで結

構ですけれども、子育て支援課長です。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 子育て支援課のほうでは児童虐待について対応しているところでございますが、

昨年度は、五、六件あって、重いものから軽いもの様々ですけれども、関係する学

校であったり、それから警察署、それから児童相談所等と連携を取りながら対応に

当たっているところでございます。 

 特に、コロナということで件数が急激に増加したというような印象は今のところ

持っておりません。 

 以上です。 

○１０番（宗村 勝君） 

 ないそうですので安心しました。 

 ３番目に貧困問題とあります。貧困問題に関して、最近はもう子供たちも、中学

生、高校生はスマホを持っていないと社会についていけないというニュースがあり

ました。そこらを本当に情報収集も含め、報道によりますと、スマホを貸出しして

いる施設だったのか、そういう例もあるそうですので、そういうやっぱり子供たち

に携帯を持たせちゃいけないという時代は終わったのかなという考えなのかと思い

ますけれども、中学校でいいんですけれどもスマホの保有率というのは分かります

か。分からないか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長（窪田政英君） 

 今ちょっと即答できません、資料がございませんので。後もって確認してから、

数字が出ておれば回答したいと思います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 課長、スマホぜひないといけないと思いますけれども、もう一度よろしいですか。 

 要するに、スマホがないともう社会についていけないというニュースがあったも
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んで、そういう状態の時代なのかなという認識なんですけれども。課長も保護者で

したから、そこらを含めて、今の時代に、そういう時代なのかなというお考えをい

ただければ。分からないかな。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長（窪田政英君） 

 今スマホは保護者と子供たちが緊急連絡を取ったりする。もちろん学校内には持

込禁止というところもありますし、持ち込んでもいいけれども使用は一切駄目だよ、

授業が終わって帰宅する途中に保護者との連絡を取るとか、そういった保護者との

連絡に必要だというケースもあれば、あとは、先ほど議員おっしゃったように、今

の時代の要請、学校でも今ＧＩＧＡスクールであったりタブレットを使って、そう

いったいわゆるＩＣＴ関係にも通じた教育をしていくという意味では、もちろん家

庭の中でそういう方針の保護者もいらっしゃれば、買い与えて使いこなせるように

というふうにしているような感じなのかなというふうに個人的に私が思うところで

ございます。 

○１０番（宗村 勝君） 

 そこらを含めても、もちろん本土と沖永良部島も社会的には変わらない時代かな

と思っておりますので、子供たちが持たなきゃいけないなら持たすべきかなと思い

ます。以前なら、子供はまだ携帯なんか要らないと、つい最近までそういう時代だ

ったんですけれども、そこらももう考え直す時代に来ているんじゃないかなと思っ

ております。 

 次です。親の子育て負担の増加とありますけれども、本町においてそういう子育

て負担の増加があるんでしょうか。もう一度よろしいですか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 先ほどありましたように、携帯電話とかタブレットとか、そういうような新たな

支出は増えてきているかと思いますけれども、本町においても各種子育て支援施策

で、例えば子育て応援のための支援金等を出していたり、その辺のところはプラ

ス・マイナスで、保護者の皆様が負担を重くならないような手だては、本町におい

てはなるべく取り組んできていると自負しているところでございます。 

○１０番（宗村 勝君） 

 それでは、こども家庭庁の予算が国別で４兆８，０００億円と調べてあります。

本町にもそういう予算が下りるのか伺います。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 先ほど町長の答弁にもございましたとおり、こども家庭庁のほうにおいても、来

年度の予算獲得に向けて、現在６月に閣議決定されたこども未来戦略方針を踏まえ
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たこども大綱を作成しているところです。その中で様々な支援策があって、例えば

児童手当の拡充などが盛り込まれています。 

 こちらは対象を高校生まで拡充したり、それから第３子については現状１万

５，０００円のところを３万円まで増やしたり、あとは所得制限をなくしたりとい

うような案が出されているところです。これについては現在も国が６分の４、県が

６分の１、市町村が６分の１という形で出しているところなんですけれども、国の

政策によっては市町村の負担も増えてくることも想定されますので、まだはっきり

とした通知や案内は出されていないんですけれども、そういうところの情報をしっ

かりと踏まえて、本町でも来年度以降、そういう予算をしっかり獲得していく必要

があるのかなと考えております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 今年の４月に発足したばかりのこども家庭庁ですから、今年度にあるのかどうか

私には分からなかったんですけれども、もうぜひ予算があるなら有効活用して子供

たちのために尽くしていただけたらと思います。 

 最後に、このこども家庭庁が創設したと同じタイミングで、こども基本法という

のがあるそうですが、説明いただけますか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 目的としましては、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとって、

先ほど町長も申し上げましたけれども、次代の世界を担う全ての子供が生涯にわた

る人格形成の基礎を築いて、自立した個人としてひとしく健やかに成長することが

でき、子供の心身の状況や置かれている環境にかかわらずに、その権利の擁護が図

られて、将来にわたって幸せな生活を送ることができる社会の実現を目指して、子

供政策を総合的に推進するということを目的に、このこども基本法は制定されてい

るところです。 

 先ほどありましたように、基本理念の中には子供の目線や視点を大切に取り組ん

でいくというようなことも入っておりますので、こども家庭庁においては、これま

では大人中心のいろいろな政策が立てられてきたところですけれども、子供を真ん

中に置いた政策をもっと実現していこうということで、リーダーシップを国におい

て取っていくというような形で設置されておりますので、その下でまた各全国の市

町村も積極的にそういうような取組を進めていくことになろうかと思います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 子供が真ん中でとありますので、ぜひ子供を中心に、子供がいなければ社会は成

り立っていけないだろうと思っておりますので、ぜひ子供を中心に、子育て支援課
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だけでやるんじゃないんですけれども、もちろん我々も含めてなんですけれども、

ぜひ町内の子供たちを大事に、よく言っている、大人になっても知名町に帰ってき

て知名町のために尽くしたいという気持ちになれるように、子供たちを育てていけ

たらと思っております。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 宗村議員、しばらく。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長（窪田政英君） 

 先ほどお尋ねの小学生、中学生の自分専用の携帯電話の所持率というのが、若干

古いですが、令和２年度の調査結果がありますのでお知らせします。 

 令和２年度では小学校が１３％、ちなみに前年度比マイナス１７％、減ってはい

ます。ですから前年度はもっと多かった。中学生が４２％、前年度比マイナス８％

ですので、元年度に至っては３０％、５０％、２年度にそれぞれ減少していますが、

３年度以降についてはちょっとデータがございません。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、宗村 勝君の一般質問を終わります。 

 以上で、通告による一般質問は全部終了いたしました。 

 今定例会において、９名の議員が町政、教育行政全般にわたって一般質問を行い

ました。 

 執行部におかれましては、これらの質問や要請事項等を真摯に受け止め、適切な

る対処をお願いいたします。 

 本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 明日７日は、午前１０時から会議を開きます。 

 お疲れさまでした。 

散 会 午後 ４時０２分 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 第３回知名町議会定例会 

 

 

第 ３ 日 

令和５年９月７日 
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令和５年第３回知名町議会定例会議事日程 

令和５年９月７日（木曜日）午前10時00分開議 

 

 

１．議事日程（第３号） 

 ○開議の宣告 

 ○日程第１ 議案第４９号 令和４年度知名町水道事業会計剰余金の処分につい 

              て 

 ○日程第２ 決算審査特別委員会の設置 

       決算審査特別委員会に認定第１号～認定第１０号までの１０件付託 

 ○散会の宣告 

 

 

１．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 
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１．出席議員（12名） 

議席番号    氏   名  議席番号    氏   名 

  １番  福 川   勝 久 君    ２番  奥 山   雅 貴 君 

  ３番  城 村     誠 君    ５番  窪 田     仁 君 

  ６番  川 畑   光 男 君    ７番  新 山   直 樹 君 

  ８番  根 釜   昭一郎 君    ９番  西     文 男 君 

 １０番  宗 村     勝 君   １１番  今 井   吉 男 君 

 １２番  外 山   利 章 君   １３番  福 井   源乃介 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

議 会 事 務 局 長 村 山 裕 一 郎 君 議 会 事 務 局 主 事 元 榮 聡 子 君

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

職  名  氏  名   職  名  氏  名  

町 長
 
今 井  力 夫 君  

会 計 管 理 者 

兼 会 計 課 長 

 
井 上  修 吉 君 

副 町 長  赤 地  邦 男 君  税 務 課 長  藤 田  孝 一 君 

教 育 長  田 中  幸太郎 君  町 民 課 長  平    和 仁 君 

総 務 課 長  成 美  保 昭 君  保健福祉課長  中 村  里佐子 君 

総務課長補佐  西    富士雄 君  上下水道課長  久 永  裕 一 君 

企画振興課長  元 栄  吉 治 君  子育て支援課長  池 沢  由美子 君 

農 林 課 長
 
岡 越    豊 君  

教 育 委員 会 事 務 局 長 

兼学校教育課長 

 
窪 田  政 英 君 

農業委員会事務局長

 

上 村  隆一郎 君  

教 育 委 員 会 

事 務 局 次 長 

兼生涯学習課長 

兼中央公民館長 

兼 図 書 館 長 

 

田 邊    栄 君 

建 設 課 長
 
英    敬 一 君  

学 校 給 食 

センター所長 

 
東    里 樹 君 

耕 地 課 長  下 田  浩 治 君  監 査 委 員  安 田  末 広 君 
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△開 会 午前１０時００分 

 

○議長（福井源乃介君） 

 ご起立ください。 

 おはようございます。お座りください。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△日程第１ 議案第４９号 令和４年度知名町水道事業会計剰余金の 

             処分について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１、議案第４９号、令和４年度知名町水道事業会計剰余金の処分について

を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 しばらくお待ちください。 

○町長（町長今井力夫君） 

 改めまして、おはようございます。３日目、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第４９号は、令和４年度知名町水道事業会計

剰余金の処分についての案件でございます。 

 当年度未処分利益剰余金は１億２，１８７万２，１２６円となっております。令

和４年度純利益２８万３，０４２円を建設改良積立金へ積み立て、翌年度繰越利益

剰余金を１億２，１５８万９，８２９円とするものであります。 

 以上、令和４年度知名町水道事業会計剰余金の処分についてご説明いたしました。

よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第４９号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４９号、令和４年度知名町水道事業会計剰余金の処分につい

ては原案のとおり可決されました。 

 

△日程第２ 決算審査特別委員会の設置 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第２、決算審査特別委員会日程第２、認定第１号、令和４年度知名町一般会

計歳入歳出決算認定についてから決算審査特別委員会日程第１１、認定第１０号、

令和４年度知名町水道事業会計歳入歳出決算認定についてまでの１０件は、一括議

題とします。 

 ただいま一括議題となっています認定第１号から認定第１０号までの１０件は、

議長及び監査委員の今井吉男議員を除く１０名で構成する決算審査特別委員会を設

置し、これに付託して審査することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号から認定第１０号までの１０件は、議長及び監査委員の

今井吉男議員を除く１０名で構成する決算審査特別委員会に付託することに決定し

ました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 本日の会議を閉じます。 

 なお、引き続き決算審査特別委員会が開かれます。着席のまましばらくお待ちく

ださい。 

散 会 午前１０時０４分 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 第３回知名町議会定例会 

 

 

第 ４ 日 

令和５年９月８日 
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令和５年第３回知名町議会定例会議事日程 

令和５年９月８日（金曜日）午前10時00分開議 

 

 

１．議事日程（第４号） 

 ○開議の宣告 

 ○日程第 １ 令和４年度 各会計決算の認定（決算審査特別委員会委員長報 

        告） 

 ○日程第 ２ 議案第５０号 令和５年度知名町一般会計補正予算（第３号）に 

               ついて 

 ○日程第 ３ 議案第５１号 令和５年度知名町国民健康保険特別会計補正予算 

               （第１号）について 

 ○日程第 ４ 議案第５２号 令和５年度知名町介護保険特別会計補正予算（第 

               １号）について 

 ○日程第 ５ 議案第５３号 令和５年度知名町後期高齢者医療特別会計補正予 

               算（第１号）について 

 ○日程第 ６ 議案第５４号 令和５年度知名町奨学資金特別会計補正予算（第 

               １号）について 

 ○日程第 ７ 議案第５５号 令和５年度知名町水道事業会計補正予算（第２ 

               号）について 

 ○日程第 ８ 議案第５６号 令和５年度知名町下水道事業会計補正予算（第２ 

               号）について 

 ○日程第 ９ 議案第５７号 知名町職員等の旅費に関する条例の一部を改正す 

               る条例について 

 ○日程第１０ 議案第５８号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共 

               団体の名称の変更及び同組合規約の変更について 

 ○日程第１１ 議案第５９号 消費税のインボイス制度導入に伴う関係条例の整 

               備に関する条例について 

 ○日程第１２ 議案第６０号 昇竜洞の管理に関する条例について 

 ○日程第１３ 議案第６１号 工事請負契約の締結について（令和５年度白浜団 

               地２号棟改修工事） 

 ○日程第１４ 同意第１１号 知名町教育委員会委員の任命に付き同意を求める 

               ことについて 
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 ○日程第１５ 発議第 ６号 議員派遣の件 

 ○日程第１６ 決定第 ８号 閉会中の継続調査の件について 

 ○日程第１７ 決定第 ９号 閉会中の継続調査の件について 

 ○閉会の宣告 

 

 

１．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 
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１．出席議員（12名） 

議席番号    氏   名  議席番号    氏   名 

  １番  福 川   勝 久 君    ２番  奥 山   雅 貴 君 

  ３番  城 村     誠 君    ５番  窪 田     仁 君 

  ６番  川 畑   光 男 君    ７番  新 山   直 樹 君 

  ８番  根 釜   昭一郎 君    ９番  西     文 男 君 

 １０番  宗 村     勝 君   １１番  今 井   吉 男 君 

 １２番  外 山   利 章 君   １３番  福 井   源乃介 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

議 会 事 務 局 長 村 山 裕 一 郎 君 議 会 事 務 局 主 事 元 榮 聡 子 君

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

職  名  氏  名   職  名  氏  名  

町 長  今 井  力 夫 君  税 務 課 長  藤 田  孝 一 君 

副 町 長  赤 地  邦 男 君  町 民 課 長  平    和 仁 君 

教 育 長  田 中  幸太郎 君  保健福祉課長  中 村  里佐子 君 

総 務 課 長  成 美  保 昭 君  上下水道課長  久 永  裕 一 君 

総務課長補佐  西    富士雄 君  子育て支援課長  池 沢  由美子 君 

企画振興課長
 
元 栄  吉 治 君  

教 育 委員 会 事 務 局 長 

兼学校教育課長 

 
窪 田  政 英 君 

農 林 課 長

 

岡 越    豊 君  

教 育 委 員 会 

事 務 局 次 長 

兼生涯学習課長 

兼中央公民館長 

兼 図 書 館 長 

 

田 邊    栄 君 

農業委員会事務局長
 
上 村  隆一郎 君  

学校給食センター 

所 長 

 
東    里 樹 君 

建 設 課 長  英    敬 一 君  保健福祉課係長  武 元  沙 織 君 

耕 地 課 長  下 田  浩 治 君  学校教育課係長  清 水  勝 行 君 

会 計 管 理 者

兼 会 計 課 長

 
井 上  修 吉 君   
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△開 会 午前１０時００分 

 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本日の会議を開きます。 

 保健福祉課長から、窪田君の車椅子の件について答弁があります。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 昨日、窪田議員から、火葬場の車椅子の件がご要望がありましたので、昨日のう

ちに衛生管理組合の局長のほうにご相談いたしまして、控室のほうに車椅子のほう

を設置するということでご了承いただきましたので、ご報告いたします。 

 

△日程第１ 令和４年度各会計決算の認定（決算審査特別委員会委員 

      長報告） 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１、令和４年度各会計歳入歳出決算認定についてを一括議題とします。 

 本件について決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。 

○７番（新山直樹君） 

 知名町議会議長、福井源乃介殿。 

 知名町議会決算審査特別委員会委員長、新山直樹。 

 委員会報告。 

 令和５年第３回知名町議会定例会で当委員会に付託されました事件について、審

査の結果、下記のとおり決定しましたので、報告いたします。 

 １、委員会名称、決算審査特別委員会。 

 ２、設置年月日、令和５年９月７日。 

 ３、審査期間、令和５年９月７日。 

 ４、付託事件、認定第１号、令和４年度知名町一般会計歳入歳出決算。 

 認定第２号、令和４年度知名町国民健康保険特別会計歳入歳出決算。 

 認定第３号、令和４年度知名町介護保険特別会計歳入歳出決算。 

 認定第４号、令和４年度知名町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。 

 認定第５号、令和４年度知名町奨学資金特別会計歳入歳出決算。 

 認定第６号、令和４年度知名町下水道事業特別会計歳入歳出決算。 

 認定第７号、令和４年度知名町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算。 

 認定第８号、令和４年度知名町合併処理浄化槽事業特別会計歳入歳出決算。 
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 認定第９号、令和４年度知名町土地改良事業換地清算特別会計歳入歳出決算。 

 認定第１０号、令和４年度知名町水道事業会計歳入歳出決算。 

 ５、審査結果、付託事件全てを認定すべきものと決定。 

 ６、附帯意見、決算審査の結果を意見として集約し、議長から執行機関に申し入

れます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 認定第１号、令和４年度知名町一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第

１０号、令和４年度知名町水道事業会計歳入歳出決算認定についてまでの１０件を

一括して採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 この決算に対する委員長の報告は、１０件とも認定とするものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔「起立多数」〕 

○議長（福井源乃介君） 

 起立多数です。お座りください。 

 したがって、認定第１号から認定第１０号までの１０会計の歳入歳出決算につい

ては、認定することに決定しました。 

 

△日程第２ 議案第５０号 令和５年度知名町一般会計補正予算（第 

             ３号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第２、議案第５０号、令和５年度知名町一般会計補正予算（第３号）につい

てを議題とします。 
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 本件について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 議場内の皆様、改めまして、おはようございます。 

 ９月議会４日目となります。本日もどうぞ皆さんのご協力よろしくお願いします。 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第５０号は、令和５年度知名町一般会計補正

予算（第３号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ１億８，５３８万７，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ８５億８，１２１万１，０００円と定めております。 

 主な補正の内容といたしましては、歳入につきましては、交付決定により普通交

付税を増額計上、令和４年度決算の確定に伴い、繰越金を増額計上しております。 

 歳出につきましては、法定積立ての財政調整基金積立金の増額計上、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、ばれいしょ産地再生緊急支援事

業費及び子育て支援給食費軽減事業費を新規に計上し、国県支出金の交付決定に伴

う事業費の調整等を計上いたしております。 

 地方債につきましては、発行可能額の確定等に伴い、追加及び変更を行っており

ます。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから、本案に対する総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入１ページ。 

 歳出２ページ、３ページ。総括。 

 第２表、地方債補正、４ページまで。 

 総括、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、５ページ。 

 歳出、６ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 
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 これで事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に、歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、７ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ８ページ。 

 ９ページまで。 

○９番（西 文男君） 

 ９ページの３の衛生費債１，９００万円ということですが、これは具体的にどう

いう形、例えば補修なのか、それとも維持点検等なのか、詳細を示してください。 

○議長（福井源乃介君） 

 しばらくお待ちください。 

○総務課長（成美保昭君） 

 １８ページの歳出のほうになるんですが、歳入の今のご質問ですが、関連して

１８ページの４款、１項、１０目環境衛生費、こちらの合併処理浄化槽事業負担金、

地方債がこちらで１，９００万円計上してありますが、財源の組替えと申しますか、

起債を充てられる事業になったということで、焼却施設の改修工事等を行う負担金

ですが、これも両町、同じ同額の衛生管理組合の負担金ということですが、起債が

充てられるということが分かりましたので、補正の中でこういうふうに組替えも含

めましてやっております。 

○９番（西 文男君） 

 今後、老朽化によるその維持管理について、費用負担がかかってくるかというふ

うに見込まれますが、この起債について、当初は当然できないということで財源を

一般財源等々から組んでいるかと思うんですが、今後もそういう形であればどんど

ん地方債で予算を組替えという形でやっていくということで理解してよろしいです

か。 

○総務課長（成美保昭君） 

 当初の段階で組んで計画しておりましたところの分が、やはりほかとの兼ね合い

で、ほかがなくなったり、減ったり、そういったものでできる範囲をどんどんこち

らのほうでも、これはこれに充てられる、これはこれに充てられないというものが

出てきた段階で、こういったふうに調整して補正のほうでも上げさせていただいて

おります。 

○議長（福井源乃介君） 
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 歳出、１０ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １１ページ。 

 １２ページ。 

○１１番（今井吉男君） 

 １１ページで、これは一般管理費の中の職員採用の応募受験者数が多かったとい

うことですけれども、何名受験されたんですか、採用試験。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今回、職員採用試験のやり方を大分見直しまして、これまでは本町の会場と昨年

鹿児島会場で採用試験を行いましたが、今年から全国試験センターというものを利

用いたしまして、全国にありますそういった試験会場におきまして、自分の都合の

いい日に、そちらの試験会場で行っているいろんな試験がございますが、そちらで

受けられるような試験の一次試験については、やり方を採用したところ、一般事務

について１７名の応募がありました。その他の資格職については、残念ながら応募

がありませんでした。消防職のほうにつきまして、１５名の応募がありまして、先

日、一次試験を終わっております。 

 一次試験、応募は一般事務のほうが１７名でしたが、１４名受けていただきまし

て、現在一次試験の合格者は１４名そのまま、成績がいいということもありまして

通しております。消防のほうが、１５名申込みがあったんですけれども、実際

１２名の試験を受けていただいて、９名の一次試験の合格者を出しております。 

 ９月１７日に２次試験を本町で行います。 

 以上です。 

○１１番（今井吉男君） 

 今、総務課長からも、消防職の１２名ということで、今回は知名町枠ということ

で、いつも知名町からの応募者がいないということで、結局和泊町から採用になっ

て、人数も今バランスがね、クリーンセンターと衛生管理組合と一緒で、負担金の

問題、共有の問題を人数に合わして見直すべきじゃないかと思っておりますけれど

も、知名町から何名応募があったんですか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今回は、知名町枠ということで、消防職については若干名という表記といいます

か、募集をかけております。そちらに１２名の受験があったということであります。 

 以上です。 
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○１１番（今井吉男君） 

 これが以前から問題になって、消防議会でももめたんですけれども、結局知名町

が応募がいないということで、やっぱりこの職員の補充はしないといかんというこ

とで和泊町のほうから入っていますけれども、条件として、知名町に住所を移すと

いうことですけれども、年数が決まっていなくて、もう１年後にはまた和泊町に戻

っています。 

 そういうのをやっぱり規定をして、入るんであれば、いる間は、在職中は住所を

知名町に置くと、その辺もきちんとしないと負担金の問題で、人数的にはもう和泊

町のほうが、職員、隊員多いですからね。クリーンセンターと同時に、この消防の

負担金の見直しもするべきだと思うんですけれども、町長いかがですか。 

○町長（今井力夫君） 

 クリーンセンターについては、同等数です。何ら両町で数の違いはございません。 

〔「数やん。負担金の問題もめてるというに」と呼ぶ者あり〕 

○町長（今井力夫君） 

 負担金の問題につきましては、前回皆さんにご説明したとおりでございます。ご

みの量によって負担金を考えていくべきじゃないかということで、継続審議という

ことになっております。 

 それから、消防職につきましては両町からの出身者をということでございます。

残念ながら、知名町からの受験希望者がありませんので、そういうときには、消防

組織の運営が非常に難しくなりますので、人員確保しなければいけませんので、次

の年は、和泊町の分は知名町がもらうというような感じで平等に行っておりますの

で、ただ、本町に籍を移さなきゃいけないという縛りはございますけれども、今回

も和泊町の職員、出身者が本町で籍を持っておりますけれども、今回は家庭の事情

によって動きますけれども、その代わり和泊町に知名町の職員、出身者がおる者を、

双方１対１で入れ替えるということで数の上のバランスは取るようにしてあります。 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。１２ページ。 

○９番（西 文男君） 

 １１ページの２３目防災対策事業で、補正で組んでいただいていますが、内容を

見ますと、非常食等、職員の残業手当等ですが、毎年そういう形で台風等々災害が

予想されていますので、次年度以降の当初予算に計上するという形、その辺はどの

ような形で考えていますか。 

○総務課長（成美保昭君） 
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 この２３目の防災対策事業費は、当初予算にはない目でございまして、今回から

新しくつくらせていただきました。次からの当初予算にも、この目でそういった災

害に対する職員の時間外手当、避難所の関係の、今回この負担金のところである避

難所運営負担金とありますが、これも各字で自家発電機を使いましたので、電気料

はここから出すようにいたしております。そのような防災関係の出た経費につきま

して、これまでは消防の非常備消防のほうの目で出していたところを、今回からも

うここでまとめて出すということで新目をつけてあります。 

○９番（西 文男君） 

 非常に予算の我々が審査というか、見る上で非常に見やすくなったんでいいと思

います。それから、非常食購入のための消耗品ということで１０万円ですが、大体

何食ぐらい１０万円で購入できましたか、お伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 非常食で何食というのは、ちょっと単価的なものを持ってきておりませんが、こ

れで全てが補えるわけではなくて、毎年少しずつでありますが、購入していって、

当然賞味期限が切れるものもありますので、当初予算のほうにもこのような形で少

額ではありますが、毎年積み上げて常時購入して、古いものはまた使う、いろんな

ところへ回したり、そういうふうに使っていきたいと思っております。 

○９番（西 文男君） 

 今回は、非常食等々の要請も各避難所からなかったと思いますが、基本的には対

策本部といいますか、そこで管理をして、要請等があった場合には避難所等に配布

するということで考えてよろしいでしょうか。いかがですか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 ２１の集落、公民館で管理させるのは非常に大変だと思いますので、私どもの町

で一括で管理して、必要なところには、こちらのほうから持っていきたいと思って

おります。 

○議長（福井源乃介君） 

 １１ページ、ほかに。 

 １２ページ。 

○５番（窪田 仁君） 

 １２ページ、５目漁業センサス調査費ということが出ておりますけれども、漁業

を営む漁師の数が大分減って、増やす方向をいろいろあると思うんですけれども、

それに向けて対応できるような調査かなと思うんですけれども、方向性を伺いたい

と思います。 
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○農林課長（岡越 豊君） 

 漁業センサスの統計調査については、現在の町の漁業者の状況等を調査する調査

になっておりまして、漁業者支援、漁業者育成に関するところは農林課のほうで所

管しておりますが、漁協組合含め漁業者の支援ということは、常に意見交換等を行

いながら自分たちも行っているところですけれども、すぐ漁業者を増やすというと

ころにはなかなか今結びついてはいないところではございますが、海洋資源の豊富

な知名町でございますので、そういった漁業に就きたいという若い方等がおられま

したら、積極的に支援してまいりたいと思います。 

○５番（窪田 仁君） 

 稼げる知名町の１５に同じところあると思います、農業、漁業、商工業等々の推

進を図るということですので、漁業のほうが大分遅れて推進といういろんな環境の

情報が入ってこないので、ぜひ窓口を広く開けて、どこからでも参入できる形をつ

くってほしいと思いますので、できるように要望したいのですけれども、意気込み

を伺います。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 漁業振興に努めるということで答弁したつもりでございましたけれども、そうい

うふうに努めていきたいと思います。 

○５番（窪田 仁君） 

 ぜひ、漁業という言葉が何回も出てくるような施策をどんどん打ってほしいと思

いますので、要望して終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １３ページ。 

○３番（城村 誠君） 

 １目企画費なんですけれども製本費が上がっております。知名町の魅力、自然、

方言等を手帳にして小学生に配布をする。今回の予算では小学生のみを対象とする

のでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今回、知名町探検手帳という形で、内容的に小学生向けのものを作ろうと思って

います。 

 中身につきましては、子供たちが知名町のことをあまり知らないということで、
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知名町の例えば名称であったりとか、観光地であったりとか、あと方言であったり

とか、小さいときから、小学生のときから大人になって島外に出て、町のことをあ

まり知らないということにならないようにするためにも、小学生をメインにして、

そういう手帳といいますか、作ろうと思っております。 

○３番（城村 誠君） 

 これは、教育委員会もタッチして編集されているものでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 中身につきましては、例えば、観光であったりとかは、観光協会に聞き取りをし

たり、あと希少な動植物がいますので、それにつきましてはそういう知見を持って

いる方に聞いたり、それから方言については、今、山田さんという研究者がいます

けれども、その研究者を含めて知名町の方に聞いたりとかして作っております。 

 なので、教育委員会には、指導主事の方に情報提供だけはしておりますけれども、

中身については企画メインで作っております。 

○３番（城村 誠君） 

 去年から、小学校のほうで方言の指導を行っておりますけれども、まだまだ小学

生は理解が難しいかなという状態であります。 

 今回、企画が担当して作っておりますけれども、中学生からやはりそういうもの

を、教育委員会にも要望しますけれどもね、そういうものを作って配布し、それよ

りも高校、島から出ていく高校生、そういう子たちにそういう魅力、その方言とか

を、そういうパンフレット等、何かを渡して、島の魅力を行った先で発信してもら

う。やはり、この子供から大人に変わる、高校をこの永良部で過ごした子供たちは、

やっぱり強い島への思いを持っていると思います。そういうものも、次、来年度ぐ

らいから、教育委員会のほうも、企画はそれでいいと思いますけれどね、教育委員

会のほうで、ちょっとそういうものを考えていただくよう要請して終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○１２番（外山利章君） 

 １３ページ、２３目農産品脱炭素化ラベル調査業務委託料についてお伺いいたし

ます。 

 それを対象としている品目はどういう品目がございますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 外山議員のほうからも一般質問等で質問があったと思いますけれども、農業をす

るに当たって、どれだけ二酸化炭素を排出しているかというのを測るための事業で
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ございます。 

 知名町全体で農業分野関係で約１９％、ＣＯ２が排出されているという形で、そ

れも減らさないといけないということで、対象作物につきましては、今のところジ

ャガイモもしくはマンゴーを考えているところでございます。 

 算定方法につきましては、算定方法が学術的に、技術的に確立していますので、

昨年は国においてもモデル地区を設けてやっていますので、それに準じて作物を選

定していきたいと考えております。 

○１２番（外山利章君） 

 非常にいい取組だと思うんですけれども、知名町でできている農産物、非常にた

くさんございますので、それを拡充していただきたいというところがまず１点と、

恐らくそのＣＯ２が出てきてどのように優位販売につなげていくかというところを

目的に調査されるところだと思います。そうなると、今後、もしかすると調査をし

てみると、実はＣＯ２をたくさん使って栽培していた等のところも出てくるかもし

れません。栽培方法等の検討も農林課とも検討していくということになりますが、

その辺の連携というものは今後考えていらっしゃいますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 農林課にもこの件についてはお話をしております。 

 栽培データの取得計算につきましては、鹿児島県がＫ－ＧＡＰを出していますの

で、それを基準として、知名町で栽培している農産物がどれだけＣＯ２を出してい

るかというのを計算します。 

 例えば、マンゴーにおきましては、県報道等でありますと暖房をたいてやるわけ

ですから、それだけＣＯ２が発生しています。本町におきましては加温はしていな

いと、ビニールハウスだけなので、それだけでもＣＯ２の削減になっているのでは

ないかと。それから、ジャガイモにおきましてもマルチはしませんので、その分、

削減されているというふうに予想はされます。予想はしていますけれども、そこも

含めて計算して、ＣＯ２がどれだけ削減されているかというのを算定して表示した

いと思っております。 

○１２番（外山利章君） 

 今言ったようにＣＯ２削減、もちろんその後、栽培にまでつなげて、できるだけ

環境負荷のかからないような栽培方法していることを有利販売につなげていくとい

うところがありますが、産地の思いだけではなかなかそこが届かない部分がありま

す。一体どこの消費者をターゲット、一般質問でも言いましたが、どこをターゲッ

トとしていくのかというところが非常に大事で、間に入る実需者と言われる生産者
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の一歩手前の関係者、卸売市場、もしくは大型スーパーをターゲットにしていくの

かと。そういう意味でいうと本当に、マーケティング等も非常に大事なところだと

思います。調査だけで終わらずに、しっかりとそのマーケティングまで考えた施策

につなげてほしいと思いますが、その点の展望はいかがですか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 昨年、農林水産省の実証実験で、消費者に直接顔の見える販売という形で、イオ

ンモールであったりとか、おにぎりの販売店であったりとか、あと大阪のスーパー

マーケットで実証販売をしているようでございます。 

 その結果については、ちょっと今持っていませんけれども、そういう形で、消費

者に直接販売するところでの反応とかも、やはりフィードバックをしてもらいなが

ら、知名町の農産品がより販売できるような形で、最終的には持っていければいい

と思っております。 

○議長（福井源乃介君） 

 １４ページ。 

○５番（窪田 仁君） 

 すみません、今の１３ページの同じところなんですけれども、今のお話ではジャ

ガイモとマンゴーを一応対象にしようという流れなのか、あるいは要望のある全般

農産物全てをやるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今の想定では、ジャガイモもしくはマンゴーをというふうに考えております。 

 ただ、その算定も１品目当たり幾らという形で価格が設定されていますので、増

やせば増やすほどお金がかかるということで、今回はどちらかというふうに考えて

おります。 

 一度算定したら、それはずっと使えますので、一度にはできないと思いますけれ

ども、ほかの農産物にももちろん広げていくということにはなるかとは思います。 

○５番（窪田 仁君） 

 ほかの農産物にも関連していくということなんですけれども、ジャガイモとマン

ゴー、２つありますけれども、花とかは、ここは大分有利販売になるので、ぜひ花

も中に入れてほしい。偏った野菜、食べ物だけですので、見るほうもやっぱりその

シールがあると評価しますので、花のほうを入れるということはどうですか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今後広げていくという形で、花も入る可能性はあると思います。 

 今回は、一つ、ふるさと納税の返礼品に今なっている、花もなってはいるんです
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けれども、マンゴーであったりジャガイモであったりで検証して、その上でまた今

言ったような花であったり、ほかの農産物に広げていけるのであれば広げていきた

いと思っております。 

○５番（窪田 仁君） 

 ぜひ、広げていってほしいんですけれども、ふるさと納税のパンフレット自体も、

花とかは少なくて、食べるものが多くて、それもバラエティーに富んで、チラシに

も載せて、この評価されていますよという、その数字も載せていただきますよう要

請して終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 １４ページで、目のほうは一緒なんですけれども、そちらのほうでＥＶカー購入

費ということで、６００万円計上をしているんですけれども、公用車の適正台数調

査等もほぼほぼ多分めどが立っている頃だと思います。それで、ＥＶカーの今回は

６００万円という予算の計上になるんですけれども、導入予定の台数等ありました

ら、普通車何台、軽自動車何台等の予定がありましたら教えていただきたい。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 ＥＶカーにつきましては、軽自動車を２台予定しております。今、軽自動車、乗

用車タイプが２台、貨物タイプが１台ラインアップされていますので、入札をして

３台のうち２台になるかと思っております。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 軽自動車等でありましたら、自動車関係の業者さんのほうにお伺いしたところに

よりますと、年内または来年早々のほうには、ちょっと国産ではないんですけれど

も、他国産にはなるんですけれども、１００万円を切るような値段で市場のほうに

回ってくる旨の情報のほう、私のほうは入れているんですけれども、トータルのＥ

Ｖカーの予定台数みたいなのはありますでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 ゼロカーボン推進事業でトータルで８台だったか１２台だったかちょっと忘れま

したけれども、トータル、正確な数字ちょっと確認をします。 

○議長（福井源乃介君） 

 確認してください。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 はい。 
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○８番（根釜昭一郎君） 

 先ほども言ったんですけれども、国産のほうでの低額なＥＶカーのほうは、ちょ

っとまだ時間のほうがかかるかと思うんですけれども、経費的に、そういう情報も、

市場のほうでは流れているような状況ですので、今後、導入予定であるのでしたら、

幅広く検討して導入のほうに向かっていただきたいと思いますが、どうでしょう。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 ＥＶカーにつきましては、今のところ国産を予定しております。 

 外国車につきましては、部品の問題であったりとか、あとメンテの問題等があり

ますので、ちょっと厳しいかなと思っております。 

 といいますのは、外国のこれはＥＶバスですけれども、韓国製を入れたところ、

当初補助金で安く入れたんですけれども、５年間で４，０００万円近くの修理費が

かかったという形で、５年間でもうそのバスは使っていないという、ある意味失敗

事例もありますので、なるべく国産で島でメンテも車検も受けられるようなものを

入れたいと考えております。 

 ただ、外国産においても、外国の車両においても、そういうデメリットが解消さ

れたならば、検討に入れてもいいかとは思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 １４ページ。 

 １５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １６ページ。 

○１２番（外山利章君） 

 １６ページ、３０目の子ども活動支援事業費についてお伺いをいたします。 

 補正予算の説明書によりますと、財団の助成金を活用して、運動遊びを推進する

ための講師、遊具整備のための消耗品費ということで載っておりますが、対象とな

る施設というのはどういうところがございますでしょうか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 今回のものは民間の財団の助成金に申請したところ採択されましたので、上げた

ところです。対象施設は、認定こども園すまいるを予定しております。現在、古く

なっている遊具、三輪車等を総入替えする予定で予算を組ませていただいていると

ころでございます。 

○１２番（外山利章君） 
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 ぜひ、そういう財団のお金というものも非常に当たれば、町の財政にとっては助

かるところなので活用していただきたいと思います。運動遊びをするための指導に

関わる講師謝金ということでしたので、私のほうは、例えば全子育てに関わってい

る施設の先生方を呼んでの講演かなと思ったので今確認をさせていただきましたが、

その中で運動ということでしたので、確認をさせていただきましたが、先日、議会

の勉強会のほうで、社協のほうから事業説明をしていただきました。その際、そ

ら・ＳＯＲＡのほうの方々も事業説明をしていただきまして、非常に利用者数も増

えて、活発に活動しているところを報告いただきました。 

 ただ、先日利用者というか関係者の方からちょっと伺って、非常に利用者数が増

えてきて、今場所として手狭になってきて、もう今の状況だと少し支障を来すんじ

ゃないかということで、昨日その現場を確認に行きました。昨日は利用者数がまだ

少なくて大丈夫だったんですけれども、非常に多い場合、遊び場の部分がもう非常

に狭くて、ちょっと厳しいと、支障があると。また、給食をするための部屋を分け

ているんですけれども、そこも本当は、５名ぐらいのところも８人で申込みがあっ

てということで、できればもう少し施設としては広げていきたいという要望がある

ようであります。そのニーズというものは、支援課長、確認しておりますか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 そら・ＳＯＲＡの利用者拡大に伴う施設の手狭さ等については、昨年度来そら・

ＳＯＲＡのほうの職員の皆様からもお伺いしておりますし、そこを利用される皆様

方のアンケート調査の回答等もいただいておりまして、子育て支援課のほうでも今

後、対応について検討を進めさせていただいているところでございます。 

○１２番（外山利章君） 

 町長のほうも、現場のほうを見に来ていただいたということで、職員のほうも大

変助かったんですけれども、たまたまその日は利用者数が少なくて、実情というも

のがちょっと分かっていただけなかったかなというふうにもおっしゃっていました。 

 隣町のほうからも、また利用者が来ていただいたり、また特に里帰り出産で帰っ

てきているお母さん方が非常に助かっていると。１人で子育てをしながら、なかな

か相談ができないところも、その場所に行けば同じ悩みを抱えているお母さん方と

話ができて、職員の方々とも話ができて、また自分の時間ができるということで、

非常に施設としてありがたいという声が聞こえているようであります。 

 ぜひ、増築もしくは、施設、場所的にはあの場所がお年寄りも集まり、子供たち

も集まり、非常に場所もよくて、公園もあるということで、非常にいいということ

でありましたので、ぜひ増園もしくは施設の利用方法について、また検討していた
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だきたいと思いますが、それについていかがでしょうか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 利用される皆さんが快適に過ごすことができるように、施設の整備については今

後検討してまいりたいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 １６ページ、ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １７ページ。 

○３番（城村 誠君） 

 １７ページ、障害者福祉費、１目ですけれども、今回九州大会に出場するという

ことで助成が出ているようですけれども、そういう大会に出る助成は、その都度出

場が決まった段階で、補正で対応しているものなのでしょうか。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 今回、県大会の分は当初の予算の中でやりくりをしているんですけれども、今回

この県大会のほうで上位の成績を収めまして、九州大会への切符をつかんだという

ことで、今回の補正に入れさせていただいております。九州大会に出るのは初めて

でして、どのぐらいになるかが全く分からない状態だったんですけれども、今回九

州大会が宮崎県で開催というところで、そちらの分の半額の補助、町の規定に、ス

ポーツ少年団等と同じように半額助成というところで、今回補正予算として計上さ

せていただきました。 

○３番（城村 誠君） 

 障害者の方が、グラウンドゴルフもですけれども、ゲートボールのほうにもかな

り参加しております。私、その町内大会、障害者大会を見たことあるんですけれど

も、障害度の高い１人で歩くのも補助者が要るような方々も、しっかりとゲームが

できるようなものになっておりました。一番、障害者に対して優しいスポーツだと

思います。そういう方々が、今回県大会に出たいということでありましたが、それ

にも旅費補助等がついたのでしょうか。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 今回、ゲートボールとグラウンドゴルフ両方とも県大会のほうに出場させていた

だきました。残念なことにゲートボールは上位の入賞ができなくて、本当はこの

２つを両方で九州大会に出場したかったというのが思いだったんですけれども、残

念なところは、上位入賞はゲートボールはすることができず、県大会止まりという
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ことになりましたが、どちらの競技も知名町から参加させていただいております。 

 本当に障害者の皆様が頑張って活躍している姿は、本当に感激をすると思います

ので、ぜひいつか知名町で開催があるときには、皆様のご声援をよろしくお願いし

たいと思います。 

○３番（城村 誠君） 

 ちゃんと出ているんであればいいですね。私もちょっと聞いたところ、その助成

がついたということで大変喜んでおりました。全てを賄えるような助成ができるわ

けではないですけれども、皆さんが町から受けた分、その分は頑張ってくるんだと

いうあの意気込みは非常に感じられます。障害者に対するそのスポーツに出るとい

うものの助成もしっかりと考えて、予算アップできるんであれば上げて、皆さんが

健康であるためにも努めていくよう要請して終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １８ページ。 

○１０番（宗村 勝君） 

 衛生費の先ほどの総務課長がご説明いただきました合併処理浄化槽というのは、

どこの浄化槽のことを言われたのかを参考までにお聞かせください。 

○総務課長（成美保昭君） 

 私の先ほどの答弁でこの合併処理浄化槽負担金というところが少し出ましたが、

この１，９００万円の、地方債のところに１，９００万円が入っておりますが、今

回の上の歳入の９ページにあります衛生費債のこの補正額の１，９００万円、これ

は、ごみ処理施設、衛生管理組合の予算でありまして、組替えでここに載ってしま

いまして、そこに関連するのがちょうど４、１、１０の、ちょっと難しい説明にな

るんですが、実際の補正額を操作したということじゃなくて、対象を起債に充当さ

せたためにこのような表示になってしまったということで、ここに出ている合併処

理浄化槽負担金とは、今回は何ら関係ないことでした。先ほど私がこれを言ってし

まったがために、申し訳ありませんでした。 

○１０番（宗村 勝君） 

 分かったような分からないような答弁になってしまいましたけれども、衛生管理

組合で今屠畜場の浄化槽の話題が出たもので、その件かなと思っていたところなん

ですけれども、そこじゃないのですね。この合併処理浄化槽事業負担金二百何万円
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とありますけれども、それは、だからどこの浄化槽のことを示しているのかなと。 

○議長（福井源乃介君） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 午前１０時５３分 

─────────────── 

再 開 午前１０時５４分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１０番（宗村 勝君） 

 先ほど、両町負担が同じという言い方されたもので、衛生管理組合のことかなと

思って質問させていただきました。 

 終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １９ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２０ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２１ページ。 

○１２番（外山利章君） 

 ２１ページの３３目についてお伺いいたしますが、ばれいしょ産地再生緊急支援

時事業補助金とありますが、これは県の園芸産地再生支援事業に関わるものでしょ

うか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 お答えいたします。 

 この３３目のばれいしょ産地再生緊急支援事業費につきましては、新型コロナウ

イルスの地方創生臨時交付金を活用させていただいて、町単独でバレイショの生産

者支援を行うものでございます。 

○１２番（外山利章君） 
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 県の、先ほど言った園芸産地再生支援事業があったので、そこの事業も使いなが

らの県の補助金を入れた、町の補助があるのかなと思ってちょっと勘違いをしまし

た。これ、緊急再生、どれぐらいの種バレイショの購入費に対する助成というふう

にありますが、どの程度補助する予定でしょうか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 知名町のバレイショ生産の種バレイショ購入費、およそ量的なものとして

８００トン程度の種バレイショの購入がございます。そのうちのキロ単価の２５円

を上限にということで計画をいたしておりますが、ただ上限でございます、種バレ

イショの数量については増減いたしますので、予算の範囲内でと考えております。 

○１２番（外山利章君） 

 この申請の方法は、例えばＪＡならばＪＡが数の取りまとめがありますので、す

るのか、それとも個人業者ならば個人業者からの申請もしくは生産者個人からの申

請というふうにするのか、そこまでお答えいただけますか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 大きく知名町内には、農協と、それから一つ個人の事業者さんで大きい事業者が

ございます、取り扱っている業者といたしましては。そちらのほうに注文が直接入

った種バレイショについては、その出荷団体というか種バレイショを取り扱ってい

る事業所さんと量の把握はできますが、その他で取り扱われている、集荷業皆さん

が扱われている種バレイショについては、こちらで事業所のほうを把握しています

ので、聞き取り等を行って、基本的にはその注文数量に応じて、農家の種バレイシ

ョの生産時点にその価格を減額した形で、生産者には負担をいただくというような

形で支援を行いたいと思っております。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○５番（窪田 仁君） 

 ３２目定年帰農者支援事業ですけれども、どういう状況になっているか進捗状況

を教えてください。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 定年帰農者支援事業につきましては、今現在、事業募集を広く行われている状況

ではございませんので、座談会等をこれから農林課のほうで行っていきますので、

そちらで紹介をしてまいる予定です。ですが、今、問合せ等は来ておりまして、実

際、この事業を活用したいという方は数名いらっしゃる状況です。 

○５番（窪田 仁君） 
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 帰農者ということですので、地元の定年された方は中に入ってないという理解で

いいですか。 

○農林課長（岡越 豊君） 

 こちらの交付の目的といたしましては、島外で定年や早期退職等を迎えてＵター

ンされる方、国の給付金のほうが５０歳ということで、５０歳以上の方を対象にし

たメニューとなっております。 

○５番（窪田 仁君） 

 ぜひ、いろいろな沖洲会等県人会がありますので、そこらに送られると、このよ

うな予算では足りないかもしれませんが、もう始まりですので、ぜひ活発な活動に

していただけるよう要望して終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２２ページ。 

○１０番（宗村 勝君） 

 耕地課長に要請いたします。多面的機能支払交付金事業、それで以前から申し上

げていますけれども、与論町なんか参考にして、要するにそれを伐採した木々をシ

ュレッダーにして、もちろん堆肥ができたらいいんですけれども、それを処分する

のに今困っているんですよ。 

 それを、もし堆肥化できないなら、道路の脇にただそのままチップのまま捨てる

というか、廃棄するだけでもいいと思いますので、そういう話は出ていないですか、

要するに会合とかで、多面的交付金の役員会とかで。 

○耕地課長（下田浩治君） 

 広域協定の会合の代表者の皆さんの会の中でも、そういう話も以前から伺ってお

ります。 

 そして、視察に与論町に行った際にも、そういう進んでいる与論町の状況を目の

当たりにもしてございます。これについては、肥料をチップ化して、さらに資源と

して使うという肥料のこともございますので、農林課の担当、また、その他の課も

町を挙げて考えていかないといけないところもありますので、また協議させていた

だきたいと思います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 各団体というか支援隊に１台じゃなくて、せっかく知名町広域になっていますか
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ら、広域で１台、東、西に各１台とか、トラクター装着でもいいと思いますけれど

も、それをぜひ進めていって、せっかく伐採をしたはいいですが、その処分に困っ

ています。これぜひ早い、もう検討だけじゃなくてぜひそれを実現化するようにで

きないかも再度お伺いします。 

○耕地課長（下田浩治君） 

 多面的機能支払交付金の補助対象となるかもまた確認の上、議員おっしゃるとお

り、また協議していきたいと思います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 それは私が申し上げたのは、県のその担当者が、ぜひ昔は農地・水とかそう言っ

ていましたけれども、それでやるべきだと、私、名前忘れたもので、ちょっと今、

県の職員がそう申し上げたものですから、ぜひ実現できるように要請します。 

 終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２３ページ。 

○５番（窪田 仁君） 

 １６目知名町プレミアム付商品券事業なんですけれども、いつ頃からどのような、

詳細を教えてください。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 ６月補正で上げまして、プレミアム付商品券ですので、５，０００円で１万円の

商品券が買えるというものでございます。対象者は、全町民です。赤ちゃんからお

年寄りまで全町民を対象としております。 

 販売開始は、今のところ１０月中旬を予定しておりまして、大体１週間ぐらいと

いうふうに考えております。９月１日の人口を、今、データをいただいていますの

で、９月１日の人口を基に、全町民を対象に販売をする予定でございます。 

○５番（窪田 仁君） 

 前回の商品券の動向のアンケートも取られていると思いますけれども、知名町は

飲食業が大分看板を下ろしたんですけれども、また復活して看板がついている状況

なんですけれども、比率的にもほとんどがスーパーに行って高騰対策事業みたいに

なってしまったんですけれども、今回はどのような比率でやられるのか伺います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 
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 今回のプレミア付商品券も、町民に対して物価高騰に対するものでございますの

で、比率というのはございません。全業種、前回と同じように対象にしております。 

○５番（窪田 仁君） 

 ぜひ、有効に活気づくように要望して終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２４ページ。 

○５番（窪田 仁君） 

 すみません、２３ページの土木で報告をしたいんですけれども、いいですか。昨

日、道路メンテナンスで小米古里線が、横断、グレーチングが下がり過ぎて凸凹が

あるという話をしたら、昨日の夕方もう張り替え修繕が終わっていまして、とても

びっくりしている状況です。建設課の皆様の対応に、とても感謝しているところで

ございます。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２６ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２７ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２８、２９ページまで。 
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○９番（西 文男君） 

 ２９ページ、６目給食費の臨時の扶助費がありますが、これ給食費は、物価高騰

等で、この扶助費を掲載してありますが、保護者の負担は増になりますか、これを

利用しても。 

○学校給食センター所長（東 里樹君） 

 現在、小学生については毎月３，５００円、中学生については４，０００円の給

食費というのをもらっております。今回、物価高騰分の５００万円ほどを計上して

いますけれども、給食費は通常どおりもらうという計算になっております。 

○９番（西 文男君） 

 給食費は上がらないということですね、保護者の。 

 それで、今回、国のほうからコロナ対策費ということで、地方創生臨時交付金で

バレイショの地産と分けてありますが、これ、給食センターの所長は、全額、以前

みたいに子供たちに給食費無償化ということで、予算の配分等々、財政のほうとど

のような形で折衝しましたか、お伺いします。 

○学校給食センター所長（東 里樹君） 

 去年、無償化を行いましたけれども、計算をしましたら給食費が足らないという

ことで、総務課と協議の上、今回、物価高騰分については臨時交付金型という形に

なりました。 

○議長（福井源乃介君） 

 無償化についての対応は。 

○９番（西 文男君） 

 私の質問は、その補助金について、昨年度は無償化をしていただいたということ

の実績があります。今回のこの新型コロナウイルス緊急事業の中で２つ項目が分か

れていますが、財政のほうとの昨年同様、無償化の交渉はしましたかというふうな

質問でございました。いかがですか。 

○学校給食センター所長（東 里樹君） 

 無償化というよりか物価が高騰しているということで、総務課とは協議を行って

おります。無償については協議をしていないところであります。 

○９番（西 文男君） 

 実は、正名に子供６人で頑張っている若者がいます。正名は６人のお子さんを持

っている方が２名、それから４名のお子さんがいる方が四、五人ですかね、いるん

ですよ。 

 今、給食費を聞きましたら、この６人、お子さんがいる方は、中学校に２名、小
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学校に２名いるんですね。ということは１か月で７，０００円、８，０００円、

１万５，０００円の給食費なんですよ。 

 それで、昨年度の新型コロナウイルスで給食費を無償化していただいたというこ

とで、非常に助かったと。経済的に含めて、あと子供たちのほかの分野等々におい

ても援助ができたということですので、町の子育て支援、充実をしていただいてお

りますが、さらなる拡充においては、ぜひ子供中心、家庭庁もありますので、そう

いう面で、やっぱり痛いのは給食費の負担が大きいと切実な話がありました。その

方また、今、下のお子さん２人いるんですけれども、中学生の第１子、第２子が卒

業したらまた小学校に入ってくるんですね。そういうことは、ずっとそういう形の、

月最低１万５，０００円の給食費を支払っていくような形で頑張っています。 

 町長、人口減少に歯止めをかけるということは非常に難しいですが、多子の家庭

においては、何か子育て支援の中で累進という形での検討はできないでしょうか、

お伺いします。 

○町長（今井力夫君） 

 以前、西さんにも、非常に本町の子育て支援に関する充実度は、非常に群島内で

ぬきんでているという賛辞をいただきまして非常にありがたいなと思っております。 

 ただいまの給食費無償化につきましては、いろいろな市町村において取り組み始

めているところも承知しております。ただ、本町におきまして、子育てに関する支

援金、いろいろなものを今、ほかの市町村が打っていないものも打たせていただい

ております。 

 それから、国のほうの動向が、この給食費の無償化について、国のほうの動向も

いろいろ我々も察知していかなきゃいけない部分がございますので、今後、国の動

き、それから県の動きというのも十分勘案した上で、ただ、今回は、年度途中で給

食費の増額というのはそれはまかりならんぞということで、給食費は絶対上げない

ということで、今回その増額分に関しては、今回の交付金等を使っていこうという

ことでさせていただいております。給食費全般の今後の動向につきましては、先ほ

ど申し上げましたように、国の動向がかなり激しくなっておりますので、そういう

のをしっかりと見極めながら対策を講じていきたいなと考えております。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号、令和５年度知名町一般会計補正予算（第３号）につ

いては、原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

 議場の整理を行います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 さきほど根釜議員のほうから、ＥＶカーの台数でしたけれども、今年度２台導入

予定、それからあと５年間かけて一応８台導入予定ということで、合計１０台、今

のところ計画上は予定しております。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 ２５分から再開します。 

休 憩 午前１１時１６分 

─────────────── 

再 開 午前１１時２４分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第３ 議案第５１号 令和５年度知名町国民健康保険特別会計 

             補正予算（第１号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第３、議案第５１号、令和５年度知名町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）についてを議題とします。 
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 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第５１号は、令和５年度知名町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１，５４８万４，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１０億９，６９４万４，０００円と定めております。 

 主な補正の内容につきましては、歳入につきましては、国庫支出金、繰越金を増

額計上しております。 

 歳出につきましては、総務費、保健事業費、基金積立金を増額計上しております。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 総括、よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に、歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 
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 歳出、６ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ７ページ。 

 ８ページまで。 

○９番（西 文男君） 

 ８ページ、基金の積立て、１目についてお伺いします。 

 説明書を見ますと、「財政調整基金条例に基づき、基金に積み立てるための」と

いう文言があります。１，３４８万７，０００円、財源は国民健康保険税納付者の

納付額からの県による査定、計算されて繰り越す金額があり、基金に積み立てたと

いうことでしょうか。詳細を求めます。 

○保健福祉課（武元沙織君） 

 ただいまの基金についての質問にお答えいたします。 

 この基金の繰越金ですが、国民健康保険税からの分を丸々というわけではなく、

国保会計の歳入歳出で繰越金分を基金に積み立てております。 

 以上です。 

○９番（西 文男君） 

 繰越分を基金に。ありがとうございます。 

 基金の積立て、毎年、されているかと思うんですが、その基金の目的として、毎

年積み立てています現在の基金の積立てでは足りない可能性があるから基金を積み

立てていくのか、そして、基金の上限額等々はどのような形になっているか示して

ください。 

○保健福祉課（武元沙織君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 この基金は、何かの目的のために積み立てたりしているわけではなく、ここ数年、

知名町国保では、収納率の向上やそれに伴う交付金の増、また医療機関受診控えに

よる医療費減やそれに伴う納付金の減額などにより、国保会計が黒字決算となって

おりました。なので、その黒字分というか、余剰金のほとんどを毎年基金に積み立

てたことによって、現在およそ２億３，０００万円の積立金となっておりますが、

黒字分を積み立てていっている分なので、幾らまで積み立てるとか、何かの目的の

ために積み立てているというわけではございません。 

 以上です。 

○９番（西 文男君） 



― 192 ― 

 現在、積立総額２億３，０００万円という回答がありました。 

 この積立てから、保険料、国民健康保険税の金額で足りずに基金から繰り出した

ことがあるのか、そして、もしそこまで繰越金が毎年そういうような形であれば、

国保税の金額の個人負担部分の減額等はどのような形で考えているかお伺いします。 

○保健福祉課（武元沙織君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 今現在において、この基金を取り崩して国保税の不足分に充てたということは今

までにはないんですが、令和４年度、大幅に国保税を引き下げております。それは、

基金から取り崩すためにもともと下げているんですが、令和４年度は、前年度より

も被保険者の課税所得が大幅に大きくなってしまっていたため、調定額が高くなっ

て、４年度は基金を使用するまでには至りませんでした。 

 ですが、大幅に引き下げた国保税率は、鹿児島県内でもトップクラスの低い税率

となっております。なので、令和５年度は、県への納付金のうち税から納めないと

いけないという金額に対して、ただいま数千万円足りない試算となっております。 

 ですので、その不足分を基金から繰入金で補塡する予定で、これからも毎年この

低い税率を維持しながら不足分を補塡していこうと考えております。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５１号、令和５年度知名町国民健康保険特別会計補正予算
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（第１号）については原案のとおり可決されました。 

 

△日程第４ 議案第５２号 令和５年度知名町介護保険特別会計補正 

             予算（第１号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第４、議案第５２号、令和５年度知名町介護保険特別会計補正予算（第

１号）についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第５２号は、令和５年度知名町介護保険特別

会計補正予算（第１号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ６，９１４万８，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ９億１，９３５万２，０００円と定めております。 

 主な補正の内容は、歳入につきましては、繰入金、繰越金を増額計上しておりま

す。 

 歳出につきましては、総務費、基金積立金、諸支出金を増額計上しております。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページまで。 

○１０番（宗村 勝君） 

 皆さんに事例の発表をさせていただきます。 

 竿津字の高齢者が、皆さんご存じだと思いますけれども、島に家がないというこ

とで、みとりの状態の高齢者がいて、島にお墓もあるもので墓参りを兼ねて、向こ

うのお医者さんからも、どうなっても分からない状態のとき、娘さんが同行して帰

島しました。そのとき、たまたま宿が取れないということで、竿津字公民館を宿に

していただき、四、五日泊まっていただきました。 

 そのとき、もう認知も入っていますから、娘さんはこれで終わりでもいいという

気持ちで連れてきたそうなんですけれども、包括支援センターの職員の皆さんにい
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ろいろ手続していただき、島の皆さんとお会いして帰ったら、お医者様もどういう

状態か分からんということで帰島させたんですけれども、帰ったら以前よりも意識

もはっきりしたと。 

 そういうことで、その娘さんから包括支援センター並びに皆さんの連携がすばら

しかったということをこの前もお聞きしたんですけれども、川畑議員も一緒に同行

したんですけれども、そういう話を聞いて、それなら何度でも帰っていいというお

話でした。健康保険もないですし、それを皆さんが真摯になって取り組んでいただ

いたということで、本人はもちろん家族全員喜んでおりました。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 総括でお尋ねします。 

 来週、介護保険の会議のほうがあるので、そこでの問いでもよろしいんですけれ

ども、一般の方や、また介護事業に関わっている方から質問のほうがありましたの

で、この場で質問のほうをさせていただきたいと思います。 

 介護事業所のほうで事故のほうがありまして、それの影響が本町で行われている

介護事業全体に関しまして何らかの影響が出るのではないかと非常に不安がってお

りますので、現段階でお答えできる範囲で構いませんので、何らかの情報がありま

したら教えていただきたいと思います。 

○保健福祉課（前原元紀君） 

 ９月１日に管理者の方がお亡くなりになられた件ということでよろしいでしょう

か。 

 本町では、居宅介護を充実させようということで、小規模多機能型居宅介護とい

う形態の介護サービス事業所を４つ構えておりますが、そのうちの一つの事業所の

管理者をされていた方がこの９月の頭にお亡くなりになりました。個人的にも介護

保険利用者に対しても真摯にやっていた方なので、本当に痛恨の極みとしか言いよ

うがないんですが、その方は管理者ということで、またケアマネということで、そ

の施設運営に必要な資格も持っていらっしゃった方です。その方が欠けたというこ

とで、施設運営長が許可権者、指定権者ですから、指導する立場ですので、新しい

方を立てていただく必要があるんですが、ついこの間、おととい、昨日が葬儀があ

ったということで、すぐには聞けない状況がありました。しかしながら、あるケア

マネさんから通じて聞いた情報によりますと、前に働いていたケアマネさんも応援

をしていただきながら、何とか残ったスタッフで、今、事業としては、運営として

は回しているという状況でした。 

 その後の継続するかというところに関してなんですが、まだ確認はできていない
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状況です。もちろん代表の方がお亡くなりになっても、利用される方は現にいらっ

しゃるわけで、もし継続するのであれば、町としましても、監督する立場ででも緩

和できるところは緩和してあげたいと思いますし、また、仮に廃止、閉じるという

ことであれば、それに準じた手続が必要となりますので、その場合には、利用者の

受入先の調整、確保が必要になります。そこは、もう町全体の介護施設の代表の方

に協力を仰いで、利用される方がスムーズにしい受入先に移れるよう、そこはバッ

クアップはしたいと思っております。現時点では、まだ継続、廃止、規模縮小とい

う方針は確認はできていないです。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 町内の介護事業に関しまして、非常にマンパワーもそうなんですけれども、利用

者さんのニーズ等々ぎりぎりの状況で通常の状態でもされていたと思うんですけれ

ども、事故があったことによって、利用者さん、事業所で働いている方、またご家

族の方、その辺を含めて、これまでと変わらず何ら支障が出ないような体制をお互

い知恵を絞って継続していけたらと思いますので、その際にはまた一緒に取り組ん

でまいりましょう。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、３ページ、歳出、４ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に、歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、６ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５２号、令和５年度知名町介護保険特別会計補正予算（第

１号）については原案のとおり可決されました。 

 

△日程第５ 議案第５３号 令和５年度知名町後期高齢者医療特別会 

             計補正予算（第１号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第５、議案第５３号、令和５年度知名町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第５３号は、令和５年度知名町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ２６３万９，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ１０億４７万６，０００円と定めております。 

 主な補正内容は、歳入につきましては、繰入金、繰越金、諸収入を増額計上して

おります。 

 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金、保健事業費、諸支出金を

増額計上しました。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 
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 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、３ページ、歳出、４ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に、歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、６ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５３号、令和５年度知名町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）については原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 
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△日程第６ 議案第５４号 令和５年度知名町奨学資金特別会計補正 

             予算（第１号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第６、議案第５４号、令和５年度知名町奨学資金特別会計補正予算（第

１号）についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第５４号は、令和５年度知名町奨学資金特別

会計補正予算（第１号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ７１万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１，９２２万６，０００円と定めております。 

 主な補正内容につきましては、歳入については、繰入金、繰越金を減額計上し、

諸収入を増額計上しました。 

 歳出につきましては、総務費を増額計上し、貸付金を減額計上しております。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 総括。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、３ページ、歳出、４ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで事項別明細書による質疑を終わります。 
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 次に、歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、６ページ。 

○１２番（外山利章君） 

 ６ページの奨学資金貸付金についてお尋ねいたしますが、予算説明書では既定学

生の１名減ということになりますが、これは今通っている学生さんが中退された、

そのような認識でよろしいでしょうか。 

○学校教育課係長（清水勝行君） 

 議員のおっしゃるとおりの認識です。 

○１２番（外山利章君） 

 せっかく奨学資金を受けて大学に進学していながら中退ということは、いろんな

事情があると思いますが、非常に残念なことだなと思うところです。その後の予定

学生の４名減というところがありますが、予定学生というのは、例えば奨学金を進

学した場合に受ける予定がありますかというようなアンケート等を取って、この予

定学生という数字は出しているんでしょうか。 

○学校教育課係長（清水勝行君） 

 事前のアンケートや要望については取っておりません。最近の近年の推移ですと

かそういったものを考慮して、高校生２名、大学生６名という形で予算の計上をし

てございます。 

 以上です。 

○１２番（外山利章君） 

 そういう意味でいうと、今後、生徒数の減少というところがかなり問題視されて

おります。というと、今後、奨学資金を使う学生も少なくなってくるのではないか

なと思うところですが、資金として積立てがあるわけですから、例えば、将来的に

は奨学資金の増額というところも学校教育課のほうでは検討されているんでしょう

か。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長（窪田政英君） 

 現在のところ、奨学資金の増額については検討にはまだ至っておりません。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福井源乃介君） 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５４号、令和５年度知名町奨学資金特別会計補正予算（第

１号）については原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

 午後１時から再開します。 

休 憩 午前１１時５４分 

─────────────── 

再 開 午後 １時００分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第７ 議案第５５号 令和５年度知名町水道事業会計補正予算 

             （第２号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第７、議案第５５号、令和５年度知名町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第５５号は、令和５年度知名町水道事業会計

補正予算（第２号）についての案件であります。 



― 201 ― 

 今回の補正は、収益的支出を２３０万３，０００円増額計上しております。 

 主な補正内容は、台風災害時の発電機借上料及び燃料費を増額計上しております。

人事異動に伴う職員の給与、賞与引当金繰入額を減額計上したほか、営業外費用と

して貸倒損失を１５０万円計上しております。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 台風に備えて発電機を設置しておりますが、それは全てリースですか。 

○上下水道課長（久永裕一君） 

 これについては固定式の発電機を備えておりまして、また役場自体も発電機を

４台持っておりますので、残りをリースという形を取っております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 各水源地に台風前に設置していただいておりますが、前回、私、運営委員会に行

ったとき、発電機を購入すると言ったけれども、それは買ったんですか、課長補佐、

前回水道課にいたと思いますが。その後、前回、何年か前に購入すると、リースよ

り購入のほうがいいということで、たしかお話があったと思うんですけれども、そ

れはどうなったのか。 

○上下水道課長（久永裕一君） 

 前の水道課では発電機は購入しておりません。総務課のほうで４台購入をしてい

ただいたという経緯はありますけれども、課では購入はしておりません。 

○１０番（宗村 勝君） 

 たしか私、その委員をしていたとき、リースより購入しようということで、課長

補佐が前回水道課にいらしたとき、たしかそう話していましたが。参考までにリー

スは１基どのぐらい、金額。 

○上下水道課長（久永裕一君） 

 発電機も大きさがいろいろありますけれども、２５ｋＶＡの場合は５，０００円、

１日です。４５ｋＶＡは６，０００円、１５０ｋＶＡ、これは一番大きいんですけ

れども、１万３，０００円のリース料となっています。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 
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○９番（西 文男君） 

 テレビ等々で台風時に停電をして、特に沖縄県ですが、水道もストップして非常

に生活が困っていたということで、我が町の水道課においては、常に台風の情報入

り、断水がないよう事前に設置をしていただいてよかったというふうに町民の声が

ありましたので、報告をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わります。 

 次に、ページごとによる質疑を行います。 

 補正予算１ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 実施計画２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 実施計画明細書３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５５号、令和５年度知名町水道事業会計補正予算（第２号）



― 203 ― 

については原案のとおり可決されました。 

 

△日程第８ 議案第５６号 令和５年度知名町下水道事業会計補正予 

             算（第２号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第８、議案第５６号、令和５年度知名町下水道事業会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 では、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第５６号は、令和５年度知名町下水道事業会

計補正予算（第２号）についての案件であります。 

 今回の補正は、収益的収入を６３６万４，０００円、収益的支出を４２６万

３，０００円それぞれ減額計上し、資本的収入を９６９万１，０００円、資本的支

出を７５９万円それぞれ増額計上しております。 

 主な補正内容は、収益的収入につきましては、他会計補助金を減額計上、収益的

支出については、管渠費、浄化槽費、総係費を増額計上しており、処理場費を減額

計上しております。 

 また、資本的収入につきましては、他会計出資金を増額計上、資本的支出につき

ましては、処理場建設費、管渠建設費を増額計上しております。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わります。 

 次に、ページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、収益的支出。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ、実施計画書。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 同じく３ページ、実施計画書、資本的収入及び支出。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ４ページ、収益的収入及び支出。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ５ページ、実施計画明細書、資本的収入及び支出。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５６号、令和５年度知名町下水道事業会計補正予算（第

２号）は原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 

△日程第９ 議案第５７号 知名町職員等の旅費に関する条例の一部 

             を改正する条例について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 
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 日程第９、議案第５７号、知名町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 では、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第５７号は、知名町職員等の旅費に関する条

例の一部を改正する条例についての案件であります。 

 本案は、社会情勢の変化に応じた旅費制度の運用を図るため、日当、県内宿泊料

及び食卓料の額を改定したいことから、所要の改正をしようとするものでございま

す。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わります。 

 次に、ページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、別表から附則まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 次に、新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５７号を採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５７号、知名町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する

条例については原案のとおり可決されました。 

 

△日程第１０ 議案第５８号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織す 

              る地方公共団体の名称の変更及び同組 

              合規約の変更について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１０、議案第５８号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の名称の変更及び同組合規約の変更についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案を申し上げました議案第５８号は、鹿児島県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の名称の変更及び同組合規約の変更についての案件であり

ます。 

 本案は、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の伊佐北姶良環境

管理組合が令和５年４月１日をもちまして伊佐湧水環境管理組合に名称を変更した

ことに伴い、同組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第

２８６条第１項及び第２９０条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案について総括的質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わります。 

 次に、ページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、別表、規約まで。 



― 207 ― 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 次に、新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ４ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５８号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の名称の変更及び同組合規約の変更については原案のとおり可決されました。 

 

△日程第１１ 議案第５９号 消費税のインボイス制度導入に伴う関 

              係条例の整備に関する条例について 
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○議長（福井源乃介君） 

 日程第１１、議案第５９号、消費税のインボイス制度導入に伴う関係条例の整備

に関する条例についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第５９号は、消費税のインボイス制度導入に

伴う関係条例の整備に関する条例についての案件であります。 

 本案は、令和５年１０月１日から施行される適格請求書等保存方式（インボイス

制度）に対応するため、所要の改正をしようとするものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わります。 

 次に、ページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、第１条から第６条まで。 

 ２ページ、第６条から第１４条まで。 

○議長（福井源乃介君） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 午後 １時２０分 

─────────────── 

再 開 午後 １時２２分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２ページまでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ、第１４条から附則まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 次に、新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

 ２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ。 

 ４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ６ページ。 

 ７ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ８ページ。 

 ９ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５９号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第５９号、消費税のインボイス制度導入に伴う関係条例の整備

に関する条例については原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 

△日程第１２ 議案第６０号 昇竜洞の管理に関する条例について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第１２、議案第６０号、昇竜洞の管理に関する条例についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 では、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第６０号は、昇竜洞の管理に関する条例の案

件であります。 

 本案は、令和５年６月７日に知名町住吉１５２０番地にある昇竜洞の所有権が沖

永良部昇竜洞観光社から知名町に移転が完了したことに伴い、その管理について定

める必要があることから提案するものでございます。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

○１２番（外山利章君） 

 今回、昇竜洞の移転が沖永良部昇竜洞観光社から知名町に移転したということで、

今回、この管理の条例が出てきておりますが、この条例の中で、指定管理を行って、

そこがここの管理を行うというふうに規定が行われております。あわせて、指定管

理の条例が出てこなければ、そこの管理ができないということになると思いますが、

そこについては、企画振興課長、いかがですか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 指定管理につきましては、現在、実際に動いてはいるんですけれども、順番とい

たしましては、この条例が通らないと、指定管理ができないという順番立てでござ

います。 

○１２番（外山利章君） 

 そのことは重々承知をしております。 
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 この管理の議案が通った後にすぐ指定管理がなければ、もし次の議会で指定管理

の条例が出てきた場合、３か月タイムラグが出てしまうということになると思うん

ですが、その辺についてはいかがですか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今、実際には、フローラルホテルにお願いをして、昇竜洞を管理していただいて

いるところでございます。 

 今回上げてきたのは、権利関係といいますか、土地関係が、沖永良部昇竜洞観光

社がみなし法人という形で個人の土地の名義になっておりました。個人の名義の土

地を寄附という形で知名町に寄附していただく手続に２年間要したということで、

今回上げてきました。今、外山議員のおっしゃることは重々分かりますが、実際、

今も運営上はやっているということで、今の件についてはちょっと整理をさせてく

ださい。 

○１２番（外山利章君） 

 やはりしっかりと条例等に基づいて行政の業務というのは行われなきゃいけない

ということで今質問しましたが、以前は指定公社の持ち物で、そこで指定管理とい

う形で行っていましたが、管理者が知名町に正式に変わるという段階で、この部分

は指定管理に関しての条例も出てこなければいけないのじゃないかなということで

質問したところで、その点についてはしっかりと、どのような対応をすべきかとい

うところは精査していただくことを要請します。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○３番（城村 誠君） 

 この沖永良部昇竜洞観光社は、観光用に入洞させて、それを始めたときには町の

有志の皆さんが出資をして立ち上げたものであります。その出資金、前は収入がか

なりあったときは、１割出資者に還元していたという時期もあるんですけれども、

長らく、あのときは平正雄さんになったときにその配当はなくしたというものはあ

るれども、今回、町に移転することでその出資金というものはちゃんと処理はでき

ているんでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 財産関係については、町に譲渡する前にちゃんと精算をしてから町に渡すという

ことで合意をしていますので、出資金についても、その出資者について還元がなさ

れているものと思っております。 

○３番（城村 誠君） 
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 そこはちゃんと処理がついて観光社に話がついたということですね。分かりまし

た。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

 総括。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わります。 

 次に、ページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、第１条から第９条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ、第９条から附則まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ、別表から備考まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第６０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６０号、昇竜洞の管理に関する条例については原案のとおり

可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 
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△日程第１３ 議案第６１号 工事請負契約の締結について（令和 

              ５年度白浜団地２号棟改修工事） 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第１３、議案第６１号、工事請負契約の締結について（令和５年度白浜団地

２号棟改修工事）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第６１号は、工事請負契約の締結についての

案件であります。 

 今回の白浜団地２号棟改修工事は、８月２９日に有限会社林建設、有限会社宮西

土木株式会社、前県の３者で入札執行し、工事請負金額を８，６６８万円で有限会

社林建設が落札し、工事請負仮契約を締結しております。 

 工事概要は、鉄筋コンクリート造３階建て９戸の公営住宅改修工事で、延べ床面

積６３６平米、全戸３ＤＫとなっており、住戸内、外壁、附属棟の改修を行います。 

 詳細につきましては、お手元の資料をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する質疑を行います。 

○５番（窪田 仁君） 

 下平川の改修工事がありましたけれども、１つの部屋を改修する方が１つの部屋

に移動してほかを改修するという流れだったんですけれども、今回は、住民の方は

どのような動きになるか、教えていただければ。 

○建設課長（英 敬一君） 

 下平川の住宅のほうは、アスベストでレベル１というかなり高いアスベストが入

っているということで、一旦、まずはアスベストの除去をしてから内部の改修に入

るということで、実際入居者のほうは２回住宅内で移動していただいたと。すごく

ご迷惑をおかけしました。 

 今回、白浜団地につきましては、アスベストのほうはレベル３ということで、今

回につきましては、１回の移動、やはり１度は出てもらって、改修のためにという
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ことで計画をしております。 

○５番（窪田 仁君） 

 それは別の住宅を確保しながらという話を聞いているんですけれども、そういう

移動の詳細を教えていただければ。 

○建設課長（英 敬一君） 

 同じ棟に１戸空きがあります。あと１戸が同じ白浜団地、海側の棟に１戸空いて

いますので、そこで対応する予定としております。 

○５番（窪田 仁君） 

 分かりました。安全に工事が進むよう希望して、終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○３番（城村 誠君） 

 総括でお聞きします。 

 同じく白浜団地の改修についてですけれども、水回りの今回の改修設計において

長い配管になってしまっていると、給湯器から。それにおいて、早々にそこからの

水の浸入があって雨漏りが発生したという事例を入居者から聞いているんですけれ

ども、そういう事例があったんでしょうか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 給湯器はベランダのほうに設置をしております。そこから住戸内に配管をしてお

りますけれども、その配管をした後の、要は穴を空けたところの詰めが悪くて、そ

こから台風ですので横風で水が浸入したということで聞いて、その後は手直しのほ

うはしてございます。 

○３番（城村 誠君） 

 せっかくきれいにしたところを、養生の足らなさでそういうのが発生していると。

今回はもう工期が決まっておりますけれども、白浜団地も工期が延びております。

それに応じて改修経費、今回、白浜団地は工期の延長に伴い経費は余計に発生した

でしょうか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 契約金額に関しましては、当初の契約額のままということになっております。 

○３番（城村 誠君） 

 しっかりとした改修をするためにも、工期ありきでいくのはどうかと思われます。

今回の新庁舎建設においても、いつまで、３月末、工期きっちりというものでは突

貫で、そういうものがあってはいけないと思います。工期の余裕を持って、業者に
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しっかりと仕事をしてもらうよう要請して終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 よろしいですか。 

 これで質疑を終わります。 

 次に、ページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、建設工事請負仮契約書。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ、平面詳細図。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ、立面図。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第６１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６１号、工事請負契約の締結について（令和５年度白浜団地

２号棟改修工事）は原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。５分間休憩します。 

休 憩 午後 １時４０分 

─────────────── 
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再 開 午後 １時４４分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第１４ 同意第１１号 知名町教育委員会委員の任命に付き同 

              意を求めることについて 

 

 日程第１４、同意第１１号、知名町教育委員会委員の任命に付き同意を求めるこ

とについてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました同意第１１号は、知名町教育委員会委員の任命に

付き同意を求めるものであります。 

 本件は、上村陽子氏が本年９月３０日をもって任期満了となることに伴い、竿奈

美氏を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 よろしくご審議の上、同意くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから同意第１１号、知名町教育委員会委員の任命に付き同意を求めることに

ついてを採決します。 

 この採決は無記名投票によって行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ただいまの出席議員数は１１名です。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に外山利章君及び福川勝久君を
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指名します。 

 同意第１１号を採決します。 

 念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願いま

す。 

 なお、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第８４条

の規定により否とみなします。 

 投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（福井源乃介君） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 配付漏れなしと認めます。 

 次に、投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異状なしと認めます。 

 これから投票を行います。議席番号１番の議員から順次投票をお願いします。 

〔投  票〕 

○議長（福井源乃介君） 

 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終わります。 

 次に、開票を行います。 

 先ほど立会人に指名しました外山利章君及び福川勝久君に開票の立会いをお願い

します。 

〔開  票〕 

○議長（福井源乃介君） 

 投票の結果を報告します。 

 投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票ゼロ票です。 

 有効のうち、賛成１１票、反対ゼロ票です。 
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 以上のとおり賛成が多数です。 

 したがって、同意第１１号、知名町教育委員会委員の任命に付き同意を求めるこ

とについては同意されました。 

 議場の出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（福井源乃介君） 

 しばらくお待ちください。 

 

△日程第１５ 発議第６号 議員派遣の件 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第１５、発議第６号、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、会議規則第１２９条第１項の規定によって、お手元に

お配りしたとおり議員を派遣したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第６号、議員派遣の件については、お手元に配付してあります

とおり派遣することに決定しました。 

 

△日程第１６ 決定第８号 閉会中の継続調査の件について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１６、決定第８号、閉会中の継続調査の件を議題とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付の本会議

の会期日程等議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申出がありま

す。 

 お諮りします。 

 議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありま

せんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定しました。 

 

△日程第１７ 決定第９号 閉会中の継続調査の件について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１７、決定第９号、閉会中の継続調査の件を議題とします。 

 ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会委員長から目下、委員

会において審査中の件について、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付

のゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会に関する事項について、

閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。 

 ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会委員長から申出のとお

り、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

 お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 ご起立ください。 

 令和５年第３回知名町議会９月定例会を閉会します。 
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 お疲れさまでした。 

閉 会 午後 １時５７分 
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